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平成24年３月13日（火曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成24年度宮崎県一般会計予算

○議案第８号 平成24年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計予算

○議案第９号 平成24年度宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特

別会計予算

○議案第10号 平成24年度宮崎県営国民宿舎特

別会計予算

○議案第13号 平成24年度宮崎県公共用地取得

事業特別会計予算

○議案第14号 平成24年度宮崎県港湾整備事業

特別会計予算

○議案第24号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第41号 公有地の拡大の推進に関する法

律施行令第３条第３項ただし書

の規模を定める条例の一部を改

正する条例

○議案第42号 道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例

○議案第43号 風致地区内における建築等の規

制に関する条例を廃止する条例

○議案第44号 宮崎県営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条

例

○議案第53号 土木事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員  原 正 三

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 内 村 仁 子

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

商工観光労働部次長 長 嶺 泰 弘

企業立地推進局長 森 幸 男

観光交流推進局長 安 井 伸 二

商 工 政 策 課 長 後 沢 彰 宏

金 融 対 策 室 長 菓子野 信 男

工 業 支 援 課 長 冨 髙 敏 明

商 業 支 援 課 長 金 子 洋 士

労 働 政 策 課 長 篠 田 良 廣

地域雇用対策室長 平 原 利 明

企 業 立 地 課 長 黒 木 秀 樹

観 光 推 進 課 長 向 畑 公 俊

みやざきアピール課長 小八重 英

工業技術センター所長 橋 口 貴 至

食品開発センター所長 工 藤 哲 三

県立産業技術専門校長 押 川 利 孝

労働委員会事務局

事 務 局 長 江 上 仁 訓

調 整 審 査 課 長 上玉利 正 利
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事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 野 中 啓 史

ただいまから商工建設常任委員○松村委員長

会を開会いたします。

まず、委員会日程及び審査方針についてであ

ります。お手元に配付いたしました「委員会日

程（案）」及び「委員会審査の進め方（案）」

をごらんください。商工観光労働部及び県土整

備部の説明及び質疑については、「委員会審査

の進め方（案）」のとおり、グループを分けて

行いたいと考えております。また、採決につい

ては、すべての審議が終了した後に行うことと

しております。また、３月９日の補正予算審査

の委員会の中で、４月から改正される入札制度

の改革について執行部に対して説明を求めたい

ということで意見を集約したところでございま

す。その取り扱い、進め方については、後ほど

協議をしたいと思いますので、つけ加えておき

ます。今回の委員会日程及び審査方針について

は以上でありますが、御異議ございませんか。

〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○松村委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

労働委員会です。本委員会に付託されました

議案等について説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

労働委員会事務局○江上労働委員会事務局長

でございます。

労働委員会の平成24年度当初予算につきまし

て御説明を申し上げます。

お手元の分厚い冊子でございますけれども、

平成24年度歳出予算説明資料の513ページをお願

いいたします。労働委員会のインデックスがつ

いておるところでございます。予算総額は１

億1,615万5,000円で、昨年度当初予算に比べま

してマイナス415万6,000円、率にしましてマイ

ナス3.5％となっております。

次に、この内訳でございますけれども、517ペ

ージで御説明を申し上げます。内容につきまし

て事項別に御説明をいたします。事項は職員費

と委員会運営費の２つでございます。

まず、（事項）職員費でございますけれど

も、8,310万8,000円を計上いたしております。

これは、事務局職員の人件費でございます。

次に、（事項）委員会運営費でございますけ

れども、3,304万7,000円を計上いたしておりま

す。その内訳でございますけれども、委員報酬

費として15名分の2,614万円、労働争議の調整、

不当労働行為の審査経費として224万9,000円、

その他の労働委員会運営経費として465万8,000

円を計上いたしておりますけれども、昨年度当

初予算と比べまして484万6,000円の減、率にし

まして12.8％の減となっております。その主な

理由は委員報酬費の減に伴うものでございま

す。

私からの説明は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。

なお、先日、補正予算案を御審議いただきま

したけれども、その際、委員報酬の減額につい

ての御質問がございました。それに対しまして

明確にお答えできない部分がございましたの

で、きょう、改めまして課長のほうから説明さ
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せますので、よろしくお願いいたします。以上

でございます。

それでは、御説明いた○上玉利調整審査課長

します。

さきの委員会で補正予算における委員報酬の

減額約290万円を年間で換算した場合の金額につ

いて御質問がございましたが、本日御審議いた

だく当初予算との関連もございますので、改め

て補足説明をさせていただきたいと思います。

委員報酬の減額の主な理由として、ことしの１

月から報酬改定が行われましたことは御説明い

たしましたが、このほか、昨年４月の当初から

５％の報酬減額が行われております。この５％

の報酬減額などによるものが約157万円ございま

す。ことし１月からの報酬改定によるものが

約134万円ございます。したがいまして、報酬改

定による134万円を１年間で見ますと約536万円

となりますが、新年度では23年度の当初予算に

比べて520万4,000円、率にしまして16.6％の減

額を見込んでおります。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○松村委員長

た。まず、議案について質疑はございません

か。

労働委員会は毎月定期的に開かれ○緒嶋委員

るわけですか。案件がなければ開かれない、ど

ういう感じになっているんですか。

労働委員会は毎月２○上玉利調整審査課長

回、総会を開催しております。このほか臨時の

ものとしまして、総会以外のものとしまして

は、例えば不当労働行為の申し立てがあった場

合の審査、あるいはあっせんの申請があった場

合のあっせん、こういったものを開催しており

ます。

定期的を２回だけれども、それ以○緒嶋委員

外の臨時的なものの回数は年間、去年の実績か

らいえばどのくらいあったんですか。

トータルで申します○上玉利調整審査課長

と、委員報酬に係る分が44日、月にしまして3.6

日、あっせん等に係るものが４日 実績で申―

しますと、集団のあっせんが２回ございまし

て、このほか個別紛争のあっせんが今年度は７

回開催しております。

517ページのその他の労働委員会運○図師委員

営費の主なものを１つ、２つ教えてください。

その他の労働委員会運○上玉利調整審査課長

営費としましては、定例総会、公益委員会議、

全国会議、九州ブロック会議などに係る旅費等

を計上しております。

組織ですけれども、各県に１つ地○原委員

方労働委員会があって、ここで調停をされてい

ろいろ不服が出たりすると思うんです。その場

合、今度は中央労働委員会、その辺の関係は

後また裁判への移行、組織にどう流れてい―

くのか。

不当労働行為の申し立○上玉利調整審査課長

てがございますと、これについて命令を出す形

になります。これについて不服がある場合は、

中央労働委員会のほうに申し立てをされるとい

うことになります。これとは別に、直接、裁判

所に訴えを提起されることもございます。ま

た、中央労働委員会の再申し立てにつきまして

命令が出た場合には、これについて東京地方裁

判所のほうに訴訟を起こすという場合もござい

ます。

ということは、地方労働委員会が○原委員

一つの裁定を下した、命令した、それに対して

不服を中央労働委員会に言った場合に、中央労

働委員会が地方労働委員会と違う判定といいま

※４ページに訂正発言あり
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すか、判断をされた場合には、地方労働委員会

として中央労働委員会に対して異議申し立てと

いうか、できるシステムになっているというこ

とですか。

中央労働委員会の決定○上玉利調整審査課長

が最終になります。

補足させていただ○江上労働委員会事務局長

きます。中央労働委員会が裁決をします。それ

に不服がある場合には、またそこで新たに訴訟

を起こすという手がございます。ですから、地

方労働委員会が裁決をする、不服がある場合に

は、課長が言いましたように、訴訟に移行する

手もございますし、中労委に行く手もございま

す。中労委に行って、そこで裁決が出ますと、

そこで終わる手もありますが、不服があれば裁

判に持っていけると。裁判は、１審、２審ござ

いますから、極端に言うと、５審制になるとい

う形になっております。

先ほどあっせんの回数○上玉利調整審査課長

について御説明いたしましたが、訂正をさせて

いただきたいと思います。申しわけございませ

ん。集団のほうは２件申請がございまして、回

数そのものとしては合計４回開催しておりま

す。個別のほうは７件申請がありまして、開催

は８回開いております。以上です。

これは料金は取られるわけです○緒嶋委員

か。どういう形の負担をするんですか。

御質問は裁判をす○江上労働委員会事務局長

る場合のということですか。労働委員会に申し

立てをする場合には全く無料でございます。裁

判所のほうは当然お金が要りますけれども、無

料で申し立てができます。

九州各県でもいいんですが、あっ○丸山委員

せんなり、集団で来る件数的な変化というのは

どのような形というふうに理解すればいいの

か。ふえてきているのか。大体２回とか、個人

は７件ということだったんですが、宮崎県内で

はどういう 九州内でもしわかっておればど―

ういう位置づけというふうに思えばいいのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。

九州各県の開催状況に○上玉利調整審査課長

ついては把握しておりませんけれども、一般的

に……。

今の御質問は申し○江上労働委員会事務局長

立ての件数ということでございますね。申し立

て件数は、福岡を除きましたら、ほとんど宮崎

県並みでございます。年間２～３件、低位安定

といいますか、これは昭和40年代がピークでご

ざいまして、そのころは数十件ございましたけ

れども、減ってきております。ただし、それは

あくまで集団対使用者といいますか、労働組合

と使用者という関係でいいますと減ってきてお

りますけれども、個別といいますか、労働者個

人と使用者との紛争は逆にふえてきてございま

す。

ほかにございませんか。○松村委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議案についてはないようござい○松村委員長

ます。その他で何かありませんか。

ちょっと教えていただきたいんで○丸山委員

すが、労働委員会事務局という組織です。昭

和40年代はいろいろ紛争も多くて、かなり重要

視されたと思っているんですが、今のあり方と

いうのが、全国的な感覚の中でこういう組織を

ずっとやるべきなのか、もしくは違うスタイル

でもいいんじゃないかという議論はしていない

んでしょうか。

言われましたよう○江上労働委員会事務局長

に、実は労働委員会制度というのは戦後すぐで

きましたので、もう60数年たってございます。
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その間、先ほど言いましたように、労使紛争も

かなりさま変わりをしております。その中で労

働委員会は変わっていないという状況にござい

まして、労働委員会の存在意義が果たしてある

のかという議論も実はございます。ただ、問題

としましては、労働委員会は本来は集団的な紛

争といいますか、労働組合と使用者との間の紛

争を取り持つ専門的な唯一の機関だったんです

けれども、御質問ございましたように、集団的

な紛争は減ってきております。そういう中で、

逆に個人の紛争がふえてきているということ

で、労働委員会のあり方もむしろ集団から個人

の調整に移っていきつつございます。そういう

中で、労働委員会の役割が変化してきている

と。労使紛争は減っていないんですけれども、

労使紛争の質と量が変わってきているという感

じがしております。

特に今、地方分権の議論がなされておりまし

て、国の出先機関の統廃合といいますか、地方

への移譲という話がございまして、労働局も、

九州広域行政機構の中で一括引き受けの議論の

対象になっている機関でございます。労働局が

今やっている仕事に個人の紛争のあっせんがご

ざいます。そこで我々と二重行政という部分が

出てきておりますので、将来は労働委員会をど

うするのかという議論もございます。

それから、あと１つは、今、国会に提案され

て議論になっております公務員の労働基本権の

付与の問題がございます。これがどうなるかわ

かりませんけれども、仮に協約締結権が公務員

に認められることになりますと、協約締結権を

もとに団体交渉が行われますので、その取り持

ちを労働委員会が担うということになりますの

で、労働委員会を取り巻く環境は動いていると

言えると思います。ですから、言われましたよ

うに、今のままでは労働委員会はじり貧でござ

いますけれども、大きく動いているということ

は言えると思います。

時代のニーズが変わってきていま○丸山委員

すので、合わせていただきたいというのが一つ

と、恐らく、個人紛争が多くなってきていると

いう現実を踏まえますと、知っている人は知っ

ている、知らない人は全く知らないんではない

のかなと思っていますので、労働委員会に行け

ば無料で相談できるというのも、もう少しＰＲ

というのもおかしいのかもしれませんが、そう

いうことは何かやられていらっしゃるんでしょ

うか。

まさに今、委員が○江上労働委員会事務局長

言われることは問題意識を持っておりまして、

我々は、無料でやれますし、親切丁寧、そして

簡易迅速というのを売りにしております。それ

が必ずしも、言われましたように、県民の方に

周知されていないということがございますの

で、今あらゆる機会をとらえまして、宮崎県だ

けじゃございませんで、各県と一緒になって労

働委員会の存在をアピールするということをし

てございます。特に、県民の方から信頼される

労働委員会になりたいということでやっている

というところでございます。

ぜひ、そういう形で頑張っていた○丸山委員

だきたいと思っています。

ほかにございませんか。○松村委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見がないようでございます。○松村委員長

それでは、以上をもって労働委員会事務局を終

了いたします。執行部の皆様、御苦労さまでご

ざいました。

暫時休憩いたします。

午前10時19分休憩
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午前10時22分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

商工観光労働部です。本委員会に付託されま

した議案等についての説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

まず、商工政策課、工業支援課、商業支援

課、企業立地課の審査を行います。

商工観光労働部でご○米原商工観光労働部長

ざいます。

本日は、お手元の常任委員会資料の目次にあ

りますとおり、平成24年２月定例県議会提出議

案（当初分）につきまして御説明いたします。

まず、資料の１ページをお開きください。今

回提出しております議案の概要でございます。

まず、議案第１号「平成24年度宮崎県一般会計

予算」でありますが、平成24年度の当初予算

は460億6,410万1,000円となっております。ま

た、債務負担行為の追加につきましては、平

成24年度設備貸与機関損失補償など３件となっ

ております。

次に、特別会計でございます。議案第８号

「平成24年度宮崎県小規模企業者等設備導入資

金特別会計予算」は５億997万円、議案第９号

「平成24年度宮崎県えびの高原スポーツレクリ

エーション施設特別会計予算」は43万円、２ペ

ージになりますが、議案第10号「平成24年度宮

崎県営国民宿舎特別会計予算」は３億1,783

万9,000円となっております。

次に、議案第24号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」につきましては、工

業技術センター等の機器の新規購入等に伴い、

所要の改正を行うものであります。

次に、資料の３ページをお願いいたします。

平成24年度商工観光労働部当初予算案の概要で

ございます。一般会計及び特別会計を合わせま

して、部全体の予算額は468億9,234万円であり

まして、平成23年度の６月補正後予算と比べた

対前年度比でいいますと、91.0％となっており

ます。前年度からの減の主な要因といたしまし

ては、労働政策課の雇用対策基金事業費の減

額、企業立地課の企業立地促進補助金の減額な

どによるものであります。

次に、資料の４ページをごらんください。平

成24年度の重点施策にかかわる商工観光労働部

の事業を体系的に整理したものでございます。

まず、「産業・雇用づくり」（地域経済活性

化）につきましては、①の地域経済循環システ

ムの構築といたしまして、「宮崎を知ろう！100

万泊県内観光活性化事業」により県内各地の地

元における取り組みを支援するとともに、観光

情報の発信機能を強化し、県民による県内観光

の推進を図ってまいります。

次に、②の地域産業の振興・雇用の確保につき

ましては、「地域資源活用！新事業活動支援事

業」により地域資源の活用によります新規創業

や新規事業展開を支援するとともに、「出会い

応援！県内就職サポート事業」によりインター

ンシップ支援や企業見学会などを実施すること

によりまして、若年者等の県内就職を促進し、

県内企業の人材確保を支援してまいります。ま

た、観光面におきましては、恋旅、波旅などに

加えまして、新たな取り組みとして花旅や日向

神話旅などを展開することによりまして、多彩

な観光の魅力をアピールしてまいりますととも

に、オールみやざき営業チーム活動強化事業に

より、シンボルキャラクター「みやざき犬」を

活用したＰＲ活動や民間企業との協働によりま

す県外でのプロモーション活動を展開してまい
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ります。

③の将来の産業展開に向けた取り組みにつき

ましては、東九州メディカルバレー構想医療機

器産業拠点づくり事業、ソーラー・半導体関連

産業集積促進事業及び食品産業新事業創出促進

事業により産業の集積を目指して、ものづくり

産業への支援を行うとともに、ＩＣＴスペシャ

リスト養成事業やコールセンター人材養成強化

事業等により産業人材の育成を図ってまいりま

す。

次に、５ページをお願いいたします。５ペー

ジから７ページにかけましては、平成24年度の

部の主な新規・重点事業を宮崎県総合計画アク

ションプランにおけるプログラム別に体系的に

整理したものでございます。全体の姿について

概要を申し上げますと、６ページの７の地域発

産業創出・雇用確保プログラム、及び７ページ

の８の観光交流・海外展開プログラムは、商工

観光労働部が主体となって取り組むプログラム

でございまして、戻りまして５ページの２から

６の５つのプログラムと７ページの９の持続可

能な地域づくりプログラムは、私どもの部が一

部関係をするプログラムとなっております。

ページに沿って順に申し上げます。５ページ

をお願いします。５ページの２の脱少子化・若

者活躍プログラムの中では、若者が県内に定住

できる環境づくり及び仕事と家庭の両立支援の

推進、３の将来世代育成プログラムの中では、

地域の社会や産業を支える自立した人材づく

り、４の健康長寿社会づくりプログラムの中で

は、高齢者の活躍の場づくり、５の環境・新エ

ネルギー先進地づくりプログラムの中では、低

炭素循環型社会づくりへの挑戦、６のフードビ

ジネス展開プログラムの中では、食の王国みや

ざきづくりが商工観光労働部が関連する施策で

ございますが、これらにかかわる事業につきま

しては、関係部局とも十分連携を図りながら取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、６ページの７の地域発産業創出・雇用

確保プログラムにつきましては、地域産業を牽

引する力強い産業の育成、及び産業人材の育成

と就職支援を柱に、それぞれの取り組みにかか

わる、ごらんのような事業に取り組んでまいり

ます。

また、７ページの８の観光交流・海外展開プ

ログラムにつきましては、観光、スポーツラン

ドみやざきの推進、定番・定着化と観光・物産

の総合的な展開、及びアジア市場の開拓に向け

た積極的な取り組みを柱に、それぞれの取り組

みにかかわる事業に取り組んでまいることとし

ております。

最後に、９の持続可能な地域づくりプログラ

ムの中では、地域の魅力を高める取り組みの推

進といたしまして、町なかのにぎわい創出や商

店街の活性化にかかわる事業に取り組んでまい

ることとしております。

私のほうからの説明は以上でございまして、

議案の詳細につきましては、この後、担当課長

等からそれぞれ説明をいたしますので、よろし

くお願いをいたします。

商工政策課の平成24年度○後沢商工政策課長

当初予算について御説明をいたします。

資料はお手元の平成24年度歳出予算説明資

料、商工政策課のインデックスのところ、233ペ

ージでございます。平成24年度当初予算額は398

億9,470万6,000円となっており、一般会計が393

億8,473万6,000円、特別会計であります小規模

事業者等設備導入資金特別会計が５億997万円と

なっております。

まず、一般会計の新規・重点事業等の主なも
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のについて御説明をいたします。236ページをお

開きください。初めに、（事項）地場企業振興

対策事業費1,547万円であります。説明欄１の宮

崎県中小企業大賞事業でありますが、本県経済

の活性化を図るため、県内の中小企業のうち、

産業の振興や地域経済の活性化に特に寄与して

いる企業を表彰するものであります。次の２と

３の２つの新規事業につきましては、後ほど委

員会資料で御説明をいたします。

次に、（事項）中小企業金融対策費35 3

億4,418万4,000円であります。１の中小企業融

資制度貸付金でありますが、これは、県中小企

業融資制度の貸付原資として取扱金融機関に預

託するものです。この事業につきましても、後

ほど委員会資料で御説明いたします。次に、２

の中小企業金融円滑化補助金であります。これ

は、中小企業者の保証料負担を軽減するための

補助であり、３の信用保証協会損失補償金は、

県制度資金について代位弁済が生じた場合に信

用保険等で補てんされない保証協会の損失分を

補てんするものであります。

次に、237ページをごらんください。（事項）

貸金業対策費586万8,000円であります。これ

は、貸金業者への立入検査や利用者からの相談

に要するものであります。

次に、（事項）中小企業等支援ファンド貸付

事業費20億円であります。これは、平成15年９

月に設立されました宮崎県中小企業等支援ファ

ンドに出資している宮崎県産業支援財団に対し

て、単年度貸し付けとして毎年度出資額と同額

を貸し付けているものであります。

次に、（事項）小規模企業者等設備導入事業

推進費4,048万円であります。これは、県が直

接、中小企業等に融資を行います高度化資金

や、県産業支援財団が実施しております小規模

企業者等設備導入事業に要する経費でありま

す。このうち、６の改善事業・中小企業診断業

務強化・経営指導事業につきましては、後ほど

委員会資料で御説明いたします。

次に、（事項）組織化指導費２億6,814万円で

あります。これは、中小企業の組織化支援を行

う中小企業団体中央会の職員の人件費や事業に

対する助成等であります。このうち、２の

（３）の新規事業・第64回中小企業団体全国大

会につきましては、後ほど委員会資料で御説明

いたします。続きまして、238ページをお開きく

ださい。３の宮崎県火災共済協同組合体質強化

貸付金についてでありますが、これは、火災共

済組合の経営支援として大規模な台風災害の

あった平成６年度以降貸し付けているものであ

ります。なお、前年度と比較しまして5,000万円

減額しております。

次に、（事項）小規模事業対策費12億7,041万

円であります。これは、中小企業の経営支援等

を行う商工会、商工会議所の経営指導員等の人

件費や、経営指導等に要する経費の助成であり

ます。３の中小企業等経営基盤強化支援事業で

ありますが、これは、商工会や商工会議所等が

実施する中小企業の事業強化、新分野進出、新

たな創業等の支援等に要する経費の助成であり

ます。

次に、（事項）新事業・新分野進出支援事業

費3,528万9,000円でありますが、これは、中小

企業の創業や研究開発、産学官の共同研究等を

推進している産業支援財団の運営管理に要する

経費であります。

以上が一般会計でございます。

続きまして、240ページをお開きください。小

規模企業者等設備導入資金特別会計でございま

す。初めに、（事項）小規模企業者等設備導入
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事業助成費３億8,761万4,000円であります。１

の（１）の高度化資金貸付金は、中小企業等が

共同して行う事業に対して長期低利の融資を行

うものであります。次に、（２）の小規模企業

者等設備導入資金貸付金は、小規模企業者等へ

の設備資金の貸し付けを行っている県産業支援

財団に対し、その原資を貸し付けるものであり

ます。次に、２の一般会計への繰出金について

は、高度化資金の貸付先からの償還金のうち、

貸付金原資の県負担相当分を一般会計に繰り出

すものです。

次に、公債費の（事項）元金１億2,2 3 5

万6,000円につきましては、同じく高度化資金の

貸付先からの償還金のうち、貸付金原資の中小

企業基盤整備機構負担相当分を当該機構に返還

するものであります。

なお、特別会計は、別途配付の平成24年２月

定例県議会議案の議案第８号にもございます

が、重複いたしますので、この説明でかえさせ

ていただきます。

次に、主な新規・重点事業の内容について委

員会資料で御説明させていただきます。

なお、主な重点事業につきましては、各課そ

れぞれ事業シートで御説明させていただきます

が、事業数が多くなってございますので、事業

概要を中心に説明させていただきます。

それでは、委員会資料の８ページをお開きく

ださい。新規事業・中小企業支援ポータルサイ

ト構築事業であります。現在、中小企業支援に

関する情報については、県ホームページなどの

媒体を活用し、情報提供を行っているところで

すが、２の事業概要にありますとおり、施策等

の周知や、より一層の活用を図っていただく必

要があることから、この事業によりまして、県

の施策情報や新事業に取り組んでいる企業情報

などを体系的に整理した中小企業者向けのポー

タルサイトを県ホームページ内に開設すること

としております。事業費は588万8,000円を計上

してございます。

次に、９ページをお開きください。新規事業

・県庁エリア魅力空間活用推進事業でありま

す。この事業は、観光・交流スポットとしての

県庁の魅力向上や物産の振興を図るため、２の

事業概要にありますとおり、楠並木通り、本館

前庭等での新しい企画によるイベントの開催

と、県民等へのイベントの場の提供を行うこと

としておりまして、提案公募によりアイディア

を広く募集し､委託することとしております。事

業費は913万2,000円でございます。

次に、10ページをごらんください。中小企業

融資制度貸付金であります。この事業は、２の

事業概要にありますとおり、県中小企業融資制

度の貸付原資として取扱金融機関に預託するも

のでございます。このうち、大規模な自然災害

等により地域経済が大きな影響を受けた際、迅

速かつ機動的に対応するため、緊急用資金とし

て30億円を確保しております。なお、ＢＣＰ

（事業継続計画）に伴う施設整備を行う中小企

業者などを新たな融資対象としているところで

ございます。事業費は349億8,219万1,000円でご

ざいます。

次に、11ページをお開きください。改善事業

・中小企業診断業務強化・経営指導事業であり

ます。この事業は、２の事業概要にありますと

おり、県が民間機関に診断業務を委託し、当該

機関が中小企業診断士を雇用することにより、

高度化資金貸付先の診断、経営支援、経営相談

会への参加等を行うものであります。事業費

は698万7,000円でございます。

次に、12ページをごらんください。新規事業
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・第64回中小企業団体全国大会であります。１

の事業目的にも記載してございますが、この大

会は、全国の中小企業団体が一堂に会し、その

決意を内外に表明し、組合組織を基盤にした中

小企業の安定的な振興発展を目指し、開催され

るものでございます。大会の主催者であります

宮崎県中小企業団体中央会に開催費として補助

するものでございます。事業費は500万円であり

ます。

当課の説明は以上です。よろしくお願いいた

します。

続きまして、工業支援課○冨髙工業支援課長

の平成24年度の当初予算につきまして御説明を

いたします。

お手元の平成24年度歳出予算説明資料の工業

支援課のインデックスのあります241ページをお

開きいただきたいと思います。平成24年度当初

予算額は11億3,289万7,000円となっておりま

す。

それでは、事業の主なものにつきまして御説

明いたします。243ページをお開きください。ま

ず、（事項）職員費５億237万2,000円は、工業

支援課、工業技術センター等の65名分の人件費

であります。

次に、（事項）新事業・新分野進出支援事業

費１億5,406万8,000円であります。説明欄２の

創業・新事業挑戦支援ファンド事業は、今後の

成長性が見込める中小企業等に対して、金融機

関と連携し、投資による資金面からの支援を行

うものであります。同じく５の地域資源活用！

新事業活動支援事業と６のみやざき新ビジネス

応援プラザ運営事業は、後ほど委員会資料で御

説明をいたします。

次に、（事項）産学官共同研究推進事業

費6,577万9,000円であります。244ページをお開

きください。説明欄１の産学官ネットワーク形

成共同研究推進事業は、産学官のグループに対

する研究開発支援等を行うことによりまして、

すぐれた研究シーズの事業化を促進するもので

あります。２の環境リサイクル技術開発促進対

策事業は、産業廃棄物のリサイクル等を促進す

るため、産学官研究グループが行う環境関連の

新事業創出に向けた取り組みを総合的に支援す

るものであります。３のバイオメディカル知財

活用促進事業は、後ほど委員会資料で御説明い

たします。

次に、（事項）技術振興対策費1,580万2,000

円であります。これは、説明欄１と２の事業を

実施し、県が保有する知的財産の管理活用や産

業財産権に関する普及等を行うことによりまし

て、中小企業の技術力の向上と意識の高揚を図

るものであります。

次に、（事項）機械技術センター運営事業

費4,803万3,000円であります。説明欄１の管理

運営委託費は、機械技術センターの管理運営を

指定管理者に委託し、研修や技術指導等を行う

ものであります。

次に、（事項）下請企業振興事業費3,834

万3,000円であります。説明欄１の取引振興事業

費補助金は、産業支援財団を通じて受発注情報

の提供や取引のあっせん等を実施し、県内中小

企業の取引の拡大を促進するものであります。

次に、245ページをごらんください。（事項）

産業集積対策費4,715万3,000円であります。説

明欄２の食品産業活性化対策事業は、食品開発

センターと県内食品加工業者が共同で１次加工

技術に関する実証実験を行い、得られた成果を

地域の企業へ移転・普及することにより、食品

産業の活性化を図るものであります。説明欄の

３、４、６、７、８の事業につきましては、後
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ほど委員会資料で御説明をいたします。

次に、（事項）工業技術センター総務管理費

１億5,929万円であります。説明欄１の工業技術

センター運営管理費は、センターの警備・清掃

の庁舎管理等に必要な経費であります。６の設

備整備事業は、研究開発や企業支援のための技

術力向上を図る目的で試験装置等を整備するも

のであります。

次に、246ページをお開きください。（事項）

工業技術研究開発費3,574万9,000円は、試験研

究に要する経費であり、（事項）企業技術支援

事業費1,796万2,000円は、企業からの依頼試験

や設備利用、企業との共同研究、企業への技術

指導等に要する経費であります。

次に、（事項）食品開発センター総務管理

費446万9,000円は、センターの管理運営に要す

る経費であり、（事項）食品開発センター研究

開発費1,781万6,000円は、食品開発研究や企業

からの依頼試験、設備利用等に要する経費であ

ります。

続きまして、新規・重点事業など主なものに

ついて御説明いたします。常任委員会資料のほ

うに移っていただきたいと思います。常任委員

会資料の13ページでございます。まず、改善事

業・地域資源活用！新事業活動支援事業であり

ます。この事業は、地域資源を活用した新規創

業などを支援するために、総合相談や農商工連

携で開発された製品の販路開拓を行うものであ

ります。２の事業概要であります。（１）の地

域資源活用等促進事業の①は、産業支援財団に

総合相談窓口を設置し、コーディネーターが幅

広い相談に対応するものであり、②は、中小企

業の専門家派遣等を行うことにより、地域資源

を活用した新事業の取り組みを支援するもので

あります。③では、相談機能を強化するため、

事業のサポート等を行うアシスタントコーディ

ネーターを設置することとしております。

（２）につきましては、農商工連携で開発され

た製品の販路開拓のために、バイヤーやコンサ

ルタントを招き、商品開発のアドバイス等を受

ける求評会や面談会を開催するものでありま

す。事業費は3,842万8,000円であります。

次に、14ページをごらんください。改善事業

・みやざき新ビジネス応援プラザ運営事業であ

ります。２の事業概要ですが、（１）で個人企

業家やベンチャー企業にインキュベーション機

能を持つオフィスを低料金で貸し出すととも

に、（２）で入居企業等のビジネスプランの周

知や取引の拡大を目的としたセミナーを開催す

ることとしております。事業費は349万5,000円

であります。

次に、15ページをお開きください。新規事業

・バイオメディカル知財活用促進事業でありま

す。この事業は、これまで取り組んできました

地域結集型共同研究事業などの研究成果である

知的財産の権利化や利活用等を促進するもので

あります。２の事業概要でありますが、（１）

で産業支援財団に知財コーディネーターを設置

し、知的財産の権利化や企業ニーズとのマッチ

ングを行うとともに、（２）で科学技術振興機

構から貸与されています分析機器の大学等によ

る利活用を図り、研究の事業化に向けた取り組

みを促進することとしております。事業費

は2,000万円であり、産業支援財団に３年間基金

を設置し、事業を実施することとしておりま

す。

次に、16ページをごらんください。改善事業

・東九州メディカルバレー構想医療機器産業拠

点づくり事業であります。２の事業概要であり

ますが、（１）の医療機器産業の拠点づくりの
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①は、地場企業の医療機器産業への参入を促す

ため、勉強会の開催や展示会への出展を行うな

ど、宮崎県医療機器産業研究会の活動を支援す

るものであり、②は、この研究会活動を支援す

る参入支援コーディネーターを設置するもので

あります。③は、薬事法や業界の事情に通じた

専門アドバイザーを招聘してセミナーや企業と

の個別相談会を行うものであります。（２）で

は、構想推進会議を開催し、総合特区指定に係

る規制の特例措置などの調整を行いますととも

に、ホームページ等による構想のＰＲを行うこ

ととしております。事業費は860万6,000円であ

ります。

なお、参考にありますとおり、総合政策課に

おきましては、県北地域における研究拠点とな

ります宮崎大学の寄附講座に関する予算を計上

しているところであります。

次に、17ページをお開きください。改善事業

・自動車関連産業取引拡大支援事業でありま

す。２の事業概要でありますが、（１）では、

取引開拓アドバイザーが北部九州の自動車関連

の企業情報、発注情報の収集を行い、あわせて

商談会を開催することとしております。（２）

では、宮崎県自動車産業振興会が行う取引拡大

のための活動を支援し、自動車産業アドバイザ

ーが技術力向上や改善のためのアドバイスを行

うとともに、次世代自動車技術に関するセミナ

ーを開催することとしております。事業費は543

万3,000円であります。

次に、18ページをごらんください。改善事業

・ソーラー・半導体関連産業集積促進事業であ

ります。２の事業概要でありますが、（１）

は、太陽電池関連産業振興協議会が実施する企

業参入支援、研究開発、人材育成のための事業

を実施するものであり、（２）では、ソーラー

・半導体関連企業の訪問調査等を行う職員を配

置し、パンフレットを作成するとともに、太陽

電池関連の展示会への出展支援を行うこととし

ております。事業費は726万6,000円でありま

す。

次に、19ページをお開きください。新規事業

・食品産業新事業創出促進事業であります。２

の事業概要でありますが、（１）は、調査員が

食品企業への巡回相談を行い、商品開発等に関

する課題に対応するとともに、成功事例集を作

成、配布することにより、新事業創出に関する

企業の理解を深めていくものであります。

（２）では、専門家によるアドバイスを行うセ

ミナーや、素材提供者と食品加工業者を結びつ

けるマッチング会を開催することとしておりま

す。事業費は750万5,000円であります。

次に、20ページをごらんください。新規事業

・ものづくり海外販路開拓支援事業でありま

す。本事業は、成長著しいアジア市場を取り込

み、本県のものづくり産業の活性化を図るため

に、海外販路開拓に関する事業を行うものであ

ります。２の事業概要であります。（１）は、

海外販路開拓支援アドバイザーを設置し、県内

のものづくり企業を巡回することにより、ニー

ズの掘り起こしやアドバイス等を行うものであ

ります。（２）は、海外市場の動向や具体的な

取引の事例など、海外販路開拓に関する情報を

提供するセミナーを開催するものであり、

（３）は、海外の展示会に出展して展示・商談

を行いますとともに、報告会の開催などにより

まして、県内企業への情報提供、啓発を行うも

のであります。事業費は903万4,000円でありま

す。

続きまして、議案第24号「使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例」につきまして
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御説明をいたします。議案書69ページ以降に記

載しておりますが、概要につきまして委員会資

料で御説明をさせていただきたいと思いますの

で、委員会資料の40ページをお開きいただきた

いと思います。

まず、１の使用料及び手数料の名称につきま

しては、（１）の工業技術センター、食品開発

センター及び機械技術センター使用料と（２）

の同じく３つのセンターの手数料であります。

次に、２の改正の理由は、各センターにおけ

る機器の新規購入、更新及び廃棄処分に伴いま

して、所要の改正を行うものであります。

次に、３の改正の内容であります。（１）の

使用料につきましては、機器の新規購入に伴い

ます規定の追加が41件、②の機器の更新に伴う

料金の改定が６件、③の機器の老朽化による廃

棄処分に伴う規定の削除が44件となっておりま

す。（２）の手数料につきましては、同じく①

の規定の追加が８件、②の料金の改定が３件、

③の規定の削除が５件となっております。

施行期日は、平成24年４月１日であります。

説明は以上であります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。

商業支援課の平成24年度○金子商業支援課長

当初予算案について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料のほうにお戻りを

いただきまして、商業支援課のインデックスの

あります249ページをお開きください。当課の平

成24年度当初予算は５億9,650万7,000円であり

ます。

それでは、新規・重点事業など主なものにつ

いて御説明いたします。251ページお開きくださ

い。まず、（目）商業振興費（事項）大規模小

売店舗適正化事業費381万2,000円は、審議会の

運営を通じて大規模小売店舗の立地の適正化を

図るための経費であります。

次に、（事項）中小商業活性化事業費1,891

万8,000円は、魅力ある商店や商店街づくりを推

進するための経費であります。主な事業であり

ます２のまちなか商業再生支援事業1,350万円

は、商店街等が行いますにぎわいづくりや高齢

化等の社会的課題の解決を支援するとともに、

まちづくりを担うリーダーを育成するための経

費であります。３の新規事業・頑張る商店街等

情報発信事業については、後ほど委員会資料で

説明いたします。

次に、（事項）地場産業総合振興対策費580

万5,000円は、工芸品等の地場産業の総合的な振

興を図るための経費であります。主な事業であ

ります252ページの３の改善事業・みやざき工芸

品産業育成支援事業については、後ほど説明い

たします。

次に、（事項）運輸事業振興助成費１億8,222

万3,000円は、交通安全対策や環境対策等運輸事

業の振興を図るために、県バス協会及び県ト

ラック協会に対して助成するものであります。

次に、（事項）中小企業ＩＴ化促進支援事業

費8,493万2,000円は、企業が必要とするＩＴ人

材の育成確保を図るための経費でありまして、

１の新規事業・ＩＣＴスペシャリスト養成事業

及び２の新規事業・ＩＣＴ即戦力養成事業につ

いては、後ほど説明いたします。

次に、（事項）ＩＴ関連産業振興事業費1,066

万8,000円は、ＩＴ関連産業の振興を図るための

経費であります。１の改善事業・コールセンタ

ー人材養成強化事業及び２の改善事業・県内Ｉ

ＣＴ市場拡大支援事業についても、後ほど説明

いたします。

続きまして、（目）貿易振興費（事項）貿易

促進費4,174万8,000円は、貿易の振興や県産品
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の輸出拡大を図るための経費であります。主な

事業は、１の海外交流駐在員設置事業1,906

万6,000円であります。これは、中国の上海、台

湾の台北に駐在員を設置し、県内企業の海外と

の経済交流を支援するとともに、県産品の輸出

振興や観光ＰＲ等を行い、本県経済の国際化を

図るものであります。３のみやざき県産品東ア

ジア販路拡大総合推進事業については後ほど説

明いたします。

253ページをお開きください。（目）物産振興

費（事項）県産品販路拡大推進事業費１億1,462

万1,000円は、県産品の販路拡大を図るための経

費でありまして、１の県産品振興事業9,165

万7,000円は、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥの施設

維持管理費等であります。２のみやざき県産品

販路拡大支援プロジェクト事業2,296万4,000円

は、社団法人宮崎県物産貿易振興センターに委

託して、商談会や物産展の開催、商品の開発・

改良支援、新宿みやざき館等を活用した情報の

受発信等の事業を実施し、県産品のＰＲや販路

拡大を図るものであります。

当初予算案の説明は以上でございます。

続きまして、主な新規・重点事業の内容につ

いて委員会資料のほうで御説明をいたしま

す。21ページをお開きください。新規事業・頑

張る商店街等情報発信事業であります。これ

は、意欲的な取り組みにより成果を上げており

ます商店街や繁盛している個店等の優良事例を

インターネットによる情報発信によって広く紹

介し、魅力ある商店街や個店の創出につなげて

いくものであります。事業費は492万3,000円で

あります。

次に、22ページをお開きください。改善事業

・みやざき工芸品産業育成支援事業でありま

す。これは、需要の長期低迷で厳しい環境下に

あります工芸品産業を総合的に支援するもので

ありまして、事業所のニーズに応じたアドバイ

ザーの派遣や、バイヤー等を招聘した商品開発

セミナー等による商品開発支援、及び県外見本

市への出展補助や若手工芸家による展示会の開

催支援、県外アンテナショップを利用した工芸

品のＰＲ等による販路開拓支援の２つの柱で構

成しております。事業費は496万4,000円であり

ます。

次に、23ページをお開きください。新規事業

・ＩＣＴスペシャリスト養成事業であります。

これは、民間の人材育成機関や複数のＩＣＴ企

業が企画提案して共同実施する在職者向けのＩ

ＣＴ研修に対して、その経費の一部を助成する

ものでありまして、２の（１）に記載しており

ますように、リーダー向け研修など３講座を想

定しており、補助率は研修経費の２分の１以内

で、限度額50万円としております。事業費は161

万4,000円であります。

次に、24ページをお開きください。新規事業

・ＩＣＴ即戦力養成事業であります。これは、

県内の人材育成機関やＩＣＴ企業が新規学卒者

等を雇用し、雇用先におきまして、ビジネスマ

ナーやＩＣＴの基礎的技術に関する研修と職場

実習を実施しまして、働く上で必要な技術や技

能、コミュニケーション能力を習得させること

で企業が求めます即戦力となる技術者を養成す

るものであります。事業費は8,331万8,000円で

あります。

次に、25ページをお開きください。改善事業

・コールセンター人材養成強化事業でありま

す。これは、今後多くの雇用が見込まれますコ

ールセンターへの就職を希望する県内の求職者

に対し、業務に必要な知識や技術を習得する研

修を集中的に実施し、あわせて就職支援体制を
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充実させることによりまして、コールセンター

人材の確保や養成の強化を図るものでありま

す。事業費は603万5,000円であります。

次に、26ページでございます。改善事業・県

内ＩＣＴ市場拡大支援事業であります。これ

は、今後ますますＩＣＴ市場の拡大が見込まれ

ます首都圏の企業と県内企業との商談会の開催

や、首都圏での展示会への出展助成等を行うこ

とによりまして、首都圏からの受注機会の拡大

を支援し、県内の市場拡大を図るものでありま

す。事業費は463万3,000円であります。

次に、27ページをお開きください。東アジア

展開関連事業であります。当部の主な事業とし

て３事業を掲載しておりますが、１つ目の新規

事業・ものづくり海外販路開拓支援事業は、先

ほど工業支援課が御説明したものであります。

２つ目のみやざき東アジア販路拡大総合推進事

業は、農林水産品や加工食品などの販路拡大を

図るため、香港や台湾での海外見本市への参加

やセミナーの開催、輸出事情や実務に詳しい輸

出相談員の配置等によりまして、県内企業の輸

出力強化や輸出環境の整備を行うものでありま

す。３つ目の日本のふるさと宮崎誘客促進事業

につきましては、後半の部で観光推進課のほう

から御説明いたします。事業費については、３

にありますとおり、総計で5,686万円で、内訳は

①から③のとおりとなっております。

説明は以上であります。

続きまして、企業立地課○黒木企業立地課長

の当初予算について御説明させていただきま

す。

お手元の冊子、歳出予算説明資料、企業立地

課のインデックスのところ、263ページをお開き

ください。企業立地課の当初予算額は11億7,967

万円となっております。

それでは、主な事業について御説明させてい

ただきます。265ページをお開きください。ま

ず、（事項）企業立地基盤整備等対策費8,108

万8,000円でございます。これは、企業立地を促

進するための受け皿となる県内の工業団地等の

基盤整備に要する経費でございます。その主な

内容といたしましては、宮崎フリーウェイ工業

団地等の基盤施設整備や除草業務等の維持管理

に要する経費、及び大規模な工業団地の整備を

行う市町村に対しまして、県が一定の補助を行

う経費でございます。

次の（事項）企業誘致活動等対策費3,021

万5,000円でございます。これは、市町村等と連

携して実施いたします企業誘致活動に要する経

費でございます。その内容といたしましては、

企業訪問等に要する旅費などの経費、ＰＲパン

フレットの作成やホームページの内容の充実を

図るための経費、そして県外事務所に企業誘致

コーディネーターを配置いたしまして、その方

の豊富な人脈や経験を生かして重点的な企業訪

問を行うための経費等でございます。

次の（事項）立地企業フォローアップ等対策

費９億6,740万1,000円でございます。これは、

立地企業の県内定着及び県内での事業拡大を促

進するため、既存の立地企業を対象に行うフォ

ローアップ活動等に要する経費でございます。

その内容といたしましては、県内の立地企業の

本社や親会社及び県内事業所等を訪問いたしま

して、企業ニーズ等を把握して、地元への定着

と事業拡大の働きかけ等を行うための経費や、

県内に立地する企業の初期投資負担を軽減する

ことにより企業立地の促進を図ることを目的と

いたしまして、投資額や雇用者数等の実績に基

づいて企業立地促進補助金を交付するものでご

ざいます。なお、企業立地促進補助金９億6,500
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万円の内訳といたしましては、ソーラーフロン

ティア社国富工場に対する補助金５億円のほ

か、33社への交付を予定いたしております。

なお、ソーラーフロンティア社につきまして

は、今年度30億円を交付させていただきました

が、来年度には、最大50億円の補助金の要件で

ございます投資額1,000億円、県内新規雇用500

人をおおむね満たすものと考えておりまして、

県の厳しい財政事情もございますことから、毎

年度一定の雇用条件が満たされていることを確

認した上で、５億ずつ４年間で最大20億円の補

助金交付を見込んでいるところでございます。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○松村委員長

た。まず、議案について質疑はございません

か。

委員会資料の13ページと19ページ○図師委員

も関連するのかなと思うんですが、地域資源活

用の支援事業なり、食品産業の促進事業なりな

んですが、事業目的の中の、県内の新規企業者

なり、食品会社、企業を回って販路拡大等の支

援を行うような事業だと思うんですけれども、

対象となる企業の規模とか、どういう食品加工

品を取り扱っているところがその対象になると

か、基準みたいなものがあれば教えてくださ

い。

基本的に、食品加工、い○冨髙工業支援課長

ろんな形態があるわけですが、当面、我々がタ

ーゲットといいますか、目標にしておりますの

は、１次加工、いわゆる農産物を冷凍冷蔵、

カット、ペーストにするとか、ピューレにする

とか、粉末にするとか、そういったところをと

りあえず技術力のアップをしたいというような

ことで今考えているところでございます。

地元の話で申しわけないんですけ○図師委員

れども、今、児湯地域で、Ｂ級グルメにも絡ん

で、鍋合戦、鍋対決というようなイベントを

やっておりまして、参加者もお客さんも非常に

多くて、年々、事業は拡大しておりまして、そ

の中で、新たな食品なり加工品の開発も進んで

おって、御存じかと思うんですが、例えば都農

町におきましては、トマト鍋のレトルトといい

ますか、そういう加工品ができておりますし、

つい最近、新聞にも取り上げられました金フグ

のどんぶり物なりの加工品もできております。

前からは川南町の浜てんと申しまして、川南漁

港の中で加工部がつくっておりますすり身をて

んぷらにしたもの等々ありまして、地域にはそ

ういう埋もれた加工品、埋もれているんじゃな

い、まだ日の当たっていないといいますか、こ

れから日の当たるであろう加工品もたくさんあ

りまして、ぜひそのあたりもうまく拾い上げて

いただいて、こういう事業にのっけていただけ

ればなと思うんですが、ただ、そういうマッチ

ングの機会とか、どこまで網羅できるのか、果

たしてこういう事業がきめ細やかさがどこまで

あるのかを聞きたかったんですけれども、今、

課長のお話ですと１次加工を中心にということ

ですけれども、ぜひ市町村と連携して、地元で

農産品を利用した活動をされている、企業まで

はいかないんですが、部会とか地域のサークル

とか、そういうものが多々あろうかと思います

ので、そこら辺までつなげていただくといいな

と思いますが、いかがでしょうか。

今、地域でいろんな取り○冨髙工業支援課長

組みがされているということは承知いたしてお

るところでございます。先ほど私は１次加工と

いうことで申し上げましたが、そこを中心にと

いうことでございまして、それ以外のいろんな

製品をつくっているメーカーもございますの
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で、そういった支援もさせていただきたいと思

います。

ただ、委員おっしゃいました加工グループと

いうものに関しては、どこまでの規模かという

ところが非常にポイントでございまして、将来

そこをメーンにして本当に事業化をしようと考

えていらっしゃるのか、そういったところが

しっかりされていれば、当然、支援の対象にも

なりますが、片手間にといいますか、そういっ

たレベルだとなかなか難しい部分はあるかなと

思います。まさしく事業をどこまでしっかり考

えて取り組んでいただいているかということだ

ろうと思います。そういう意味では、農商工連

携の応援ファンド事業ですとか、そういったも

のでそういったところに取り組んでいらっしゃ

る企業に対しては支援をさせていただいた経緯

がございますので、そこはきちっと財団のコー

ディネーターですとか、あと商工会、商工会議

所の経営指導員の方等々と御相談をいただい

て、しっかりとした事業計画をつくっていただ

く、そこが一番ポイントかなというふうに思っ

ております。

今言われたように、ファンド事業○図師委員

を活用されているとかいうところまでまだたど

り着いていない方々もいらっしゃって、そうい

う団体とか、これから立ち上がっていくであろ

うところに、そういう働きかけ、呼びかけだけ

は届くような形で、ぜひ市町村と連携をとって

いただければと思いますので、よろしくお願い

します。以上です。

委員会資料の８ページのポータル○丸山委員

サイト、ホームページを立ち上げるということ

なんですけれども、趣旨的には、いろんな情報

を載っけているということなんですけれども、

これを開設しなくちゃいけない位置づけという

のは、今までいろいろ相談があるけれども、な

かなかワンストップでできないから、そういう

ものを立ち上げていこうということなのか、も

しくは、地場企業ということであれば、本来は

一番地元に近い商工会とか商工会議所のほうが

いろんな窓口もいっぱい持っていると思うんで

すが、それが十二分に機能しないからこういう

のを立ち上げるということなのか、どういう位

置づけでしているのか、お伺いしたいと思って

いるんですが。

今、委員が御指摘になっ○後沢商工政策課長

た問題点では、どちらかというと前者の問題意

識に近いものがあって、今、県でもいろんな施

策を講じています。国ですとか、中小企業基盤

整備機構とか、そういった団体でもいろいろ事

業を持っておられるんですけれども、それを体

系的に一覧性をもってお示ししている場という

のが実は今までなかったと。県のホームページ

で、いろいろこういう事業をつくりましたと

か、こういう事業の募集を開始しましたとか、

情報提供はさせていただいているんですけれど

も、どうしても県庁ホームページだと県の施策

全体をカバーしているものですから、中小企業

者、商工業者向けの施策だけにフォーカスして

体系化して見せるということがなかなかできな

かったので、このポータルサイトをつくって、

ここにアクセスすれば、県内の中小企業者が例

えば新しく創業したい、新分野に進出したいけ

れども、何か支援がもらえないんだろうかと

いった情報を一元的にとれるようにしたいとい

うふうに思ってこのポータルサイトを立ち上げ

るわけです。実際、商工団体の方といろいろ意

見交換をする中でも、県がいろいろ事業をやっ

ているのはわかるんだけれども、その情報がな

かなか届かないという声があったりもするもの
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ですから、そういった声にもこたえる意味でこ

のポータルサイトを構築しようというふうに考

えたところでございます。

予算的には580万円かかるんです○丸山委員

が、具体的にはどこかの企業のほうに立ち上げ

てくださいというのを委託されるということな

のか。もしくは商工会議所とか商工会とか連携

しながら、こういうものが使いやすいですねと

か委員会なんか立ち上げていないと、ただつ

くっただけでは結局広まらないんじゃないかと

思っているんですが、どういう形でやろうと考

えていらっしゃるんでしょうか。

この事業費は雇用基金を○後沢商工政策課長

活用させていただいて事業を実施しようとして

おります。ですので、委託事業ということにな

りまして、今考えているのが、県産業支援財団

に委託をして、そこでポータルサイトの構築は

お願いしようと思っております。ただ、委員御

指摘のように、実際、使う側の方の御意見を聞

かずに我々のほうだけでつくっても、ひとりよ

がりのものができてしまうので、委員会を立ち

上げるかどうかというのはちょっとまだ検討し

ておりませんけれども、構築の途上では、もち

ろん商工団体の皆さんの御意見もいただきなが

ら、より使いやすいものにしていく取り組みを

するつもりでおります。

私の地元でいろいろ聞いてみます○丸山委員

と、産業支援財団に県のほうはすぐぽんとやる

んですが、地元のほうでは産業支援財団という

ものがあることすらも知らない企業も多いとい

うことになると、本当に動くのかと。ポータル

サイトをつくっても、県民にわかりやすいのか

というのを十二分検討していただいて、つくる

ことはいいのかもしれませんけれども、中小企

業者の方々がここに来ればわかるんだと、まず

ポータルサイトができ上がるということを今後

十二分にＰＲしていただきたいなと思っている

ので、何らかのＰＲ経費というのは見ていらっ

しゃるんでしょうか。

今この中にＰＲ経費を直○後沢商工政策課長

接考えてはいませんけれども、おっしゃるよう

に、商工会や商工会議所を初めとした経済団体

の皆さんと途中、意見交換しながら、一緒につ

くっていくというつもりでおりますし、そう

いった団体を通じて、個々の中小企業者にもこ

ういうものがあるんだと、中身はこういうもの

だということが周知されるように、我々として

も努力していきたいというふうに考えておりま

す。

ぜひ、実効あることをお願いした○丸山委員

いと思っています。

引き続き、９ページの県庁エリア魅力空間活

用推進事業のことなんですが、いろんな企画を

公募するということなんですが、一事業当たり

どれくらい補助金を出そうと考えているのか。

今後、イベントをやりたいという、重なった場

合の調整なんかはどのような形でやろうとして

いるのか。もう一つ重要な、今、既存のやって

いるイベントがあると思うので、町なかでやっ

ているグループがありますが、その辺の絡みと

いうのはどういうふうに考えていらっしゃるん

でしょうか。

まず、県庁エリア魅力空○後沢商工政策課長

間活用推進事業も雇用基金を活用して実施しよ

うと思っております。この事業は、商工団体、

イベント企画会社、ＮＰＯ法人、そういったと

ころに公募して提案いただいたところを採択し

て実施していただくんですが、その採択団体み

ずからが事業を実施する、イベントを開催する

部分、これが説明資料でいうと（１）ですけれ
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ども、あと、採択団体が窓口となって、県民の

皆さんがここに書いてあるコンサートをやりた

いとか、展示会をやりたいとか、そういったも

のを募集して実施していただく、２つに分かれ

ていまして、現在、積算上は、（１）のほうで

は年間５回ぐらい、（２）のほうの事業では年

間３回実施するといったことを予定しておりま

す。どれぐらいの補助をということでしたけれ

ども、積算上は、（１）のほうでは１回当た

り45万円、（２）のほうでは３万円を予定して

おります。

既存のまちづくりの活動をされている団体と

の連携とか、既に行われているいろんなイベン

トとの調整ということですけれども、現在、楠

並木でも朝市を初めいろんなイベントなんかを

されていますし、橘通りとか一番街のほうとか

でいろいろされたりもしています。なるべくそ

ういった既存の取り組みとの連携というのも

図って、一つのこの事業による取り組みもなる

べく多くの人に集まっていただけるような工夫

をしていただきたいと思っておりますので、当

然、県庁で持っているようなイベント情報につ

いては、採択団体が決まればそこに提供いたし

ますし、そういったところとの可能な限りの連

携をしていただくようにお願いしていきたいと

思っていますし、そういう意欲のあるところを

採択していきたいとも考えております。

わかりました。続きまして、10ペ○丸山委員

ージの中小企業金融関係のことなんですが、事

業概要の（３）に主な融資対象要件の改正とい

うのが書かれているんですが、これまでこれを

入れてほしいという要望が強くて改正されたん

ではないのかなと思いますが、こういうことを

改正することによって具体的にどれくらい対象

者がふえそうと考えていらっしゃるんでしょう

か。

中小企業融資制度につ○菓子野金融対策室長

いての融資対象要件の改正でございますけれど

も、融資制度を通じまして一つの政策目標を実

現するといった形でこういった改正等をやって

おります。御承知のとおり、ＢＣＰ（事業継続

計画）については、今後、策定の必要性が非常

に強いといったこともございます。また、そう

いった策定の推進を図りたいといった関係で融

資要件の緩和を行った、対象を拡大したという

ことでございます。また、農商工連携応援ファ

ンドにつきましても、農商工連携を推進すると

いった観点で融資対象要件を拡大しておりま

す。

具体的に、ＢＣＰとか、これまで○丸山委員

言葉自体も認知度が低かったと思っているんで

すが、東日本大震災を契機にＢＣＰというのが

非常に大きな形になってくると思っていますの

で、それについて事業計画というのをすぐ立ち

上げるために、こういうものをつくっていこう

という計画をするに当たっての、そこに投資す

る意義というのが企業にとって大きくなってく

ると思うんですが、ＢＣＰの計画を立てた場合

に、少しでも金利とかが優遇されるということ

も考えてよろしいんでしょうか。

ＢＣＰ計画につきまし○菓子野金融対策室長

ては、危機管理局等においても、策定の支援、

講習会等の計画をなさっていらっしゃるような

んです。そういった面で策定自体についてはそ

ういった支援が行われると。私たちが考えてお

りますのは、施設整備について支援をしていく

というものでございます。施設整備といいます

と、耐震工事ですとか耐震設備、発電機、蓄電

器等の整備、そういったものでございます。こ

の貸付でございますけれども、快適な環境・職
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場づくり支援貸付、これは県の融資制度の中の

一般的な貸付よりも、融資利率、保証料等を優

遇しているという状況でございます。

ＢＣＰがうまく、絵にかいたもち○丸山委員

じゃなくて、しっかり企業が回ることによって

復興にも近づく、一日でも早くなると思ってい

ますので、お願いしたいというふうに思ってお

ります。

12ページの第64回中小企業団体全国大会のこ

とについてなんですが、宮崎は記紀1300年とい

うのをやらなくちゃいけない、商工観光労働部

もやろうと思っているんですが、ここに関し

て、全国からせっかくいろんな企業が来ていた

だけるんですが、記紀1300年という落とし込み

は全くやらないんでしょうか。それとも、全体

的にやっていくという いろんなイベントを―

今後やっていくと思うんですが、記紀1300年と

いうのはいろんなイベントごとにやるとか、そ

ういうのは考えて……。基本的なことは、全国

大会が一つ出ているものですから、記紀1300年

というのは宮崎にとって大きなポテンシャル

に、観光の起爆剤になってくると思っているん

ですが、この大会についての取り組みをお伺い

したいと思うんですが。

委員が今おっしゃったと○後沢商工政策課長

おりに、記紀1300年ということで県を挙げてこ

としは盛り上げていこうということですので、

この事業もそうですけれども、先ほど御説明し

た県庁エリアの事業でも1300年のイベントと絡

めた取り組みができないかということは考えて

おります。この全国大会そのものは、中小企業

団体中央会が主催される取り組みですので、そ

の取り組み内容については、いわば彼らが決め

ていくことになるわけですけれども、今お聞き

しているところですと、せっかくの機会ですの

で、全国から中小企業者が集まる場で1300年を

発信したいというふうには考えておられると聞

いておりますので、我々としてもそういった取

り組みを期待したいというふうに考えておりま

す。

ぜひ、いろんな大会ごとに、各部○丸山委員

とも連携しながら、各企業、団体と連携しなが

ら、記紀1300年というのを大きくＰＲしていた

だければと思っています。

歳出予算説明資料の中でお伺いしたいの

が、237ページの組織化指導費と238ページの小

規模事業者対策費のことなんですが、それぞれ

事業費が前年度23年度と比べますと減っている

んですが、補正予算のときも言いましたけれど

も、我々のところには商工会議所、商工会のほ

うから運営費をしっかり維持してほしいと強く

言われていますが、また本会議でも、中小企業

振興条例みたいなものを早目に創設して中小企

業の支援に取り組むんだという答弁をいただい

ているんですが、しかし、予算を見ると減額に

なってきているということは、どういうふうに

見ればよろしいんでしょうか。

商工団体に対する支援に○後沢商工政策課長

ついて維持してほしいという声は、私どもも直

接、団体の方々からお聞きしているところで

す。我々の立場としては、中小企業者の活動を

下支えしていく、前向きな取り組みを後押しし

ていくという立場ですので、もちろんそういっ

た中小企業者の支援策について、予算という意

味でいえば、一生懸命予算措置をして応援して

いきたいという気持ちは持っておりますが、や

はりどうしても県全体の予算が厳しい中では思

うようにいかないところもあるというのも、こ

れまた現実でございます。

組織化指導費のほうは、具体的には中小企業
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団体中央会の活動に対する支援でございまし

て、こちらは確かに減額しているんですが、そ

の一番大きいのが、資料の238ページに火災共済

組合に対する貸付金がございまして、これ

を5,000万円減額しているのがここで一番大きい

減額となっております。これは、冒頭御説明し

たように、平成６年の台風以降、県が毎年、単

年度で貸し付けをしているものでございまし

て、毎年、貸付額は減ってきているものですか

ら、今年度は２億お貸ししていたところを来年

度は１億5,000万ということで、減額ということ

になっています。

小規模事業対策費というところが、商工会、

商工会議所に対する支援ということになってお

ります。これも減額の原因としては、補正のと

きにも少し触れましたけれども、給与改定です

ね。人事委員会の勧告に従って給与改定を毎年

しておりますので、それによる減ですとか、後

は、ここには出てこないんですけれども、雇用

基金を活用して実施した事業が皆減という形で

減っているものですから、それが大きな要因と

いうふうになっております。我々としては、中

小企業者の活動をこういった事業を活用しなが

ら一生懸命支援していきたいというふうに考え

ているところでございます。

できるだけ中小企業の支援につい○丸山委員

てはお願いしたいと思いますが、条例制定につ

いてはどのような形で今進んでいるというふう

に考えてよろしいでしょうか。

条例につきましては、現○後沢商工政策課長

在、既に先行して同様の条例を定められている

県の取り組みなどを研究するとともに、商工団

体の皆さんとの意見交換を始めているところで

ございます。今、それらを踏まえて具体の中身

を内部的に検討している段階でございます。

金融関係では最後にしますが、私○丸山委員

も勉強不足で申しわけないんですが、返済猶予

法が３月で切れるんですか。どうなったのか、

お伺いしたいと思っているんですが。

金融円滑化法のことだ○菓子野金融対策室長

と思いますけれども、金融庁のほうから発表が

あったんですが、来年１年間延長する方針とい

うふうにお伺いしております。

この法が延びないと結構厳しいと○丸山委員

いう話も聞いていまして、そうなると保証協会

の補てんといいますか、それも結構ことしは出

るんじゃないかと心配していたものですから、

その辺の円滑化法に関しての相談というのは当

課にも届いているんでしょうか。

円滑化法についての個○菓子野金融対策室長

々の企業の方々の相談というのは、私たち金融

対策室とか、各商工会議所とか商工会、それぞ

れに条件変更といった形で相談があっていると

思います。条件変更につきましては、申し込み

のほとんど９割が各銀行のほうで承諾を得てい

るという状況でございまして、条件変更等で問

題が特に発生しているというふうには考えてお

りません。ただ、委員御指摘のように、各銀

行、金融機関等に聞いてみますと、条件変更を

して経営改善が行われたところと、条件変更が

何回にも重なってだんだん経営改善の進捗が思

わしくない企業が出てきているというふうにお

伺いをしております。

景気が回復すれば改善計画もうま○丸山委員

くのるのかもしれませんけれども、景気が不透

明なときで非常に心配しておりますので、でき

るだけ適切な指導をお願いしたいと思っており

ます。

中小企業融資制度、これは今、貸○緒嶋委員

付金利等はどのようになっておるわけですか。
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貸付利率につきまして○菓子野金融対策室長

は、現在、13の貸付制度がございまして、それ

ぞれ、先ほど申し上げましたけれども、一般的

な資金と政策的な資金というのがございまし

て、政策的な資金については金利が優遇されて

いるという状況です。一例で申し上げますと、

創業・新分野進出支援貸付、これが３年以下

が1.8％、３年超５年以下が2.0％、５年超７年

以下が2.2％といった金利状況になっています。

県の一般的な経営安定貸付というのが、１年以

下が1.9％、１年超３年以下が2.1％、３年超５

年以下が2.4％、５年超７年以下が2.6％といっ

た状況でございます。

わかりました。適正なというか、○緒嶋委員

大体そういうものかなと思うんですけれども、

貸付の原資は、349億円の原資はどうなっている

んですか。

この340億でございます○菓子野金融対策室長

けれども、これは単年度貸付でございまして、

単年度貸付の貸付金を原資にしているというこ

とになります。

これは財源区分からいうと特定財○緒嶋委員

源ということになるけれども、貸し付けるけれ

ども、もともと財源はどういう関係になるの

か。

財政上は特定財源でご○菓子野金融対策室長

ざいまして、昨年やはり300億程度貸し付けてい

るわけでございます。その300億は３月31日に

返ってきていると。それをまた貸し付ける、回

転させているという状況です。

次に、先ほど言われた商工会の助○緒嶋委員

成だけれども、課長は、十分認識しているけれ

ども、減るのは仕方がないと言われているけれ

ども、今は会員数も減ってきて、それだからと

いって職員をそう減らすわけにもいかないとい

うようなことで、どこの商工会も大変厳しい

し、特に商工会というのは収益事業というのは

ほとんどできないわけです。補助金か会員の会

費で運営するというような、本質的にサービス

事業みたいなことが中心であるので、そういう

ことを考えたら、ほかのところは削ってもここ

だけは何とかカバーするというような、財政課

とそういうやりとりはやっていないのか。財政

課の言うとおりに減らしているわけか。

もちろん、予算編成の過○後沢商工政策課長

程で、事業の重要性だとか優先順位について含

めて財政課と十分議論をさせていただいており

ます。財政当局は当然、県全体を見渡す中で、

最終的には是々非々で結論が出てくるものとい

うふうに考えております。

その是々非々が、減るということ○緒嶋委員

は、あなたたちのは非になるわけだね。財政課

の言うのが正しいということになるわけです

ね。

どちらが正しいというこ○後沢商工政策課長

とではなくて、我々としては我々の考えをお伝

えして、財政課としては財政課のお考えもある

中で最終的な、落としどころという言葉は

ちょっと消極的に聞こえるかもしれませんが、

見出されるものというふうに考えております。

あなたが是々非々と言うから、非○緒嶋委員

のほうがあるということは自分たちのほうが至

らんということになるから、やっぱりもう

ちょっとそういう本当に厳しい立場のところを

カバーしてやらんと、商工振興、経済雇用対策

というけれども、やっぱり下支えするのは地域

では商工会、農業の場合はＪＡだが、そのほか

は商工会の皆さん方が頑張っておるわけです。

そういうことでは向こうの商工会の皆さんの立

場に立って、もうちょっと頑張らんといかんの



- 23 -

じゃないかということを私はいつも思っており

ますので、そういう意味では、今後、毎年減っ

ておるから、そういうことがないように、ある

程度歯どめというのがあっていいんじゃないか

というふうに思いますので、このあたりは商工

会の皆さん方とももうちょっと積極的に対応し

て、どういう方法があるのか、またある意味で

は商工会の機能の強化も図らなければならない

わけですので、そういう意味の視点で商工観光

労働部としてももうちょっと全体的にどうする

かということは、部長以下皆さんは研究してほ

しいと思いますよ、これは特に。

それと、中小企業の融資は前年よりは多く

なっておるようですが、融資の枠を大きくする

ということはいいことですけれども、これだけ

融資が必要というような何かの根拠というか、

そういうことは考えておられるわけですね。

今回、30億の原資積み○菓子野金融対策室長

増しをいたしました。それによりまして、委員

会資料10ページにございますように、80億の融

資枠の拡大ができたところでございます。こ

の80億ですけれども、平成22年度に口蹄疫対策

貸付といったものを創設いたしました。これは

４カ月間で84億の支出があった、融資があった

というものでございます。そうしたことを踏ま

えまして、こういった規模のものを用意したと

いうことでございます。

それから、東九州メディカルバレ○緒嶋委員

ー構想医療機器拠点づくり事業は、特に県北に

とってはメディカルバレー構想というのは物す

ごく期待感が大きいわけです。これが一応、国

の採択もあって前に進み始めたわけですけれど

も、今後の展開というのはどういうふうに予想

されておりますか。

今現在、委員御指摘のと○冨髙工業支援課長

おり、特区の指定を受けまして、国との協議が

始まっておりまして、先般２月末には私も行き

まして、ヒアリングを行ったところでございま

すが、規制緩和に関しては、正直申してハード

ルがかなり高い、厳しいという印象は受けてお

ります。そこで、そういう調整というものには

まだちょっと時間がかかるかなというのが実感

でございます。その調整が終わりましたら特区

計画をつくりまして、国にまた上げて認定を受

けて、具体的な事業が進んでいくというスケ

ジュールになりますので、そのスケジュールに

つきましては、もうちょっとお時間をいただけ

ればといいますか、かかるかなというふうに

思っております。

それと、寄附講座が宮崎大学にできておりま

すので、こういったところも今、担当の教授の

方、企業といろいろ協議をしておりまして、研

究テーマといいますか、そういったところを煮

詰めているような状況でもございますし、医療

機器産業研究会、こういったものも今、活発に

動いておりまして、具体的に企業がかなり計画

を煮詰めておられまして、自分ところの事業計

画を煮詰めて、いろんなものを考えていらっ

しゃるという状況にもございます。

そういう状況の中にありまして、先般、２市

１町が協定を結ばれまして、延岡、日向、門川

が医療産業の連携ということで取り組んでいた

だいているという状況でございますので、そう

いう意味では、準備を進めるための体制といい

ますか、そういったものは順調に整備をされて

きつつありますので、後は特区のこともにらみ

ながら、具体的な計画をいろいろ考えていくと

いう時期に来ているのかなというふうに思って

おります。

これは特に大分県との連携という○緒嶋委員
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こともあるわけですが、そのあたりの連携は、

大分県のほうの進みぐあいはどうですか。

大分県ともいろいろ協議○冨髙工業支援課長

を当然させていただいておりまして、特区の申

請のときもかなり綿密な連携をとりながらとい

うふうに思っております。大分県のほうでも先

般、２カ月ぐらい早うございましたけれども、

大分大学のほうに寄附講座ができているという

状況にもございますし、医療機器産業の研究会

的なものも設置されておりますので、十分な連

携を図りながら、セミナーの開催などについて

もやっていきたいと思っております。大分は大

分で頑張る、宮崎は宮崎で頑張る、そういった

部分は一生懸命頑張っていこう、それぞれが切

磋琢磨してレベルアップしていこう、ただし、

連携できるものは当然連携しながらやっていこ

う、そういうスタンスで臨んでいこうかなとい

うふうには思っておるところです。

やはり最終的にはこのことで雇用○緒嶋委員

の創出というか、企業の誘致を含めて、そこま

でいかんと、メディカルバレー構想が前に進ん

だ、成就したということにならんと思いますの

で、市町とも連携しながら、さらに努力してい

ただきたいというふうに思います。

それから、ソーラー・半導体関連産業集積促

進事業は、原子力発電がこのような形で今、大

変な問題になっておる中では、エコを考えたソ

ーラーというのは大変重要な産業になってくる

んですけれども、やはりインパクトがあるのは

メガソーラーの施設が都農のあたりにある―

だけではなく、もうソフトバンクまでメガソー

ラーの発電をどこそこ考えておるということで

ありますので、やっぱり太陽光発電日本一を目

指すなら、メガソーラーの企業を誘致して、宮

崎県がその先頭を行くというような形じゃない

と、こういうことだけではインパクトが弱い

し、特に宮崎県は原発がないというのは今に

なって考えればありがたかったのかもしれませ

んけれども、メガソーラーを含めたそういう努

力ももうちょっと進めるべきじゃないかなと思

うんですけれども、そのあたりの取り組みは、

こういう事業も当然必要だけれども、何かイン

パクトのある施設をつくることがいいんじゃな

いかなと思うんですけれども、そのあたりの努

力はどうですか。

委員おっしゃるとおり、○冨髙工業支援課長

県内には３カ所、メガソーラーがございまし

て、ソーラーウェイがつくっております都農の

線路の上にあるもの、ソーラーフロンティア社

の工場の屋根の上にもそういうパネルを置いて

発電をされているということでございます。メ

ガソーラーそのもの、いわゆるソーラーフロン

ティア構想というのが県にございます。その推

進は、申しわけございませんが、県民政策部が

担当しておりまして、そちらのほうの所管とい

うことにはなるものですから、メガソーラーの

誘致ということに関して私のほうでこうだこう

だということはなかなか申し上げにくいところ

ではございますけれども、ただ私の立場で言わ

せていただければ、メガソーラーはかなりイン

パクトがあるというふうには思います。ただ、

広大な土地があるかどうか、日当たりの問題で

すとか、そういったところも出てきますので、

そういった土地が確保できるかということ、そ

れとやはり発電所でありますので、工場ではご

ざいませんから、雇用は余り生まれないとか、

そういったところもしっかり考えて、投資する

価値があるかないかというところは、その辺の

判断も必要かなというふうに私の立場では思っ

ております。
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立場立場で違うと思うんですけれ○緒嶋委員

ども、やはり将来的には原子力に頼る時代は過

去の遺産みたいになって、負の遺産になってき

ておるわけですので、そういう意味では、宮崎

県はソーラーフロンティアの先頭を行くという

ことであれば、いろいろ課題はあっても、その

課題を乗り越えなければ前に進まんわけだか

ら、商工観光労働部というのはそういうノウハ

ウをある意味では持っておるところであります

ので、努力はしてほしいというふうに思いま

す。

次は、251ページ、中小企業活性化事業のまち

なか商業再生支援事業、これは具体的にはどう

いうことをイメージすればいいんですか。

まちなか商業支援事業に○金子商業支援課長

つきましては、御承知のとおり、今、商店街は

非常に疲弊しておりまして、商業者も一生懸命

努力はしているんですけれども、なかなか商業

者だけでの努力では厳しい部分がありまして、

やはり観光とか、産業とか、いろんなＮＰＯと

か、さまざまなプレーヤーと協働しまして、町

なか、中心市街地の活性化に取り組むというふ

うに大きく事業を変更しておりまして、それを

実現するための事業ということでこの事業を

やっております。

具体的に申しますと、例えば高鍋町におきま

して、これまで３年間、モデル地域ということ

で支援してきたんですが、そこの若者を中心と

したまちづくりグループが、のれんを整備した

り、あるいは灯籠を整備したり、そして今度で

すが、町なかに物産観光の案内施設をつくるこ

とになっておりまして、18日にオープンという

ことになっていまして、そういったハードの整

備だけではなくて、さまざまなイベントなり、

あるいは先ほど図師委員からありましたけれど

も、ミルク鍋とかいいまして、そういった物産

の開発とか、いろいろと持続性のあるまちづく

りということで取り組みをしております。そう

いったものを重点的に支援をしております。そ

れだけではなく、例えば美郷町の南郷区におき

まして、今、買い物弱者の対応ということで、

いわゆる御用聞きに伺う方々の人件費、そして

それを商店街の買い物につなげていくというん

でしょうか、そういった事業等もやっておりま

して、幅広く市町村の中心市街地の活性化、あ

るいはいろんな社会的な課題の解決に向けた事

業等を市町村とともに支援させていただいてお

ります。

大変そういう発想はいいと思うん○緒嶋委員

ですけれども、それにしては1,350万円ではそれ

だけの効果が出るのかなという気がしますけれ

ども、これは補助要綱とか、内容はどういう形

になっているんですか。

基本は、ハードもソフト○金子商業支援課長

もオーケーなんですが、市町村と２分の１ずつ

という形で補助をしております。各市町村にも

当然この呼びかけはしておりまして、大体この

枠で要望額を満たしているというふうな状況で

ございます。

逆に言えば、まだＰＲが足らんの○緒嶋委員

じゃないかなと思うんです。それぞれ市町村

は、商店街の再生というか、復興というか、

シャッター街と言われるところが多いわけです

ので、これは大変いい制度だと思うんです。だ

から、これは各市町村が熱心に取り組むよう

に、それこそ商工会も通じてもうちょっと活発

に、県が２分の１、市町村が２分の１ならば、

ある意味では、該当する人は余り金を出さんで

もできる事業じゃないかなというふうにも思い

ますので、もうちょっとＰＲも進めるべきだと
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思うんですけれども、そのあたりのＰＲという

か、そういう徹底というか、普及について、そ

れはどうなっているんですか。

この事業は、その補助事○金子商業支援課長

業と、もう１つ今年度から始めましたリーダー

育成事業と２本立てでやっておりまして、町な

かのリーダーを育てるということで１年間やっ

てまいりまして、先般、その報告会をやりまし

た。そこには全市町村にお声がけをしまして、

商店街からも来ていただいて、この市町村では

こういう取り組みをしているんだということを

初めて知ったというか、いい情報をもらったと

か、そんな情報共有のいい場ができたというふ

うに思っております。もちろん、この事業のＰ

Ｒも大々的にやっていきたいと思っています

し、今度、新規予算でもお願いしております頑

張る商店街の情報発信事業というんですが、

今、県商店街振興組合連合会が中心になってい

ろいろと活動いただいていますので、そこらと

うまく連携しながら、委員おっしゃいますとお

り、この事業の趣旨と活用について努力してま

いりたいと思っております。

253ページ、県産品振興事業、今、○緒嶋委員

新宿ＫＯＮＮＥの状態は数年前から見たらどう

いう状況になっておるわけですか。これは関連

があるかなと思っているんですが。

委員おっしゃるとおり、○金子商業支援課長

ＫＯＮＮＥにつきましては、ここ数年間は４億

ぐらいの売り上げでずっときておったんです

が、東日本大震災発生以降、がくんと落ちてい

る状況でございまして、直近の数字で申します

と、２月末現在で３億円ぐらいというふうな形

で、あと今月１カ月なんですけれども、４億は

とても無理というような状況になっています。

いかんせん、やはり来店者が減っているという

ようなこと、それから電力の不安等もあって営

業時間の短縮もありました。やはり全体的に気

の部分が、買い控えというんでしょうか、そう

いった要素等もあったようでして、ちょっと厳

しい数字となって今あらわれているような状況

でございます。

そうすると、ことしの予算で○緒嶋委員

は9,165万とか2,296万とか、大体どういうもの

にこの予算を充てようとしておるわけですか。

あそこは小田急電鉄から○金子商業支援課長

施設を借りておりまして、まずその借り上げ料

あたりが6,800万ほどございます。それに共益費

ですとか、あるいは光熱水費、そういったあそ

こを運営していくためのコストがどうしてもか

かってしまいまして、そのような金額になって

いるという状況でございます。

あそこに品物を出品というか、出○緒嶋委員

展される人の共通費的なもの、ＫＯＮＮＥ館の

いろいろ販売手数料的なものはどういう形に

なっているんですか。

基本は25％という形でい○金子商業支援課長

ただいているところでございます。それは物産

館と同じでございます。

実際、４億売り上げ 県が6,800○緒嶋委員 ―

万、テナント料を出すとかいろいろあるから何

とかやっていけるということで、民間としては

こういう支援がなければとてもじゃないがやれ

んということですかね。

確かにおっしゃるとおり○金子商業支援課長

でありまして、売り上げだけであそこの運営コ

ストが出れば一番理想なんですけれども、それ

はやはりなかなか厳しいと思います。ただ、Ｋ

ＯＮＮＥのほうも、売上額から見ますと、北海

道あたりが一番高いようなんですが、ＫＯＮＮ

Ｅも億単位、３億ぐらい上げているという部分
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ではそんなに下のほうではないというか、むし

ろ上位グループに入っているかと思います。そ

れと、この場でも何回も申し上げましたが、ア

ンテナショップというのは単に売り上げだけで

はなく、さまざまな情報発信の場、それから観

光のＰＲの場とか、やはりそういう公益性が高

い施設ですので、そこは行政として一定の関与

はしていかざるを得ないというふうに思ってお

ります。

わかりました。○緒嶋委員

ここで委員の皆様にお諮りをい○松村委員長

たします。時間がお昼にかかるようですので、

この後の質疑等は午後に回したいと思いますけ

れども、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、続きは午後１時から○松村委員長

開催したいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

午前中に引き続き、議案の質疑を行います。

質疑はございませんか。

予算書の253ページ、ＫＯＮＮＥ館○原委員

が出ましたので、ここから入っていきたいと思

いますが、ＫＯＮＮＥ館は今、売り上げが余り

伸びていないということでしたけれども、ＫＯ

ＮＮＥ館の東側にＪＲがバスのターミナルをつ

くろうとしていましたね。このことによって、

乗降客の流れ等によって、いつ完成するか押さ

えていないんですが、ＫＯＮＮＥ館の売り上げ

がまた人の流れが変わることによって好転す

る、何かそういう見通しとかはないんですか。

サザンテラスの改築工事○金子商業支援課長

だと思いますけれども、今、駅の出口もサザン

テラス口というふうにありまして、そこから電

車で来られた方が出入りできるようになってお

ります。おっしゃるとおり、バスターミナル等

の高層化工事ができました折にはプラスの効果

はあるというふうに見ておるところでございま

す。一つは、あのゾーン全体的に、マイクロソ

フト社の日本法人があったんですが、そこが別

の場所に移転をしたというようなこともありま

して、相当な規模、社員の方とかお客さまとか

を合わせますとかなりの人の出入りがあったら

しいんですが、そこが今、移転されたというこ

ともちょっとマイナス要素としてはあるようで

ございます。

サザンテラスの完成はいつでした○原委員

か。わかりますか。わかれば教えてください。

多分、数年先だと思って○金子商業支援課長

います。

265ページ、広域拠点工業団地整備○原委員

促進事業、市町村への補助ということでした

が、これはことし、どこか予定をされていると

ころがあるんでしょうか、この前、補正のとき

は、受け入れが幾らキャパがあるかという話は

あったところでしたけれども、ことし予定され

ている市町村。

来年度につきましても、○黒木企業立地課長

引き続き、都城市のほうが要望されていらっ

しゃいますので、そちらへの補助を予定いたし

ております。

わかりました。次が266ページ、ソ○原委員

ーラーフロンティアへの企業立地促進補助金で

すが、すべて把握できませんでしたので、再度

説明いただきたいんですが、1,000億円以上の投

資と500人の雇用という条件を満たしたので50億

円の補助金を上げると。そのうち30億円を今ま
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で払っているので、あと20億円分の５億円分を

来年度、４年分ということでしょうか、４年間

にわたって支払うというふうに理解していいん

ですか。

委員が今おっしゃったと○黒木企業立地課長

おりでございます。最大50億円の要件がござい

ますけれども、その要件をほぼ満たすというこ

とで、50億円の補助を予定いたしております。

今年度、30億円を支払いましたので、残り20億

円については４年間で毎年５億円ずつをお支払

いさせていただきたいというふうに考えており

ます。

常任委員会の資料です。15ペー○原委員

ジ、バイオメディカル知財活用促進事業、研究

成果という言葉があるわけですが、どういう研

究成果、重立ったものは何があるか、何件ぐら

いか。

この事業につきまして○冨髙工業支援課長

は、まず１つ、成果としましては、機能性を有

するブルーベリー葉を活用した食品開発という

ことでございまして、国の研究費等も入れなが

ら研究をしておりまして、昨年の４月に製品が

できまして、売り上げを始めております。11月

に神楽酒造と提携をし始めまして、販路を拡大

をするという取り組みも行っているところでご

ざいまして、売り上げは順調にいっているのか

なというふうに思っております。それと、ブル

ーベリー葉のエキスを使いまして、今、サプリ

メントの販売ですとか、企業と提携しながら、

そういう新商品の開発なども手がけているとい

うところでございまして、そういう意味では順

調に今のところ推移している、そういう成果が

上がっているということ、それとＡＴＬ 成―

人Ｔ細胞白血病の発症リスクと早期診断方法の

研究ということで、今、研究が進んでおります

けれども、まだ成果として具体的なものは上

がっておりませんけれども、引き続き、宮崎大

学で研究をしていただけるということになって

おりますので、そういったところが今後、商品

化として出てくるのかなというようなところを

考えているところでございます。

次が16ページ、東九州メディカル○原委員

バレー構想、総合特区指定に係る規制の特例措

置等の調整云々とあるんですが、総合特区にす

ることによるメリットですが、規制というのは

どういう規制があって、今どういう規制を外そ

うとしているのか、その内訳をもう少し詳しく

教えてください。

薬事法のかなりコアな部○冨髙工業支援課長

分のところでございますので、概略という形で

お話をさせていただきますと、クラスⅡと呼ば

れる人体に余り影響が少ないような機器の開発

をする場合においても、非常に厳しい基準の治

験、臨床試験が求められると。既存の機器で

あったとしても、病気の適用範囲を拡大しよう

と思えば、今までＡという病気に効いていたの

をＢという病気にも適用しよう思えば、当然そ

のＢという病気に対して治験が求められるとい

うことになっておりまして、それをある一定条

件のもとで治験を非適用といいますか、緩和し

てほしいというような要請をさせていただいて

いるところでございます。

もう１点が、医療機器産業のための障壁に

なっているんですけれども、製造販売業許可と

いうものを取ろうとするときに総括責任者とい

うものを置かなければならない。この方々の学

歴要件だとか経験年数要件というものが決まっ

ておりまして、なかなか参入しにくい状態に

なっておりますので、そういう要件も緩和して

ほしいというようなところの規制緩和をお願い
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しているところでございます。

宮崎県は２市１町ということでし○原委員

たが、大分県は何市何町でしょうか。

先ほど２市１町と申しま○冨髙工業支援課長

したのは、宮崎県独自の取り組みということに

なりまして、延岡と日向と門川町が連携をして

協定を結んで医療機器産業の振興にこれから取

り組みましょうという協定でございまして、大

分県のほうにはそういう取り組みは今のところ

ないというふうに聞いています。

確認ですが、先ほど大分県との提○原委員

携という話がありましたけれども、宮崎県だけ

で取り組むという話になっていくんですか。

そういう市町村レベルで○冨髙工業支援課長

の取り組みは宮崎県だけが今ちょっと進んでい

るといいますか、そういう取り組みがあるとい

うことでございます。

次に行きます。ソーラー関係です○原委員

が、先ほどエネルギー自給のことについて緒嶋

委員からもソーラーをもうちょっと頑張れとい

う話がありまして、あれは総合政策課だという

話がありましたが、秋田の例なんですけれど

も、秋田が「あきたこまち」で外貨を1,000億円

稼いでいるんだそうです。ところが、エネルギ

ーを1,000億円ちょうど外部から買っているとい

う話で、したがって、エネルギーを自給するこ

との意味というのは、いわゆる県際収支の話に

つながっていくことだと。エネルギーを自給す

ることによって、外から買う、いわゆる外に出

ていくお金をなくするわけだから、エネルギー

を自給することの意味はそこに大変大きい意味

があるんだということですので、総合政策課に

そのあたりの話を、工業振興からも、そういう

観点からもソーラーは推進すべきだということ

を話していただくとありがたいと思っていま

す。これは要望でした。

あと１件が24ページ、ＩＣＴ即戦力養成事業

について、「求職者である新規学卒者等の若年

者を雇用し」とありますが、対象者の若年者と

いうのは、例えばことしの３月に卒業したけれ

ども、仕事がなくて、まだ仕事を探している人

というふうに理解すればいいんですか。

これは、延長になりまし○金子商業支援課長

た例の緊急臨時雇用基金を活用した事業であり

まして、例の３・11以降に職につけなかった方

を対象にしているところでございます。

そうすると、３・11以降というこ○原委員

とは、去年の３月１日に新規学卒者が出ている

わけで、内定取り消しがあったとか、そういう

もろもろの条件によって 大半は決まってい―

たはずですね。そういう人たち、あるいは就職

率が８割とするならば、あとの２割の人たちが

対象だったということですか。

いずれにしましても、３○金子商業支援課長

・11の影響で企業活動等、雇用情勢が悪化した

ということが作用しておれば、それ以降の失業

者であれば、その基金を使って雇用はできると

いう国の要件が示されておりますので、それに

即した事業ということになろうかと思います。

この場合は新規学卒者となってい○原委員

ますから、去年の卒業者なのか、ことしの３月

１日卒業者ということですか。

去年の方も含んでという○金子商業支援課長

ことでございます。

ことしにわたってということです○原委員

ね。

あと１件です。26ページ、県内ＩＣＴ市場拡

大支援事業というのがありますが、県内のＩＣ

Ｔ企業と言われるものは代表的なものを含めて

何社ぐらいあるんでしょうか。
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大きなところから小さな○金子商業支援課長

ところまでそれぞれあるかと思いますが、これ

は平成21年に調査した数でございますけれど

も、171社ほどございます。ちなみに、全国では

４万4,000ほどございまして、宮崎県のシェア

は0.4％ぐらいでございます。

代表的な会社名があったら教えて○原委員

ください。

例えば、大手の通信会社○金子商業支援課長

のソフトの開発を請け負っておるようなインタ

ープロですとか、あるいはネット通販をやって

いらっしゃるアラタナとか、従前からあるとこ

ろではデンサンとか宮崎情報処理センターです

か、そういった会社になると思います。

あと１件だけ、この171社の中に従○原委員

業員はおおむねどれぐらいいらっしゃるんで

しょうか。

先ほどと同じ調査です○金子商業支援課長

が、約2,500名ほどおります。

一応ここまでで終わります。○原委員

予算説明資料からお願いいたしま○髙橋委員

す。まず、商業支援課、252ページ、運輸事業振

興助成費ですけれども、部全体で91％だったと

いうことで、ここは膨れていますね。新規事業

とかいうことじゃないわけですけれども、増額

の理由について教えてください。

これにつきましては、昨○金子商業支援課長

年、国のほうが交付の基準の算定式というのを

つくっておりまして、従前は通達だったんです

が今は政令という形で明確化されております。

それに沿って交付金の額を算定しております。

昨年度の場合は、その算定された額から、県の

厳しい財政状況等もありまして、５％カットさ

せていただきました。今回は、その５％カット

なしに基準額どおりで出したということもあり

まして、増額ということになっているところで

ございます。

もともと22年度当初で上げた金額○髙橋委員

が23年度あったんだよと。23年度は５％カット

したもので計上したということの理解でいいん

ですね。

そのとおりでございま○金子商業支援課長

す。

ありがとうございます。265ページ○髙橋委員

のちょっと細かいことで申しわけないんですけ

れども、フリーウェイ工業団地の維持費という

ことで、除草ということで説明がありました

が、おおむねどのくらいの面積が残っていまし

たか。

今、分譲中の面積は約23○黒木企業立地課長

ヘクタールでございます。

残地の23ヘクタールの維持、主に○髙橋委員

除草をこの維持管理費で賄うということです

ね。

23ヘクタール全部を１年○黒木企業立地課長

に除草しているわけではございませんけれど

も、何年かに分けて少しずつ除草等をやってお

ります。

恐らく266ページだろうと思うんで○髙橋委員

すが、かなり減額されているのは、国富の大き

な立地企業のいわゆる促進助成ですね。国富の

分がかなり大きいと思うんですけれども、33社

予定しているというのは例年並みの 数字の―

確認です。

補助金の申請企業は毎年○黒木企業立地課長

ちょっとばらついておりまして、今年度につき

ましては20件、22年度につきましては21件でご

ざいます。過去５年ぐらいさかのぼります

と、31件という事例もございます。これはあく

までも企業の立地件数とか、そこら辺との絡み
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がございますので、一致した数字というわけで

はございません。

高いところで想定されているとい○髙橋委員

うことで理解をしたいと思います。

次に、委員会資料でお尋ねします。もう複数

の質疑がありましたけれども、９ページの県庁

エリア魅力空間活用推進事業、いわゆる県庁ス

ポットを、ここにありますとおり、観光・交流

スポットにしようということで、そういう目的

がありますけれども、あそこは御存じのように

前知事が開発、開拓してくれたということで、

いわばゼロ予算でできたところですね。ゼロ予

算で人が来た。今回、こうやって900万ほど予算

をつけて改めてあそこの振興を図るということ

なんですが、将来的にこれはずっとやっていく

のか、お考えをまずお聞きしたいと思っていま

す。

この事業自体は、原資と○後沢商工政策課長

いうか、財源として雇用基金を充てております

ので、平成24年度単年度事業というふうに考え

ております。ただ、こういった取り組みを通じ

て、事業概要の（２）で県民へのイベントの場

の提供ということで、広く県民の方々に県庁前

のあそこのエリアを御活用いただくことを広め

ていこうという取り組みも入れておりますの

で、こういったエリアを活用した県民の活動な

んかが今後も根づいていくことを期待している

ところでございます。

単年度ということで、結局、一度○髙橋委員

来たら二度というのはどうかなと私もいろいろ

疑問を持っていましたけれども、今、閑散とし

ていますね。こうやって24年度事業でお金を入

れて何とか人を呼び込みたい、しかし、単年度

だということで非常に悩ましい問題だと思うん

ですけれども、ずっと見込めるのかなという、

そこら辺の疑問なんです。１年間やって、後は

どうぞ自主的にやってくださいというところ

で、継続的に観光・交流スポット、振興が図れ

るのかなという疑問があるんですけれども、来

年度は多分イベントがあるから、25年度以降、

何か心配ですけれども、その辺の対策とかある

んでしょうか。

現在も県庁エリアでは楠○後沢商工政策課長

並木の朝市とか、そういった取り組みがござい

ますので、この事業がなくなったから県庁前の

エリアに集客するイベントがゼロになるという

ことでもありませんので、24年度、この事業が

終わったところでぱったりと客足が途絶えると

いうことはないであろうとは思っております。

こういった取り組みを継続的にやっていけるこ

とがいいんでしょうけれども、理想論も入るか

もしれませんけれども、これはこういう基金を

充てさせていただいておりますけれども、ずっ

と県費を入れながらイベントをやるのがいいの

か、それともこういったきっかけを行政で与え

ながら、なるべく民間のほうであそこのエリア

の集客力に着目していただいて、いろんなイベ

ントを仕掛けていただくのがいいのかという議

論もありますので、理想論かもしれませんけれ

ども、後者の取り組みをこの事業をきっかけに

して促していきたいというふうに考えておりま

す。

わかりました。12ページの中小企○髙橋委員

業団体全国大会の件ですけれども、商工観光労

働部でいうと、例えば労働団体が全国大会規模

の事業を受け入れるときにはやっぱりこんな補

助を考えられるんでしょうか。

労働団体ということに特○後沢商工政策課長

化したことではなかなか私もお答えしにくいと

ころがありますけれども、例えばこれは中央会
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の全国大会ですけれども、昨年度、商工会の女

性部の全国大会を宮崎で開催していただいて、

やはり2,500人ぐらいのお客さんが全国から来て

いただいて、買い物、宿泊などで大分お金を落

としていただいたという実績もあります。その

際も県として、総事業費の一部を支援させてい

ただいているところですので、大会の開催の目

的ですとか、集客による経済効果なんかを勘案

しながら、公益性が認められるという場合に

は、県として可能な範囲で支援をしていくとい

うことは今後もあり得るというふうに考えてお

ります。

わかりました。コンベンション協○髙橋委員

会も補助しますね。いわゆる二重補助にはなら

んのですか。コンベンション協会は補助可能な

んですか。

コンベンション協会もコ○後沢商工政策課長

ンベンション誘致の予算を使って誘致活動をし

ております。この大会に関していえば、当然、

二重補助ということではなくて、この事業で補

助しておりますので、コンベンション協会の補

助は使っていないということになっておりま

す。

わかりました。では、この中小企○髙橋委員

業団体全国大会は、県の一般会計からの事業費

補助とコンベンション協会の補助もあるという

ことですね。

この事業に関していう○後沢商工政策課長

と、この全国大会はコンベンション協会の補助

は使っておりません。12ページの第64回中小企

業団体全国大会という、これは事業名になるわ

けですけれども、この事業を使って支援してお

ります。

コンベンション協会は別組織であ○髙橋委員

るじゃないですか。そこからのイベント補助を

しますね。何名規模の全国大会、そういう基準

があって、それは受けられるということでいい

んですね。

別なので、コンベンショ○後沢商工政策課長

ン協会がどう判断されるかという問題はあると

思いますけれども、これで一定支援をしてい

て、中央会としては、県からのこの補助と合わ

せて、後は自前で集められたお金で開催経費を

賄えているというふうに聞いておりますので、

恐らくコンベンション協会の補助は受けないの

ではないかというふうに思っております。

わかりました。18ページで、メガ○髙橋委員

ソーラーのお話もあったと思うんですけれど

も、トライされるかどうか確認しますけれど

も、新聞かテレビで見たんですけれども、企業

が個人宅の屋根を使ってメガソーラー的な事業

を展開する、そういう会社との取引といいます

か、そういうお話はされていないのか。

企業がそういう動きをさ○冨髙工業支援課長

れているということは承知いたしております

が、本県でまだそういった具体的な取り組みと

いうものについては聞いておりません。個々の

屋根に載っけるということについては、その電

気をどこかで集めなきゃいけないとか、そう

いったことにもなりますので、かなり手間とい

いますか、事業費的にはかかるような取り組み

だというふうに聞いております。いわゆるスマ

ートグリッド的な発想の中でいろいろ取り組ん

でいくものだろうというふうに思っておりま

す。

なるほど、わかりました。太陽光○髙橋委員

というのは基本的には分散型がいいと私は思っ

ていたものですから、１カ所にパネルをいっぱ

い並べるんじゃなくて、分散型で大量の電気を

出力するというほうが理想かなと思ってちょっ
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と聞いてみました。わかりました。

さっきから出ています中小企業団○内村委員

体の500万の補助ですが、商工団体中央会からは

どれぐらいの要望が来て500万円になったのか、

それとも最初から頭から500万というのはこちら

から出されたのか、そしてこういうものに対し

ての基準というのは商工会ではつくっていらっ

しゃらないのかをお尋ねしたいんですが。

まず、第１点目の中央会○後沢商工政策課長

からの要望ですけれども、事務的なやりとり

は、ひょっとしたら私の耳に入っていない範囲

であったかもしれませんけれども、私が聞いた

時点で、500万の支援がいただけないかというこ

とで最初に話を聞いております。

２問目は基準というふうにおっしゃられまし

たでしょうか。特段、規約とか、そういったた

ぐいのものでこういった全国大会に対する補助

基準というものを定めたりはしておりません。

支援を要望される団体の御希望ももちろんです

けれども、後は経済効果とか、公益性とか、過

去の開催、他団体の支援の実績だとか、そうい

うことを勘案しながら決めております。

では、これについての積算基礎と○内村委員

か、そういうのは全然参考にせずに、ただ500万

と来たから500万ということになったんですか。

当然、この大会開催に当○後沢商工政策課長

たって総事業費として幾らかかるのか、その事

業費に充てる財源をどこから幾ら手当てするの

かといったことは確認した上で、例えば極端な

話、開催経費のすべてを県で支援とかいうこと

になれば、それは当然おかしいですねという話

になりますし、そういった議論は当然した上

で、御要望された500万が妥当だということで、

今回、事業化をさせていただいたというところ

でございます。

積算基礎については、額は把握し○内村委員

ていらっしゃらないんでしょうか。

私が聞いているところで○後沢商工政策課長

すと、この大会の事業総額として、実際、実現

に向けて前後する数字だと思いますけれど

も、3,500万円から4,000万円を下らないぐらい

の額がかかるというふうに聞いております。そ

の中で、例えば本大会の開催経費として3,000万

円弱 2,800万円となっておりますけれども―

をかけたりとか、物産展で250万円かかりま―

すとか、そういった数字はもらっておりますけ

れども、恐らく実現に向けてこれは変更されて

いくものだとは思っております。

予算書のほうの253ページ、ＫＯＮ○内村委員

ＮＥの次に出ていますみやざき県産品販路拡大

支援プロジェクト事業の2,296万4,000円です

が、この積算をお尋ねしたいと思います。

これは取引促進関係○金子商業支援課長

が1,100万、商品開発支援が160万、物産展開

催270万、アンテナショップの多店舗が200万、

アンテナショップの機能維持関係が300万、その

ような内容で構成されております。

物産展の270万というのは、どちら○内村委員

での物産展というのか、場所的には決まってい

るんでしょうか。

物産展ですけれども、従○金子商業支援課長

前は高島屋、東京と大阪でやっておりましたけ

れども、あれも来年度からセンターの自主事業

という形で切りかえをいたします。物産展開催

というのは、新たに物産展を開拓するために旅

費等を中心に組んでいるところでございます。

もう１つ、ＫＯＮＮＥのほうが代○内村委員

表者といいますか、社長さんですか、民間の方

が見えて、去年からかわられたと思うんです

が、来られる前と来られてから後の違いという
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ものはどうでしょうか。

今、２代目の方なんです○金子商業支援課長

が、大手飲料メーカーの元社員の方が来ておら

れまして、やはり民間流というんでしょうか、

まずきちんとした経営分析をやられた上で、と

にかくアンテナショップのまず原点というの

は、情報の受発信機能、これをいかに高めるか

と。何で売れたのか、逆に何で売れないのか、

そういったところを社員の一人一人まで社員教

育をしておりまして、特に劇的に変えたといい

ますのは、一つの商品に関するさまざまな消費

者の声というのを一つのシートにまとめて、そ

れを会員企業にフィードバックしていくという

ふうな取り組み等も始められております。そし

て、きちんとした商品説明能力、これも内部研

修を充実させまして、やられているというよう

な形で、売り場の改装を含めてなんですけれど

も、やはり自分流のやり方というんでしょう

か、徹底してやられておりまして、先ほどあり

ましたとおり、売り上げ的にはそれがすぐには

反映されておりませんけれども、本来のアンテ

ナの機能を高めるという意味では、実績を着実

に上げておられるというふうに私どもも判断し

ております。

もう１点お願いします。245ページ○内村委員

の工業支援課ですけれども、工業技術センター

の管理運営に要する経費ということで、工業技

術センターの指定管理者に支払われる分という

ことで１億3,500万上がっておりますけれども、

この内訳はわかりますか。

工業技術センターの管理○冨髙工業支援課長

運営費は、指定管理者ではございません。延岡

にある機械技術センターが指定管理者でござい

ます。内訳でございますが、先ほど申しました

ように、清掃・警備の庁舎管理委託料が約7,500

―万ほど、機械のリースが1,700万、光熱水費

電気、ガス、水道でございますが、これが3,400

万というような形になっております。

工業技術センターの清掃・警備○内村委員

が7,500万というのは、ここからまた清掃会社に

おろしていらっしゃるのか、直接していらっ

しゃるのか。

今、工業支援課○橋口工業技術センター所長

長のほうから御説明ありましたけれども、庁舎

管理委託は、工業技術センターのほうから民間

のほうに、警備会社であるとか、清掃の会社で

あるとか、そういったところに委託をいたして

おります。その費用が、全体で庁舎管理委託と

言っておりますけれども、清掃、警備、空調、

合わせて7,597万2,000円というふうなことで先

ほど御説明いたしました。よろしくお願いしま

す。

民間にまた委託ということになっ○内村委員

ていますが、これは入札か何かしていらっしゃ

いますか。それとも随契にしていらっしゃるん

でしょうか。

基本的には入札○橋口工業技術センター所長

でやっております。

わかりました。結構です。○内村委員

商工政策課がいらっしゃる間に○髙橋委員

連絡調整費、補正のときに説明欄がなかっ―

たんです。私どもの会派で報告をし合ったとき

に、いろいろこれが問題があったと。節約して

残したらカットされたというところもあったり

して、財政の考え方なんでしょうけれども、商

工観光労働部として、連絡調整費、補正予算を

見てみましたら、80何万ぐらい執行残があるみ

たいですけれども、別に23年度レベルの予算措

置されているんですけれども、連絡調整費の考

え方について説明いただけませんか。
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連絡調整費は、大きく２○後沢商工政策課長

つありまして、１つは部の活動費といいます

か、備品を購入する予算であったりとか、臨時

職員を雇用していますので、そういった方々の

賃金ですとか、そういったものに充てているも

の、236ページの説明欄でいうと１と３がそれに

当たります。２は政策調整研究費となっており

ますが、この300万を使って業務を遂行する過程

で何か調査事業をする必要が出たとか、そう

いったときにこの経費を充ててやっておりま

す。そういった内容の予算でございます。

補正のことを聞いてごめんなさ○髙橋委員

い。23年度、執行残はどこの部分だったんで

しょうか。

執行残となったのは３の○後沢商工政策課長

備品の購入費です。調整事務費となっていると

ころでございます。

わかりました。私が伺ったのは、○髙橋委員

たしか福祉保健部だったと思うんです。厚生の

常任委員会の報告を聞いたときに、せっかく部

内で頑張って予算を残したのに翌年度に繰り越

せなかったと。そういう財政サイドの考え方と

いうのはあるんですか。

そのあたりの考え、財政○後沢商工政策課長

としての考え方は私もすぐにお答えできるよう

な知見がないんですけれども、少なくとも今年

度補正で減をさせていただいた調整事務費とい

うのは、部共通の備品の購入経費として予備費

的に商工政策課に積んでいるもので、年度の途

中、必要に応じて各課で必要な備品購入に充て

ていて、今年度については結果としてすべてを

使い切らなかったというものでございます。

わかりました。○髙橋委員

産学官連携による新産業、244ペー○緒嶋委員

ジ、バイオメディカルはちょっと話が出ました

けれども、１と２の中で、ことし目ぼしいもの

が、成果が上がるようなものがあるわけです

か。

産学官の取り組みに関し○冨髙工業支援課長

ましては、いわゆる開発支援ということで、連

携のグループにさまざまな支援をさせていただ

いているところでございまして、本年度は、先

ほどちょっと触れましたけれども、ブルーベリ

ー葉を利用した健康飲料、これは南日本酪農と

提携している事業でございますけれども、新し

い健康飲料をつくるというような話、それと

キャビアの熟成システム、チョウザメの成長促

進の飼育システム、こういったものの研究をさ

れているということでございまして、健康飲

料、ブルーベリーのほうについては恐らく今年

度には製品化できるだろうというふうに思って

おります。漬物関係で申しますと、干したくあ

んを活用した新規食品の開発ということで、こ

れも幾つか商品化をされているという事例がご

ざいます。

環境リサイクルのほうは。○緒嶋委員

環境リサイクルにつきま○冨髙工業支援課長

しては、今年度、２件ほど事業の採択をさせて

いただきまして、ちょっと新聞にも出ましたけ

れども、日向夏の果汁の中に骨粗鬆症に効く物

質があるというようなことで、そういったもの

を活用した商品開発を支援させていただいてお

ります。それと、ちょっと時間はかかるかもし

れませんが、ゴム製品をつくったときにバリゴ

ムというゴムの切れ端みたいなものが出てくる

わけですが、それを産業廃棄物として処理して

いる。これを脱硫することによって再資源化が

できないだろうか、そういった研究を今してい

ただいているところでございます。

委員会資料の15ページのバイオメ○丸山委員
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ディカルのことでお伺いしたいんですが、ま

ず、３年間、基金事業ということなんですが、

これは基金だから取り崩し型の基金なのか、そ

れとも、2,000万ですが、どういう基金という取

り扱いをされるつもりなんでしょうか。

この2,000万につきまして○冨髙工業支援課長

は、取り崩し型で、３年間取り崩しながら事業

に使っていこうということでございます。

わかりました。知財コーディネー○丸山委員

ターを設置ということなんですが、ここででき

た知的財産をいろんな企業の方々に紹介して、

使ってもいいですよということでいいんでしょ

うか。

事業目的に書いてござい○冨髙工業支援課長

ますが、地域結集型ですとか、バイオメディカ

ル産業創造プロジェクト、こういう事業により

まして知的財産がかなり、いわゆる特許が生み

出されてきております。今現在、35件ほど実際

あるんですが、そういった特許を、委員おっ

しゃったとおり、企業のほうに十分活用してい

ただく、そういうマッチング、そういうことを

やろうという事業でございます。

以前、私の知っている方が農商工○丸山委員

連携の応援ファンドを活用して、ブルーベリー

の葉を活用してお菓子か何かをつくろうとした

ときに、ブルーベリーの薬効というのがはっき

りわからないから、新産業といいますか、農商

工連携に合致しないということで落とされた経

緯があるんですが、今後は、ブルーベリーの研

究が進んできていて、知的財産をうまく活用し

ていって農商工連携のほうにも進んでいくとい

うふうな理解でよろしいんでしょうか。

今、ブルーベリー葉に関○冨髙工業支援課長

してはいろいろ商品化されている部分がありま

すので、そういったところの活用というのは十

分可能でございます。ただ、特許の関係はいろ

いろ難しい問題がありますので、そこは十分協

議をしていただきたいというふうには思ってお

ります。

特許を使うに当たっては、かなり○丸山委員

ハードルが高いというふうに思ってよろしいん

でしょうか。

どういったものをつくろ○冨髙工業支援課長

うかということ、一般論的に言えばそういうこ

とがありまして、要するに、県がその特許を

使っていいと、実施許諾という契約を結んだり

しなければなりませんので、どういうものをつ

くるかによっていろいろ判断はさせていただく

ということでございますけれども、そんなにハ

ードルが高いということはないとは思っており

ます。

これまで事業に取り組んできた企○丸山委員

業には使いやすいかではなくて、幅広い、新し

い企業が来ても、この2,000万の基金を取り崩し

ながらやっていくというふうなイメージでいい

のか、それとも、これまでつき合ってきた企業

の実用化をするために2,000万かかるというふう

に見たほうがいいんでしょうか。

今まで取り組んできてい○冨髙工業支援課長

ただいた企業についても当然ノウハウがあるわ

けですから、そういうものは事業化していただ

くという道が一番早いということではあろうか

なと思いますが、それだけではなくて、いろん

な企業のほうに使っていただくということも十

分ありますので、そこはそういう道があるとい

うことでございます。

せっかくできた特許、知的財産を○丸山委員

うまく宮崎県全体の企業が活用できて、なおか

ついろんな企業が立ち上がれるような形で３年

間取り組んでいただきたいというふうに思って
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おります。

引き続き、17ページの自動車関連産業取引拡

大事業についてなんですが、北部九州どまり

で、期待していたように南九州まで自動車関連

企業がなかなかおりてきていない状況なんです

が、これまでの取り組みとどう違うのかという

のを教えていただきたいんですが。

おっしゃるとおり、自動○冨髙工業支援課長

車関連産業に関しましては、北部九州の取り組

みは非常に盛んでございまして、大きな企業

が、トヨタ、日産、ダイハツ等、立地いたして

おりまして、それに周辺の企業を含めるとかな

りあると。生産台数に関しましても、日本の生

産台数が23年は若干落ちて、840万台ということ

で落ちているんですが、九州はふえているとい

う状況にあると。震災等の影響でサプライチェ

ーンの再構築をしているということで、東日本

中心であった部品の調達が西日本にシフトして

いるというような状況もあって、全体的に見れ

ば九州にかなり光が差している状況ではござい

ます。

ただ、宮崎の場合、地理的条件というところ

が多少あるのかなと思っていますが、一般的に

言うと、１時間圏内とかいろいろ言われる部分

がありまして、宮崎と鹿児島はちょっと厳しい

という状況の中で取り組んでいるところでござ

いますけれども、本年度も大分いろいろと、昨

年度、22年度以上にアドバイザーの方が取り組

んでいただいているところでございますけれど

も、なかなか形として見えてきていないという

のが我々としても非常に苦しい状況ではござい

ます。

そういう中にあって、この事業を挙げている

ところでございますけれども、昨年度、力を入

れるというのが３番にあります次世代自動車の

研究ということで、この辺につきましては、

今、ハイブリッドがいろいろ騒がれております

けれども、そういう状況の中にあって企業から

非常に要望があったということでございます

て、こういったところを、まず勉強という形で

取り組んでいきたいというふうに思っていると

ころでございます。

③の次世代自動車の研究というこ○丸山委員

となんですが、これに関して具体的に県とし

て、どこら辺だったら企業誘致までできるとい

うような感覚を持っていらっしゃるんでしょう

か。

この件に関して、企業誘○冨髙工業支援課長

致というのは現実的にはなかなか難しいのかな

と。ハイブリッド車の部品等をつくっていく、

参入していく、そういうイメージで今、考えて

いるところでございます。

なかなか宮崎まで来ないというの○丸山委員

は、ただ１時間だけなのか、本来は、サプライ

チェーンのことがあると、ＢＣＰの問題と一緒

で、うまくちゃんと企業側にも取り組みをして

いただくようにお願いをしたいと思います。

引き続き、19ページの食品産業新事業創出促

進事業、食品企業に調査員が県内を巡回してＰ

Ｒとかしていくということですが、調査員とい

うのは具体的にはどういう職種といいますか、

ノウハウを担っている方が調査されるのか、ど

ういう目的で行かれるのかということをもう少

し教えていただきたいんですが。

まさしく、食品産業に関○冨髙工業支援課長

してある程度の知識を持った詳しい専門家的な

方というイメージは持っております。具体的に

どういう人ということではありませんが、そう

いうイメージは持っております。そういった方

々が企業を訪問して、課題 こんなことで―
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困っているんだ、こんなことをしたいんだと、

そういったことに対応できる方ということで調

査員を雇用して、そういう活動をしていただく

というようなイメージを持っております。

調査員は今から公募するというこ○丸山委員

とでよろしいんでしょうか。

今から公募ということに○冨髙工業支援課長

なります。

これはどこが雇用するんでしょう○丸山委員

か。

この事業全体を中小企業○冨髙工業支援課長

団体中央会のほうに委託をさせていただきま

す。と申しますのは、中小企業団体中央会につ

きましては、食品産業協議会というものを自前

で持っておりまして、そこの事務局をされてお

りますので、かなり食品産業には精通された部

分があるということで、委託をお願いしている

ところでございます。

なかなか難しいのかもしれません○丸山委員

けれども、宮崎は農産物というのは豊富にある

というけれども、付加価値がついていなくて、

農産物はフレッシュなものだけ出荷して、加工

が少ないというのが大きな課題ということで、

農政サイドのほうもいろいろ考えているんです

が、そことの連携というのは考えていらっしゃ

るんでしょうか。

農政水産部との連携につ○冨髙工業支援課長

きましては、農商工連携の推進事業等を含めて

かなり連携をとっていると思っております。農

商工連携に関しましては、いろんな特徴を生か

して役割分担を決めながら、本県の場合、全体

の調整は私ども工業支援課で、地域におけるシ

ーズ・ニーズのマッチングは農政のほうでとい

うようなところ、あと産業支援財団と農業振興

公社が連携をとりながらやっているというとこ

ろでございまして、そういう意味での連携は、

不十分なところもありますが、一生懸命頑張っ

ているということでございます。委員おっしゃ

るとおり、食品産業に関しましては、今まで青

果物として県外のほうに出している部分があっ

て、県内の加工にはなかなか回ってこないとい

うところもございまして、付加価値が上がって

こないと。一方では、食品産業そのものに課題

もございまして、最終製品をつくるような食品

メーカーが少ないですとか、農林漁業者と食品

メーカーをつなぐような１次加工業者、ここが

ちょっと弱いとか、そういう課題がございます

ので、そういったところを連携図りながらやっ

ていきたいと思いますし、農政のほうでは、今

まで県外に出していたものを少しでも県内の加

工に回したいということで、長期計画の中にも

うたっておりますし、我々とすれば、そういっ

たところの体制づくりにもいろいろ協議をしな

がら、進めていきたいというふうに思っている

ところでございます。

この事業でマッチングさせよう、○丸山委員

いろいろ機会をつくろうとしていると思うんで

すが、１年間に何社ぐらいをマッチングさせて

いこうというような目標数値みたいなものはな

いんでしょうか。

今のところ、目標数値は○冨髙工業支援課長

設定いたしておりません。

できれば目標数値を設定していた○丸山委員

だいたほうがいいんじゃないのかと思いますの

で、中央会のほうに委託をされるということで

すが、ただ委託するんではなくて、これぐらい

の成果を上げていただきたいという形がない

と、これまでもよく農商工連携とかいろんな名

前は出てくるんですが、成果がやっぱり重要だ

ろうというふうに思っておりますので、何らか
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の目標数値というのは出していただけないのか

なと思いますが、検討はどうでしょうか。

中央会とも協議をさせて○冨髙工業支援課長

いただきながら、検討してまいりたいと思いま

す。

続いて、21ページの頑張る商店街○丸山委員

等情報発信事業ですが、これもホームページを

立ち上げてやるということなんですが、これで

商店街の歯どめがかかるのか、イメージがしづ

らいんですが、もうちょっと説明いただきたい

んですが。

お尋ねの件でございます○金子商業支援課長

けれども、これは各商店街、先ほども午前の質

問にございましたけれども、優良事例の取り組

みというのを意外に知らないというんでしょう

か、そのような傾向が見受けられまして、この

前、成果発表会に参加いただいて、こんないい

ヒントをいただいたというふうな声も多く聞か

れました。今、県商店街振興組合連合会は商店

街の衰退の食いとめに非常に頑張っておられま

して、ぜひとも、各地域の取り組みを皆さんの

情報共有を図ることによって商店街振興までつ

なげていきたいという思いがありまして、県に

対してもこういう要望がありまして、それを形

にしたのが当事業でございます。

従前は、紙ベースで年に３回ぐらい情報発信

しておったぐらいの話だったんですけれども、

これですと組合のほうから人を雇用基金で雇い

まして、その方が各地域地域に出張っていきま

して、取材をして、こういう取り組みをやって

いるということをホームページに載せまして、

それを他の商店街の方々たちがヒントにいただ

くというふうなことでございます。商工政策課

のほうのポータル事業もありましたけれども、

さらに私どものほうは商店街振興に特化する形

で組み立てておりますので、当然、あちらとも

リンクを張りまして、相乗効果を出していきた

いというふうに考えております。

要望があってつくられるというこ○丸山委員

となんですが、ホームページだけで振興を図ら

れるんじゃなくて、やはりフェース・ツー・

フェースでしっかり取り組んでいくということ

が一番いいんではないか。約500万の予算を使う

という意義がしっかり出せるような形を、少し

でも商店街に歯どめがかかるというような結果

を出せる自信がありますか。

自信があるかと言われれ○金子商業支援課長

ば、ありますとお答えせざるを得ないんですけ

れども、500万円は、基金事業で１名雇用を１年

限りいたしまして、その方にホームページを立

ち上げていただいて、取材の活動経費等、そう

いったものを見た金額になっております。それ

は単に、事業は１年限りですけれども、それ以

降は、今のところ、県の商店街振興組合連合会

のほうが維持管理していくというふうな考えで

おります。やはり、しゅんな情報というんで

しょうか、いい取り組みの情報というのは意外

に知られていないというのはあります。後、こ

れを手がかりに、実際、現地に訪問していただ

いて、そこでまたフェース・ツー・フェースの

関係はつくっていく、そういうきっかけづくり

という意味では、この事業効果は出せるという

ふうに思っております。繰り返しになります

が、単年度で終わらせず、今後についても、県

内だけでなく、あるいは県外の取り組みとか、

あるいはまた各地域地域でいろんなイベント等

をやっていますが、そういった情報等も載せて

いくという形で、より有効活用してまいりたい

と思っております。

補正のとき、基金事業はとにかく○丸山委員
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使い切れというような話でしたが、そういうの

ではなくて、基金事業の場合に１年間雇用とい

うことで、なれてきたときにやめてしまわなく

ちゃいけない、更新しなくちゃいけないという

のがあって、本来の目的の商店街の振興になる

ようによろしくお願いしたいというのと、ホー

ムページをつくっただけで３年後に更新がほと

んどされていないとか、そうならないようにし

ていただきたいなというふうに思います。

引き続き、24ページのＩＣＴ即戦力養成事業

のことについてお伺いしたいんですが、これ

は、３・11以降の就職されていない若者、学生

に向けての雇用促進というふうに理解したんで

すが、ここで見ますと、企業が雇用して、それ

で何がしかの所得といいますか、給与が給付さ

れるというようなイメージでいいんでしょう

か。もし、そういうことであれば月に幾らぐら

い給付されるという形になるんでしょうか。

これは実際、雇用いただ○金子商業支援課長

きます。これも雇用基金事業を活用した事業で

ございまして、新規雇用者の人件費とか、研修

の経費、そういったもので構成されておりま

す。賃金は、月額15万5,000円で積算しておりま

して、その８カ月分という形でございます。

事業的には、雇用した企業のほう○丸山委員

に月額15万何がしのお金が行くのか、それとも

研修されている方に行くのか、どちらというふ

うに理解すればよろしいでしょうか。

これは、この受け入れの○金子商業支援課長

受託先に委託金として払いまして、そこから賃

金という形で受講生に払われるという形になり

ます。

農政のほうの新しく出てきた新規○丸山委員

就農促進の150万ですか、新規就農を予定する方

には支給しますよ、そのかわり就農を２年とか

３年とかしないといけないですよというような

縛りがあるんですが、今回の新規雇用の場合

も、30名、仮にしてもらった場合、その企業に

は、研修期間が切れた後ちゃんと雇用をしなく

ちゃいけないとか、そういう制限とかはないん

でしょうか。

もちろん、がちがちの条○金子商業支援課長

件設定というんでしょうか、必ず雇用を前提と

するということまでは言っていないんですけれ

ども、実は過去、類似の事業をやったことがご

ざいまして、例えば10名受け入れて９名の就職

に結びついた、もう１件は６名中６名が就職し

たという形で、やはり長期の職場実習もかませ

ていきますので、そういった意味では雇用につ

ながる確率は、一般的な研修だけの研修よりも

効果はよりあるというふうに見ておるところで

ございます。

企業は県内に170何社、ＩＣＴ関係○丸山委員

はあるということだったんですが、受け入れ企

業というのは、ほぼあるというふうに思ってよ

ろしいのかというのをお伺いしたいと思うんで

すが。

いろんな事業を組み立て○金子商業支援課長

るときに、実は今回いろんなアンケート等も

やっておりまして、ある程度のいい感触はつか

めておりますし、ＩＣＴだけじゃなく、コール

センター関係とかも人材の確保がちょっと厳し

いというような話も聞いていますので、そう

いった企業にも手を挙げていただくように考え

ております。いずれにしましても、公募できち

んと相手先、委託先を見つけてまいりたいと思

います。

丸山委員が質疑した関連で21ペー○髙橋委員

ジです。頑張る商店街等情報発信事業、ここも

単年度限りということで説明があって、その後



- 41 -

は商店街振興会が運営していくというふうに御

説明があったと思うんですけれども、どこの商

店街が受けるんですか。

それは、各県内の商店街○金子商業支援課長

を統括いたします県の連合会でございまして、

全体を束ねるのは県内唯一の団体ですので、一

応そこが維持管理をしていくというふうに考え

ております。

お金は一銭も上げずに運営しても○髙橋委員

らうわけでしょう。そして、これはそこの橘通

りの商店街だけじゃいかんわけですね。県内全

体を網羅した情報発信事業にならにゃいかんわ

けで、私もイメージがなかなかしにくいんで

す。果たしてこれ、１年間頑張って、次、うま

くいくのかなという非常に疑問を持つものです

から、尋ねてみました。

あくまでも今回、スター○金子商業支援課長

トアップだけということですけれども、その維

持管理については連合会の自前の予算でやって

いけるというふうに聞いておりますので、単年

度限り、立ち上げだけ支援をして、後は向こう

のほうでやっていただくと。当然、県内全域を

フォローしていくという形になろうと思ってお

ります。

27ページ、東アジア展開関連事○緒嶋委員

業、これは具体的に、海外見本市等を今年度も

開かれたわけですが、トップセールスを含めて

全体では事業としては金額はかなりあるわけで

すが、どういうふうに我々は来年度、イメージ

すればいいんですか。

東アジア展開関連事業○金子商業支援課長

は、うちの部内はこの３本で構成しております

けれども、それ以外にも農政水産部とか環境森

林部でも関連事業を組んでおりまして、全体で

8,700万円ほどの東アジア関連事業という形に※

なっています。そのうちの当部の分がこの5,600

万という形でございます。

それが具体的にどのように、海外○緒嶋委員

見本市をどこで開くとか、そういうような具体

的な計画はまだないわけですか。

まず、フェアのほうでご○金子商業支援課長

ざいますが、今のところ、シンガポールと香港

を候補地で考えております。それから、海外見

本市では台湾と香港で計画をしております。あ

と、宮崎のほうに海外からのバイヤーを呼ん

で、そこで商談会をするというふうな事業等も

考えているところでございます。

県産品の販路拡大ということで、○緒嶋委員

焼酎等、食品加工とか、今までの見本市とトッ

プセールス等である程度の絞り込みというか、

こういうものは取引としては十分やっていける

とかいうような目ぼしいものは大体リストアッ

プができるぐらいにはなったわけですか。

本県の代表選手は焼酎で○金子商業支援課長

ございますけれども、それ以外にも漬物類とか

が定番化がかなり進んでおります。最近では、

乳製品、ロングライフ牛乳 ＬＬ牛乳と言う―

んですけれども、ああいったものに対する需要

がかなり高まってきております。相手国によっ

て輸入規制がかかっているものもありますの

で、それぞれの国、地域に応じた形で重点品目

を絞り込んで、商談会なりセールスに行くとい

うふうな形かと思っております。

今年度、鹿児島とやられたとき○緒嶋委員

に、宮崎県のはちょっと、みすぼらしいと言う

と言葉が悪いのかしれませんけれども、何か見

劣りがするというようなことを聞いたんですけ

れども、内容的には、23年度から見て24年度は

もうちょっとグレードアップというか、内容の

※44ページに訂正発言あり
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充実ができるというふうに見ていいですか。

鹿児島県に負けないよう○金子商業支援課長

私どもはやっているつもりではあるんですけれ

ども、いずれにしても、県産品戦略というのを

ずっとこれまでやってきまして、そこで出た課

題といいますのは、やはり輸送関係のコスト低

減とか、要するに荷寄せがなかなかできなくて

割高になってしまって、販売価格にそれが転嫁

されて、物はいいけれども、買っていただけな

いというのがあります。今回は当部だけではあ

りませんで、特に農政水産部と一緒になりまし

て、県内に輸出業者をきちんと育てていって、

それがまたさらに物流を担って、現地での販売

にのせていく、そういった形で、いわゆる農商

工連携というふうな形でグレードアップ、バー

ジョンアップを図っていって、何とか最終的な

目的であります定番・定着化のほうにつなげて

いきたいと思っております。

台湾とは航空便やらあって、ある○緒嶋委員

程度輸送もその中でできるかと思うんですけれ

ども、シンガポールとか香港、中国もですが、

その流通のルートはどういうふうになるわけで

すか。

やはり荷は、北部九州か○金子商業支援課長

ら、博多港なり門司港からというのが便数の関

係等もありまして多いようでございます。県内

でも、例えば八興運輸が宮崎トレーディングと

いう会社を設立しておりまして、何とかあそこ

からシンガポールまで持っていく直送便という

んでしょうか、今、確保していっています。そ

ういったものをきちんと安定化させるためには

荷の確保が必要だということもありまして、そ

こらは、農産物、加工品一体となりまして、オ

ールみやざきのそういうロットを確保した上で

宮崎から直送するようにすれば、さっき言いま

したような、より価格低減なりが現地で図られ

るというふうに思っております。

いずれにしても、東アジア展開と○緒嶋委員

いうのは将来的には大変重要な商取引にもなる

と思いますので、これについてはやはり積極的

にＰＲも含めて努力してほしいということをお

願いしておきます。

委員会資料の25ページ、コー○渡辺副委員長

ルセンターの人材養成事業について伺います

が、県内でのコールセンターの展開状況と、今

後の県としての計画でも見通しでも、実際に予

定が決まっているものでも結構ですが、今後の

コールセンターの進出の見通し、見込みという

のはどんなふうに現状としては考えていらっ

しゃるでしょうか。

まず、現在のコールセン○黒木企業立地課長

ターの進出状況でございますけれども、本県で

今、稼働しておりますのが19カ所でございま

す。まだ立ち上がったばかりの企業もございま

すので、これから本格的な稼働に移っていかれ

るところも多々あるというふうに思っておりま

す。

それから、具体的な目標という意味では、コ

ールセンターを何件という形で目標設定はいた

しておりません。ただ、全体として４年間で100

件という目標がございますので、その中の重点

分野ということで、コールセンターを含めた情

報系を積極的に立地を進めていきたい、このよ

うに考えているところでございます。

決算のときだったか、前の委○渡辺副委員長

員会で議論させていただいたことがあるかと思

うんですが、コールセンターは、県としての投

資が低くて雇用の場の創出という意味では非常

に大きな効果を上げられるというか、例えば具

体的に企業名は挙げませんが、50億補助金を入
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れなきゃいけないような形でお金を県としても

いっぱい使わなきゃならないという形ではなく

て、比較的低コストで雇用の場を創出するとい

う意味では、いい産業だというふうに思ってい

まして、沖縄県なんかが特措法の関係等でもメ

リットが大きいというのはわかるんですが、人

件費が安いという面では、宮崎にも有利な点が

ある産業だというふうに思いますので、積極的

に取り組むべきなんだろうと思っています。

その上で、以前議論したときにも、行く当て

があるのかどうかわからないスキル向上の研修

をやるというだけはなくて、割り切って進出企

業に実際に雇う人たちの研修に使えるように、

直接、いずれにしても何十万とか100万とかとい

う単位かと思いますので、お金を入れるという

やり方もあるんじゃないかという議論をさせて

いただいたと記憶しているんですが、今回、改

善事業ということになっていますけれども、恐

らく広報とか就職支援のところがいろいろ新し

く取り組むということのような気もしますが、

具体的にはどの辺が新たな取り組みということ

になるんでしょうか。

25ページのコールセンタ○金子商業支援課長

ー人材養成でございますが、この改善の部分

は、 従前４日間でやっておりましたのを５日に※

延ばしました。コールセンターの企業に聞きま

すと、コミュニケーション能力をもう少し強化

してくれという要望が強くて、その分、１日延

ばしました。それから、夜間コースというのを

今回新設いたしました。これも雇用のミスマッ

チというんでしょうか、企業側としては、やは

り男性で基本24時間でも対応できるような方が

欲しいとは言っているんですが、実際これまで

の研修事業には女性のある程度の職層が中心に

なっていたということもあって、現在は別の企

業で働いておりながらも、夜間これを受けてい

ただいて乗りかえていただく、可能性を開くと

いうようなことで加えたところでございます。

それが主な改善点と、それから、おっしゃる

ように広報の部分ですが、やはりコールセンタ

ーは、単なるノルマがあって、セールス中心と

いうような、そういう誤解というんでしょう

か、多いということもあったんで、そこらは

きっちり、コールセンター業務というのはこう

いうものですよというようなものを普及するた

めのＤＶＤ等もつくっていきたいと。これには

書いておりませんけれども、それ以外にもゼロ

予算でも、例えばコールセンター企業に来てい

ただいて説明会とか、そういったことも不可能

じゃないというふうに思っています。いずれに

しても、そういう普及啓発には努めてまいりた

いと思います。

副委員長がおっしゃった、以前やはり御提案

ございました。それにつきましては、例えば前

の24ページにあります即戦力養成事業という形

で、これはＩＣＴ企業に加えてコールセンター

もイメージしております。ここはより確実な就

職につながるような形も考えておりますので、

この２本の事業、一方のコールセンターはすそ

野を広げていく、これは、より即戦力という形

で雇用につなげていくという形のすみ分けをし

た上で、２本立てで最終的な雇用確保につなげ

ていきたいと思っております。

もし、ぱっと数字が出ればで○渡辺副委員長

結構ですが、今年度のこの事業で修了された方

の数と、その後それが、この前も伺いました

が、年度が変わったので、コールセンター関連

のところへの就職に結びついているものがある

のか、いかがでしょうか。

※68ページに訂正発言あり
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まだ途中集計でございま○金子商業支援課長

すけれども、106名の方が受講なさいまして、20

名ほどコールセンターへ就職が決まっておられ

るみたいです。この数については、今後捕捉し

ていきますので、ふえると思われます。

このコールセンターの事業に○渡辺副委員長

しても、１ページ前の、先ほど丸山委員もお話

しされた同じ問題認識ですが、修了した後に、

いかに学んできたことを生かす分野への就職に

結びつけていけるのか、継続的な雇用にしてい

けるのかというところが本来は一番重要なとこ

ろかと思いますので、その点を重視した取り組

みをお願いしたいと思います。意見にかえま

す。

先ほどの緒嶋委員の御質○金子商業支援課長

問に関して訂正をさせていただきます。県全体

の来年度の東アジア関係事業ということで私は

先ほど8,700万と申し上げましたが、１億漏れて

おりまして、１億8,700万でございます。これ

は、例えば県民政策部の航空路線の誘致関係と

か、農政のほうの輸出対策関係の事業とか、も

ろもろで構成しておりますけれども、１億8,700

万ということで訂正をさせていただければと思

います。

質疑はございませんか。○松村委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、それでは、○松村委員長

以上で商工政策課、工業支援課、商業支援課、

企業立地課の審査を終了いたします。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午後２時16分休憩

午後２時25分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

次に、労働政策課、観光推進課、みやざきア

ピール課の審査を行います。労働政策課長から

順次説明をお願いいたします。

労働政策課の平成24年度○篠田労働政策課長

当初予算につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の労働政策課のイ

ンデックスのあります255ページをお開きくださ

い。当課の当初予算額は29億2,425万1,000円で

あります。

主な事業につきまして御説明いたします。257

ページをお開きください。（事項）若年者就労

支援推進費2,971万3,000円でありますが、説明

欄１の改善事業・若年者就職支援強化事業につ

きましては、後ほど常任委員会資料で御説明い

たします。

次に、258ページをお開きください。（事項）

地域雇用対策強化費4,490万9,000円につきまし

ては、求職者の県内就職促進やＵ・Ｉターンの

推進、県内各地域の実情に応じた雇用対策の実

施など、地域雇用対策の強化に要する経費であ

ります。説明欄２の新規事業・出会い応援！県

内就職サポート事業及び（事項）緊急雇用創出

事業臨時特例基金事業費につきましては、後ほ

ど常任委員会資料で御説明いたします。

次に、（事項）宮崎県ふるさと雇用再生特別

基金償還金２億5,000万円につきましては、基金

の事業期間が平成23年度で終了することから、

県と市町村事業費の執行残等を国へ返還するた

めの経費であります。

次に、260ページをお開きください。（事項）

認定職業訓練費5,716万8,000円につきまして

は、認定職業訓練団体が実施する職業訓練に対

し助成する経費であります。

（事項）技能向上対策費940万5,000円につき

ましては、ものづくり体験教室や技能まつり等

を行い、技能尊重機運の醸成や技能士の技能水
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準の向上、若年技能者の育成を図るために要す

る経費であります。説明欄１の改善事業・もの

づくり技能継承育成事業につきましては、後ほ

ど常任委員会資料で御説明いたします。

次に、261ページをごらんください。（事項）

県立産業技術専門校費６億461万6,000円につき

ましては、本県の中核的技能労働者の養成等を

行っております県立産業技術専門校の管理運営

や離職者等の委託訓練などに要する経費であり

ます。

次に、主な新規・重点事業等について御説明

いたします。お手元の商工建設常任委員会資料

の28ページをお開きください。改善事業・若年

者就職支援強化事業であります。２の事業概要

であります。まず、（１）のヤングＪＯＢサポ

ートみやざき運営強化事業でありますが、これ

まで直営で行っていたヤングＪＯＢサポートみ

やざきの運営業務を平成24年度から民間への委

託を行い、民間の有するノウハウ等を活用し、

就職支援機能の強化を図るものであります。次

に、（２）のヤングＪＯＢサポートみやざき施

設管理事業でありますが、宮崎グリーンスフィ

ア壱番館に設置している施設の管理を行うもの

であります。次に、（３）の若年者自立支援推

進事業でありますが、国が設置するみやざき若

者サポートステーションへの臨床心理士の配置

等を行うものであります。次に（４）の新卒者

就職支援事業でありますが、新卒者の求人枠の

確保・拡大のための経済団体等への要請などを

実施するものであります。３の事業費としまし

ては、2,971万3,000円を計上しております。

次に、29ページをお開きください。新規事業

・出会い応援！県内就職サポート事業でありま

す。２の事業概要であります。まず、（１）の

県内企業インターンシップ等推進事業でありま

すが、大学生等に県内中小企業の魅力をより理

解してもらうために、県内企業等におけるイン

ターンシップ等支援や企業見学会、県内中小企

業の採用力強化セミナー等を実施するものであ

ります。次に、（２）の県内就職説明会開催事

業でありますが、若年者等と県内企業との出会

いの場を提供するため、県内６会場で就職説明

会を開催するものであります。次に、（３）の

雇用推進員設置事業でありますが、各地域の地

場企業等に対する情報収集・提供や雇用の掘り

起こし等のため、各就職相談支援センターに雇

用推進員を配置するものであります。３の事業

費としましては、3,735万1,000円を計上してお

ります。

次に、30ページをごらんください。緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業費であります。２の

事業概要であります。まず、（１）の市町村補

助金でありますが、市町村が雇用・就業機会の

創出を図るため、創意工夫に基づき実施する事

業に対し補助を行うものであります。次に、

（２）の若年者人材育成就職支援事業でありま

すが、若年者に対し研修や短期就業の機会を提

供することにより、職業スキルの向上を図り、

若年者の安定的な就職を支援するものでありま

す。３の事業費としましては、15億172万8,000

円を計上しております。

次に、31ページをお開きください。改善事業

・ものづくり技能継承育成事業であります。２

の事業概要であります。まず、（１）の匠の技

ジュニア体験教室でありますが、小中学校に技

能士を派遣し、技能に関心を持たせるために、

ものづくり体験教室を開催するものでありま

す。次に、（２）の高校生ものづくり人材確保

促進事業でありますが、工業高校等に熟練技能

者を派遣し、技能の向上のための指導を行うも
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のであります。次に、（３）のものづくり担い

手育成事業でありますが、若年技能者に対し熟

練技能者による技能の向上のための訓練を行

い、ものづくり担い手を育成するものでありま

す。３の事業費としましては、667万7,000円を

計上しております。

以上が主な新規・重点事業等であります。

労働政策課の説明は以上であります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

続きまして、観光推進課○向畑観光推進課長

の当初予算について御説明いたします。

お手元の冊子、平成24年度歳出予算説明資料

の観光推進課のインデックス、267ページをお開

きください。観光推進課の平成24年度当初予算

は10億24万円となっております。うち、一般会

計が６億8,197万1,000円、うち、えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特別会計が43万

円、県営国民宿舎特別会計が３億1,783万9,000

円となっております。

それではまず、一般会計の新規・重点事業な

ど主なものについて御説明いたします。269ペー

ジをお開きください。（事項）県営宿舎休養施

設改善対策費の説明欄１の県営国民宿舎特別会

計繰出金です。２億5,029万1,000円でございま

す。これは、県営国民宿舎特別会計に対する繰

出金でございます。

次に、270ページをお開きください。（事項）

観光・コンベンション誘致促進事業費6,816

万5,000円でございます。説明欄１のみやざき観

光コンベンション協会運営費補助金でございま

す。3,172万8,000円であります。これは、本県

観光推進の中核機関でございます財団法人みや

ざき観光コンベンション協会に対しまして、運

営費を補助するものでございます。次に、説明

欄２のコンベンション誘致推進強化事業643

万7,000円であります。これは、コンベンション

開催決定権を持つキーパーソンの招聘や誘致懇

談会の開催等によりまして、積極的なコンベン

ションの誘致を図るものであります。次に、説

明欄３のコンベンション開催支援推進事業でご

ざいます。3,000万円であります。これは、コン

ベンションの誘致を推進するため、コンベン

ションの主催者に対して開催経費の支援を行う

ものであります。

次に、（事項）観光情報活動事業費の説明欄

１の観光情報発信・誘致活動推進強化事業1,330

万1,000円であります。これは、観光パンフレッ

トの充実や県外での観光誘致活動等を推進する

ためのものでございます。

次に、（事項）おもてなし日本一観光案内板

整備事業費の説明欄１の改善事業・一目で分か

る観光案内板整備事業につきましては、後ほど

委員会資料で説明いたします。

次に、（事項）観光交流基盤整備費6,617

万8,000円であります。271ページをお開きくだ

さい。説明欄１の魅力ある観光地づくり総合支

援事業2,631万8,000円であります。これは、市

町村等における観光資源の発掘や磨き上げ、観

光客受け入れ体制の整備など、地域外からの誘

客を目指した観光地の魅力向上の取り組みにつ

いて支援するものであります。次に、説明欄３

の新規事業・宮崎を知ろう！100万泊県内観光活

性化事業及び４の改善事業・花旅みやざきプロ

ジェクト推進事業につきましては、後ほど委員

会資料で説明させていただきます。

次に、（事項）国内観光宣伝事業費5,317

万6,000円でございます。説明欄２の日本のふる

さと宮崎誘客促進事業2,873万3,000円でありま

す。これは、旅行会社や航空会社等に対するセ

ールス活動や観光キャンペーンの実施によりま
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して、県外からの観光客の増加を図るものであ

ります。次に、説明欄３の改善事業・フィルム

・コミッション機能強化事業及び４の改善事業

・宮崎恋旅プロジェクト推進事業、５の古事記

編さん1300年記念日向神話旅推進事業につきま

しては、後ほど委員会資料で説明させていただ

きます。

次に、（事項）国際観光宣伝事業費の説明欄

１の日本のふるさと宮崎誘客促進事業2,845

万5,000円であります。これは、東アジア、中で

も韓国、台湾、中国、香港の旅行会社等に対す

る旅行商品の企画造成支援や知名度向上対策を

行いまして、海外からの観光客の増加を図るも

のであります。なお、前半の部で商業支援課の

ほうから御説明がありました東アジア展開関連

事業関連の事業としても展開していきます。

次に、（事項）共同観光宣伝事業3,7 4 3

万5,000円であります。これは、九州各県と連携

し、広域で観光客の誘致を図るため、九州観光

推進機構等に負担金を拠出し、誘客対策やＰＲ

に取り組むものでございます。

以上が一般会計でございます。

次に、272ページをお開きください。えびの高

原スポーツレクリエーション施設特別会計でご

ざいます。（事項）県営えびの高原スポーツレ

クリエーション施設運営費43万円でございま

す。これは、施設の維持補修等に充てたもので

ございます。

次に、273ページをごらんください。県営国民

宿舎特別会計でございます。（事項）国民宿舎

えびの高原荘運営費802万5,000円及び（事項）

国民宿舎高千穂荘運営費70万9,000円であります

が、これは、施設の維持補修に充てるものでご

ざいます。

次に、（款）公債費３億910万5,000円であり

ます。これは、えびの高原荘、高千穂荘の建設

起債の償還金でございます。

なお、特別会計は、別途配付の平成24年２月

定例議会提出議案の議案第９号及び議案第10号

にもありますが、重複いたしますので、この説

明にかえさせていただきます。

当初予算の説明は以上でございます。

次に、主な新規・重点事業の内容につきまし

て御説明を申し上げます。お手元の委員会資料

の32ページをお開きください。改善事業・一目

で分かる観光案内板整備事業でございます。２

の事業概要でありますが、観光客の利便性向上

を図るため、観光案内板を新たに設置いたしま

すとともに、県外からの入り込みルート情報の

掲載や多言語表記などのリニューアルを行うも

のであります。事業費といたしましては、310万

円をお願いしております。

続きまして、33ページをごらんください。新

規事業・宮崎を知ろう！100万泊県内観光活性化

事業についてであります。２の事業概要にあり

ますが、（１）と（２）が市町村や地元旅行業

者等に対する支援、（３）と（４）が県民に対

する観光情報発信機能の強化となっておりま

す。まず、（１）の専門家派遣でございます

が、市町村や観光協会等による広域観光に取り

組むための会合や研修に対し、専門家を派遣す

ることとしております。次に、（２）の県内旅

行商品開発促進事業であります。これは、地域

観光資源を熟知いたしました地元旅行業者を対

象としたセミナーの開催や県内旅行商品のコン

クールを行うとともに、旅行業者に対する商品

造成の支援を行うものであります。また、

（３）の体験・滞在型観光情報発信事業では、

スマートフォン利用者向けの観光情報配信サー

ビスの提供を行いますとともに、体験型観光情
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報ガイドブックを作成いたしまして、情報発信

機能を強化してまいります。最後に、（４）の

観光資源発掘及び情報提供事業におきまして

は、県内各地の観光資源の掘り起こしや磨き上

げの取り組みを取材いたしまして、県民に対し

て情報提供を行ってまいります。３の事業費で

すけれども、3,261万円をお願いしております。

続きまして、34ページをごらんください。改

善事業・花旅みやざきプロジェクト推進事業に

ついてであります。２の事業概要でございます

が、県内の花の名所や周辺情報などを掲載いた

しました「花旅みやざきガイドブック」を作成

し、年間を通して花の情報を発信いたしますと

ともに、花旅みやざきのスタートを盛り上げ、

県内外に広く周知いたします花旅みやざきスタ

ーティングイベントを実施するものでありま

す。また、県内全域を対象に、花を用いた取り

組み等を募集し、顕彰します「花とみどりのみ

やざきづくりコンクール」を実施するものであ

ります。３の事業費でございますが、550万円を

お願いしております。

次に、35ページをごらんください。改善事業

・フィルム・コミッション機能強化事業につい

てであります。２の事業概要でございますが、

宮崎フィルム・コミッションによる積極的なセ

ールス活動に取り組みますとともに、制作会社

からの具体的な照会があった場合には情報収集

やアテンド等を機動的に行うものでございま

す。事業費といたしましては、438万円をお願い

しております。

続きまして、36ページでございます。改善事

業・宮崎恋旅プロジェクト推進事業についてで

あります。２の事業概要でございますが、２の

①の民間企業と恋旅のコラボレーション事業で

ございます。例えば、ＴＧＣ等を主催しており

ます情報発信力のある企業と継続してタイアッ

プすることにより、恋旅の認知度向上を図るも

のでございます。次に、（４）の宮崎恋旅誘客

対策促進強化事業でありますが、これは、例え

ば今はやりの婚活などと連携いたします取り組

みを進めまして、県内外からの誘客の促進につ

なげるものでございます。事業費といたしまし

ては、953万8,000円をお願いしております。

次に、37ページをごらんください。新規事業

・古事記編さん1300年記念日向神話旅推進事業

についてであります。２の事業概要であります

が、（１）の県民への情報発信事業では、神話

にゆかりのある著名人をお招きいたしまして、

県民を対象としたシンポジウムを開催したいと

考えております。（２）の県外への情報発信事

業では、県外でのシンポジウムの開催や、首都

圏の大学等と連携いたしました教養講座等を実

施する予定といたしております。また、（３）

の３県連携事業といたしまして、本県同様に古

事記とゆかりの深い島根・奈良県が主催するイ

ベント等に出展し、本県のＰＲを行うこととし

ております。最後に、（４）の日向神話旅ルー

ト開拓事業でありますが、今後とも、継続的な

観光誘客を図るため、日向神話にまつわります

新たな観光資源を発掘いたしましてルート設定

を行い、旅行エージェント等へ売り込んでいく

ことといたしております。事業費といたしまし

ては、1,000万円をお願いしております。

当初予算に係る観光推進課の説明は以上でご

ざいます。

みやざきアピ○小八重みやざきアピール課長

ール課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料のみやざきアピー

ル課、275ページでございますが、お開きくださ
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い。当課の平成24年度予算は一般会計で１

億6,406万9,000円となっております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。277ページをお開きください。（事項）県外

広報対策費5,279万9,000円でございます。これ

は、県外在住の宮崎ファンの皆様などの口コミ

パワーですとか、あるいはホームページ等を活

用いたしまして、本県のさまざまな魅力やしゅ

んの話題などを県外に向けて効果的に情報発信

し、イメージアップや販売促進活動をさらに強

化しようとするものでございます。まず、

（１）の県外みやざき応援団ネットワーク強化

事業942万円でございます。この事業は、食や旅

など本県のしゅんの情報を交流会やホームペー

ジ等を活用してみやざき大使・応援隊の皆様に

効果的に伝達し、それらの皆様の、いわゆる草

の根の口コミパワーで情報発信の幅を広げてい

ただくなど、宮崎ファンの拡大を図るものでご

ざいます。次の（２）の改善事業・オールみや

ざき営業チーム活動強化事業につきましては、

後ほど委員会資料で御説明をさせていただきま

す。

次の（事項）スポーツランドみやざき推進事

業4,686万9,000円でございます。本県は年間を

通じた温暖な気候と充実したスポーツ施設等に

恵まれた環境を生かして、スポーツキャンプ・

合宿の誘致等を通じましてスポーツによる観光

振興を図っているところでございます。まず、

説明欄１の推進事務費253万6,000円、これは、

旅費、賃金等の事務費でございます。次の説明

欄２のスポーツランドみやざき施設等整備促進

事業1,000万円であります。この事業は、スポー

ツキャンプ等の受け入れの基盤となりますスポ

ーツ施設及びマリンスポーツ環境の整備に努

め、全県的なスポーツランドみやざきづくりを

推進するために実施するものでございまして、

具体的には、スポーツ施設等の整備改修を行う

市町村に対して経費の一部助成を行うものでご

ざいます。次に、説明欄３に記載しております

スポーツランドみやざき総合推進事業3,093

万3,000円についてであります。この事業は、県

外からの誘客が期待できるスポーツイベントな

どの誘致を図りますとともに、スポーツキャン

プ・合宿等の受け入れを支援し、さらにはシン

ボル的なキャンプチームを活用した情報発信に

努めることでスポーツキャンプ地としての地位

を確立し、スポーツランドみやざきの一層の展

開を図るものでございます。具体的に申し上げ

ますと、スポーツイベント等の開催支援、県産

品の贈呈などのキャンプ・合宿受け入れ支援の

ほか、ポスターやガイドブックの作成配布な

ど、プロスポーツキャンプの情報発信などを行

い、誘客を図ることにいたしております。最後

に、説明欄４の改善事業・波旅プロジェクト推

進事業につきましては、これも常任委員会資料

で後ほど説明をさせていただきます。

それでは、お手元にございます常任委員会資

料の38ページをお開きください。改善事業・オ

ールみやざき営業チーム活動強化事業でござい

ます。この事業では、本県のさまざまな魅力を

官民が既存の垣根を越えて一体、いわば束と

なって情報を発信していくオールみやざき営業

チームとしての活動を強化し、本県のイメージ

アップ及び販売促進活動の活性化を図ってまい

ります。具体的には、キャラクターを活用いた

しましたＰＲ活動や、みやざきweeeekなど民間

企業との協働によるプロモーション活動を行う

ための営業チーム活動経費と、情報誌「Jaja」

やポスターなど活動に必要なツールなどを作成

いたします営業チーム活動支援経費の２つの事
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業で構成をされております。事業費といたしま

して、4,337万9,000円をお願いいたしておりま

す。

39ページをごらんください。改善事業・波旅

プロジェクト推進事業でございます。この事業

は、全国トップクラスの本県のサーフィン環境

等を活用した波旅プロジェクトを推進すること

により、マリンスポーツを生かした観光振興を

図るというものでございます。具体的には、

（１）にありますように、地域別に設置されま

す地域会議等が行う受け入れ体制整備の取り組

みを支援するものであります。例えば、ＡＥＤ

の設置や安全対策講習会の開催などのほか、新

たなマリンスポーツの体験イベント等の実施に

際しましても、経費の一部助成を行いたいと考

えております。また、（２）にありますよう

に、すぐれたマリンスポーツ環境、これには体

験プログラムですとか、いわゆるスクール的な

ものの情報なども含みますが、それらに加えま

して、周辺の観光資源、例えば神社などのパワ

ースポットですとか景勝地、あるいは名物郷土

料理など、こういったものが観光資源と言える

のではないかと考えておりますが、それらの情

報をも取りまとめまして、ウエブ上やメディア

等を活用して広く全国に向けて発信することを

通じまして、観光客や旅行エージェント等の利

便性の向上を図ってまいりたいと考えておりま

す。事業費といたしまして、340万円をお願いし

ているところでございます。

みやざきアピール課は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○松村委員長

た。まず、議案について質疑はございません

か。

観光推進課の予算書のほうの271ペ○内村委員

ージですが、広域観光協議会等負担金3,681

万9,000円、九州観光推進機構へということです

けれども、きのうの新聞にも、新幹線の効果が

広まったのが宮崎県は出ていないということな

んですけれども、それでもやっぱりこれは続け

られるというか、前、本が出て、各県のが出た

と思うんですが、その効果がないということ

で、金額が非常に大きいと思うんですが、それ

はどうとらえるのか。

なかなか厳しい新聞、マ○向畑観光推進課長

スコミ報道を見ながら、もっと頑張らなくちゃ

いけないなと思ったところでございますが、

今、委員の御質問がございましたように、広域

観光が今から先は一つの大きな柱になるのかな

と、かように考えております。新聞、ニュース

報道でありました日銀の南九州支店といいます

か、鹿児島支店のほうからの御指摘にもござい

ましたように、やはり足らないものを持ってい

るところとつなぐことによって、幅広く、また

厚くできるんじゃないかなと。九州観光推進機

構も九州各県一緒になって動いておりますの

で、海外に出ていくときにはこことの連携が必

要ですし、また新幹線効果を宮崎に持ってくる

ためにも鹿児島県なり熊本県との連携が必要だ

なと。ほかの県のことはあれなんですけれど

も、やはり地域バランスがなかなか厳しい状況

にあるといった中で、そういった中でも一緒に

なって組むことによって、新しい観光ニーズの

発掘もしくはＰＲができるんじゃないかなと考

えておりますので、継続した形で取り組ませて

いただければありがたいと思っているところで

ございます。

3,681万9,000円なんですが、前、○内村委員

聞いたかわかりませんけれども、各県の負担額

がわかっていますか。
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福岡県が7,400万円、佐賀○向畑観光推進課長

県が3,200万円余、長崎県が3,400万円余、熊本

県が3,800万円余、大分県が3,300万円余、宮崎

県が3,200万円余、鹿児島県が3,700万円ぐらい

です。済みません。本県の場合も大体3,300万円

でございます。

3,300万円ということは、ここで○内村委員

は3,600万円と入っているんですが、ほかのもの

が入っての3,600万円ということになるんです

ね。

ほかにも南九州での連携○向畑観光推進課長

とかがございますので、そこも入れた形でお願

いしているところでございます。

次に、労働政策のほうの資料の31○内村委員

ページにありますものづくり技能継承というと

ころで、先ほど工業支援課のほうから、ものづ

くりについての販路開拓や、若い人へのいろん

な指導ということや予算が出ているんですが、

そういうことについての連携とかは何か入って

いらっしゃいますか、これは学校関係なんです

けれども。

工業支援課と類似の事業○篠田労働政策課長

がありますので、事業実施に当たりましては、

十分調整しながらしていきたいと思っていま

す。

今、伝統的工芸品とか、そういう○内村委員

関係で非常に工業関係も落ち込んでおりますの

で、小さいときからものづくりを教育していく

ということは大事なことだと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

もう１点お願いします。オールみやざき営業

チーム、38ページです。シンボルキャラクター

「みやざき犬」の活用としてありますが、割と

金額が4,300万と大きいんですが、どういう活用

を計画していらっしゃるかをお尋ねします。

これはシンボ○小八重みやざきアピール課長

ルキャラクターを活用してということでござい

まして、代表的に書いておりますが、シンボル

キャラクターの活用でフェアをやったりとか、

この間、御説明をいたしましたみやざきweeeek

を行う経費ですとか、そういったものを含めて

この金額になっております。

23年度分で「みやざき犬」という○内村委員

のが、３体のが１セットでしょうか、２セット

でしょうか。

「ひぃ」○小八重みやざきアピール課長

「むぅ」「かぁ」で１セットになっております

が、現在、２セット、２組おります。年度末ま

でにはもう１組でき上がりますので、来年度は

そのいずれかの１組を専門のところにお願いし

て活動させていきたいというふうに思っており

ます。

労働政策課の予算書を見て、257ペ○髙橋委員

ージの労政推進費に労働委員会委員改選で２

万6,000円あるじゃないですか。労働委員会を

朝、審議したんですけれども、労働委員会の委

員は知事部局のほうでやるんですね。

労働委員会の委員の任命○篠田労働政策課長

につきましては、知事の権限になっております

ので、任命手続は知事が行います。この分につ

いては、昨年度、全員改選になったんです

が、24年度は一部改選ということで委員がか

わったりした場合の経費を計上しているもので

あります。

改選の予定はないけれども、ある○髙橋委員

かもしれないということなんですか。

使用者委員とか労働者委○篠田労働政策課長

員が例えば異動とかなんかでかわった場合に、

例えば新たな委員を任命しますので、そのため

に必要な経費を計上しているものであります。
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わかりました。使用者側委員も公○髙橋委員

益委員もここで予算を組むわけですね。

そのとおりです。○篠田労働政策課長

委員会資料の31ページのものづく○髙橋委員

り技能継承、質疑でありましたけれども、いわ

ゆる技能士といってもピンキリ レベルがあ―

りますね。例えば、たこづくりで既に小中学校

に行って指導している人もいるし、この技能士

のレベルはどういったことを想定されているん

でしょうか。

特級から初級的な３級ま○篠田労働政策課長

でいらっしゃるわけですけれども、一応ここに

行ってもらうのは、例えば特級とか１級、２級

のレベルの技能士の方を小中学校等に派遣して

いきたいと考えております。

それこそ、たくみですから、一朝○髙橋委員

一夕で、臨時的なものでできるわけでもない

し、ちょっとイメージできないんだけれども、

小中学校だから、小学校と中学校でまた技能士

のレベルが違うと思うんで、そういうところは

考えられるとは思うんですけれども、わかりま

した。

32ページ、一目で分かる観光案内板整備事業

で、新設とリニューアルと２通りあるみたいで

すけれども、箇所数を教えてください。310万円

の予算。

今のところ、まだ正式に○向畑観光推進課長

は固まっていないんですけれども、新設のとこ

ろは２カ所ほど新たに考えてはおるところでご

ざいます。これは更新時期が、個数も多いもの

ですからリニューアルの部分も多くて、昨年

も10数カ所ありましたし、今回、高速道路の出

口とか、そういったところも念頭に置いて今、

場所等を選定しているところでございます。

公の事業ですので、木造だと思い○髙橋委員

ます。よろしくお願いします。

耐久性も勘案しながら、○向畑観光推進課長

検討いたしておりますけれども、やはり宮崎で

すので、しっかりその辺を念頭に置いて設置し

ていきたいと思っております。

続けていきます。35ページ、フィ○髙橋委員

ルム・コミッションですけれども、九州内の細

かないろんなコミッション事業の成果というの

は、宮崎にいろんなロケがあったりしているこ

とはあると思うんです。ただ、この前ちょっと

目にして、九州内で映画とかの一覧が載ってい

ましたけれども、宮崎県がなかったんです。

フィルム・コミッション機能強化事業というこ

とですから、この前と違う、改善ですから、

（１）、（２）で説明はあるんですが、どう

いったところで違った活動をやっていくという

ことがあれば、いま一度お願いします。

委員御指摘のように、○向畑観光推進課長

フィルム・コミッションはやはり北部九州が盛

んでございます。北九州、福岡等々、やはり情

報発信機能が強いといいますか、そういったと

ころがございますので、そういったところと競

合しながら映画とかＣＭなんかをとってこなく

ちゃいけない、とることによって宮崎の認知度

を上げていこうという動きをしております

が、23年度におきましては、松竹映画の「ひま

わりと子犬の７日間」をいたしましたけれど

も、そういった大きな映画も含めて、先般は串

間のほうで、「今日、恋をはじめます」という

また新しい映画の撮影も行っているんですけれ

ども、今回の新しい改善事業では、座して待つ

といいますか、情報を待つんじゃなくて、キー

パーソンをしっかり押さえていきたいと思って

おります。23年度、まだ途中なんですけれど

も、２月末で照会は84件で、撮影をされてい
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らっしゃる件数が26件ございました。やはりま

だまだ物足りないなということがございますの

で、今度の機能強化においてキーパーソンを押

さえにいきたいと。なぜキーパーソンが大事か

と申しますと、一度撮影していただいた方が次

の違う番組なり映画なりでのお声かけもいただ

いております。ですから、そういった部分では

もう少し積極的な誘致活動を行っていきたい、

かように考えているところでございます。

このフィルム・コミッションは、○髙橋委員

やっぱり宮崎に来たいといいますか、あそこは

いいよというときに、ぴんとくるのはまず手続

ですね。一方通行で１カ所にお願いしたらそこ

でするっと手続がいっちゃう、そういう仕組み

とか、いろんな関係機関との協力が本当に必要

なんです。そういったところにぜひ24年度は力

を入れていただいて、宮崎観光にとってもこれ

はすごく力になるので、よろしくお願いしたい

と思います。

次の37ページの古事記編さん1300年記念です

けれども、３県連携の事業ということで、島

根、奈良が主催するイベント等での情報発信な

んですけれども、逆もあるんでしょうか、向こ

うから来ていただいて。

先般も、宮崎県のキャン○向畑観光推進課長

ペーンのときには向こうのほうからも来ていた

だきましたので、私どもが行う事業にもお声を

かけることで一緒になって売っていきたいとい

うのが一つと、やはり首都圏でのＰＲとなりま

すと、３県一緒になって打ちますと注目度も高

うございますので、そういった意味では、私ど

もにも来ていただく、私どもも出ていくという

連携を図ることによって、新たなニーズを掘り

起こすことができればと考えているところでご

ざいます。

とりわけ、島根というと余りかか○髙橋委員

わりが少ないイメージも持っていたものですか

ら、こういう機会に連携して宮崎と島根との距

離が近まると、また島根で宮崎がアピールでき

るし、いろんな効果も期待できますので、いろ

いろよろしくお願いしたいと思います。以上。

緊急雇用創出臨時特例基金、これ○緒嶋委員

は約15億円あるわけですけれども、市町村に配

分する基準というのはどういうふうに考えてい

けばいいですか。

市町村の事業につい○平原地域雇用対策室長

ては、今、12億円で予算を計上させていただい

ておりますが、年度末に向けて各市町村に今、

要望をとっておりまして、現時点で９億7,000万

円ぐらいの要望が上がってきておりますので、

現時点では国の要件に合う事業はすべて採択で

きるものと思っております。

いずれにしても、ふるさと雇用再○緒嶋委員

生のように、これは市町村あたりが２億5,000万

円返還するわけですね。これは一口で言えば

もったいないということになるわけですが、こ

ういうことがないように、この前の補正のとき

もありましたけれども、具体的に返還しなくて

完全に予算を消化するというのが一番理想なわ

けですので、そういう返還が生じないように、

若年者人材育成もですが、そのあたりの知恵と

いうか、そういうことは今から考えておかん

と、事業の終わりになって、これはしまったと

いうようなことになってはどうにもなりません

ので、そのあたりの対策というか、十分考えて

有効に活用するということが重要だと思うんで

すけれども、そのあたりの考え方を聞かせてく

ださい。

先日も御説明をいたしま○平原雇用対策室長

したように、基本的には人件費でございまし
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て、例えば年度末まで雇用しようとしていた方

が急に１月にやめられたとか言われると、100％

というのはこの事業スキーム上なかなか難しか

ろうと思います。ただし、枠があるとか途中で

わかっているような場合については、年度の途

中から始めた事業については、１年間、25年度

まで使えるという形がございますので、その辺

をできるだけ的確に把握して、早目早目にそち

らのほうにシフトしていくというような使い方

をしていきたいと思っております。

今、９億7,000万という要望が出て○緒嶋委員

きておるということで、やっぱりある程度地域

のバランスも考えていくべきだと私は思うんで

す。特定のところだけが突出した補助というの

は、雇用対策ですので、それ以外は希望がな

かったということでも問題があろうと思うの

で、ある程度バランスよくというのが必要では

ないかなという気がしますし、それこそ失業し

ておる人は全市町村おるわけですので、その辺

はある意味では市町村の知恵でもあろうかと思

うんですけれども、そのあたりを含めてやっぱ

りある程度バランスよくやらんといかんのじゃ

ないかと思うんですけれども、今のところ９

億7,000万は地域性を考えたらどうなっています

か。

地区別、ハローワー○平原地域雇用対策室長

ク単位でデータをとっていますので、それを御

紹介いたしますと、現時点では、宮崎、国富、

綾 宮崎地区が２億3,000万円余、都城地区―

が2,000万円、これまだ都城市が希望を全然上げ

てきておりません。今お話は差し上げていると

ころですが、上げておりません。延岡地区

が8,700万円、日南地区が２億5,000万円、小林

地区が１億1,000万円、日向地区が１億2,000万

円、高鍋地区が１億3,000万円、高千穂、日之

影、五ヶ瀬については延岡地区に含んでおりま

す。

やっぱり最終的にはバランスをあ○緒嶋委員

る程度考えんと、それぞれ厳しい、特に中山間

地域なんかというのは割と厳しいわけですか

ら、そういう点も配慮しながら、全体のバラン

スというのは当然必要だと思いますので、要望

しておきます。

次に、県立産業技術専門校、これは重要な専

門校ではあるわけですが、この人たちの就職、

卒業生の就職状況というのはどういうふうに

なっておるわけですか。

本年度はおかげ○押川県立産業技術専門校長

さまで64名が２年に進級していましたけれど

も、64人全員の就職が確定しまして、100％の就

職となりました。ありがとうございます。

校長の努力を多としたいと思いま○緒嶋委員

す。

古事記編さん1300年記念の日向神話旅の中で

の日向神話をテーマとした観光ルートの開拓、

誘客活動の推進、観光ルートをどのように考え

ておられるわけですか。

今回、私どもが考えてお○向畑観光推進課長

りますのが、今まで余りなかった観光ルートを

考えようじゃないかということで、例えば古事

記とか日本書紀で高千穂という名前、奇振嶽と

いう名前がたくさん出てきますけれども、こう

いったところをすべて回るような旅とか、そう

いった私どもが今まで余り触れていなかったも

のをもう一回掘り起こしていきたいなと。例え

ば、高原の狭野神社から、その辺で神武天皇が

お生まれになられて回られたところとか、そう

いうゆかりの地をめぐる旅というのは私ども観

光のほうでもなかなかつくり切っていない部分

がございましたものですから、そういったもの
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を拾い上げてといいますか、もう一度磨き直し

てルート設定ができればなと考えているところ

でございます。

これは当然、市町村と連携しなが○緒嶋委員

らじゃないと、観光推進課だけでは容易でない

と思いますので、そこあたりも十分考えなが

ら、やはり市町村との連携が特に必要かと思い

ますので、よろしくお願いします。

我々が聞くのでは、古事記編さん絡みのいろ

いろな事業については、島根・奈良県に比較し

て宮崎県のほうが取り組みがおくれておるとい

うか、ちょっと鈍いというか、そういうことを

聞くわけですが、そのあたりはどういうふうに

考えておられますか。

やはり露出度といいます○向畑観光推進課長

か、予算も含めてなんですけれども、私どもそ

ういった御指摘を受けておりますので、そこは

真摯に受けなくちゃいけないなと思っておりま

すが、例えば恋旅で本県の神話にまつわる、恋

にまつわるところを取り上げていたりとか、日

本のふるさと事業で従前から取り組んでおりま

したそれの頭出しといいますか、そこはうまく

出していなかったのかなという反省はあります

けれども、だからこそ、今回はもう一度幅広く

神話や伝説にまつわる地域を観光資源として生

かしていきたいと考えているところでございま

す。

最終的には、平成32年ですか、文○緒嶋委員

化の国体と言われる文化祭まで誘致しようかと

いうことになると、長期にわたって、古事記か

ら日本書紀まで絡めた事業が推進というか、継

続されるということになろうと思うんですけれ

ども、やはりこれは毎年相当努力していかない

と盛り上がりというのはなかなか 神話とい―

うのはそれぞれ証明するものがない中でできた

ストーリーでありますので、相当頑張っていた

だかないと難しい面があろうと思いますので、

そのことを強く要望しておきます。

宮崎を知ろう！100万泊県民観光活性化事業、

この事業は私はいいと思うんですけれども、100

万泊したかどうかというのをカウントする方法

はあるわけですか。

観光統計調査等で、そう○向畑観光推進課長

いった意味では宿泊者数の数字は出てきます。

これを推進するためには、何泊も○緒嶋委員

した人をスタンプリレーみたいにやって、５泊

すればそれをコンベンションかどこかに郵送し

てもらえば、その中で抽せんして何かをプレゼ

ントするとか、泊まった人を大切にせないかん

わけです。事業をする人よりも宿泊した人でプ

ラス波及効果が出るわけですので、この事業だ

けなら3,200万円しかないわけです。泊まった人

がいかに多いかということであれば、宿泊した

人に対するそういうアピール力を高めていか

にゃ意味がないんじゃないかなと。だから、宿

泊した人に対する支援というか、その協力され

たこと、年間で５泊以上された人はいろいろそ

ういうことで抽せんで何か宮崎県の県産品を送

りますとか、そういうアイディアもあっていい

んじゃないかと思うんですが、そういう考えは

起きなかったわけですか。

大変貴重な意見をありが○向畑観光推進課長

とうございます。私どもも今回この100万泊をす

る際まず考えたのが、宿泊というのももちろん

大事なことなんですけれども、知事も申してお

りますように、ディスカバー宮崎ということ

で、先ほど来、古事記の話でも差し上げており

ますが、なかなか地元の方がわかっていない部

分、私どももそうなんですけれども、そういっ

た部分をまず知っていただこうという動きが１



- 56 -

つございます。

もう１つ、今回の事業におきましては、体験

・滞在型観光情報発信事業というのがございま

すけれども、ここでスマートフォン利用者向け

の観光情報サービスを構築いたします。これは

周遊する、委員おっしゃるような宿泊等も入る

と思うんですけれども、そういう方々がいろん

な市町村が取り組まれる際にスタンプラリーを

されたりとか、そういうことがあった場合には

有効に使えるんじゃないかなということで、今

回はお願いしているんですけれども、いずれに

いたしましても、今まで知らなかったことを

知っていただく、そしてそれを市町村の方たち

と一緒になって、またどう長期滞在に結びつけ

るかという事業を今回のこの活性化事業で検証

しながらやっていきたいと思っております。

これはぜひ、高千穂なら高千穂で○緒嶋委員

年間５回行って泊まったなら、高千穂の方がそ

ういういろいろなサービス的なプレゼントをや

るとかいうこともいいんだろうけれども、やっ

ぱり県全体で何か この事業というのは県が―

やらなくても、市町村の観光協会等が当然やる

べきだと思うんです。それぞれ我が町に泊まっ

てくださいというのは、県がやるよりね。県と

すれば、全体の中で、宿泊した人に、５回以上

とか何回か泊まった人に何か抽せんで提供する

というような、そういうことをやることによっ

て、100万泊以上にならにゃいかんわけですか

ら、100万泊以上になるようなそういう知恵も

あっていいんじゃないかと思うんで、今後、コ

ンベンション協会とも何とか知恵を出し合いな

がら、さらにこの運動が200万泊でもいいわけで

すから、100万泊以上でいいわけで、そういうこ

とを含めた知恵を出すことが必要じゃないかと

思いますので、検討願いたいというふうに思い

ます。

話が飛びます。269ページ、県営宿○原委員

泊施設ですけれども、ＰＣＢ廃棄物処理費とい

うのがありますが、これはどういうことなんで

しょうか。

以前、青島のほうにも国○向畑観光推進課長

民宿舎がございましたけれども、ここで高圧コ

ンデンサーを廃棄処分しなくちゃいけないと

いったところでございまして、コンデンサーの

廃棄処理等につきましては、平成24年の８月ご

ろまでに計画をしておりまして、北九州にあり

ます日本環境安全事業、まだ詳細については固

まっていないんですけれども、そういったとこ

ろで廃棄処分していただくということで、その

処理費用でございます。

ということは、その処理するとこ○原委員

ろに運搬して委託するということですね。

そうでございます。○向畑観光推進課長

次のページの一目で分かる観光案○原委員

内板整備事業、先ほどもありましたけれども、

新設やらあるということですが、イメージ的に

はどういう案内板をおつくりになるんでしょう

か。一目でわかるんですから。

県外の方で初めて宮崎に○向畑観光推進課長

来られた方、特に最近は個人旅行とかで車が多

うございます。高速道路も整備されていきます

ので、そういった方がわかるようなものをつ

くっていきたいというふうに今、検討している

ところでございます。

もし絵をかかれるのであれば、地○原委員

図をかかれる場合がありますね。案内板がある

んです。一目でわかるためには、文字じゃなく

て絵のほうがわかりやすいと思うんですが、絵

をかかれた案内板のときに、方角違いに置いて

ある地図というのは物すごくわかりにくいんで
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す。例えば、今、私はここにいますね。佐土原

が向こうにありますね。向こうに向くほうが上

のほうがわかりやすいんです。このまま倒した

形ですから。これが逆に置いてあると、一瞬考

えないといけないんです。だから、ふだん地図

とか見ていない人はなおさらだと思うんで、市

町村に行くと、そのまま倒すと向きが全く逆に

なるというものが意外とありますので、地図と

かで一目でわかるものをつくるんであれば、そ

このところは、向きはよく考えて、方位方角を

考えたものをつくっていただきたいということ

を申し上げたい。御意見があったらどうぞ。

ありがとうございます。○向畑観光推進課長

私どもも自分たちでつくるときには業者の方と

いろいろ話をするんですが、自分がさて、ほか

の県で観光客として行ったときには、なかなか

わかりづらい部分もございますので、貴重な御

意見ですので、十二分に活用させていただきた

いと思います。

277ページ、スポーツランドみやざ○原委員

き施設等整備促進事業、市町村へ補助というこ

とですが、施設というのはどういう施設か、教

えてください。

この施設とい○小八重みやざきアピール課長

いますのは、スポーツ合宿・キャンプ等を宮崎

に持ってくるというのがスポーツランドみやざ

き推進の一番大きな目的でございますので、そ

ういったものに役立つということで、例えばプ

ロ野球のキャンプをするところの野球場の防球

ネットですとか、あるいはスコアボードの改修

ですとか、そういったものでございます。

誘致にかかわる施設の整備という○原委員

ことですね。

基本的に、誘○小八重みやざきアピール課長

致に資するものということで御理解をいただき

たいと思います。

わかりました。委員会資料の33ペ○原委員

ージ、100万泊県内観光活性化事業ですが、113

万人いますから、１人１泊すればすぐ目標達成

できるんでしょうが、現状において県民の皆さ

んが大体県内に何万泊ぐらいしているというふ

うにお考えなんでしょうか。

今、観光統計のほうで県○向畑観光推進課長

と国の統計を整合しているんですけれども、ま

だ精査していない段階でございますけれど

も、70万かなと。県の観光統計調査と国がやっ

ている観光調査を今ちょうど私ども整合をやっ

ているときで、まことに申しわけございません

けれども、それぐらいかなと思っております。

ということは、あと30万泊という○原委員

ことですね。もうちょっと頑張れば、すぐ達成

できますが、そうなると目標が余り低くなかっ

たですか。

私ども、大変あれなんで○向畑観光推進課長

すけれども、100万泊というのは一種のイメージ

といいますか、先ほど来お話ししておりますよ

うに、ディスカバー宮崎ということで、宮崎を

知ろうという、みんなが知ろうというかけ声の

一つで100万という数字が上がっております。で

すから、それに近づくように泊まっていただく

のはもちろんありがたいんですけれども、やは

り観光施設も宮崎とか一部に偏っておりまし

て、宿泊がなかなか伴わないエリアもございま

す。そういったところには周遊して知っていた

だくということも大事でございますので、この

運動にあっては、そういった県民の方々が県内

を知っていただくというのが趣旨というふうに

考えておりますことから、宿泊につきまして

も、もちろん泊まっていただくのが一番ありが

たいんですけれども、そうじゃない地域がある
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ということも念頭に置いて動かなくちゃいけな

いのかなと考えているところでございます。

一種のキャッチフレーズで、域内○原委員

の経済交流をふやそうと、そういうねらいがあ

るわけですね。

37ページ、古事記編さん推進事業ですが、奈

良、島根、３県で共同してというようなイメー

ジがあるわけですけれども、神話ということに

関して、我々はここが一番のルーツだと言って

いますね。島根は島根でまたそれなりの神話に

対する思い入れというか、奈良は奈良の思い入

れがあると思うんですが、そのあたりの整合性

というか、一つの神話というものを物語として

考えたときに、何かうまくつながるように３県

一緒に合同になって協力して、物語風に一般の

人にわかるようになっているんですか。

おっしゃるように、結構○向畑観光推進課長

かぶっている部分もございます。同じような神

話をお持ちです。ただ、私ども宮崎にとって

は、古事記の上、中、下という３巻のうちの上

巻のほとんどが私ども宮崎である、そういった

ところを考えますと、やはり特に日向神話と言

われる日向三代の方々の神話を大事にしていく

ことが大事なのかなというのが一つございま

す。そして、例えば島根の場合には出雲神話が

ありますし、特に奈良に関しますと、お墓も

あって、現物がすぐに見られるという部分があ

りますので、そういった意味では、余りお互い

が競い合う部分は少ないのかなと。神代の時代

は宮崎で、スサノオノミコトにつきましては島

根で、そして古事記でいえば中巻から最後のほ

うについては奈良のほうでというような、うま

いすみ分けをやっていければいいなと思ってい

るところでございます。

そうでないと、うまく連携がとれ○原委員

ないんじゃないかという気がしましたので、お

尋ねをいたしました。

大田市というのがありますね。石見銀山のあ

るところですが、ここの市長さんが竹腰という

―市長で、前の東国原知事が誕生したときに

高千穂とか同じように神楽があるんです。私

は、長いつき合いの友達が同じ市におりまし

て、向こうで市長さんに会ってくれんかと言わ

れたことがあって、その竹腰という市長と会っ

たんですけれども、そのときのこの方のお話

は、神楽を通じて宮崎と連携できないかと。ま

してや、東国原さんが非常に人気があったもの

ですから、向こうもあやかろうという、そうい

う意思は見え見えだったんですが、東国原さん

に来ていただいて何かできないかというお話も

あって、何年前でしたか、まだ３年前ぐらいに

なると思うんですけれども、そういう意識はあ

ると思っていますから、ベースの部分では神話

ということについてはうまくすみ分けという

か、さっきおっしゃったようなものができれ

ば、いろんなところで協力体制はできるんじゃ

ないかなということを感じましたので、今あえ

て一例として申し上げました。別に質問じゃあ

りませんから。

歳出予算説明資料のほうに行かせ○丸山委員

ていただきますが、まず、257ページの若年者就

労支援推進費のことなんですが、昨年は6,200万

円あったのが3,000万円、約半分以下になってい

るんですが、なぜなのか。同じような案件

で、260ページの職業訓練指導費が1,200万円ぐ

らいあったのが300万円以下になっている。昨年

度に比べて非常に減額が激しいものですから、

何が影響あったのかということをお伺いしたい

と思っているんですが。

まず、若年者就労支○平原地域雇用対策室長
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援推進費のほうから御説明いたしますと、これ

は今年度、若年者等正規雇用化促進特別事業

国のトライアル雇用を利用して若年者等の―

正規雇用を行った事業主に対して、１人当たり

６万円の助成金を支給するという事業をやって

おります。この事業は、リーマンショックで急

激に雇用情勢が悪化をいたしまして、それを受

けまして、平成22年度から２年間の期間限定と

いうことで取り組んできたものでございます

が、来年度は、これは今年度で事業終期を迎え

るということで、この分が3,000万円余、減額に

なっております。

職業訓練指導費の減額な○篠田労働政策課長

んですけれども、これにつきましては、昨年度

は第９次の職業能力開発計画を策定するという

ことで、ニーズ調査をやったりとか、そういう

費用等を組んでおりましたので、それが今回な

くなったことによる減でございます。

わかりました。国の事業がばんと○丸山委員

なくなると、こういうような減額になったりと

か、計画が終わると、こうなっているというこ

とでわかったんですが、まず若者の就職推進費

で、28ページのほうでお伺いしたかったのが、

ヤングＪＯＢサポートみやざき、私、勉強不足

なもので教えていただきたいんですが、これが

設置されてから毎年どれぐらいの方々が来てい

ただいているのかというのをまずお伺いしたい

と思っているんですが。

ヤングＪＯＢサポー○平原地域雇用対策室長

トみやざきについては平成17年度からやってお

りますが、最近で申しますと、今年度が２月末

現在で3,009人の利用者でございます。22年度が

１年を通して3,664人でございます。その中で

キャリアコンサルティング 相談を具体的に―

された数が今年度が２月末で1,366人、22年度

が1,685人となっております。

（３）のほうで臨床心理士配置を○丸山委員

行うということなんですけれども、これに伴っ

て就職といいますか、それにうまくつなげてい

けるということでよろしいんでしょうか。

（３）のほうは、ヤ○平原地域雇用対策室長

ングＪＯＢとは別物なんですが、国がニート対

策ということでみやざき若者サポートステー

ションというのを設置しておりまして、国のほ

うが相談員の経費ですとか事務所の経費等は見

まして、県のほうで臨床心理士ですとか各種セ

ミナーの費用を持つというふうになっておりま

す。ニートの方でございますので、就職までい

ける方はなかなか少なくて、今年度が２月末

で36人、22年度が28人ということですが、目標

としては年間60人を目標にしてくれと国のほう

では言われております。

次に、29ページ、出会い応援！県○丸山委員

内就職サポート事業についてなんですが、

（２）で説明会のほうは６会場置いているんで

すけれども、（３）の雇用推進員というのは４

地区しか置いていないんですが、小林、日向が

外れた理由というのは何かあるんでしょうか。

まず、雇用推進員に○平原地域雇用対策室長

ついては、以前、商工労政事務所があって、

今、総務商工センターがある場所に置いており

まして、宮崎、日南、都城、延岡ということ

で、小林は都城でカバーをしております。就職

説明会についてはできるだけ広いところでとい

うことで、小林、日向についても会場をお借り

してやっているというような状況でございま

す。

271ページのほうなんですけれど○丸山委員

も、観光推進課になると思いますが、魅力ある

観光地づくり総合支援事業の中で、これまで磨
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き上げをやってきたという説明だったと思って

いるんですが、磨き上げをやってみてよかった

という事例というのがあれば教えていただきた

いのと、そして今後、どのような形で磨き上げ

をさらにやっていきたいという思いがあるのか

をお伺いしたいと思いますが。

私どもいろんな市町村と○向畑観光推進課長

一緒になって動いております。例えば、小林の

「北きりしま」の農家民泊の受け入れとか、高

原の花堂さんとか、今まで気づかなかったとこ

ろ、例えば６次産業化を図っていらっしゃった

方々が観光分野でもできないのかなとか、そう

いったことがあって、地域の方々がやはり核と

なってやっていただけると強いものができ上

がっていくんだなというふうに考えておりま

す。そういった具体的なものが今、少しずつ花

となって実となってきているのかなと、そう

いったことから広域観光への取り組みも進まれ

ているのじゃないかなと考えております。やは

り１つの地域だけで観光客を呼び込むというの

はなかなか厳しいのかなと。広域的な部分を取

り組む、特に磨き上げに関しましては、例えば

観光の従事者の方が御高齢になったときに今度

はグループで取り組む、そういったことによっ

て今までやったものを継続して残すことができ

るというような部分もございますので、再度、

もう一度見直した上で、大事なのは、県の職員

が行ってみるだけではなかなかうまくいきませ

ん。やはり地元の方々の取り組み状況がうまく

マッチして次のステップに踏み込むことができ

るのかなと思っております。串間やえびの、そ

して日之影、五ヶ瀬等、私どもと一緒に汗を流

していただいた方々のおかげで、私どもも知ら

なかったことを知ることができましたので、再

度この事業を通じてほかの地域でも取り組んで

いきたい、かように考えているところでござい

ます。

ぜひ、磨き上げをよろしくお願い○丸山委員

したいと思います。

引き続き、古事記編さんのことについてお伺

いしたいんですが、いろいろ３県でやっている

ということで聞いているんですけれども、全国

レベルでこの古事記編さんというものの知名度

というのはどのような認識をされているんで

しょうか。

私どもは地元ですので、○向畑観光推進課長

自分たちが知っているものは皆さん知っていた

だいているんじゃないかなと思っている部分も

あったんですけれども、さにあらず、なかなか

ほかのところは厳しいというのが現状でござい

ました。ただ、昨年末からことしの頭にかけま

して、いろんな雑誌での取り上げがあったりと

か、テレビでの特集が組まれたりとかすること

によって、少しずつ広がっていったのかなと思

います。当初は、私ども宮崎、もちろん奈良県

もそうですし、島根県も動いていたんですけれ

ども、１月29日に東京でシンポジウムを５つの

県でしました。そのときには、継体天皇がい

らっしゃるということで福井県がいらっしゃっ

たりとか、因幡の白ウサギの絡みで鳥取県が

入ってこられたりとか、そういった形で少しず

つ広がりが出てきているんですけれども、やは

り温度差が相当あるのかなと思っております。

一方、今ちょうど準備中なんですけれども、

大手旅行エージェントからの申し込みといいま

すか、旅行商品が少しずつでき上がってきたの

が１つと、あともう１つが、ワンコインバス事

業を観光コンベンション協会のほうでしてい

らっしゃるんですが、見ていますと、土日、祝

日での運行状況はほとんど満席ということで、
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少しずつですけれども、認知度が広まっていっ

ているんじゃないかなと思っておりますので、

これをもっと深めていきたい、かように考えて

おります。

ちなみに、今まだラフなんですけれども、Ｊ

ＴＢが「もりもり宮崎」という新しい事業をさ

れるということで、まだ校正の前なんですけれ

ども、古事記編さん1300年ということで銘打っ

ていただいて旅行商品ができ上がってきますの

で、これをもっと広くＰＲして、私ども一緒に

なって旅行商品をつくっていきたいと思ってお

ります。

宮崎県内でも、行政のほうは古事○丸山委員

記1300年と非常に言い始めているんですけれど

も、一般の県民の方々がそこまで知らないとい

うのもありますので、まずどうやって県民に火

をつけるのか、そして全国に火をつけていくの

かというのもぜひ努力していただきたいなとい

うふうに思っております。そして、観光ルート

につなげていくので重要だと思っていますのは

食べ物ですね。宮崎に行けばこれが食べられ

る、そういうのもしっかりつくっていかない

と、ただ単に観光ルートをつくるというだけで

は、リピーターなり、宮崎に行ったらおもしろ

いよとかないというふうに思っているんです

が、その辺の取り組みは具体的にはどうしてい

るんでしょうか。

委員おっしゃるとおり、○向畑観光推進課長

神社だけではなかなか厳しい部分もございま

す。先般、土曜日曜、特に日曜なんですけれど

も、韓国のマスコミの方に九州広域ルートを

回っていただいて、宮崎にも来ていただきまし

た。一番私どものほうでびっくりしたのは、日

南に行って、飫肥周辺を散策されて、食べ歩き

を喜ばれたのが一つと、「炙り重」が思った以

上に好評でした。やっぱり食があると定番化に

つながっていくんだなというのはまた改めて感

じたところですので、そういった取り組みを一

緒になって、地域の方々が例えば今、都農のほ

うで「都農ふぐ丼」をつくっていらっしゃいま

すけれども、そういったものを観光ルートの中

で組み込むことができると、より一層ＰＲがで

きますので、そういった意味では、旅行商品を

つくる際には地域の方との連携を緊密に図って

いきたいと思っております。

古事記の中に、大豆とか麦とか米○丸山委員

はオオゲツヒメノカミからできたという伝説が

たしかあったというふうに思っていますので、

そういうのも頭の中に押し込んでいって、何で

地元の農産物は大豆をつくっているんですかと

か、そういうときに、ただ単にそこにあるもの

だけじゃなくて、物語性があるから脈々と宮崎

ではこういう農産物があるんですよというのを

一言紹介するのとしないのでは そこに来た―

ときに、だからこういう食べ物があるんだとい

うような落とし込みもやっていただきたいとい

うふうに思っていますが、何かそういう取り組

みをやっているところはないんでしょうか。

具体的に今ぱっと思いつ○向畑観光推進課長

かないんですけれども、例えば高千穂の方々が

観光神楽をされる際に、まず、観光神楽で来て

いただいた方を高千穂のファンにされて、そし

て今度は神楽の季節になると団体で来られて、

そしてそこで、振る舞いも含めてですけれど

も、食についていろんなお話を受けることに

よってそこでリピーターがふえていくと。銀鏡

神楽もそうなんですけれども、そういったリピ

ーターをふやすためにはストーリー性をつくっ

たほうが一番いいと思いますので、ただそのた

めには、それを伝える人がやっぱり大事です。
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今回のワンコインツアーをやっていて思ったの

は、やはりガイドさんが大事だと、つくづく感

じたのはそういったところでございますので、

やはり地域の方々と一緒になってそういうスト

ーリー性のある旅行商品をつくっていきたいと

考えております。

記紀編さん1300年は、日本書紀を○丸山委員

含めてあと８年じゃなくて、ずっとしっかり、

宮崎のオンリーワンのものだというふうに思っ

ておりますので、これをうまく生かすような形

を続けていただきたいと思っています。

国民宿舎のことですけれども、273○緒嶋委員

ページ、元利償還がありますが、高千穂荘やえ

びの高原荘は、あと何年かかりますか。

えびの高原荘が平成27年○向畑観光推進課長

まででございます。高千穂荘が平成31年がめど

でございます。

今、高千穂荘、えびの高原荘も指○緒嶋委員

定管理者ですね。新幹線効果が鹿児島はあのよ

うにすばらしいんだけれども、高千穂でも東日

本大震災の影響もあるのか、景気が悪いという

こともいろいろ要因は幾つもあると思うんです

けれども、なかなかお客さんが伸びない。そし

てまた、今度はボイラーの燃料費とかが加算さ

れて、指定管理で頑張っておるけれども、今は

年間指定管理料でも5,000万円、月に400万円以

上の払いになって大変だというような話も聞く

んですけれども、施設としてはすばらしいし、

お客さんは喜ばれるけれども、やっぱり数が、

さっき言われたリピーターを含めてなかなか宿

泊客がふえない。何とか宮崎県観光浮揚の全体

の中で考えにゃいかんことですが、高千穂です

らそういうことでありますので、ほかのところ

はまだ厳しいと思うんです。今後、一番観光振

興というのを、商工業も含めてですが、やって

いかんと、宮崎県の浮揚というのは容易じゃな

いと思うんですけれども、そのあたりの認識は

どう持っておられますか。

委員おっしゃるように、○向畑観光推進課長

今回、新幹線効果 高千穂は神社とか、そう―

いったお客さんは本当にふえているんですが、

どうも日帰りといいますか、宿泊にまで続いて

いないというので、高千穂町の観光協会ともい

ろいろ話をして、いろんな取り組みをしなく

ちゃいけないと。今回は古事記編さん1300年と

いう節目の年でもありますことから、高千穂町

も厳しい財政状況ではありますけれども、一緒

になって、ある程度集客といいますか、宿泊が

できる取り組みをしていこうじゃないかという

お話を差し上げているところが１つございま

す。

もう１点、えびのに関しましては、なかなか

伸びない中で１つだけ朗報といいますか、スケ

ート場がすごくよかったです。ここ５年間の中

で一番よかったところでございます。指定管理

者の宮交ショップアンドレストランが頑張って

いただいたのかなと。ただ、新燃岳の噴火の影

響で韓国岳に登れないということで、夏場のお

客さんが伸び悩んでおります。そういったこと

もございまして、今、えびの市が中心となっ

て、一緒になって、地元の方々がトレッキング

コースをつくろうじゃないかとか、そういった

取り組みをやっておりますので、そこは一緒に

なって私どもも頑張って、集客に結びつけるよ

うな取り組みを図っていきたいと思っていると

ころです。

これは総括でもいいのかなと思う○緒嶋委員

んですけれども、観光振興という立場で、神楽

とかほかの郷土芸能とか、いろいろあるわけで

すが、その後継者を育成するということが観光
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振興という視点から必要じゃないかと思うんで

す。後継者が今なかなか、高千穂の夜神楽も高

齢化して、それを継承する若者が少なくなっ

た。どこも過疎化で若者が少なくなっておるわ

けでありますので、地元でそれぞれ努力はされ

ておるけれども、県も観光振興という中で、人

材育成というものを含めた観光という立場での

支援が視点を変えてできないかなという気がす

る。その辺をやらんと、いろいろなＰＲをして

も、後、後継者がいなければ地域の芸能も衰退

するわけです。そういう点では、その辺まで将

来を見通した支援というのが当然あっていいん

じゃないかという気がするんだけれども、これ

は総括の中でもいいんですけれども、その辺は

どうですか。観光推進という考えの中でその辺

まで話が及ばんかな。

先般、高千穂のほうで神○向畑観光推進課長

話シンポジウムがございました。その際にもお

話が出たのは、やはり「ほしゃどん」の後継者

不足といいますか、どう地域で盛り上げていく

かと。一方、あのときに来られた、以前の国立

博物館の先生だったと思うんですけれども、日

本全国でもここまで後継者の育成をやっている

エリアは数少ないというようなお話もいただい

て、地域の方たちもちゃんとやっていかなく

ちゃいけないなということがございました。先

ほどちょっとお話を差し上げましたけれども、

観光地づくりの推進事業等で取り組める部分も

あれば、市町村の方とも協議を重ねていきたい

と思いますが、ただ、いずれにしても、観光の

場合は地域に根差した部分が多い、負担が多い

といいますか、自分たちでやっぱりやっていか

なくちゃいけないということを地域の問題とし

てとらまえていただくことが大事なのかなと思

います。先月、諸塚山の山開きに伺ったときに

も、地域の方たちが一生懸命、振る舞いをされ

ていらっしゃったりとか、本当に地域の方が一

体となって動いていらっしゃる姿を見たとき

に、これが観光振興につながるんだなと。思っ

た以上に県外からの、新聞報道では700名となっ

ておりましたけれども、参加者も多かったこと

を考えますと、やはり一緒になって課題等を抽

出して磨き上げと申しますか、そういったとこ

ろに取り組まなくちゃいけないなと感じたとこ

ろでございます。

委員会資料の28ページの若年者就○髙橋委員

職支援強化事業でいま一度また聞きますけれど

も、ヤングＪＯＢサポートみやざきを24年度か

ら民間委託ということで説明があったわけです

けれども、私、今までは民間委託だったんじゃ

ないかと思っていたんです。というのは、相談

員とか恐らく正規の方じゃないでしょう。どう

違ってくるのかなと思って……。民間ニーズの

把握等をいうことで活用と説明してあるけれど

も、いま一つわからないものですから、よろし

くお願いします。

今お話のありました○平原地域雇用対策室長

ように、先ほども言いましたけれども、17年度

に設置をしたわけでございますが、設置当時、

なかなか委託先として適当なところがなくて、

県の非常勤職員を活用して今まで直営で運営し

てきたところなんですが、昨年度、行政経営課

のほうで実施しておりますアウトソーシングの

提案募集というのがございまして、こちらのほ

うに民間企業から委託でいいんじゃないかとい

う提案がなされまして、検討の結果、先ほど国

のみやざき若者サポートステーション、これは

国から民間企業が委託を受けてやっております

とか、ほかにも国の事業なんかを受託しておら

れるところがございますし、九州各県でも本県
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以外はすべて民間委託というようなことがござ

いまして、今回、民間委託に切りかえようとい

うことにしたところでございます。民間の専門

的な経験ですとか、ノウハウですとか、特に企

業サイドの、就職につながるような企業とのつ

ながりですとか関係は、やはり民間のほうが強

いというふうに考えておりますので、その辺を

生かして１人でも多くの方の就職につなげてい

きたいというふうに思っております。

委託費というのが出てくるわけ○髙橋委員

で、これまで直営とおっしゃったけれども、中

身は民間だったと思うんです。経費でも違って

くるんでしょうか。

委託料が2,200万円余○平原地域雇用対策室長

組んでおりますが、ヤングＪＯＢサポートは、

専門の産業カウンセラーですとか、キャリアコ

ンサルタントの資格を持った相談員の方で今

やっておりますが、相談員の人件費が３分の２

ぐらいでございまして、基本的なその部分は余

り変わることはないと思います。旅費ですと

か、細かい事務費のところは見直しますが、基

本的にはトータルの金目では余り変わるもので

はないと思っております。

私の勝手なイメージですが、余り○髙橋委員

変わらないような気がするんです。ただ、雇用

対策担当課として丸々手が離れる、それは間違

いなく違いとしてあるんでしょうけれども、い

わゆる資格を持っている方々もそのまま移行し

ていくんじゃないかなと思ったりするわけで

す。前、私、一遍言ったことがあると思うんで

すけれども、相談は１回で済まないと思うんで

す。２回も３回も来て、その人の就職支援につ

ながったりするわけで、その人のケースをつく

られているのかなと。Ａさん、Ｂさんと来るわ

けで、そういう細かな じゃないと、いろん―

なデータは、伺っても出てこないし、やっぱり

その辺を工夫していただきたいなと思います。

民間でやられるとこ○平原地域雇用対策室長

ろ、先ほど言ったようなノウハウですとか、や

り方の柔軟性ですとか、その辺をできるだけ生

かして、よい支援につなげていきたいと思って

おります。

30ページの緊急雇用創出事業臨時○髙橋委員

特例基金事業で、私、聞きましたかもしれませ

ん。参考の実施計画、いま一度説明いただけま

せんか。

参考のところにつき○平原地域雇用対策室長

ましては、まず、県事業というのがございまし

て、これは県庁の各課のほうで基金を財源に各

種の事業を組み立てて、県の予算として組んで

おるものでございます。市町村事業は、私ども

の15億172万8,000円のうちの12億円を市町村の

補助事業ということで各市町村に補助をいたし

まして、各市町村で雇用対策の事業を組んでい

ただくというようなことでございます。

ということは、15億円のうちの３○髙橋委員

億円は（２）の若年者人材に行くわけでしょ

う。だから、県事業に含まれますよということ

で理解をするんです。３億円が労働政策課の若

年者の就職支援ということで、この３億円は研

修とか短期就業の機会ということで、どのくら

いの若年者を数として考えていらっしゃるの

か、まずそこを聞きたいと思います。

若年者人材育成就職○平原地域雇用対策室長

支援事業につきましては、今年度からやってい

る事業で、同額の予算をお願いしているところ

でございますが、直近のデータで申しますと、

これは人材派遣会社にお願いしておる分でござ

いますが、人材派遣会社のほうで196人をまず雇

用いたしまして、そこで座学等の研修をやりま
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して、そのうち180人を民間企業での現場の研修

に出しまして、現時点で102人が直接雇用をされ

ております。その102人のうち75人が正規雇用と

いうことになっております。

ここで委員の皆さんにお諮りを○松村委員長

したいと思います。本日の日程は午後４時まで

となっておりましたが、このまま継続してよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように取り計ら○松村委員長

います。引き続き、質疑を続けます。

今の説明は23年の実績ですね。と○髙橋委員

いうことは、成果も出ているわけで、３億とい

う予算が大きいものですから、75人の正規社員

は生んでいるということで、それなりの実績だ

ということで理解をします。人材派遣会社に委

託をして、この辺が私もひっかかるんですけれ

ども、人材派遣会社がまた次の会社に送り込む

というシステムで理解していいんですね。

そういう形でござい○平原地域雇用対策室長

ます。

次に行きましょう。33ページで100○髙橋委員

万泊の件ですけれども、１回私も質疑したと思

うんですけれども、いわゆる100万泊の定義はホ

テル業界のデータでとるしかないということ

で、ただ、そういうお金を出して泊まるという

ことも大きいですけれども、民泊もちゃんと観

光あるいは宮崎県の経済に貢献するわけだか

ら、それもカウントしながら、100万泊が、さっ

きも出ましたけれども、200万泊になっていいわ

けだから、ぜひ推進していただきたいし、ディ

スカバー宮崎ということをおっしゃいました。

宮崎を知ってもらうと。緒嶋委員から大変すば

らしい御提言もあったわけですけれども、５泊

じゃなくて５カ所 場所が宮崎ばかり５泊―

なってしまう可能性があるんです。できないか

もしれませんが、26市町村泊まった人には高千

穂無料宿泊券を上げるとか、例えばそんなこと

をぜひ、これは意見ですから、ひとつお願いし

たいと思います。

最後に、39ページの波旅 波旅は、恋旅、―

花旅と違って余り聞かないというか、これは私

個人の意見かもしれません。私、日南海岸を

通ってくると、よくサーファーの姿を見るんで

すけれども、この人たちはお金を落とすのかな

と思ったりするわけです。着るものもあれだけ

だし、この人はホテルに泊まらんで、多分、車

の中とか、御飯は自前で持ってきているなと、

そういう思いを持ちながら、だから予算も一番

少ないのかなと思ったりするんですけれども、

いわゆる宮崎がメッカだよということで、これ

はわかるんだけれども、サーフィンといったら

湘南とかいうイメージが全国的にわくじゃない

ですか。マリンスポーツの本県のライバルです

ね。そこはどういったところをイメージしたら

いいんでしょうか。

本県のライバ○小八重みやざきアピール課長

ルについてのお尋ねというふうに理解してよろ

しいんでしょうか。当然、首都圏に近い湘南等

はサーフィンのメッカということで、朝の天気

予報を見ますと、必ず黒い人がいっぱい写って

いる画面が出ますが、当然あそこはメッカだと

思っております。ただ、今回、不幸にも東日本

のほうで大津波あるいは原発事故等がありまし

て、茨城県あたりのサーファーの方が南のほう

にやってきているというような話も伺っており

ます。あそこもメッカだったんですが、こっち

に来ているということを聞いております。それ

と、意外なのが沖縄がメッカではないんです。

沖縄は珊瑚礁に囲まれていまして、大きな波が
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立ちませんので、そういったことを比べていき

ますと、宮崎はやっぱりサーフィンの大きな中

心地の一つということは言えると思います。

予算が少ないというふうな御指摘がございま

したが、今、髙橋委員の御指摘の中にもありま

したけれども、サーフィンの方は確かにワゴン

車で来て、そこで着がえて、近くのコンビニで

物を買ってという形が多いんですが、今、我々

が提案しておりますのは、サーフィンを核とし

た波旅プロジェクトということでございまし

て、例えば木崎浜でサーフィンをすると、近く

には青島神社もございますし、ちょっと足を延

ばせば日南においしいものを食べに行けると

か、手軽なところでは青島の駅前に有名なうど

ん屋さんがあるとか、いろんな観光資源という

のがその近くに眠っておりますので、先ほど来

お話がありましたけれども、観光というのは一

つの文化を見せていくというところがあります

ので、我々の波旅といいますのは、波を、サー

フィンを一つの文化として、その周りにあるも

のを見せていこうということで、少ない予算で

はございますが、精いっぱい頑張ってまいりた

いと思います。

ライバルは湘南ですから、負けな○髙橋委員

いようにぜひ宮崎を売ってほしいなと思うの

と、サーファーは、定職を持たずに、フリータ

ーが多いと聞くんですね。平日だってやってい

ますものね。フリーターじゃないとやれないで

す。まあ、いいかどうかはいろいろあります

が、移住でサーファーの人、結構いらっしゃる

んです。その方々が地域貢献しているかな、経

済貢献しているかなというのは疑問があります

が、いろんな場面、分野で連携して宮崎観光が

大きくなれば、この340万円が倍になる、10倍に

なる可能性は秘めていると思いますから、ぜひ

力を入れてやっていただきたい。日南を中心に

お願いいたします。

県下全体でや○小八重みやざきアピール課長

りたいと思います。

委員会資料の35ページ、フィ○渡辺副委員長

ルム・コミッションのことについて、状況の整

理という意味も兼ねて伺いたいんですが、３～

４年前かと思いますが、私、県外にいたころ

に、新宿のＫＯＮＮＥにあったパンフレット

で、宮崎が韓国のドラマの撮影場所になりまし

たとか、映画の撮影場所になりましたと。映画

やドラマでたくさん扱われていますので、ぜひ

お越しくださいみたいなパンフレットがあった

のを記憶しておるんですけれども、そういうね

らいというか、そういう姿勢でのアピールとい

うのは今の宮崎県の観光施策としては行ってい

ないんでしょうか。

今、委員の御指摘のよう○向畑観光推進課長

に、いろんなテレビ、映画で撮影された場所が

観光地として取り上げられているという、北海

道とか新潟、これは韓国、中国の案件がござい

ますように、そこはやはり一つの売りとして

持っていきたいなと思っております。ただ、さ

はさりとて、ＣＭとかになりますと、そこが宮

崎なのかどうかというのを出せないときもあり

ます。ですから、そういった兼ね合いをうまく

とらまえてＰＲはしなくちゃいけない。ただ、

本来ならば、テレビとか映画でロケーションを

見ていただいて、そこに行ってみたいと思って

いただけるような取り組みに持っていかなく

ちゃいけませんので、こればかりは制作会社と

の駆け引きにもなりますので、取り組む以上

は、観光客として来ていただけるような仕組み

づくりを進めていきたいと思っております。

先ほどの質疑の中で、83件の○渡辺副委員長
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照会があって、撮影に至ったのが26件だという

御説明がありましたけれども、この現状の数値

については、例えばかつてそういう取り組みを

していた時期と比べて著しく落ちている状況な

のか、余り変わらないのか、またこの数に対し

て県としての認識というか、現状としての認識

はいかがなんでしょうか。

ここ数年で多かったの○向畑観光推進課長

は、21年が照会が99回あって、撮影が39回やら

れたとか、そういったものはございますが、も

ちろん、数にこしたことはないんですけれど

も、やっぱり訴求力がある番組が大事なのかな

と思います。今回、映画が今のところ２本、大

きい映画として来ていますので、ぜひ、これが

公開されましたときには、委員の方々も含めて

全国の方々が皆さん見ていただいて、おっ、宮

崎かと思っていただくのが大事だと思っており

ますので、私どもがえり好みすることはできま

せんけれども、そういった方々が撮影できるよ

うな環境づくりをより一層進めていきたいと

思っております。

同じテーマでもう１件です○渡辺副委員長

が、先ほど映画が２本あるというお話がありま

したが、担当の方にはこんな聞き方をしたら失

礼かもしれませんけれども、この映画２本は、

宮崎県としてのというか、コミッションとして

の取り組みが一生懸命やってうまくいったから

誘致できた２本なのか、それともほかの縁故も

含めて宮崎に決まってラッキーだったというよ

うな話なのか、そこはいかがでしょうか。

「ひまわりと子犬の７日○向畑観光推進課長

間」というのは宮崎を題材にしております。で

すから、このお話があった際には、松竹に向

かって私ども一生懸命、営業をかけましたし、

最近の映画というのは、ロケ地で撮影される映

画と、撮影所の中でする部分が多うございます

ので、できるだけ私ども県内で見ていただきた

いなという動きでやっております。もう１点の

「今日、恋をはじめます」につきましては、先

ほどちょっとお話を差し上げたところですけれ

ども、宮崎で今まで何回か撮影をされた方が宮

崎にということで来ていただいた映画でござい

ますので、宮崎フィルム・コミッションとして

はやはり両方とも成果としては大きいものが

あったのではないかなと考えているところでご

ざいます。

きょうの資料の中にはありま○渡辺副委員長

せんが、労働政策課にお伺いをしたいんですけ

れども、決算をやったときに昨年度の事業で指

摘をさせてもらったかと思うんですが、高校生

の求人を早期に出してくださいという取り組み

に県が300万円か400万円かぐらいの予算をつけ

て、労働局なんかも同じぐらいの予算がついて

いて、15秒のテレビコマーシャルを17回打ちま

す、それが予算の大半ですという事業があっ

て、それが本当に効率的なやり方でしょうかと

いう質疑をさせていただいた記憶があるんです

が、あの事業は新年度はないんでしょうか。

今年度、来年度につ○平原地域雇用対策室長

きましては、ポスターだけに絞らせていただき

ました。

それはどの事業の中に組み込○渡辺副委員長

まれているんでしょうか。

説明資料の28ページ○平原地域雇用対策室長

の事業概要の（４）の新卒者就職支援事業の一

部でございます。

あのとき申し上げたかったの○渡辺副委員長

も、今回の資料の中では別のページになります

が、29ページの出会い応援の２の（３）みたい

な、よくわからないＣＭにだけお金をかけるぐ
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らいだったら、人を雇用して置いてもらって、

いろんなことをあわせて事業所を回ったり学校

を回ったりすることのほうがいろんな意味で効

果が大きいんじゃないかという意味で指摘した

中身でしたので、まさにこういう取り組みを

やっていただければというふうに思います。意

見で結構です。

ほかに質疑はございませんか。○松村委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がないようでございますの○松村委員長

で、以上で労働政策課、観光推進課、みやざき

アピール課の審査を終了いたします。

この後、総括質疑というふうになっておりま

すが、きょうの日程の時間の４時は過ぎており

ますので、委員の皆さんに諮りたいと思います

けれども、この後このまま総括質疑に移ってよ

ろしいでしょうか、それともまた明日したほう

がよろしいでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後４時13分休憩

午後４時15分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

総括質疑の準備のため、暫時休憩いたしま

す。

午後４時15分休憩

午後４時15分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

各課ごとの説明及び質疑がすべて終了いたし

ましたので、これより総括質疑を行います。商

工観光労働部の当初予算関連議案全般について

質疑はありませんか。

発言及び資料の訂正をさ○金子商業支援課長

せていただきたいと思っております。申しわけ

ございません。委員会資料の25ページでござい

ます。先ほど渡辺副委員長のほうからコールセ

ンター人材養成強化事業について御質問をいた

だきましたけれども、２の事業概要の（２）の

定員等でございます。今年度との違いというこ

とで、４日間のコースを５日間に延ばしたとい

うふうに申し上げましたが、再確認いたしまし

た結果、いろいろ事業とか予算調整の段階で４

は４ということに決着しておりまして、カリ

キュラムの中でコミュニケーションスキルを充

実する工夫をするということでございます。恐

れ入ります。６時間掛ける４の24時間、３時間

掛ける８の24時間という形でおわびして訂正を

させていただきたいと思います。申しわけござ

いません。

知事の提案理由説明の中でも第１○緒嶋委員

番目に、雇用、産業の振興といいますか、そう

いうことを挙げられたわけですけれども、こと

しの予算を商工観光労働部としてそういう視点

から見た場合に、何に一番目玉として力を入れ

たのか。知事の施政方針から見た場合、言葉と

してはわかるけれども、何が商工観光労働部の

一番のポイントの政策であったのかというのが

見えないような気もするんですけれども、そこ

あたりはどういうふうに我々は理解すればいい

か。

絞る形ではなかなか○米原商工観光労働部長

難しいんですが、委員会資料等に上がっている

事業だけで申し上げましても、例えば中小企業

の支援ポータルサイト構築というのがあります

けれども、これは今まで、国あるいは国の関係

団体、それから県の事業、商工団体がある、こ

ういういろんな施策をきちんと全体として見る

というのがなかなかできていなかったと。こう

いうところをやはり中小企業者の方の利便性と
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いうことでやって、特にリアルタイムで商談会

とかセミナーとか、そういうものをやるという

ようなことで、一つは一丁目一番地的な中小企

業対策としてあるなと思っています。

それから、融資制度の中で融資枠1,000億円と

いうところで、自然災害等で緊急的な融資等が

必要な場合にも機動的に対応できるようにとい

うところをちょっと工夫させていただいたと。

それから、ものづくりというところで、食品

関係がございましたけれども、フードビジネ

ス、そのあたりにもちょっと手をつけさせてい

ただいたというようなところがあります。

それから、県際間収支とか、いろいろ御指摘

もございましたけれども、取引支援とか、そう

いうことで外から仕事を持ってくるというとこ

ろで、ＩＣＴも含めて、いろんな商談会とか、

そういうのをやる事業も組まれていると。

それから、将来につながるということでは、

東九州メディカルバレー構想あたりも、医療機

器産業拠点というところでしっかりと取り組む

ことができるんではないかというふうに思って

おります。

それから、東アジアということで、東アジア

の成長力、活力をいかに取り込むかというとこ

ろもやれたのではないかというふうに思ってい

るところです。

県内の就職支援ということで、インターン

シップとか県内の企業見学会などを入れたの

は、県内で育成された大学卒もそうですし、高

校生の子供たち、あるいは学生が外に出ていっ

て地元になかなか就職しないというような実態

もありましたので、県内の企業を知っていただ

いて、少しでも将来の宮崎を支えていただきた

いということで組んだ事業でございます。

こういったことで商工業関係は組ませていた

だいたかなと思っています。

観光のほうは、100万泊、古事記1300年という

ことで新しい取り組みを入れさせていただいた

ので、このあたりをしっかりと取り組むことで

今後の観光面でのまた広がりができるかなと

思っています。

そして、最後というと変ですが、オールみや

ざきという形で引き続き、県外に情報発信して

いく、そして販売促進活動をやっていくという

ことで、なかなか厳しい財政状況でございます

けれども、それぞれ来年度やっていく手がかり

としていろんな予算措置をさせていただけるん

じゃないかなと思っておりますので、予算につ

きましての御審議をよろしくお願いしたいと思

います。

いずれにしましても、宮崎県は全○緒嶋委員

国的にも、県民所得から見ても下位から数える

とほとんど下位と変わらないというような状態

で、特に口蹄疫とか新燃岳とか、いろいろな影

響を考えると、沖縄の特措法関係で支援が進ん

でくれば、宮崎県は最下位になるおそれがない

とも言えない状況に来ておると思うんです。そ

うなれば、やはり商工観光労働部の位置づけと

いうのは大変重要になる。特に農業がなかなか

厳しい状況に今、来ておる中では、商工観光労

働部の活躍というか、働きというのが県民所得

の浮揚に一番寄与するんじゃないかなという気

がするわけです。そのためには、やはり雇用の

場をどうつくるかということ、働く場所です

ね。そのことで経済が動くようになれば経済の

浮揚にもなるわけであるので、来年度あたり

は、雇用づくりということを言われておるわけ

ですが、新年度で企業誘致のめどとか雇用づく

りという意味で、どの程度雇用が生まれるとい

うふうに想定しておられるか、そのあたりは。



- 70 -

年度別に何人というのは○黒木企業立地課長

なかなかお答えしづらいんですけれども、現在

の新しい長期計画の中で100件の企業立地という

のがございます。それから、最終雇用予定者数

という形でしかなかなかお示しできないんです

けれども、5,000人というのがございまして、私

どもそれを４分割いたしまして、１年間の一つ

の目標として1,250人というのを念頭に置いて企

業立地に取り組んでいるところでございまし

て、それが一つの私どもとしての目安かなとい

うふうに思っております。

当然、知事が提案理由で雇用づく○緒嶋委員

りと言われれば、目標を達成せんことには、ど

こかのマニフェストと同じじゃいかんわけです

ので、ぜひこれは努力をしていただきたいとい

うふうに思います。

また、今、西のほうは新幹線効果で、鹿児島

なんかは観光振興だけでも460億円以上の経済効

果があったというふうに出ておるわけですが、

宮崎県の場合はそれが全然見えていないという

ふうに思ってもいいくらいだと私は思うんで

す。そうなりますと、宮崎県の観光振興という

のが宮崎県の発展のためには大きなキーポイン

トでもあるし、将来を見た場合、懸念材料でも

あるわけです。西九州の新幹線を含めた観光客

をいかに宮崎のほうに引き戻すというか、誘致

するかということが大変重要になると思うんで

すけれども、このあたりの戦略というのを持っ

ておられるかどうか、ちょっとその辺を。

先ほど部長も申しました○向畑観光推進課長

ように、今回、私ども柱としているのは100万泊

県民運動と古事記編さんということで、県内で

も、先ほど来お話を差し上げているように、私

ども磁石としての観光資源は、やはり古事記由

来、そういう神話・伝説も一つだと思っており

ます。そういったものをどう私どもと市町村の

方々が一緒になって売っていくかというとき

に、磨き上げと何度も申し上げて申しわけない

んですけれども、再度気づいていただく、それ

は単に観光従事者だけがわかるんじゃなくて、

県民の方々もわかっていただいて、訪れていた

だいて、ある程度消費をしていただく、この繰

り返しが観光地の知名度といいますか、光るも

のが磨き上げられていくんじゃないかと思って

おります。先ほど委員がおっしゃった戦術、戦

略という方向性の中であるのは、１つはそう

いった県内での磨き上げ、もう１つが近隣との

広域観光、この２つの柱といいますか、そうい

う取り組みをしていかないと埋没していくん

じゃないかなというふうに思っております。

ＪＲ九州の今回の新幹線効果を横軸へという

ことで、私ども宮崎のほうにも集客をするとい

うことでＢ＆Ｓのバスがあったりとか、いろい

ろあるんですけれども、やはりそういったもの

を呼び込むためにも、地元がもう一回頑張って

やっていかないといけないのかなと。飫肥を見

ていますと、食をやられた、町歩きをされた、

そういうふうな取り組みで次のステップに行く

ことができたという本当に成功事例があります

ので、そういったものをほかの地域の方々と一

緒に取り組んでいきたい、かように考えている

ところでございます。

これは相当覚悟を決めてやらん○緒嶋委員

と、鹿児島は継続してうまくいくんじゃない

か、それでも次年度は減るんじゃないかという

心配も持って対応を立てておられるわけですけ

れども、宮崎県の場合は、インパクトになる施

設というか、シーガイアもあのような感じで新

たな展開ということで期待もしながら、心配も

しておるわけです。高速道路もまだ未完成であ
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るし、そういうことを考えると、これは相当深

刻だという前提で物を進めていかんと、明るい

日差しというのが、光をいろいろ言われた、岩

戸開きと言われたけれども、本当に岩戸開きが

できるのかなという懸念のほうが、要らん心配

と言われればそれまでですけれども、温故知新

とかいろいろ言葉はあっても、本当にそれが実

績として上がってこなければ、ただ言葉の遊び

だったじゃないかということにもなるので、こ

れは相当皆さん、それこそ県庁、我々も含めて

総力戦で当たらんとなかなかうまくいかない。

特に温故知新のこの計画というのは、国民文化

祭までということであれば、９年ぐらいの期間

で物を考えるということでありますので、来年

度以降の、24年から25、26年度の計画というの

は恐らくまだないと思うんですね、総合長期計

画的なものは。観光振興の中には、今まで長期

計画という中で古事記を取り入れた計画という

のは載っておるわけですか。

27年までの目標の中に○向畑観光推進課長

は、日本のふるさとということで古事記由来と

いいますか、神話・伝説に由来するものを取り

上げていこうということで、今までも取り組ん

でおりましたけれども、委員おっしゃるよう

に、私ども九州の中でもなかなか厳しい状況に

あるというのは本当に身をもってわかっている

つもりでございます。だからこそ、長いスパン

をかける、そのためには協力体制をしっかりや

らなくちゃいけないというふうに考えておりま

す。私どもが今やれることというのは、そう

いった現状分析にとどまっているのではなかな

か進みませんので、やはり旅行エージェントを

含め、いろんな業界の方々と、どうやれば宮崎

に来ていただけるのか、まだまだだと思うんで

すけれども、宮崎恋旅等新しい取り組みが、ス

ポットが当てられている部分も若干ございます

から、そういったものも生かしながら、より一

層、何度も繰り返して申しわけございませんけ

れども、やっぱり市町村の方との連携が大事か

なと、そして広域観光を進めていくというふう

に取り組んでいきたい、かように考えていると

ころです。

いろいろ努力されておるのには敬○緒嶋委員

意を表しますけれども、それだけ深刻な面もあ

るという前提の中でどう対策を立てていくかと

いうことを、これは総合政策、今度は名称も変

わったところもありますので、全体的な県庁内

でやはり商工観光労働部としての意見を強く出

していただきたい。その中で政策を立案しなけ

れば、財政も苦しいということはわかっており

ますが、やっぱりある程度選択と集中の中では

商工観光労働部の予算というのをふやしていか

なければどうにもならない。ある意味では、商

工観光労働部の予算の中では融資的なものが多

いから、実質的には予算は多く見えるけれど

も、融資を除けば、半分以上が融資の予算にな

るわけです。そうなると、商工観光労働部の予

算というのは部としては余り大きいとは見ない

ほうがいいぐらいじゃないか、私はそういうふ

うに思うわけです。そういうことを考えたら、

商工観光労働部の人は部長を中心に全体的に予

算の中でも優遇されるような立場になってこな

ければ、宮崎県の振興はないんじゃないかなと

いう気がしてならんわけですが、部長はそのあ

たりをどう思っておられますか。

ありがとうございま○米原商工観光労働部長

す。まさに委員がおっしゃったとおりでござい

まして、雇用の場、それから強いていえば税収

のもと等も商工業というのが中心になっており

ますので、商工観光労働部として他部局と一緒
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にやっていくようなものについても、もちろん

今までも意見を申し上げてきておりますし、今

後も、私どもとしてこうやりたいんだというこ

とはしっかり関係部に伝えて、そして一緒に

なって取り組んでいくという姿勢でいきたいと

思っています。

それから、先ほど来ありました新幹線という

ことについても、今、熊本、鹿児島、宮崎で、

あるいは九州観光推進機構で一緒にやっており

ますので、そういった連携というのもしっかり

図って、そして宮崎県の商工業の振興、あるい

は産業、雇用の場づくり、そういったところは

しっかりと取り組んでいきたいと思っておりま

す。

ぜひ、お願いします。○緒嶋委員

少し関連しますけれども、人をど○原委員

う呼び込むかという課長の話があったんです

が、余りイベントの話が今回出てこなかったな

というふうに思うんです。例えば青太があった

り、最近ではツール・ド・にちなん・くしまで

すか、こういうのが少しずつ始まっているやに

聞いていますけれども、そういうことでイベン

トも人を呼び込む スポーツイベントなりほ―

かのイベントでもいいんですが、そういうのを

近未来というか、つくっていこうとか、そうい

うお考えの内部検討とか発想はないんですか。

この資料を見る限り、イベントというのは今回

出てこなかったなと思うので。

従前、こういった大きい○向畑観光推進課長

イベントが立ちますと、県なり市町村なりがあ

る程度主導していったというのがございまし

て、ただ、今お話がございました青島太平洋マ

ラソンとかツール・ドに関しますと、やはり民

間のほうでの取り組みが強くなっております。

古事記編さんに関しましては、今、県民政策部

の総合政策課のほうと協議を図っておりまし

て、また別途、今、イベント等につきましても

検討している最中でございます。

東京マラソンですか、大きいマラ○原委員

ソンになりましたけれども、あそこで評論家の

話を僕も一緒に聞いたんですけれども、マラソ

ンを実施するのが一番手っ取り早い、人も集ま

るしという話を聞いたことがあって、青太も結

構大きな大会になったですね。課長自身もボラ

ンティアで視覚障がい者の伴走をされておられ

ましたが、あれは運営主体はどこなんですか。

青太につきま○小八重みやざきアピール課長

しては、専門といいますか、事務局がございま

して、そこに我々も入りながら支援をしている

ところでございますが、先ほど経済効果という

ようなお話がございまして、３年ぐらい前の青

太の経済効果というのを日銀の宮崎支店が分析

しておりますが、１万2,000人お見えになりまし

て、大体その６割、7,000人ぐらいが県外からお

見えになるということで、経済効果がどれだけ

あったかというと、5.7億円が前の日から青太の

日ということで出ておりますので、そういった

大会を地道にやっていくと。それには我々のほ

うも助成をさせていただきながら、開催経費の

一部を見るとかいうような形で、あるいは県庁

の職員がたくさんボランティアで給水所に行っ

たり、折り返し地点に行ったりというようなこ

とでも参加をさせていただいておりますので、

そういったものの一つ一つの地道な積み上げも

一つの方法であろうと思います。また、いろい

ろスポーツ大会のほうも新たな動きも出てきて

おりますので、いろいろ競技団体とも話を詰め

ながら、大きな大会を呼び込んでいきたいと

思っております。

確かに、県の職員の皆さんが選手○原委員
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でも走っておられたし、ボランティアでも頑

張っておられまして、すごいと思いました。こ

れはマラソンの公認コースなんですか。

これは公認コ○小八重みやざきアピール課長

ースということで、記録もちゃんと公認をされ

るものでございます。

であれば、将来的な話になります○原委員

けれども、これがもうちょっと大きな大会に

なって、２時間数分が出るような選手を前に集

めて、そういうレース的な意味合いと市民ラン

ナーが走るような意味合いとを持たせる大会ま

で育っていくと、そしてテレビの中継ができる

ようになれば、約２時間15分ぐらいフルに報道

されるわけですから、非常にいいなと思うんだ

けれども、そういうところを、ハードルは高い

と思いますけれども、目指す気持ちはないんで

すか。

実は、先月行○小八重みやざきアピール課長

いました延岡西日本マラソンでは、フジテレビ

がＢＳフジでやってくれまして、宮崎のそれこ

そ古事記1300年等をコマーシャルしてくれたと

ころであります。今、御指摘ございましたよう

に、青島太平洋マラソンというのは定着をして

おります。１万2,000名程度が毎年参加するとい

うことでございますので、事務局ともお話をし

ながら、常に宮崎のいい景色が画面に映るわけ

でございますので、非常に効果があるとも考え

ております。実現が可能かどうか等も含めまし

て協議をしてまいりたいと思います。

よろしくお願いします。以上で○原委員

す。

緒嶋委員の質問にも重なるんです○図師委員

が、魅力ある観光地づくり総合支援事業等も予

算の中には織り込まれているところなんですけ

れども、これは継続事業ですから、例年どおり

の各観光地の整備なり事業への補助金が主だと

思われるんですが、シーガイアの利活用という

ことで、今回、セガサミー社が入ってきていた

だいたということに関して、県はなかなか情報

が得られないということもあろうかと思われま

すけれども、今後、セガサミー社側との接触、

情報交換、連携というのはどのようにお考えか

を教えてください。

今回、私どももまだ詳細○向畑観光推進課長

がわかっておりませんので、何とお答えしてい

いのかわからないんですけれども、先般シーガ

イアを持っておられたリップルウッドは、ゴル

フアカデミーをおつくりになられたりとか、温

泉施設をつくられたということで、集客能力を

上げられるような取り組みをしていただきまし

た。そのおかげで本県の中核施設としてシーガ

イアがあるのかなと思っております。ですか

ら、そういったことも含めて、株式譲渡が済ん

だ暁には意見交換をさせていただければなと、

かように考えております。

事業内容がはっきりしていないと○図師委員

いうことで、接触するのもまだ具体性がないの

かもしれませんけれども、もしオーシャンドー

ムが再び起動するようなことがあった場合に、

県側として何かプレゼンできるような内容を今

お持ちでしょうか。

オーシャンドームに関し○向畑観光推進課長

ましては、22年にいろいろ検討をして、そうし

た結果、用途がなかなか、つくってからの日数

もたっているということでできなかったんです

けれども、今回、セガサミーのほうがどういっ

たお取り組みをされるかも含めて、しっかり私

ども勉強させていただければなと思っておりま

す。

定かでない話を協議を重ねていく○図師委員



- 74 -

のは空論になるかもしれないんですが、もしマ

スコミ報道であるようなカジノ構想が現実味を

帯びてくるとすれば、どのようなハードルをク

リアしていったときにそこにたどり着くんで

しょうか。

済みませんけれども、そ○向畑観光推進課長

ういった具体的な動きがわからないんですが、

例えばカジノに関しますと、やはり国の法整備

等々がございます。そういったものをやはり

しっかり注視していかなければならないかなと

思っているところでございます。

眠っている宝ですので、あれをど○図師委員

う生かしていくのか、まさに爆発的な雇用と、

また観光客と税収が見込める材料ではあります

ので、カジノの適正はもちろんいろいろ考慮し

なくてはいけないと思うんですが、カジノに限

らず、速やかにセガサミーのほうとの情報交換

を始めていただいて、定期的な何か協議会と

か、それは市も地域住民も含めた形での体制づ

くりというのができればいいなと思いますの

で、ぜひ前向きに検討をお願いいたします。以

上です。

ほかにございませんか。○松村委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、委員長からも１時間○松村委員長

ぐらい質問をしたいところでございますけれど

も、時間が参っておりますので、全般的な質疑

はこれで終わらせていただきます。

最後ですけれども、その他で何かございます

か。

今度、知事の強い気持ちもあっ○原委員

て、スポーツ振興基金がつくられました。スポ

ーツ振興をしようと。そのために、甲子園の優

勝というのもあるんですが、いろんな４つ事業

があって、その中で社会人のトップアスリート

の受け入れという項目もあるんです、そうなる

と企業が、一番いい例としては旭化成があるわ

けですけれども、企業が抱えてくれないとなか

なかなんですね。例えば、ソーラーフロンティ

アが大きな企業としては最近、県としても50億

円ですか、立地補助金を上げたりするわけです

けれども、そういうところへの、教育委員会が

主体にスポーツ振興はなるんでしょうけれど

も、企業はどちらかといえばこちらの所管です

から、スポーツ振興を何か連携していただい

て、最終的には宮崎県の浮揚だし、観光浮揚に

も間接的にはつながるでしょう。だから、そう

いう受け入れについての連携しての働きかけ

が、ここはできるんじゃないかとかいうような

ことができないのかなと、私は客観的に見て思

うんですけれども、部長の考えはどうですか。

私も直前、教育委員○米原商工観光労働部長

会におりまして、スポーツ振興課のほうで国体

等で一定の力を維持するためにはどうしても高

校生中心に今、なっているものですから、高校

生は３年たつと入れかわるものですから、なか

なか安定したものがないということで、やはり

企業でアスリートを抱えていただいてというこ

とで、当時まさに商工観光労働部のほうにも御

相談しながら、そういった余力があるというと

あれですが、そういった関心のある企業、ある

いはそういったところをぜひやりたいと言って

いる企業の情報とか、そういうのを当時は逆の

立場でいろいろお聞きした経緯がございますの

で、当然、教育委員会と一緒にそういったこと

についても連携を図って、宮崎のスポーツ力、

競技力の維持向上のために一緒に取り組んでい

ければいいというふうに思っております。

今、ここでやりますと言えないか○原委員

もしれませんけれども、できたら協調していた
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だいて、まして昔おられたわけですから、ちょ

うどそのために来られたようなことですから、

頑張っていただくとありがたいなと。

あと１件ですけれども、長崎の産業再生指針

みたいなものができていまして、これをずっと

読んでいたら、我々は「産学官」と言います

ね。一時、「産学公」と言って、また「官」に

返りましたけれども、あそこのを読んでおもし

ろいなと思ったのは、「産学官金」まで入れ

て、４つの漢字を全部網羅してつくっていまし

た。産学官だけの部分と、やはり推進するため

には産学官金だということで、おもしろいなと

思いましたので、おつなぎをしておきたいと思

います。

言おうか言わないか迷っていたん○髙橋委員

ですけれども、24年度のいろんな事業名、気に

なったのは、ふだん余り使われない言葉がえら

く目についたものですから、先ほど課長の答弁

で県民にもわかってもらうということで言われ

ましたインキュベーション機能とか、前段の説

明を見ればわかるんですよ。でも、ふだん余り

使わないかなと。インパクトを与えるような事

業名とか、事業名も大事なんです。きょうの説

明を受けながら、私たちもこの説明を正確に伝

えられるかといったら、できないような文言も

あったりして、県民総力戦になるためにはいろ

んな人にわかってもらう この事業は事業と―

していいんでしょうけれども、説明の段階でう

まく工夫してもらえば、マスコミにも流さない

かん事業だっていっぱいあるわけですから、ぜ

ひその辺を県民目線でよろしくお願いいたしま

す。

ほかにございませんか。○松村委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見もないようでございますの○松村委員長

で、それでは、以上をもって商工観光労働部を

終了いたします。執行部の皆様、お疲れさまで

ございました。

暫時休憩いたします。

午後４時47分散会
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平成24年３月14日（水曜日）

午前９時58分開会

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員  原 正 三

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 内 村 仁 子

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

県土整備部次長
内枦保 博 秋

（ 総 括 ）

県土整備部次長
濱 田 良 和

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
大田原 宣 治

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 中 野 穣 治

管 理 課 長 江 藤 修 一

用 地 対 策 課 長 河 野 俊 春

技 術 企 画 課 長 満 留 康 裕

工 事 検 査 課 長 前 田 安 徳

道 路 建 設 課 長 白 賀 宏 之

道 路 保 全 課 長 谷 口 幸 雄

河 川 課 長 野 中 和 弘

ダ ム 対 策 監 森 茂 雄

砂 防 課 長 東 憲之介

港 湾 課 長 坂 元 政 嗣

空 港 ・ ポ ー ト
矢 野 透

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 大 迫 忠 敏

建 築 住 宅 課 長 伊 藤 信 繁

営 繕 課 長 酒 井 正 吾

施設保全対策監 上別府 智

高速道対策局次長 沼 口 晴 彦

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 野 中 啓 史

委員会を再開いたします。○松村委員長

本委員会に付託された議案等についての説明

を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

本日は県土整備部、まず管理課、用地対策

課、技術企画課、道路建設課、道路保全課の審

査を行います。

それでは、お願いいたします。

商工建設常任委員会の皆○児玉県土整備部長

様方には、かねてから県土整備行政の推進につ

きまして、格段の御指導、御協力いただいてお

りまして、厚くお礼を申し上げます。

今回の委員会で御審議いただきます県土整備

部所管の議案等につきまして、その概要を御説

明いたします。

お手元に商工建設常任委員会資料をお配りし

ておりますので、ごらんいただきたいと存じま

す。資料の表紙をめくっていただきまして、目

次をごらんください。御審議いただきます議案

を担当課ごとに記載しております。平成24年度

当初予算関連議案のほかに条例の一部改正や廃

止に係る議案となっております。
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次に、目次をめくっていただきまして、資料

の１ページと２ページをごらんください。平

成24年度当初予算案におきます県土整備部の重

点施策を記載しております。また、３ページ目

からは、県土整備部の新規・重点事業を県総合

計画アクションプランの10の重点プログラム別

に記載しております。県土整備部といたしまし

ては、平成24年度の重点施策であります地域経

済の活性化を図る「産業・雇用づくり」及び東

日本大震災等を踏まえた防災力の向上などを図

る「安全・安心なくらしづくり」に係る事業を

初めとしますこれらの事業を積極的に推進し、

県民の安全で安心な暮らしを確保し、快適で人

にやさしい生活空間、そしてまた経済・交流を

支える基盤となる県土づくりを目指してまいり

たいと考えております。

次に、資料の８ページをお開きください。県

土整備部の当初予算一覧でございます。平成24

年度予算は、一般会計と特別会計を合わせた部

予算合計では775億6,554万2,000円、対前年度比

で95.9％となっております。

また、資料の17ページ以降に主な新規事業等

の説明資料を記載しております。その詳細につ

きましては、この後、それぞれ担当課から説明

させますので、よろしく御審議のほどお願いい

たします。以上でございます。

管理課でございます。○江藤管理課長

まず、議会提出資料について御説明いたしま

す。各課が本日の委員会で説明に使用いたしま

す議会提出資料は、１つ目が平成24年２月定例

県議会提出議案（平成24年度当初分）、２つ目

が平成24年度歳出予算説明資料でありますが、

提出議案及び新規・重点事業につきましては、

県土整備部関係分をお手元の商工建設常任委員

会資料にまとめておりますので、この委員会資

料で説明をさせていただきます。なお、当初予

算の主な内容等につきましては、歳出予算説明

資料で説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。

委員会資料の８ページをお開きください。県

土整備部の当初予算の概要について御説明いた

します。この表は、先ほど部長が御説明いたし

ましたが、県土整備部の当初予算額を一覧表に

して取りまとめた総括表であります。平成24年

度当初予算は、一般会計が752億8,346万1,000

円、特別会計が22億8,208万1,000円、部予算合

計で775億6,554万2,000円をお願いしておりま

す。昨年度の６月補正後と比べました対前年度

比は95.9％となっております。公共事業につき

ましては640億7,368万5,000円で、対前年度

比95.7％となっております。

次に、公共事業関係予算の内容について御説

明いたします。９ページをお開きください。２

の補助公共・交付金事業であります。道路事業

で202億1,957万7,000円、河川事業で50億6,088

万6,000円、砂防事業で35億3,445万8,000円、街

路事業で21億4,201万8,000円など、合計で351

億1,791万5,000円であります。

次に、10ページをごらんください。３の県単

公共事業であります。道路事業で78億397万円、

河川事業で16億2,169万9,000円など、合計で106

億1,822万9,000円であります。このうち、今回

重点措置しました地域経済活性化・防災対策特

別枠としまして、合計で17億4,356万円を計上し

ております。これにより、道路の拡幅や歩道設

置などの生活に密着した道路の整備や、浸水被

害を軽減するための河川内の掘削など、県内各

地域できめ細かな事業を展開しますとともに、

新燃岳の火山対策としまして、道路の降灰除去

や土石流対策などにも取り組むこととしており
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ます。

次に、11ページをお開きください。４の直轄

事業負担金であります。道路事業で44億4,560

万8,000円、河川事業で10億7,133万9,000円、高

速道の新直轄で22億9,425万円など、合計で92

億6,704万6,000円であります。

次に、12ページをごらんください。５の災害

復旧事業であります。土木災害が補助と県単の

計で83億2,308万5,000円、港湾災害が補助と県

単の計で７億4,741万円、合計では90億7,049

万5,000円であります。

次に、13ページをお開きください。債務負担

行為の追加であります。13ページから15ページ

にかけて掲げております事業につきまして、合

計で24件、74億6,070万円を計上しております。

次に、16ページをごらんください。議案第53

号「土木事業執行に伴う市町村負担金徴収につ

いて」であります。平成24年度の土木事業に要

する経費に充てるため、３事業につきまして、

記載の負担率のとおり市町村負担金を徴収する

ことについて、地方財政法第27条等の規定によ

りまして、議会の議決に付するものでありま

す。なお、関係市町村からは既に負担金徴収に

ついての同意を得ているところであります。

県土整備部の当初予算の概要及び関連議案は

以上であります。

続きまして、管理課の予算関係につきまして

御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

ス、管理課のところをお開きください。353ペー

ジであります。当課の平成24年度当初予算額

は23億850万5,000円であります。以下、主なも

のを御説明いたします。

355ページをお開きください。まず、（事項）

建設技術センター費9,780万1,000円についてで

あります。次のページをお開きください。建設

技術センターは、平成22年度から指定管理者制

度を導入しておりますが、職員研修などの業務

につきましては、業務の性質上、引き続き県で

実施しているところであります。１の研修費か

ら３の維持管理費が県で実施いたします職員の

研修や材料試験に要する経費となっておりま

す。次の４の指定管理費が建設技術センターの

運営と青年隊の教育の業務を行う指定管理者へ

の委託料であります。

次に、（事項）公共事業支援統合情報システ

ム運営管理事業費1,417万3,000円であります。

これは、公共事業における電子入札システム等

に要する経費であります。

（事項）建設業指導費２億3,594万8,000円で

あります。１から３までは、建設業の許可、経

営事項審査、及び建設産業普及啓発に要する経

費であります。４の建設産業育成総合対策事業

でありますが、こちらの事業内容につきまして

は、委員会資料で御説明いたします。

再び委員会資料の17ページをお開きくださ

い。建設産業育成総合対策事業は、地域の経済

と雇用を支える重要な産業であります建設産業

の健全な発展を図るため、平成20年度から実施

している事業でありますが、建設業を取り巻く

状況は依然として厳しい状況にありますことか

ら、引き続き実施してまいりたいと考えており

ます。

２の事業の概要をごらんください。予算額

は、平成24年度で２億2,356万9,000円をお願い

しておりまして、事業期間は平成22年度から24

年度までの３年間となっております。

事業の主な内容でありますが、まず、アの経

営相談窓口の設置であります。この事業は、県

内９カ所に相談窓口を設けまして、建設業者の
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さまざまな相談に応じるものでありますが、新

分野に進出した企業に対する指導助言などの

フォローアップについてもあわせて行い、新分

野事業の定着化を支援することとしておりま

す。

次に、イの新分野進出に対する支援でありま

す。この事業は、建設業に軸足を置きながら新

分野進出を図る企業の初期経費の一部を助成す

るほか、新分野への進出に関する知識、ノウハ

ウ等を習得する取り組みを支援するものであり

ます。

最後に、ウの建設事業協同組合等への融資で

あります。この事業は、建設業者等の円滑な資

金繰りを支援するため、建設事業協同組合等が

実施します転貸融資の資金原資について貸し付

けを行うものであります。

管理課の予算関係の説明につきましては以上

であります。

用地対策課であります。○河野用地対策課長

当課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の357ページ、用地対策課を

お開きください。当課の当初予算額は、一般会

計で３億4,962万3,000円、公共用地取得事業特

別会計で２億8,307万1,000円、一般会計と公共

用地取得事業特別会計を合わせまして、６

億3,269万4,000円であります。以下、主なもの

について御説明いたします。

359ページをお開きください。まず、一般会計

でありますが、（事項）収用委員会費2,920

万5,000円であります。これは、収用委員の報酬

のほか、収用裁決に必要な土地や物件の鑑定料

など、委員会の運営に要する経費であります。

次に、（事項）用地対策費617万1,000円であ

ります。これは、登記事務の委託料など、用地

対策の推進に要する経費であります。

次に、360ページをお開きください。（事項）

特別会計繰出金２億4,306万7,000円でありま

す。これは、次に御説明いたします公共用地取

得事業特別会計の事業費として一般会計から繰

り出すものであります。

361ページをごらんください。公共用地取得事

業特別会計であります。当初予算額は２億8,307

万1,000円であります。説明欄の公共用地取得事

業に要する経費の１の公共用地取得事業費２

億4,307万1,000円につきましては、用地の先行

取得や代替地の取得のための用地補償費及び事

務費であります。同じく２の一般会計への繰出

金4,000万円につきましては、県が代替地として

取得する用地を公共用地提供者に売り払うこと

による財産収入を一般会計へ繰り出すものであ

ります。

予算関係につきましては以上であります。

次に、委員会資料の18ページをお開きくださ

い。議案第41号「公有地の拡大の推進に関する

法律施行令第３条第３項ただし書きの規模を定

める条例の一部を改正する条例」について御説

明いたします。

まず、１の改正の趣旨でありますが、「地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律」、

いわゆる第２次一括法が制定され、都道府県の

権限とされていた事務の一部につきまして基礎

自治体へ移譲されることとなりました。これに

伴い、公有地の拡大の推進に関する法律関係で

は、既に権限移譲されている中核市を除く市の

区域内において届け出が必要となる規模を定め

る条例制定の権限が知事から当該市長へ移譲さ

れることになりましたので、所要の改正を行う

ものであります。



- 80 -

次に、２の改正の内容でありますが、公拡法

施行令第３条第３項ただし書きに基づき、都市

計画区域が指定された市町村において、都市計

画施設の区域内の土地を有償譲渡する場合に届

け出が必要な規模を県の条例で定めておりまし

たが、市の区域内に所在する土地につきまして

は市の条例で定めることができるようになるこ

とから、条例中の「市」の記述を削除するもの

であります。

３の施行期日は、平成24年４月１日でありま

す。

なお、平成24年２月定例県議会提出議案の新

旧対照表については説明を省略させていただき

ます。

用地対策課につきましては以上であります。

技術企画課であります。○満留技術企画課長

当課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の363ページ、技術企画課を

お開きください。当課の当初予算額は３億3,965

万8,000円であります。以下、主なものを御説明

いたします。

365ページをお開きください。まず、（事項）

土木工事積算管理検査対策費5,063万円について

であります。これは、公共工事の設計単価の調

査及び施工体制の重点点検等に要する経費であ

ります。

次の366ページをお開きください。（事項）建

設工事リサイクル支援事業費285万円についてで

あります。これは、建設工事におけるリサイク

ル推進のための建設発生土情報交換システム等

の運用や、産業廃棄物の有効活用に関する調査

等に要する経費です。

技術企画課につきましては以上であります。

道路建設課でございま○白賀道路建設課長

す。

当課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の367ページ、道路建設課を

お開きください。当課の当初予算額は21 7

億7,496万1,000円であります。以下、内容につ

いて主なものを御説明いたします。

369ページをお開きください。（事項）直轄道

路事業負担金44億4,560万8,000円であります。

これは、国道10号など国の直轄道路事業に対す

る県の負担金であります。

次に、（事項）公共道路新設改良事業費18

億1,566万9,000円であります。これは、国の補

助を受けて地域高規格道路などの整備を行う経

費であります。次の370ページの説明欄に記載し

ておりますけれども、平成24年度は一般国道

で10億3,525万円、地方道で７億8,041万9,000円

を実施することとしております。

次に、（事項）地方道路交付金事業費143

億6,712万2,000円であります。これは、国から

の交付金を受けて道路整備を行う経費でありま

すが、一般国道で80億470万円、地方道で63

億6,242万2,000円を実施することとしておりま

す。

次に、（事項）県単特殊改良費６億5,033

万1,000円であります。これは、県が管理する国

道及び県道の小規模な拡幅などの局部的な改良

を実施する経費でございます。

道路建設課は以上であります。

道路保全課であります。○谷口道路保全課長

当課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の373ページ、道路保全課を

お開きください。当課の当初予算額は12 2

億9,676万2,000円であります。以下、内容につ
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いて主なものを御説明いたします。

375ページをお開きください。まず、（事項）

道路管理費４億5,277万3,000円であります。こ

れは、県が管理する国県道の道路パトロールな

どの道路管理に要する経費であります。改善事

業のみやざきの道でつなごう地域の絆プロジェ

クト事業につきましては、後ほど委員会資料で

御説明いたします。

次に、376ページをお開きください。（事項）

公共道路維持事業費13億6,497万8,000円であり

ます。これは、県が管理する国道において行う

落石等の災害が発生するおそれがある危険箇所

等の防災対策や、橋梁の補修工事等に要する経

費であります。

次に、（事項）県単道路維持費30億5,580万円

であります。これは、排水溝やガードレール等

の道路施設の補修更新や草刈りなど、日常的な

維持管理に要する経費であります。

次に、（事項）県単舗装補修費19億3,200万円

であります。これは、ひび割れやわだち掘れな

どの傷んだ舗装の部分的な補修工事や全面打ち

かえ工事などに要する経費であります。

次に、377ページの（事項）沿道修景美化推進

対策費７億1,000万円であります。これは、宮崎

県沿道修景美化条例に基づきまして、花木類の

植栽等を行い、宮崎らしい潤いと安らぎのある

道路環境の創出と保全に努めるものでありま

す。

次に、（事項）地方道路交付金事業費26

億5,680万8,000円であります。これは、国から

の交付金を受けまして、歩道の整備や県道の防

災対策、舗装補修工事を行うものであります。

次に、（事項）県単橋梁維持費７億2,500万円

であります。これは、耐震対策として行う橋脚

や橋げたなどの補強工事、及び橋梁の再塗装や

クラック補修などの工事を実施するものであり

ます。なお、橋梁の補修につきましては、平

成22年度に策定いたしました長寿命化修繕計画

に基づきまして、橋梁の予防保全を目指した計

画的な点検や補修工事に取り組んでいるところ

であります。

次に、委員会資料の19ページをお開きくださ

い。改善事業のみやざきの道でつなごう地域の

絆プロジェクト事業について御説明いたしま

す。当事業は、既存事業でありました道路環境

保全活動協働推進事業と道路愛護運動事業を統

合しまして、内容を改善したものであります。

事業の目的といたしましては、地域住民が行

う道路愛護活動を支援することによりまして、

県民との協働による道路環境の保全活動を推進

するとともに、道路愛護思想の普及啓発、地域

住民の連携意識の醸成、地域の活性化を図るこ

とを目的としております。

２の事業の概要につきましては、予算額を775

万4,000円、事業年度を平成24年度から３カ年と

しているところであります。

事業内容につきましては、（３）に記載して

おりますとおり、①のクリーンロードみやざき

推進事業では、引き続き、地域住民等が実施す

る道路美化活動や草刈り活動を支援することに

しておりますが、イの道路草刈り活動につい

て、新たに活動延長が４キロメートルを超える

団体に対する謝金単価を新たに設定することに

よりまして、より地域の実態に応じた活動の推

進を図ることにしております。また、②の道路

愛護運動推進事業につきましても、引き続き、

各土木事務所における啓発活動や道路愛護功績

者表彰を行うとともに、新たにウの道路ふれあ

い活動推進事業を創設しまして、道路愛護に関

する研修会や植栽講習会等を開催する団体等に
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対しまして、その経費の一部を補助することに

より、県内各地における道路愛護活動の取り組

み拡大を図ることとしております。

予算関係につきましては以上であります。

次に、委員会資料の20ページをごらんくださ

い。議案第42号「道路占用料徴収条例の一部を

改正する条例」について御説明いたします。

今回の条例改正は、１の改正の理由に記載し

ておりますように、道路法施行令の改正により

占用許可対象物件の追加があったことなどか

ら、所要の改正を行うものであります。

追加される主な占用物件につきましては、２

の改正の概要に記載しているとおりですが、

（１）の食事施設、購買施設等につきまして

は、これまで高速道路や自動車専用道路のサー

ビスエリアなどに限って占用が認められていた

ところでございますが、今回の改正によりまし

て、一般の道路につきましても占用が認められ

るようになったものであります。

また、（２）につきましては、都市再生特別

措置法の改正により、都市計画において道路と

建築物の重複利用区域が定められた場合は、そ

の区域内の道路上空に事務所・店舗等の施設や

自動車駐車場などの施設を設置することが可能

となったため、道路法施行令においてもこれら

の施設の占用が認められるようになったもので

あります。

なお、（３）の自転車や原動機付自転車など

二輪車の車輪どめ装置等につきましては、これ

まで条例に占用料の額が定められていなかった

ことから、今回の改正にあわせまして追加規定

するものであります。

施行期日は、平成24年４月１日を予定してお

ります。

改正内容の詳細につきましては、議案書の159

ページから162ページに新旧対照表をお示しして

おります。

道路保全課につきましては以上であります。

執行部の説明が終了いたしまし○松村委員長

た。まず、議案について質疑はございません

か。

まず、管理課のほうにお伺いした○図師委員

いんですが、説明用の資料の冒頭にあります

が、建設産業育成総合対策事業についてなんで

すけれども、この実績といいますか、相談件

数、並びにその後、新分野に進出した内容等を

説明ください。

まず、主な事業内容のところ○江藤管理課長

のアの経営相談についてでありますけれども、

これは、先ほど申し上げましたとおり、県内９

カ所ということで、窓口としましては、産業支

援財団、県内各地の商工会議所等に設けている

わけですけれども、昨年度、22年度につきまし

ては、81件の相談がございました。内容は、新

分野進出に関する相談が多くなっておりまし

て、今年度12月末現在でいきますと、相談件数

は43件という状況になっております。

新分野の関係で申し上げますと、まず新分野

進出の状況でありますが、平成22年度までに延

べ98社に対する補助を行っております。その内

訳としましては、農林業が46件、製造業が21

件、小売業が15件、飲食サービス業が16件と

なっておりまして、全体の半数近くを農林業が

占めているという状況になっております。ま

た、平成23年度、今年度の補助の予定としまし

ては26件でありますけれども、その内訳を見ま

すと、農林業が９件、製造業が６件、小売業が

４件、飲食サービス業が５件、今回、福祉関係

について２件という状況になっております。

22年度の実績が98社の補助数○図師委員
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で、23年度が26社ということで、この対策事業

としてはこのような推移というのは予測されて

おったのか、また来年度までということの内容

ですけれども、これで業界としての対応、相談

の受け入れというのは十分と考えるのか、もし

くは今後のこの事業のさらなる拡充なりを考え

ていらっしゃるのか、そのあたりはいかがで

しょうか。

98件と申し上げましたのは22○江藤管理課長

年度までの累計の実績でありますけれども、大

体、平均しますと、年間30件前後の補助金の利

用がございまして、ただ、基本的に建設業に軸

足を置きながらということで、新分野の部分が

主たるものという位置づけではございません。

そういった関係で、あくまで建設業に軸足を置

くということですので、新分野進出した先での

業績といいますか、そういう面ではなかなか芳

しくないという話も聞いておりますけれども、

また一方では、確かに雇用の面では、そういっ

た新分野進出の分野での雇用で、従前の従業員

の方、建設業で働いておられる方の対応として

ある程度の雇用確保の維持には効果があるとい

うような声も聞いております。取りかかりの計

画段階でのアドバイスなり経営相談を実施しな

がら取り組んでいくのと、補助を行った後の

フォローアップといいますか、そういう面では

県のほうからも補助状況調査を行っております

けれども、新たにそういった補助状況調査に中

小企業診断士といった専門家の方も同行いただ

く中で、フォローアップに努めている状況であ

ります。確かに、経営相談の中では新分野進出

に関する相談というのは多くありますので、こ

の事業もあくまで建設業に軸足を置きながらの

新分野進出支援ということではありますけれど

も、県土整備部としましては、地域の建設業者

をしっかりと守っていくという立場からも、今

後とも、この事業についてはしっかりと継続し

てまいりたいというふうに考えております。

今の御説明でよく理解できたわけ○図師委員

ですが、やはり新分野の進出ということは、そ

んな１年、２年で業績が伸びるものでもありま

せんし、ただ、業績だけではなくて雇用を守る

という観点は非常に大切だと思われます。これ

は一応３カ年の事業ではありますけれども、今

後も、中小企業診断士等を入れての支援をして

いくという姿勢はぜひ継続していただきたいと

思います。また、年間30件の相談件数というの

は、今後も公共事業費が縮小されていく以上、

新分野の進出を考える業者も引き続き出てくる

と思われますので、ぜひ今後も継続的なフォロ

ーアップをお願いしたいと思います。

もう１点、歳出予算説明資料の375ページなん

ですけれども、道路管理費の１の道路管理事業

で４億4,500万云々上がっておりますが、道路パ

トロール等に関する経費であるという御説明い

ただいたんですけれども、詳細をもう少し御説

明ください。

１の道路管理事業の詳細○谷口道路保全課長

についてでございますが、まず道路パトロー

ル、これは全土木事務所で365日、道路巡視車が

パトロール巡回しておりますが、それに要する

経費ということで、県内を16班に分けて実施し

ております。その費用が３億5,400万円です。主

なもので説明しますが、あと、道路台帳の修正

業務というのがございまして、道路の整備に伴

いまして道路形態が変わりますので、その完了

後に道路台帳を逐次修正していく業務でござい

ます。それに要する経費が7,200万円ぐらいで

す。その他、道路管理瑕疵の対応ということ

で、道路損害賠償責任保険に要する経費が1,100
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万円、道路パトカーの維持費等もこれに含まれ

ております。主なものは以上でございます。

説明はよくわかりました。また、○図師委員

全土木事務所で365日体制、これは日常のパトロ

ールであられるというのはよくわかりますし、

また災害時とか暴風雨が激しかったときに限ら

ずという日常的な業務の中に織り込まれている

ということですね。細かいんですが、土日も正

月もでしょうか。

日常的なパトロールであ○谷口道路保全課長

りまして、土日も正月もすべて回っていただい

ております。

業務内容、大変詳しくわかりまし○図師委員

た。以上です。

資料の管理課、17ページ、先ほど○原委員

図師委員からも質問がありましたが、（３）の

イの新分野進出に対する支援、初期経費の一部

となっていますが、その基準というか、額にし

てどれぐらいになるものか、教えてください。

補助金の限度額を100万円とし○江藤管理課長

ておりまして、基本的にはその２分の１補助と

いうことで、補助金の限度額が100万円になって

おります。22年度から限度額について、商工の

サイドでやっております経営革新計画に対して

知事の承認をとった場合には、そのときには限

度額を250万円まで引き上げて実施しておりま

す。

その後の、先ほどフォローという○原委員

言葉も出てきましたが、例えば１年でポシャる

とか、うまくいったとか、２年頑張ったとか、

頑張ったけれども、だめだったとか、いろんな

ことがあると思うんですが、そのあたりのとこ

ろはどうなんですか。一たん上げたら、それで

後お構いなしとするのか。

先ほど延べで98社と申し上げ○江藤管理課長

ましたけれども、複数回、補助を受けている企

業もございまして、実企業でいきますと、22年

度までに82社補助を受けております。そのうち

現在、３社については建設業本体が倒産、１社

については補助対象となった事業についての断

念ということになっておりまして、断念した企

業については、補助金については返還をしてい

ただいているという状況であります。

複数回というのは、新たな事業拡○原委員

張、それともさらなる新たな第２の分野という

ことですか。

基本的には、新分野進出先の○江藤管理課長

展開している事業について新たに投資が必要に

なったというようなことに対してまた新たに申

請いただいて、専門家も入った形で建設業協会

のほうで審査会を実施しておりますけれども、

それで承認いただいた分について補助を重ねて

実施しているということであります。

さらに発展的にやったということ○原委員

ですね。

委員会資料の20ページ、道路占用料徴収条例

の一部を改正する条例ですが、上空に設ける施

設等となっているんですが、これは都市部等に

おいて道路をまたぐというふうに理解していい

んですか。

例えば、大きなビルの下○谷口道路保全課長

を道路が通過するようなケースを想定しており

ます。

ビルの下ですね。（３）の小型自○原委員

動車もしくは軽自動車で二輪のものとなってい

るんですけれども、軽自動車で二輪のものとい

うのは私、理解できないんですが、お願いしま

す。

250㏄以下の小型のバイク○谷口道路保全課長

が軽自動車の二輪ということでございます。
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250㏄以下のバイクは軽自動車と呼○原委員

ぶんですか。自動二輪という呼び方ではだめな

んですか。通常、我々が試験を受けるときの免

許証は自動二輪となっていますね。

それでよろしいと思いま○谷口道路保全課長

すが、ここの場合、二輪車を駐輪するための施

設ということなので、こういう表現になってい

ます。

条例上は、免許でおりている自動○原委員

二輪とか、そういう表現になるということで理

解していいですか。

それでよろしいです。○谷口道路保全課長

まず、管理課のほうで356ページで○内村委員

すけれども、公共事業支援のシステム管理とい

うことで1,417万3,000円出ていますが、前年度

からすると約800万円減っているんですが、これ

は経費節減なんでしょうか。

電子入札システムを県でやっ○江藤管理課長

ておりますけれども、その中で市町村共同利用

ということで、市町村が県の電子入札システム

を利用するといった場合に、23年度に初めて宮

崎市と都城市が県のシステムを利用するという

ことになりましたので、そのためのシステムの

必要な改修経費等を23年度計上しておりまし

た。それがおおよそ800万円ぐらいになりますけ

れども、その分が24年度については減額になっ

ております。

用地対策課のほうの359ページです○内村委員

けれども、収用委員会費というところで、800万

なんですが、ふえているのは、収用委員の経費

が前、減額になったといいますか、日当制に

なったということじゃなかったかと思うんです

が、それがあってもまだ800万ふえているという

ことは、要素は。

収用委員会費であります○河野用地対策課長

けれども、収用委員会の会議費の中に土地物件

の鑑定料がございまして、これだけで1,735

万5,000円程度の減額というふうになっておりま

す。今年度は、東九州自動車道の関係で収用裁

決案件が非常に多くなるだろうと見込まれたと

いうことで多く組んでいたと。来年度はそう

いったものがなくなりますので、少なくなるだ

ろうという見込みの減であります。

それから、委員報酬で69万9,000円ほどの減額

というふうになっております。これは、収用委

員の報酬ということで、月額日額併用制になっ

たというようなことなどから減ったということ

であります。そういったものが主なものでござ

います。

減額じゃなくて800万ふえていると○内村委員

思うんですが、359ページ、23年度の当初か

ら800万ふえているんですが。

当初では骨格予算でござ○河野用地対策課長

いましたので、後、肉付けで組みました関係

上、当初では低かったということでございま

す。

わかりました。もう一回お願いし○内村委員

ます。技術企画課の366ページです。建設工事リ

サイクル支援事業というのが出ているんです

が、285万円です。情報交換、廃棄物処理者と

載っていますけれども、それについて説明をお

願いします。

建設工事リサイクル支援○満留技術企画課長

事業の詳細についてでありますけれども、まず

情報伝達ということで、建設現場でいわゆる残

土というのが出るんですけれども、その残土情

報をデータベース化しまして、それぞれの発注

機関でその内容を確認できるようにして、その

流用を図るというものがございます。それと、

産業廃棄物の調査ですけれども、溶融スラグと
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いう焼却場で出た灰を溶かしてスラグ状にした

ものをアスファルトの中に入れて、それを現場

で試験施工しております。その現場の状況がア

スファルトとして経年的にどう変化しているか

というのを調査しているものでございます。以

上であります。

それは委託で全部されるわけです○内村委員

ね。

委託で行っております。○満留技術企画課長

もう１点だけお願いします。道路○内村委員

保全課の先ほど出ました議案第42号の道路占用

の関係ですが、（２）の道路の上空に設ける事

務所、店舗、倉庫、住宅その他となっておりま

すけれども、都城市役所が道路をまたいで廊下

をつくっているんです。これは屋根をつくられ

ていないものですから、雨のとき、傘を差して

いかないといけないんですが、これも入るのか

どうかをお尋ねします。

委員がおっしゃっている○谷口道路保全課長

のは連絡通路のことだと思いますが、それは従

前から占用できる物件となっておりまして、今

回追加するものは、店舗とか、駐車場とか、住

宅とか、すべての建築物を上空に設置できると

いうものでございます。

道路をまたがっているから屋根を○内村委員

つけられないということなんですが、今度はこ

ういう事務所も認められるんだったら屋根はつ

けられるんじゃないんですか。今、屋根がつい

てないんです、建物としてあるからということ

で。

屋根がつけられないとい○谷口道路保全課長

うのは、私は認識しておりません。屋根はつけ

られると思っております。

わかりました。これはまた市役所○内村委員

のほうと相談します。終わります。

委員会資料の17ページ、先ほども○髙橋委員

御質疑がありましたが、管理課長から説明があ

りました複数回補助というのがちょっと疑問

だったんです。農林業でだめだったからまた

こっちにということは、補助を受けるのは可能

なんですか。複数回補助があったから、98社だ

けれども、何社かとおっしゃいましたね。82社

でしたか。それは複数回受けている業者がいた

からということをおっしゃったんです。

複数回補助を受けている業者○江藤管理課長

については、進出先が２カ所、３カ所、別のと

ころということではなくて、例えば建設業をや

りながら農林業のある分野に進出しますと。初

期投資の中には、例えば調査に係る経費とかも

含まれることもあるんですけれども、それで初

年度実施して、２年目、３年目になったとき

に、もう少し規模を拡大してやりたいとかいっ

たような場合に追加の補助申請が上がってきま

す。補助の枠に対して申請がかなり上回れば、

基本的には複数回という方よりも１回目の方を

優先すべきとは考えておりますが、今までのと

ころ、何とか補助金の全体の枠の中で対応がで

きておりますので、複数回であっても認めてい

るということであります。

それは当然、限度額の100万円を超○髙橋委員

えないというところはクリアしているんです

ね。

１回目、２回目の申請の内容○江藤管理課長

は、それぞれ別の計画を立てて申請してくると

いうことになりますので、２回目のそういう投

資が必要なときには、２回目の投資分に対して

の事業計画を見る中で、必要であればその中

で100万なら100万の限度額の範囲内で２分の１

補助を行っております。

いま一度確認します。その都○髙橋委員
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度、100万限度額が通用するということですね。

そうです。ただ、複数回とい○江藤管理課長

うのは、これまでのところ２回までしか認めて

はおりません。

やっぱり有効に税を使う意味では○髙橋委員

ちょっとそこは疑問だなと私は感じます。建設

業が苦しいから、ある意味、行政が、新分野に

進出していただいて、何とか業績といいます

か、経営を維持しようという、そういうお気持

ちはよくわかります。ただ、御説明ありました

ように、芳しくないということで、状況は非常

に難しいようですが、なかなかあれもこれもと

いう 軸足はあくまでも建設業ですね。将来―

的に建設業から足を洗って、ここが成功したら

そこに行くということは当然認めるわけです

ね。

そういうこともあり得ると思○江藤管理課長

います。

いろいろと難しい面もあって、い○髙橋委員

ろいろと補助していきながら立ち上げていただ

く、これはいいことなので、ただ、使い方につ

いてはもうちょっと慎重にやっていただきたい

なということがあります。

それと、気になったのは、３社倒産をして、

そのところには補助金返還とかあるらしいんで

す。これは補助金返還は済んでいるんでしょう

か。

一応、債権保全の手続はとっ○江藤管理課長

ておりますけれども、現状としては放棄はして

いないという状況であります。

わかりました。引き続き、19ペー○髙橋委員

ジのみやざきの道でつなごう地域の絆プロジェ

クト事業についてですけれども、今回、改良で

４キロを超える美化活動については謝金の単価

を引き上げたということですけれども、ここを

もうちょっと詳しく教えてください。

これまでが、500メートル○谷口道路保全課長

から２キロまでが、例えば１回草刈りをしてい

ただくときが１万5,000円です。２キロから４キ

ロまでが３万円ということで今まで運用してお

りました。今回、新たに４キロ以上というのを

設定いたしまして、４万5,000円ということで

す。これまでの実績から、４キロ以上、最大で

８キロぐらい草刈りをしていただく団体もござ

いまして、多少そういったところの支援を手厚

くしたということでございます。

わかりました。次、20ページの道○髙橋委員

路占用の関係ですけれども、先ほどの上空に設

ける、ビルの下を通過する道路ということを

おっしゃったんですが、ちょっとイメージがわ

かないんですけれども、宮崎県内にあるかなと

思って ないですね。―

この対象の占用のケース○谷口道路保全課長

は、特定都市再生緊急整備地域ということで、

政令で定められた地域内の道路が対象になりま

して、この地域といいますのは、都市が国際競

争力の強化を図るという目的で国のほうが指定

するもので、九州の中では福岡市の中心地だけ

が指定になっております。先ほど申しましたよ

うに、例えば道路が密に入っていて、街区が、

１区画が狭い場合などに、かなり大規模なビル

を建てたいとき、道路を下に通した状態で建築

ができる、大規模なビルができるというような

ものでございます。

わかりました。道路占用で許可す○髙橋委員

るに当たってある程度の目安というのがあると

思うんです。道路幅がある程度ないと、占用し

てもらっては困るわけじゃないですか。大体の

目安というのをお持ちであれば教えていただけ

ませんか。
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例えば、今回の委員会資○谷口道路保全課長

料の20ページの（１）の食事施設等の許可条件

ということで御説明いたしますが、本来の道路

機能を損なうというのはできませんので、この

場合ですと、車道はだめですよと。歩道につき

ましても、歩行者等の通行を妨げないようなも

のについてはいいですよと。交差点なんかは交

通事故の関係がありますので、交差点の付近に

は許可しませんよとか、そういう許可条件をつ

けることになります。

歩道が考えられますけれども、歩○髙橋委員

道の幅がどのくらいという目安はお持ちじゃな

いわけですね。

通常、歩道をつくるとき○谷口道路保全課長

には、目的を持ってつくりますので、通常の例

えば2.5メーターの歩道ですと、２メーターの歩

行者がすれ違える幅と路上施設帯の50センチと

いうことになりますので、２メーター50は原

則、侵せないと。路上施設帯も必要ですので。

かなり幅広の歩道があって、例えば高千穂通り

あたりが３メーターぐらいの幅の植栽帯があり

ますけれども、植栽帯と植栽帯の間とか、ほと

んど利用価値がないということじゃないんです

けれども、そういったところについては検討の

可能性はあるかというふうに思っております。

わかりました。占用料というのは○髙橋委員

わかっているんですね。

例えば（１）の分という○谷口道路保全課長

ことでよろしいでしょうか。具体的に幾らとい

うのはお示しできないんですが、基本的には、

付近の土地の価格に定率を掛けまして平米当た

りの占用料、いわば賃貸料的な意味合い、借地

みたいな意味合いの占用料を設定することにな

ります。

そうであれば、占用を許可する道○髙橋委員

路の場所によって単価が違ってくるということ

ですね。わかりました。

最後にしますが、予算説明資料の道路保全

課、375ページの道路管理事業で県内を16班に分

けてパトロールしているということで、４

億4,500万ということで、もろもろありましたけ

れども、これはもともと直営でやっていたもの

が今、切り離されていますね。16班はどういっ

た 指定管理者じゃないですね。もうちょっ―

と詳しく教えていただけませんか。

委員のお話にありました○谷口道路保全課長

ように、16班は民間委託でございます。指定管

理者ではなくて、指名競争入札で決定しており

ます。

わかりました。県内16班でしょう○髙橋委員

から、それぞれの地域で入札をするわけで、当

然、16班はそれぞれ会社が違うということで理

解します。

そのとおりでございま○谷口道路保全課長

す。

かつての委員会で部長には、公共○緒嶋委員

予算を最大限確保してくれというようなお願い

したんですが、特別会計を入れたら95.9％だか

ら努力されたと見るのか、努力してもこれだけ

であったというふうに評価するのか、いろいろ

分かれると思いますけれども、総額50億の特別

枠があった中で38億が公共事業に回ってきたと

いうので、その辺は高く評価したいと思います

けれども、問題は国のほうの道路の中で直轄道

路負担金 交付金事業なんかが前年よりもま―

だ減っておる。去年も宮崎県は交付金が少な

かったと言われておるわけですが、このあた

り、道路建設課、いろいろと直轄事業が進まな

いと高速道路の延岡までの整備がおくれるとい

うようなことも懸念されるわけですが、そのあ
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たりはこれで大丈夫なわけですか。予定どおり

ということでいいですか。

今、委員言われた直轄道○白賀道路建設課長

路事業負担金ということですけれども、24年度

当初で44億4,500万円ほど組ませていただいてお

ります。前年度に比べますと減額ということに

はなってございますけれども、これは一つに

は、県の予算の方針であります直轄事業負担金

も含めまして対前年度比５％減というのがござ

います。それと、現実的には23年度の精算にな

りますけれども、23年度当初予算はこのように

組ませていただきましたけれども、結果的に23

年度の精算は、道路の直轄負担金でいきます

と35億5,800万円ほどの精算になってございま

す。これを見ましても、24年度当初はこれから

さらに10億程度は上乗せして予算を組ませてい

ただいているというようなことで、国にさらに

県としましてはお願い等もしていかなくちゃい

けないだろうとは思ってございますけれども、

精いっぱい組ませていただいているというよう

なことになります。

年度末になるとまた減額になるわ○緒嶋委員

けですね。一応これを組んでおるけれども、ま

た減額になれば前年と同じようなことじゃない

かと。名目的には決算から見ればふえておるけ

れども、またことしも予算が２月補正では減額

にならにゃいいですけれども、なる可能性はな

いんですか。

先日、国の24年度の予算○白賀道路建設課長

が発表されましたけれども、その中でいけば、

直轄事業につきましては、全国枠ですけれど

も、対前年度比で0.99という値が示されてござ

います。前年度並みというようなことで全国枠

は示されておりますので、我が県におきまして

も、前年度並みは少なくとも執行していただく

ようなお願いはしていかなくちゃいけないだろ

うというふうには思っております。

特に、宮崎県は国道においても、○緒嶋委員

また今度は高速道との絡みの中でやはり整備が

日本で一番おくれておるわけです。そういう中

であれば、できるだけこの予算が年度末では、

来年の２月、今ごろですけれども、２月補正で

は減額にならんように頑張ってほしいなという

ふうに思います。

それと、地方道路交付金事業でありますけれ

ども、これも最終的にはやはり減額になるおそ

れがあるわけですか。

先ほどの国が既に示され○白賀道路建設課長

ております全国枠では、対前年度比が総合交付

金は0.83というようなことが示されてございま

す。県の今、予算をお願いしておりますのが、

結果的には、昨年度の６月補正後に比べますと

６％減の要求をさせていただいておりますけれ

ども、全国枠ではこれ以上の額の減額が示され

ておりますので、県としましては、これぐらい

の予算を何とか確保したいというふうに考えて

はございます。

よろしくお願いします。道路保全○緒嶋委員

課、今、道路の維持管理が大変なところ、また

耐震的なものも含めていろいろ懸念があるわけ

ですが、道路の舗装補修、これがある意味では

後手後手というか、瑕疵事故等のおそれも出て

くるというか、補修がちょっとおくれぎみじゃ

ないかなという気がするわけですが、これは予

算全体の中で配分されるので、やむを得ないと

言えばそれまでですが、ことしの予算はかなり

ふえておるのかなという気はしますけれども、

このあたりはどういうふうに考えればいいです

か。

舗装に関する予算につき○谷口道路保全課長
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ましては、ここ数年マイナスシーリングがかか

らずに一定額ということで取り組ませていただ

いております。国の補正等があれば、舗装補修

も含めまして、その要望を行いまして、少しで

も額を確保するようなことで考えております。

今の予算がどうかというお話なんですが、確か

に事務所要望などを見ますと、かなり舗装の要

望は多いです。ただ、舗装につきましては、や

り方が、全面打ちかえから、小さいところであ

ると表面だけを切削してオーバーレイすると

か、いろんなパターンがありまして、その場に

合った補修工法というか、その辺をしっかりと

精査して、無駄のない舗装補修事業に取り組ん

で何とか動かしているような形でございます。

377ページの県単橋梁維持費、地震○緒嶋委員

が震度７か何になるかわかりませんけれども、

そのときに橋梁が落下するおそれがあるわけで

すが、宮崎県の場合は耐震の事業というのは、

橋梁の危険性のあるものから見た場合にはどれ

ぐらい進んでおるわけですか。

耐震対策についてでござ○谷口道路保全課長

いますが、県の管理道路の中で対策が必要な橋

梁というのが225橋ございます。そのうち緊急輸

送道路、県が重点的に整備を進めてきた道路の

橋梁が149橋でございます。緊急輸送道路につき

ましては、平成23年度の全国防災枠の補正など

を利用しまして、全箇所予算づけをしておりま

して、工期は24年度にずれ込みますけれど

も、24年度末には緊急輸送道路の149橋について

は整備を完了する予定にしております。残りの

緊急輸送道路以外の橋梁につきましても、順次

取り組んで、できるだけ早い時期に耐震対策を

完了できるように取り組んでいきたいというふ

うに考えております。

今言われたできるだけ早くという○緒嶋委員

のは、年次的にいつまでというめどとか、そう

いうのは考えておられんわけですか。

橋梁の補修につきまして○谷口道路保全課長

は、長寿命化計画に基づく整備もございますの

で、その辺とあわせまして、耐震対策も取り組

んでいくわけですけれども、具体的に何年とい

うのはお示しできませんが、できるだけ早くと

いうことで取り組みたいとは考えております。

お願いします。○緒嶋委員

365ページの設計関係の労務単価と○丸山委員

設計単価の調査についてお伺いしたいんです

が、特に労務単価が最近ずっと下がってきてい

るということで、適切な調査もお願いしたいと

いうことを言っているんですが、これに関し

て、24年度に関してはどのような姿勢で取り組

むのかというのをお伺いしたいと思っているん

ですが。

設計労務単価につきまし○満留技術企画課長

ては、あくまでも実際に支払われた単価をもと

に設定するというのが原則になっております。

毎年秋に国や県が発注している工事を抽出しま

して、直接、業者たちに聞き取り調査を国と県

と合同してやっている状況であります。その中

で、業者たちの資料は不備なところがあったり

してデータとして使えないという事例が結構あ

るものですから、今年度から建設業協会がそう

いう調査の手法について業者たちへの説明会を

開催されています。私どもそれに共催という形

で一緒に伺いまして、設計労務単価の調査の重

要性とか留意事項なんかも発注者の立場でいろ

いろ御説明しておるところであります。新年度

に向けましても、建設業協会と協力しながら、

支払い実績が適正に労務単価に反映できるよう

な取り組みを継続して行ってまいりたいという

ふうに考えております。以上です。
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適正な労務単価が出るように、下○丸山委員

請下請になってしまうと、どうしてもそういう

のが入ってくると、かなり最低賃金に近いので

契約してしまって、それが出てくるものだか

ら、全体の労務単価が下がってきてしまってい

るというようなこともよく聞くものですから、

どの辺の労務単価をとるのかというのが全然

違ってくるんじゃないのかなという懸念が言わ

れていて、デフレスパイラル状況になってい

て、いつまでも下がらないということで、労務

単価が下がることによって会社全体の経営する

ときにうちはこの単価じゃ合わないのにどうし

てもこの単価で受けないといけない、特にそう

いうことをよく聞いているもので、それは影響

は何かといったら、やっぱり下請下請となって

きているその辺の金額にかなり乖離が、設計単

価と違うんじゃないのかなというふうに思って

おりますので、その辺は現場の建設業協会等含

めて連携していただければありがたいのかなと

いうふうに思っております。

委員より今、御意見のあ○満留技術企画課長

りました元請と下請の関係についてであります

けれども、私ども施工体制監視チームというの

を来年度も予算をお願いしておりますけれど

も、そういうチームを各現場に調査に行かせま

して、元請と下請の関係が適切になされている

かどうかもチェックするようにしておりますの

で、それも含めまして、いわゆる下請が不利な

立場にならないような取り組みを継続して進め

てまいりたいというふうに考えております。以

上でございます。

予算関係でいきますと、道路建設○丸山委員

課になるのかどうかなんですが、交付金の事

業、先ほど緒嶋委員が言われたとおり、かなり

減ってきているということの一つの要因が、一

括交付金のあり方で、昨年度は都市部であると

道路単価が高くなってしまって、地方は道路単

価が安いというような積算で全体的に一括交付

金の額も少なかったということも聞いたんです

が、今回、一括交付金に関しての変更は、国の

ほうも地方にもう少し配慮するような一括交付

金をしてもらわないと財政的に予算が組めない

ということだったというふうに認識しているん

ですが、その辺の一括交付金の変更というのは

どの辺があったのか、もしあれば教えていただ

きたいんですが。

今、委員言われたよう○白賀道路建設課長

に、地域自主戦略交付金、いわゆる一括交付金

という言い方がされていますけれども、これに

つきましては、 総務省のほうでいろいろ計画、※

やりとりされていまして、昨年度は各県に配分

する客観的指標の一つに道路の延長というのが

ございまして、ほとんどの地方部の県から、未

改良延長を指標として採択してもらわないこと

には地方部にはそういった配分がふえないとい

う声が随分出されていまして、これはまだ決定

ではないんですけれども、それこそ先日、総務

省のほうからも調査が参っております。各県、

道路の未改良延長を出してくださいという調査

は来ておりますので、そこら辺が24年度の配分

に当たっては考慮されるんじゃないかなという

期待はしてございます。結果どうなるかという

のはあれですけれども、昨年までは県どまりで

したけれども、24年度につきましては、政令指

定都市が一括交付金の対象になると。ただし、

市町村については、24年度は少なくとも対象に

はならないということになってございまして、

全国枠でいきましても、23年度に比べると地域

自主戦略交付金の全国枠の規模はふえてはござ

※130ページに訂正発言あり
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いますけれども、新たに政令指定都市がそこに

入り込むということで、我が宮崎県に結果的に

どれくらい来るかというのはまだ今の段階では

わかりませんけれども、委員言われた客観的指

標の道路の未改良延長というのは、今、総務省

のほうでそれも考慮に入れるような動きはある

という状況になってございます。

ぜひ、国のほうにも強くその辺は○丸山委員

入れていただくように、知事を含めて、それは

要請していただければありがたいのかなという

ふうに思っております。

あともう１点、377ページの緊急輸送道路の関

係なんですが、1,500万円程度しかないんです

が、先ほど橋梁でも149橋全部終わるということ

の説明をいただいたんですが、緊急輸送道路に

関してはこれで大体完了するということでよろ

しいんでしょうか。

377ページの緊急輸送道路○谷口道路保全課長

防災対策事業費につきましては、先ほどの橋梁

の対策費ではございませんで、緊急的にのり面

の災害が発生したときの調査費とか、そういっ

たものをこの事業で手当てしております。実際

の耐震橋梁につきましては、補助で取り組む部

分もありますし、県単の橋梁維持事業、この予

算で対応しております。先ほど申しましたけれ

ども、予算的には、緊急輸送道路内の耐震対策

につきましては、23年度の全国防災の予算を充

てて全部予算づけ、箇所づけはしておりますの

で、24年度までには整備が終わるということで

ございます。

ぜひ、緊急輸送道路も、橋梁だけ○丸山委員

ではなくて、長大のり面とか、長大盛り土の箇

所もあるというふうに思っておりますので、そ

ちらのほうも十二分に調査をしていただいて、

大地震が起きる可能性もあるというふうに思っ

ておりますので、一番そこが命の道だというふ

うに思っておりますので、その辺はしっかりと

取り組んでいただければというふうに思ってお

ります。

委員会資料のほうでもう一回お伺いしたいん

ですが、17ページ、管理課のほうにお願いした

いんですが、主な事業の中にア、イ、ウという

ふうに書いてありますが、それぞれの予算枠と

いうのはどれくらいあるのか、お伺いしたいと

思うんですが。

まず、アの経営相談窓口の設○江藤管理課長

置につきましては、予算額としまして30 1

万5,000円をお願いしております。続くイの新分

野進出に対する支援、補助金でありますけれど

も、これが3,500万円、ウの建設事業協同組合等

への融資につきましては１億6,800万円をお願い

しております。

ウが一番多くて、融資実績は、実○丸山委員

際うまく使われているというふうに見てよろし

いでしょうか。

組合が行う融資の対象先とし○江藤管理課長

ましては、割と中小、小規模の業者が多いんで

すけれども、そういった方々の運転資金といい

ますか、工事代金を担保にする形で比較的短期

で回していけるような対応ができるようになっ

ております。

融資のほうは、１億6,000万円程度○丸山委員

で十分に回っているというふうに思ってよろし

いですか、実績を含めて。

建設事業協同組合が行う融資○江藤管理課長

につきましては、おおむね県の貸付金で回って

いるんですけれども、時期によって、それで不

足を生じるといったような場合には、民間から

組合のほうが借り入れて、それで資金を融通し

ているという状況であります。県の貸付金自体



- 93 -

が組合に対する利率は無利子ということでやっ

ておりますので、その分、県からの貸付金を先

に資金融通の中でうまく回転させながら使って

いくということになっていると思います。

ちなみに、23年度に貸し付けて、○丸山委員

焦げつき分というのはあるんでしょうか、そう

いう事例というのは。

焦げつきは特に聞いておりま○江藤管理課長

せん。基本的に、国とか県の工事を請け負って

いる業者ということですので、工事代金を債権

譲渡して行われている関係で、焦げつきという

ものは生じていないというふうに聞いておりま

す。

わかりました。なかなか資金繰り○丸山委員

も厳しい建設業が多いというふうに聞いていま

すし、また気になるのは、きのうは商工観光労

働部に聞きましたけれども、金融円滑化法が１

年猶予になったから、ある程度またこれで多少

はいいのかなと思いつつ、これが切れるとどう

なるかわからないというような懸念もあるもの

ですから、十二分にその辺は対応できるような

形ができればありがたいのかなと思っておりま

すので、よろしくお願いします。

引き続き、19ページ、道路保全課にお願いし

たいんですが、予算額が770万円程度あるんです

―けれども、これは枠的にはまだ余裕がある

例えばほかにも、今、ボランティアを通じて100

キロお願いしているが、120キロまでは予算があ

るというふうに見たほうがいいのか、今現在

やってもらっている人たちがもっとふえると予

算はオーバーして大変だというふうになるの

か、どのような状況なのか、お伺いしたいと

思っているんですが。

今回の予算におきまして○谷口道路保全課長

は、例えば草刈りのクリーンロードみやざき推

進事業におきましては、内訳で573万円を予定し

ておりますが、その中では草刈りの団体を70団

体ほど見込んでおります。したがいまして、今

現在の草刈りの実施団体が40団体ぐらい契約し

ておりますので、かなりの数に対応できる予算

とはなっております。

かなり県財政も厳しいところであ○丸山委員

れば、道路をつくってほしいという要望だけで

はなくて、できた後にはともに管理していくん

だという、危険なところでなければというのを

含めてだと思うんですが、そういうのも、特に

県民総力戦という言葉がありますので、少しで

もそこで県民が頑張れば、本当に必要な公共工

事ができるんですよというのを今後やっていく

ためにも、道づくり懇話会をよくつくってい

らっしゃると思うんですが、その中でうまく醸

成していただくようにお願いしたいというふう

に思っております。

今、丸山委員からもお話があ○渡辺副委員長

りました19ページの関係についてなんです

が、40団体のところを70団体にしていきたいと

いうか、それだけの枠は考えてあるということ

ですが、基本的な考え方を伺いたいんですが、

こういうのに適している道路がどのくらいの区

間あるとかいうことを県としてはある程度持っ

ていて、そのうち充足率がどのぐらいだという

ふうに考えられるような考え方なのか、それと

も県道に関して単に申し出があればぽこぽこつ

けていくというような考え方なのか、そこはど

うなんでしょうか。

あくまでボランティアと○谷口道路保全課長

いうことがございますので、例えば過去から取

り組んでいただいているような団体がありまし

たら、その団体の方にお話を申し上げて、もう

少し取り組んでいただければこの対象になりま
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すよとか、そういった情報提供しながら、少し

でも取り組みの延長を延ばすなり、団体数をふ

やすなりしていくような形で考えております。

宮崎土木にお話ししたことが○渡辺副委員長

あったんですが、多分この事業で美化活動を受

けていらっしゃる、自治会とかで受けていらっ

しゃるところも結構あるかと思うんですけれど

も、自治会なのか、自治会とニアリーイコール

の別の団体をつくっているのかもしれません

が、受けたけれども、実態としてはほとんど活

動ができなくて、年に２回ぐらいの一斉清掃み

たいなときにここもやりましょうということだ

けになっていて、地域の方はそれを自治会で受

けていることは知らなくて、街路に草がいっぱ

い生えていて、何とかするべきじゃないかみた

いな声が出てくるというような形も実際にあり

ましたので、ボランティアに関して指導という

言い方が正しいのかわかりませんが、各土木事

務所等と緊密なやりとりも必要なのかなという

印象を受けていますので、その点もお願いをし

たいというふうに思います。

17ページの件ですが、先ほど来ずっと話は出

ておりますけれども、（３）のイに関するとこ

ろで、先ほどのアッパー100万円の２分の１の補

助のところなんですが、その支援を申し出るパ

ターンというのは、ここで言うところのアで、

経営相談窓口とかで相談をしてやりとりをして

いる中で、こういう制度がありますが、どうか

というような形で話が来るというのがほとんど

のケースだと考えてよろしいんでしょうか。

経営相談の中で、相談の内容○江藤管理課長

も新分野に関するものが多いということですか

ら、相談員として専門家も入っていただいてお

りますので、その流れの中でこちらのほうの補

助金の活用というふうにつながっている部分と

いうのがかなりあると思われます。

先ほど課長の御説明の中で、○渡辺副委員長

再度、２回にわたって助成が出ているのがある

と。それは全体で枠を超えるような状況ではな

いから、そういうのもとりあえずあってもよし

かなというお話でしたけれども、実際、相談が

来ている件数と助成につながっているものは、

割合的には大体どういうイメージを持てばいい

でしょうか。

22年度の実績で申し上げます○江藤管理課長

と、当初の申請件数は45件ございました。その

うち交付決定をしたものが29件という状況に

なっていまして、当然これは、それまでの事前

の相談なり、あるいは申請を受けてからの審査

会、その中で計画の是非といいますか、そのあ

たりも十分見きわめた上で判断させていただい

ているということであります。

確認になりますが、中身は満○渡辺副委員長

たしているけれども、制度的に数を超えている

からやっていないということではなくて、やり

とりをする中で、これはこの適用に今の段階で

はまだ当たらないというような事業だったとい

う理解でいいんでしょうか。

交付決定に至らなかったもの○江藤管理課長

というのは、そもそも計画自体の達成可能性と

か、そこらあたりを現実的に判断した上での審

査会の決定になっております。複数回というこ

とについても、この事業は建設業協会のほうで

実施していただいているんですけれども、当

然、複数回を認めるか認めないかという議論は

当時あったようでして、ただ、やっていく中

で、我々としてもあるいは建設業協会のほうと

しても、建設業者をあくまで支援していこうと

いう姿勢から、例えばこれは19年度の９月補正

でそもそも始まった制度なんですけれども、当
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時は限度額が50万円ということで、最初の取っ

かかりの部分の経費を見ようということでスタ

ートしたものです。それが20年度から100万円に

なりまして、今も通常は100万円の限度ですけれ

ども、先ほど申し上げましたように、特認みた

いな形での250万円という限度額を設けておりま

す。最近ありますのは、当初100万円の限度額を

活用して取り組んで、次の年、商工観光労働部

でやっております経営革新計画という、もう

ちょっと革新性のあるといいますか、それが見

込める計画という位置づけをとったときに、さ

らに250万円活用したいというような案件が数件

出てきておりまして、こういったものは、どち

らかといいますと、この補助金を活用してさら

に前向きなといいますか、そういう展望が開け

ていっている状況でありますので、補助金の総

枠に全体として影響がない段階では、やはりこ

れについても認めていくべきだろうということ

で、２回目までは認めているという状況になっ

ております。

確認ですが、御説明の中で、○渡辺副委員長

受けたところで３社倒産があって、１社は事業

断念という言い方があったかと思いますが、そ

の後、先ほどのやりとりの中で、債権の放棄と

いうか、権利は放棄したわけではないという話

がありましたけれども、事業断念に関しては、

やることはやめたということですから、当然か

と思うんですが、倒産の３件についても基本的

には返済というか、戻す必要性とか義務が業者

側にはあるということになるんですか。

今の段階では県の債権がある○江藤管理課長

ということで、裁判所に県のほうから申し出て

いるという状況であります。その後の進展とい

うのは何もございませんけれども。

わかりました。○渡辺副委員長

今の関連で確認ですけれども、○髙橋委員

さっきの100万円限度の話です。商工サイドの経

営革新計画にのったから250万円でまた再度補助

を認めたということなら、私は理解します。

１回目と２回目の補助金○江藤管理企画課長

については、それぞれその補助金申請に当たっ

ての事業計画というのは別物で上がってきてお

りますので、そのことについて補助することが

適当かどうか、事業内容等を見て判断しており

ますので、マックスでいえば、１回目100万円の

補助を受けたとして、２回目、さらに拡大計画

なりをつくって、経営革新計画の承認をとって

ということであれば、合わせて350万円までは可

能に今はなっているということです。

今はなっている……。○髙橋委員

今はなっているといいますの○江藤管理課長

は、予算的に補助金の総枠というのが今ありま

すので、現実に申請が多く出てきて、なおかつ

審査の過程の中で計画の適否が適ということで

認められるものがあれば、優先的に補助先とし

て認めるということになってくると、２回目の

方よりは１回目の方を優先せざるを得ないので

はないかという意味で、今の段階では２回目ま

での補助が可能になっているということであり

ます。

１点、修正をお願いした○谷口道路保全課長

いと思います。先ほど19ページの事業に関しま

して、予算の内訳ということで①のクリーンロ

ードみやざき推進事業の予算を573万円と申しま

したが、実際は523万円の間違いでございまし

た。よろしくお願いいたします。

ほかに訂正はございませんか。○松村委員長

質疑もないようですので、以上で管理課、用

地対策課、技術企画課、道路建設課、道路保全

課の審査を終了いたします。
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暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午前11時37分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

次に、河川課、砂防課、港湾課の審査を行い

ます。河川課長から順次説明をお願いいたしま

す。

河川課でございます。○野中河川課長

当課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の379ページ、河川課をお開

きください。当課の当初予算額は185億242

万3,000円であります。以下、主なものを御説明

いたします。

381ページをお開きください。まず、（事項）

河川管理費１億8,099万6,000円であります。こ

れは、河川等の維持管理に要する経費でありま

す。その中の新規事業の水利権実態調査委託事

業6,930万3,000円であります。県内河川の水利

用状況の実態を調査し、的確に把握すること

で、適正、適切な河川管理を図るものでありま

す。

次に、382ページをごらんください。（事項）

ダム施設整備事業費５億9,306万2,000円であり

ます。これは、国の補助を受けて老朽化してい

るダム管理施設の改良及び修繕等に要する経費

でありますが、祝子ダムなど４ダムの施設機能

の維持向上を図ることとしております。

次に、（事項）公共河川事業費48億2,988

万6,000円であります。これは、国の補助を受け

て実施する河川改修等に要する経費であります

が、説明欄に記載してありますように、広域河

川改修事業などの５つの事業により、洪水によ

る災害の発生などの防災対策を進めることとし

ております。

383ページの（事項）公共災害関連河川事業費

１億2,600万円であります。これは、平成22年７

月の大雨により被災した都城市の丸谷川におき

まして、再度災害防止の観点から改良復旧を図

る事業であります。

次に、（事項）県単河川改良費６億5,949

万9,000円であります。これは、補助事業の対象

とならない河川の小規模な改修などに要する経

費であります。

次に、384ページをお開きください。（事項）

県単自然災害防止河川改良費２億1,000万円であ

ります。これは、市町村の地域防災計画書に掲

げられております危険箇所地域において災害の

発生や拡大を防止するため、補助事業の対象と

ならない河川改修等に要する経費であります。

次に、（事項）直轄河川工事負担金10億7,133

万9,000円であります。これは、国が管理する直

轄区間において通常の河川改修のほか海岸事業

などを行っておりますが、これに対する県の負

担金であります。

385ページの改善事業の（事項）県産木材等を

活かした宮崎らしい多自然川づくり事業費につ

きましては、後ほど委員会資料で御説明いたし

ます。

次に、（事項）海岸保全事業費3,997万8,000

円でございますが、海岸の維持管理を行うもの

でございます。この中の海岸巡視委託事業は、

新規事業で2,997万8,000円であります。現在、

職員が直営で行っております海岸の巡視につい

て、海岸巡視員を委託し、専属に配置すること

で、海岸の監視体制を充実させ、突発的な危機

事象への対応を迅速に行うことにより、適正な

海岸管理を図るものであります。

次の（事項）公共海岸事業費１億500万円は、
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海岸管理施設の老朽化対策事業を行うものでご

ざいます。

次に、386ページの（事項）公共土木災害復旧

費82億5,100万円であります。これは、道路や河

川など被災した公共土木施設の復旧に要する経

費であります。

続きまして、委員会資料の21ページをお開き

ください。改善事業の県産木材等を活かした宮

崎らしい多自然川づくり事業についてでありま

す。

１の事業の目的についてであります。本事業

では、県産木材等を生かした河川工法による多

自然川づくりを推進することにより、間伐材等

の県産材の活用を促進し、宮崎の豊かな森林環

境及び河川環境の保全を図ることとしておりま

す。

次に、２の事業の概要についてであります。

予算額は367万6,000円で、事業年度は平成24年

度の単年度となっております。事業内容につい

てでありますが、県が取り組んでおります多自

然川づくりを今後とも継続し、宮崎らしい豊か

な自然環境の保全を図るため、木材を生かした

河川工法に関する河川工学や河川生態学、また

使用する資材の耐久性や安定的な調達方法など

のさまざまな課題につきまして、学識経験者や

県産木材の生産者などの専門家の方々の知見を

得て、より効果的、経済的な工法を選定するこ

ととしております。

なお、今後の河川整備におきましては、県産

木材等、地元労力や資材を活用した工法を積極

的に採用していくことで、自然環境を保全する

とともに、地域産業の活性化を図ってまいりた

いと考えております。

また、地域住民の方々との協働で行っており

ます河川環境を調査する「身近な水辺のモニタ

ー」を継続して実施し、地域に根差した河川管

理を推進してまいりたいと考えております。

河川課につきましては以上であります。

砂防課でございます。○東砂防課長

当課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の389ページをお開きくださ

い。当課の当初予算額は43億6,730万7,000円で

あります。以下、主なものを御説明いたしま

す。

391ページをお開きください。まず、（事項）

公共砂防事業費18億1,145万8,000円でありま

す。これは、荒廃した渓流における砂防堰堤な

どの整備や、地すべり地区において対策工事な

どを行う事業であります。

次に、（事項）公共急傾斜地崩壊対策費17

億2,300万円であります。392ページをお開きく

ださい。これは、急傾斜地の崩壊危険箇所にお

いて擁壁工やのり面工などの整備に要する経費

であります。

次に、（事項）県単公共砂防事業費１億8,065

万円であります。これは、国の補助や交付金事

業などの対象とならない小規模な砂防工事など

を行う事業であります。

次に、（事項）県単公共急傾斜地崩壊対策事

業費１億4,800万円であります。次の393ページ

をごらんください。説明欄１の県単急傾斜地崩

壊対策事業でありますけれども、既存の急傾斜

地崩壊防止施設の維持修繕などを行うものであ

りまして、２の県単自然災害防止急傾斜地崩壊

対策事業は、市町村が実施する急傾斜地崩壊対

策工事に対して補助を行うものであります。

次に、（事項）直轄砂防工事負担金４億661

万3,000円であります。これは、国が実施する霧

島火山砂防事業に対する県の負担金でありま
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す。

最後に、（事項）土砂災害防止啓発推進事業

費141万6,000円でありますが、この事業につき

ましては、委員会資料で御説明いたします。委

員会資料の22ページをお開きください。

改善事業の犠牲者ゼロを目指した土砂災害啓

発事業であります。

まず、１の事業目的でありますが、土砂災害

に関する防災知識を普及啓発するため、地域の

皆様や災害時要援護者関連施設の職員を対象と

しました土砂災害防止講座、また小中学生を対

象としました土砂災害防止教室などを開催する

ことにより、警戒避難体制づくりの支援を行う

ものであります。

次に、２の事業概要であります。予算額は141

万6,000円、事業年度は平成24年度から26年度の

３年間であります。事業の内容であります。土

砂災害に関する防災知識の普及啓発活動は継続

していくことが重要であると考えております。

したがいまして、これまでも実施してきました

①の土砂災害防止月間における広報活動や、小

中学生を対象とした土砂災害防止教室の開催、

並びに②の土砂災害危険箇所内及びその近隣住

民を対象とした土砂災害防止講座の開催につき

ましては、引き続き取り組むこととしておりま

す。③につきましては、24年度から新たに取り

組むものであります。災害時においては、要援

護者の方々の避難誘導をする施設の職員の役割

が重要でありますことから、施設の職員の方々

を対象としました土砂災害防止講座を開催する

ことで、災害時要援護者関連施設の警戒避難体

制づくりの支援に力を入れていくこととしてお

ります。

砂防課は以上であります。

港湾課であります。○坂元港湾課長

当課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の395ページをお開きくださ

い。当課の当初予算額は、一般会計で56億4,555

万9,000円、港湾整備事業特別会計19億9,901万

円、一般会計と港湾整備事業特別会計を合わせ

まして、76億4,456万9,000円であります。

397ページをお開きください。一般会計の当初

予算であります。以下、主なものを御説明いた

します。まず、（事項）空港整備直轄事業負担

金１億6,632万6,000円でありますが、これは、

宮崎空港の護岸等の改良に係る直轄事業に対す

る負担金であります。

次に、398ページをお開きください。（事項）

港営費３億1,024万5,000円であります。これ

は、県内港湾の管理運営やポートセールス等に

要する経費であります。８の改善事業・プレ

ジャーボート適正利用推進事業につきまして

は、港湾等におけるプレジャーボートの放置問

題を解決するため、プレジャーボート調査員に

よるボート所有者の調査や未納者対策、及び係

船環や周知看板の設置等の環境整備を行う経費

であります。次に、10の新規事業・口蹄疫水際

防疫対策事業につきましては、口蹄疫発生時に

おける水際対策としての最前線である港湾にお

いて、ウイルスの拡散を最小限にとどめるた

め、県口蹄疫防疫マニュアルに定められた方法

による防疫対策として、車両のタイヤの消毒槽

の改良・増設を実施する経費であります。次

に、11の新規事業・油津港利用促進支援事業に

つきましては、後ほど委員会資料にて御説明を

いたします。

次に、（事項）港湾維持管理費３億96 2

万5,000円であります。これは、護岸の補修や防

護さくの設置など、港湾施設の維持補修に要す
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る費用であります。

次に、399ページをごらんください。（事項）

特別会計繰出金８億5,242万4,000円でありま

す。これは、港湾整備事業特別会計に歳入不足

が生じるため、特別会計への繰り出しを行うも

のであります。

次に、（事項）直轄港湾事業負担金８億3,291

万円であります。これは、細島港及び宮崎港に

おいて直轄事業により防波堤等の整備を行って

おりまして、その負担金であります。

次に、400ページをお開きください。（事項）

公共港湾建設事業費17億9,536万8,000円であり

ます。これは、港湾施設の機能強化や安全性等

を確保するため、国庫補助事業などにより県内

港湾において防波堤や岸壁などを整備する経費

であります。

次に、（事項）港湾災害復旧費７億4,741万円

であります。これは、台風等により被災した公

共港湾施設を原形に復旧する経費であります。

以上が一般会計の当初予算であります。

次に、402ページをお開きください。港湾整備

事業特別会計の当初予算について主なものを御

説明いたします。まず、（事項）細島港管理運

営費１億4,498万1,000円であります。これは、

細島港の荷役機械、引き船等の管理運営に要す

る経費であります。

次に、（事項）宮崎港管理運営費１億6,042万

円であります。これは、宮崎港のフェリーター

ミナルビル、引き船、マリーナ等の管理運営に

要する経費であります。

次に、403ページをごらんください。（事項）

油津港管理運営費2,546万5,000円であります。

これは、油津港の上屋、荷役機械等の管理運営

に要する経費であります。

次に、（事項）細島港整備事業費６億円であ

りますが、内容につきましては、後ほど委員会

資料で御説明いたします。

次に、公債費10億6,288万6,000円でありま

す。これは、荷役機械や上屋などの起債償還の

ための経費であります。404ページをお開きくだ

さい。元金が９億5,462万1,000円、利子が１

億826万5,000円であります。

次に、新規事業・油津港利用促進支援事業に

ついて御説明いたします。委員会資料の23ペー

ジをお開きください。本事業は、日南市が事業

主体として実施します油津港におけるタグボー

トの回航経費に係る助成事業に対して補助する

ものであります。

１の事業の目的でありますが、油津港にチッ

プ船や客船などの大型船が入出港する場合に

は、下に写真を掲載しておりますとおり、航行

時の安全性を確保するため、タグボートによる

補助作業が必要となりますが、タグボートが配

置されている細島港や宮崎港と違い、志布志港

などからの回航が必要な状況であります。この

ため、県としましては、日南市が実施します回

航経費の補助事業に対しまして支援を行い、地

元発生貨物の油津港利用といった広い意味での

地産地消や、国際・国内クルーズの積極的な誘

致など、県市一体となって油津港の利用促進を

図るものであります。

２の事業の概要をごらんください。事業期間

は平成24年度から26年度までの３カ年で、24年

度の予算額は650万円を計上しております。事業

の内容は、タグボートの回航費に対する補助で

ありますが、対象船舶はチップ船などの貨物船

とクルーズ船などの客船としておりまして、日

南市が実施します回航費補助額の２分の１を補

助することとしております。

次に、委員会資料の24ページをごらんくださ
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い。細島港整備事業について御説明いたしま

す。

まず、１の多目的国際ターミナル埠頭整備で

あります。（１）の事業の目的でありますが、

細島港周辺では、企業の進出や事業拡大に伴い

まして、細島港を利用する貨物の増大が見込ま

れております。このため、既存の大型岸壁だけ

では貨物の取り扱いに支障が生じることから、

平成23年度より国の新規直轄事業による大型岸

壁の整備が進められており、それと並行して県

が背後の埠頭用地の整備を行うものでありま

す。（２）の事業の概要をごらんください。平

成24年度の予算額は工事費として３億円を計上

しております。事業期間は平成23年度から26年

度までの４カ年を予定しております。事業内容

は、国が行います大型岸壁背後の埋め立て、護

岸、埠頭用地の舗装、道路等、約5.7ヘクタール

の整備を行います。

次に、２のコンテナターミナル整備でありま

す。（１）の事業の目的でありますが、細島港

は、県内立地企業のコンテナ取扱量の大幅な増

加が予想されていることから、効率的で安全な

荷役作業を目的としまして、ガントリークレー

ン１基の増設を行うものであります。（２）の

事業の概要をごらんください。平成24年度の予

算額は３億円を計上しておりまして、事業期間

は平成22年度から24年度までの３カ年でありま

す。事業内容は、ガントリークレーン１基の設

置を行うものであります。

これらの事業によりまして、係留のための待

ち時間の解消や荷役作業時間の短縮、船舶の大

型化に対応した貨物輸送の効率化が図られるも

のと考えております。

港湾課につきましては以上であります。

執行部の説明が終了いたしまし○松村委員長

た。午前中の委員会をここまでとし、質疑等に

ついては午後から行いたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにしたいと○松村委員長

思います。１時から再開したいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後０時58分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

午前中、河川課、砂防課、港湾課の議案につ

いての説明が終わりました。質疑はありません

か。

歳出予算説明資料381ページの河川○図師委員

管理費についてなんですけれども、新規事業で

水利権実態調査委託事業が挙げられておりま

す。説明では水利の実態調査ということでした

けれども、これはひょっとして、今、海外から

の水利を含むというか、山ごと買い占めていく

ような動きもあると聞いているところもありま

すけれども、そういうのも何か含めた調査に

なっていくのかどうか、そのあたりをちょっと

詳しく教えてください。

水利権実態調査委託事業につ○野中河川課長

いてでございますけれども、こちらにつきまし

ては、河川管理者である県が河川の流量を適正

に管理するために河川ごとの水収支、もっと簡

単に申し上げますと、河川の流量と各水利権に

基づきます取水量を的確に把握していくことを

行っていきたいと思っております。今、河川法

に基づきます水利権につきましては、許可を得

ずに取水している人とか、許可期限を過ぎて取

水しているとかいう方がおられまして、水収支

の実態がわからないところもございますので、
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今回、緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し

て、新規雇用した労働者を水利権の実態調査員

としまして、各河川の流域を調査させまして、

それぞれの水利権の実態を明らかにしたいと考

えておるところでございまして、海外からのと

かいうよりか、河川の水を利用している方の調

査というイメージで御理解いただければと思い

ます。

よく理解できました。ただ、○図師委員

ちょっとひっかかるのは、こういう調査は今ま

でやっていなかったんですか。

水利権につきましては、大ま○野中河川課長

かに申し上げますと、河川法の中で細かく水収

支等々を出していただいて許可しているもの

と、河川法制定前に農業用水とか利用されてい

る方がおりましたので、そちらのほうにつきま

しては慣行水利権として届け出ということで、

取水量とかがその時点でははっきり 一応出―

されてはいるんですけれども、実態の報告がな

いものですから、実情がわからないところがご

ざいました。またそれ以外に、先ほど申し上げ

ましたように、いわゆる許可とか慣行水利権が

全くないのに取水されている方等がありまし

て、これはくまなく河川を調べていくしかわか

らないところでございました。実情としまし

て、職員の中でも限界がございまして、気がつ

いたものについてはその都度、指導を行ってい

るとか、後、工作物を更新する段階で、例えば

堰とかを更新するときに慣行だったものを許可

の水利権にすることはよく行っておりましたけ

れども、今回、緊急雇用創出の事業がありまし

たので、こういう方たちを活用して現地調査を

進めてまいりたいと考えております。

今までは河川の流量等は把握され○図師委員

ておったんでしょうけれども、それを利用する

方々は、ただ申請を受け付けておっただけで、

適正な利用になっておったかどうかを今後精査

していくというような内容で理解をいたしま

す。

それでは、もう１点、同じく398ページのやは

り新規事業なんですけれども、港営費の中で口

蹄疫水際防疫対策事業が挙げられております

が、この設置箇所なり期間なり、どういう事業

内容か、もう少し教えてください。

口蹄疫水際防疫対策事業でご○坂元港湾課長

ざいます。今現在、海外において口蹄疫が発生

しておりますことから、外国船が出入りする埠

頭から出入りする車両の消毒、これは細島港と

油津港でございますけれども、車両消毒を行っ

ておりますけれども、水際の防疫を徹底するた

めに、隣接するところに国内船の埠頭から出入

りしている車両もありますので、その車両につ

いても、新たに消毒槽を設けまして、消毒の徹

底を行うということでございます。箇所につき

ましては、細島港が２カ所と、今現在、油津港

に１カ所ありますので、油津港については、

今、設置している水槽がちょっと小さいもので

すから、それを大きくする改良、細島について

は新設等２カ所、時期については、今現在、海

外で発生していますから、そういった消毒は行

うんですけれども、施設についてはしばらく設

置しておきたいというふうに考えております。

しばらくということは、年度内、○図師委員

通年設置はできるということでいいんでしょう

か。

やはり危機管理の観点から、○坂元港湾課長

海外で発生していないときでもそういった施設

を設置しておくべきかというふうに考えており

ます。

防疫対策についてなんですが、油○図師委員
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津、細島のはよく理解できたんですが、課が違

うとは思いますけれども、例えば空港あたりの

防疫対策については特に項目としては挙がって

いないんですけれども、県として予算化してい

る部分はないんでしょうか。

空港に関○矢野空港・ポートセールス対策監

しましては、大阪航空局とか、そちらのほうで

管理していますので、あと、ビルのほうで独自

にやっているところです。

今も宮崎空港等を利用するときに○図師委員

は、防疫マットが敷いてあるのはよく見かけま

すし、以前はからからに乾いていた時期も見受

けられて、すぐ空港側には申し入れしておった

ところなんですが、県としては特段そのあたり

で事業化しているものもないし、今後、空港に

関してはそういう予定もないということでよろ

しいですか。

県として○矢野空港・ポートセールス対策監

はそういった事業のほうはありません。

大阪のほうなり空港独自での防疫○図師委員

体制が十分であれば、それでいいとは思うんで

すけれども、連携が必要なときにはぜひ積極的

な防疫体制をとっていただくようにお願いいた

します。以上です。

河川課、382ページ、公共河川事業○緒嶋委員

の水防災事業、これはもともと、災害が起きて

５年以内に水防災事業は完結するというか、そ

ういうことだったと思うんですけれども、これ

がなかなか予算の都合でどうしようもないとい

うことですけれども、五ヶ瀬川の、特に日之影

あたりはことしで５年以上たつんじゃないかと

思うんだけれども、進捗状況が思わしくないよ

うな気がするんですけれども、実際は水防災事

業というのは年度が限られた事業じゃなかった

かと思うんですが、そのあたりを含めてちょっ

と説明をお願いします。

水防災事業についての御質問○野中河川課長

で、期間が決まっているんじゃないかというこ

とでございますけれども、もともと水防災事業

につきまして、委員がおっしゃいますように、

時間管理型ということで、５年以内にやると

か、そういう時間管理の事業でスタートしてお

りました。その後、国のほうでも、いわゆるシ

ーリングの枠の中に水防災事業が入ってきてお

りまして、結果的に必要額を要求してもシーリ

ングの中でけられてしまうということになりま

して、時間が確約できないところになっており

ます。ただ、交付金化されていますので、基本

的には重点的に配分をしながら、極力、地元の

地域の方に負担のかからないようにしておると

ころでございますけれども、全体枠が厳しい中

で、通常河川改修事業もありますので、そこら

辺との兼ね合いで極力、時間が守れるような努

力はしているところでございます。

日之影も諸塚もだが、早く終わら○緒嶋委員

んと、台風が数年襲来というか、来ていないか

らいいようなものの、また増水すれば、今まで

やったところまで、途中でやればやられるよう

なことになると思うので、できるだけ早く終わ

るように予算配分をよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。

それから、港湾課、細島の問題ですけれど

も、細島港の整備事業ということで、国際ター

ミナル、コンテナターミナル等の整備も進むよ

うでありますけれども、しゅんせつはどの予算

でされるわけですか。13メーターのしゅんせつ

工事が計画されていたと思うんですが、その事

業費は、予算的にはどこの事業でされるわけで

すか。

17号大型岸壁の施工について○坂元港湾課長
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は直轄のほうで、国のほうで行っていただくこ

とになっておりますけれども、その中で、岸壁

の整備と委員おっしゃられたマイナス13メータ

ーのしゅんせつ、これはセットで国のほうで予

算を組んでいただいているところでございま

す。

県は、しゅんせつは、直轄負担金○緒嶋委員

は出さないかんでしょうけれども、それでいい

わけですね。

そういうことです。○坂元港湾課長

わかりました。397ページ、空港整○緒嶋委員

備直轄事業負担金、これは負担金ですけれど

も、これによってどのような事業がなされるわ

けですか。国の事業内容、もうちょっと詳し

く。

滑走路の海岸のほうに防波堤○坂元港湾課長

がございますけれども、そこの護岸整備と滑走

路の照明、そういったものが主な事業内容と

なっております。

わかりました。○緒嶋委員

381ページ、河川管理費です。その○原委員

中の２番の河川浄化対策事業682万円、これはど

んな、大ざっぱでいいですけれども、教えてく

ださい。

河川浄化対策事業でございま○野中河川課長

すけれども、こちらにつきましては、宮崎市内

の小松川でございます。国のほうが小松川の浄

化施設として、大淀川本川の水をくみ上げて小

松川に流すという施設をつくりまして、もとも

と事業実施前は、ＢＯＤでいうと50から100と

か、非常に水質の悪い川でございましたけれど

も、この事業実施後は水質が10ppm程度に改善さ

れております。そのための施設につきまして

は、２基ございました浄化施設を県と市で管理

を引き継ぎまして、基本的にはこの維持管理に

要する費用でございます。

もう１点です。384ページ、県単河○原委員

川環境整備事業費１億1,000万円、これはどうい

う事業なんでしょうか。

県単河川環境整備事業ですけ○野中河川課長

れども、こちらにつきましては、河川の草刈り

に要する費用でございます。

次の県産木材等を活かした宮崎ら○原委員

しい多自然川づくり事業費、先ほど説明があっ

たんですが、河川環境の保全を図る、あるいは

河川環境を調査する身近な水辺のモニター、今

の３件とも実は環境ということがあったんで、

環境ということに視点を置いて尋ねたところな

んですけれども、委員会資料の21ページ、河川

環境の保全とありますが、これは生態系の保全

ということまで踏み込んでいるんでしょうか、

教えてください。

河川環境の保全ということに○野中河川課長

つきましては、21ページの資料の中で、事業の

目的のところでございますけれども、宮崎の豊

かな森林環境及び河川環境の保全を図りたいと

考えておりまして、河川環境の中には、当然、

生態系や底生動物とか、そこを含めた動植物も

含めて考えております。

ということは、水の中の魚とか、○原委員

そういうものも入っているというふうに 当―

然、入っていますね。

おっしゃるとおり、水中の動○野中河川課長

植物、また陸の部分、いわゆる河川内の動植物

を含めて考えておるところでございます。

河川環境を調査するということに○原委員

なっているんですが、最近、川がどうしても濁

る、汚れる。亡くなった宮大の赤崎先生でした

か、最近、魚類がかなり減っていると。エビが

昔いたのに、いなくなっている。沈み石になっ
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ていると。山から小さな砂、土が流れてきて、

石が重なっていたのが、ふさがってしまったか

ら卵を産むところがなくなったというような、

これが一番の原因ではないかというようなこと

を前、講義で聞いたことがあるんですけれど

も、そのあたりの河川環境を調査することに

よって、これは環境森林部がやるのかこちらが

やるのかよくわかりませんけれども、この中に

調査するとありましたから、どの程度調査され

て、河川の生態系の保全という意味、いわゆる

水の中に生きる動植物をどうやって保全してい

くかというところの観点を持ってやろうとされ

ているのかなと、ちょっとお尋ねしたかったん

です。というのは、最近、大淀川水系、昔から

するとあからさまに魚の数とか減っています

ね。減っていると思います。間違いないと思う

んです。そのあたりの生態系の保全というか、

復活というか、そういうことを視点に置いた河

川環境の保全をやっていかないと、単なる水を

流すだけのものでしかなくなりつつあるんじゃ

ないかなということを感じますので、特に人が

親しむ水辺だとか、そういう要素を入れていく

んであればなおさらだと思うんですが、そのあ

たりのところまでというふうに聞いたんですけ

れども、この河川環境の調査というのは毎年デ

ータをとっておられるんですか。定点をつくっ

てとか、やっておられるんでしょうか。

調査と申しますと、定期的に○野中河川課長

すべての河川で総量がわかるような調査という

のは実際やっておりません。ただ、定点で捕獲

調査とか、水辺の国勢調査だったですか、そう

いう調査はやっているところでございまして、

これは国と県でそれぞれの河川管理者がやって

おります。ただ、絶対量がわかるものではござ

いませんので、相対的な比較ではわかるもので

はございますけれども、ただ今回は、河川工事

をする際に基本的には河川にダメージ 河川―

の生態系、動植物にダメージを与えるものです

から、そういうことを極力、ゼロにはならない

んですけれども、抑えるように、河川工学とか

河川の生態学の先生方、もちろん魚の先生、動

植物、昆虫の先生方の御意見を伺いながら、非

常にやわらかい施設で、特に木材なんかを活用

しながら、そうすることで河川環境が守れる、

自然環境が守れるし、森林資源も活用できる、

また山も守れる、そういう努力をしていきたい

なと思っているところでございます。

その努力は非常に評価します。当○原委員

然、木材となれば環境森林部ですね。今は森林

部とのおつき合いでしたね。今度はその中の環

境の部門と非常に深く密接にやっていただい

て、生態系の復活というか、そこあたりまで

やっていただくと非常にありがたい事業で、

もっと予算をいっぱいつけていただいていいん

じゃないかなという気がするんです。以上、意

見を申し上げて終わります。

今、委員からお話がございま○野中河川課長

したように、検討部会というのを考えておりま

して、先ほどの学識経験者、関係部局もですけ

れども、やはり生産者の方々の御意見をいただ

きたいなと思っていて、木材というのが簡単に

調達できるものじゃないものですから、その調

達方法もある程度確立しないといけない。それ

とやはりコンクリートに比べると耐久性とか、

その辺もいろいろありますので、そこもちょっ

と研究してまいりたいと思っております。

今の21ページの事業で、私、理解○髙橋委員

していないかもしれないものですから聞きます

けれども、既にやっているところを研究すると

いうことでしょうか。そして、そのことの研究
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成果をもとに、こういう県産材を生かした河川

づくりをやっていくということの理解でいいん

でしょうか。

21ページの資料の事業内容の○野中河川課長

ところに、実を言うと、「木材を活かした河川

工法」というのを記載しておりますけれども、

こちらにつきましては、以前、そういう工法集

みたいなものをつくったところでございます。

極力こういうものを使ってやってくださいとい

うことで指導していたところなんですけれど

も、具体的にその工法はわかっても、この河川

でどんな工法がいいとか、そういう生態系に疎

いところがございまして、その結果、どういう

ものがこの現場に合っているのかというのが非

常にわかりづらいところがございました。それ

で、先ほど申し上げました検討部会みたいなも

のを持って、この河川にはこういう工法がいい

よとかいういろいろ御意見、それと調達も含め

て、それならこの工法がいいよということを研

究してみたいと思っております。また、以前

やった箇所の追跡調査もこの中で考えておると

ころでございます。

よろしくお願いします。引き続○髙橋委員

き、河川課です。先ほど図師委員が質疑しまし

た予算説明資料の381ページの水利権の関係です

けれども、私も余りよく知らなくて、はっと

思ったんですけれども、河川の水は勝手に使っ

ちゃいけないというふうに私、受けとめて、厳

密には、洗い物をしたりとか 洗い物はその―

まま川に返すからいいのかな。私もふと思い出

してみたら、個人宅に池があるところはそこに

引いてみたり、おっしゃったように農業用水と

か、ひょっとしたらあの方かと思い出したとこ

ろなんですが、結局これは届け出をすればいい

ということでしょうか。

河川の水を利用する際には、○野中河川課長

基本的には水の利用についての許可が必要でご

ざいます。必要量とか期間とか、そういうもの

を出していただいて、その河川でそれを本当に

とることができるかということを確認した上で

許可を出すということになっておりまして、例

えば発電をするとか、かんがい用水をすると

か、それぞれ水利権の許可を得る必要がござい

ます。ただ、先ほどちょっとお話があった川で

洗濯をするとか、そこら辺まではコメントは

ちょっとあれですけれども、原則は許可が必要

でございます。

わかりました。次に、385ページの○髙橋委員

海岸保全事業で新規事業・海岸巡視委託事業と

いうことで、直営を委託にするということで、

今までどんな巡視をしていて、今後どういった

方々がやられるのか、3,000万円近く予算が組ん

でありますから、もう少し説明してください。

現在、海岸の巡視といいます○野中河川課長

か、巡視員につきましては、各沿岸の土木事務

所の職員が直営でやっているのが実態でござい

ました。ですので、なかなか頻繁に管理巡視が

できなかったということで、今回、先ほど申し

上げました緊急雇用の創出事業ということで、

そういう新規雇用した方、労働者の方々に海岸

を監視していただきまして、適正な海岸管理が

できるのではないかと考えておるところでござ

います。

緊急雇用とおっしゃったものです○髙橋委員

から、あれは期間限定なものですから、24年度

はそれでできるんでしょうけれども、それ以降

はどこからかまた予算を改めて持ってこにゃい

かんわけですね。

委員のおっしゃるとおり、24○野中河川課長

年度単年度でこの事業を立ち上げたところでご
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ざいますけれども、今回、そういう新規雇用し

た方々との意見交換をいろいろしながら、将来

にわたる海岸の管理体制のノウハウを蓄積し

て、それ以降はどうすれば一番効率的な海岸管

理ができるかということを詰めていきたいと考

えておりまして、専属が必要なのか、その後も

直営でやっていくのかとか、その辺はちょっと

今後、検討課題として考えておるところでござ

います。

わかりました。引き続き、398ペー○髙橋委員

ジ、港湾課です。プレジャーボート適正利用推

進事業で、未納対策というふうにおっしゃって

いましたが、まだ始まって２年ですか、未納の

実態を御説明いただくといいかと思います。

現在、許可制を導入した港湾○坂元港湾課長

内海港、油津港、外浦港でございますけれ―

ども、ほぼ97～98％の納付率がございますけれ

ども、内海、油津、外浦で201隻の申請・利用者

がありまして、トータルは ちょっと細かい―

内訳でよろしいでしょうか。内海が89の申請に

対しまして納付が88、油津港が41の申請に対し

まして納付が39、外浦が59の申請に対しまし

て55というような数字になっております。

登録があって、今、２年ですか、○髙橋委員

１年納付だと思っていますけれども、全く納付

されていないという実態もあるんでしょうか。

トータルで12名の方が未申請○坂元港湾課長

ということでございます。利用者が201名、それ

に対して12名の方が申請していないという状況

になっています。

いま一度確認しますが、まず、申○髙橋委員

請していない人がいるということと、申請して

納めていないという人がいるんじゃないです

か。

先ほど個別に申しました数字○坂元港湾課長

が納付をしていない数ですが、７名。もう一回

繰り返しになりますけれども、利用者数が201名

で、そのうち12名の方がまだ未申請になってお

ります。申請しているうちの７名の方がまだ納

付をしていないという数字になっております。

わかりました。201のプレジャーボ○髙橋委員

ートの実態を把握していて、そのうちの未申請

が12名いらっしゃるということで、７名は未納

だということ、12名も当然、未納ですね。当

然、払ってもらわなくちゃいけない方でしょう

から、正確には19名の方が係留料を払ってい

らっしゃらないということでいいですね。

そのとおりでございます。○坂元港湾課長

わかりました。始まったばかりで○髙橋委員

すから、やっぱりこういう未納の実態というの

が広がらないように、でないと、悪い方向に流

れちゃいますからね。いろんな法的手段もこれ

はあるはずですから、ぜひよろしくお願いした

いと思います。

次に行きます。港湾課長です。400ページで

す。大体わかるんですけれども、公共港湾建設

事業費の１の港湾改修事業です。内訳を小さい

声で教えてください。

港湾改修事業でございます。○坂元港湾課長

これは、油津港が６億2,000万円、細島港が、端

数がございますけれども、約８億円、そのよう

な数字になっております。油津港が東防波堤、

細島港が北沖防波堤と11号岸壁というような中

身になっております。

ありがとうございました。もう○髙橋委員

ちょっと大きな声で言ってもらえばよかったで

すね。大変御努力いただいていると思うんで、

またひとつよろしくお願いしたいと思います。

381ページの河川の水利の実態調査○丸山委員

のことについてお伺いしたいんですが、農政の
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関係で頭首工が崩れて災害の査定を受けると

か、圃場整備の関係で新しく頭首工を設置する

とかのときに、慣行水利権が多くて、それをや

り直すと水利計算が数年かかって、なかなか

やってくれないというのが実態というふうによ

く聞いているんですが、今回、仮にそういった

慣行水利権というのが発生した水利組合等に対

―して、全体の水利計算はどこまでを義務化

そこから費用がかなり水利組合に発生する可能

性があるんですが、その辺はどのようにされよ

うと考えていらっしゃるんでしょうか。

委員がおっしゃるとおり、慣○野中河川課長

行水利権の許可化ということに対しての足かせ

が 小規模な水利組合が水利調査をして、水―

収支を整理して出してくるということを実際は

申請者が負担することになります。ただ、河川

管理者としても、そのままでいっていると先に

進まないものですから、極力、こちらに保存す

る資料とかを提供しながら指導したりはしてお

るところでございますけれども、原則は申請者

が出していただくということで、河川管理者が

その辺を負担するということは現在では厳しい

ところがございますので、これは農政部局のほ

うにも申し入れしているんですけれども、あち

らでそういう補助とか、そういうのを何か考え

ていただけないかということで協議はしている

ところでございます。原則としては、申請者が

その辺の負担をするということになっておりま

す。

私の認識では、災害復旧工事とか○丸山委員

工事が始まらないとなかなか動かなかったとい

うことなんです。今回、調査をすれば、慣行水

利権がばっと出てきたときの対策として、かな

り県のほうが水利組合に指導に入ると、農政側

のほうとしては県土木がいじめに入ったという

ような感じで思われそうな気がするんです。そ

うすると、地元にいる我々は、また何か中に

入って非常に苦しい思いをするんじゃないかと

いうような想定をするものですから、調査を

やって余りにもすぐ慣行水利権を許可水利権に

しなさいという指導を強くし過ぎると、要らぬ

紛争が起きるんじゃないかと懸念しているんで

すが、農政との話し合いはどこまで進んでいる

んでしょうか。

委員のおっしゃるとおり、慣○野中河川課長

行水利権という届けがまず出されていればいい

んですけれども、以前から、その届け出が河川

法が改正されたときに出されていないところも

ございまして、その後、農業用水でも届け出が

ない慣行水利権もどきのものはたくさんあると

ころでございまして、許可されているものの何

倍もあるのが実態かと思っております。今回、

明らかにしていかないと、実は昨年、渇水とい

う大変な事態が宮崎県でも発生したりしており

まして、利水調整をする場合でも、水利権のな

いところはそういう権利を主張することすらで

きないんです。そういうことで、水利権を明確

にすることで利水調整もスムーズに そちら―

が優先にどうしてもなってきて、届け出もな

い、違法にやっているという方は実際、使用の

権利がないということにもなりますので、その

辺をある程度整理できるものは整理すべきでは

ないか。ただ、慣行水利権をすべて許可化する

というのは、現実的に非常に厳しいとは思って

おりますけれども、その辺はある程度つまびら

かにしていって、先ほどお話があったように、

工作物を更新するときとか、そういうときに水

量もはっきりしてきますので、その時点を踏ま

えて何とか許可化のほうに整理できていければ

いいなと思っておるところでございます。た
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だ、農政部局との調整につきましては、結構、

負担も出てくるということで、なかなか前には

進んでいないところですけれども、その辺は河

川管理者として粘り強く調整を進めてまいりた

いと思います。

ぜひ、農政部局との調整もしっか○丸山委員

りしていただいて、今言われました渇水の問題

とかいうのもあるんだよというのをまず前提に

言っていただかないと、なかなか前に進まない

んじゃないかなと思っていますので、その説明

の仕方を、あなたのところは慣行水利権はすぐ

移しなさいじゃなくて、あなたのところの水利

を守るためにも、渇水のためにも必要なんです

よというようなうまい説明を現場のほうでして

いただくように、緊急雇用とかで調査すると、

そういう認識がなくて、変なふうにならないよ

うにしていただければというふうに思っており

ます。

引き続き、河川課のほうにお伺いしたいんで

すが、21ページの県産木材を活用した河川づく

りのことなんですが、ちょっと気になるのは間

伐材というふうに書いてあるものですから、物

すごく昔の河川では間伐材ではなくて、恐らく

松とか、そういう本当にかたいものを水制工に

は使っていたものですから、安直に間伐材と

いったら杉というふうに思ってしまうと、間

違った使い方になってしまうおそれもあるん

じゃないかなと思っているので、その辺はどう

いうふうに認識すればよろしいでしょうか。

おっしゃるとおり、もともと○野中河川課長

河川の工法の中で利用するのは松とか、どうし

ても腐朽ということが木材にはありますので、

傷みにくい松とかが多く用いられたところでご

ざいまして、おっしゃられたとおりでございま

す。ただ、松というのが現在、調達しようにも

なかなかとり入れにくい資材になっておりまし

て、極力そういうことに代用できるものとか

を、生産者の意見、いろいろな生態系を含めた

学識経験者の方々の御意見を伺いながら、間伐

材にこだわっているつもりはございませんで、

大きな丸太でも何でも、製材でも何でもいいん

ですけれども、そういうものを利用すること

で、一体となった自然環境の保全、森林環境の

保全とか、それで地域活性化の一つになればい

いなと思っているところでございます。

無理に自然型に戻す、余りし過ぎ○丸山委員

るのもいびつな形になる可能性もありますの

で、自然というのを理解してやっていただきた

いのと、最近、河川改修に当たっての基本的な

ことで、透水性の護岸といいますか、それを使

うことがメーンになって、それしか使えないん

だということで、本当にそれでいいのかと。そ

うなった場合に、これまで使っていたブロック

ではなくて透水性のブロックを使わなくちゃい

けないとなってしまっていて、大きい河川であ

れば流れが緩やかですが、水衝部のところとか

小さい河川のときには、災害復旧とかでも普通

の六角ブロックを使ったほうが簡単に済むの

に、あえて透水性のブロックを使わなくちゃい

けないと、全部そういうふうになってしまって

いるというのは、余りにも全国統一でこられて

いるから、無理に多自然型というか、自然型に

戻そうというような懸念もあるんじゃないかな

と思っているんで、その辺の議論は進んでいな

いんでしょうか。

今おっしゃられたコンクリー○野中河川課長

トの透水性というのは、環境保全型のブロック

と申しまして、いわゆる空積みのブロックでご

ざいます。基本的には、生態系等に配慮して、

護岸の裏側の水が行き来できるような構造に
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なっておるところでございます。ただ、その構

造上どうしても下層の変化が激しいとか、先ほ

ど委員からもお話があった水衝部とか、なかな

かなじまないところもございますので、そちら

につきましては、流速や、そういう重大な変化

を考慮しながら、どうしてもかたくしていく必

要があるところはそういうものを使っておると

ころでございまして、ただコンクリートでいい

かというと、そういうところにつきましては、

それ以外にも考える余地はありまして、自然の

石を使ってコンクリートを練り込んでいくと

か、そういうことも含めて検討しておるところ

でございます。

ぜひ、現場現場に応じた形をやっ○丸山委員

ていただければと思っております。

次、22ページの砂防課のほうにお伺いしたい

んですが、事業内容の③に土砂災害警戒区域等

に位置するということなんですが、数年前に山

口県の特老に直接当たって、こういうのがある

と思っているんですが、宮崎県内でも早目早目

にそういうところは整備していこうというふう

に聞いてはいるんですが、そういう危険箇所に

ある施設が何カ所かまだ残っていて、まずは先

にソフト対策をやろうということだと思うんで

すが、その箇所的なものを把握しているだけで

もお伺いしたいと思っているんですが。

災害時要援護者施設の数でござ○東砂防課長

いますけれども、今、危険箇所に位置する施設

が252施設ございます。基本的には、ハード整備

がなかなか進まないということがありまして、

当然、ソフト事業ということで、土砂警戒区域

等の指定ということで、それを重点的に進めて

いるということで、そちらのほうについては今

年度ほぼ調査等を終わって、来年度以降に、地

すべり等はまだなかなか進まないんですけれど

も、急傾斜であるとか土石流危険渓流に関する

ところについては警戒区域の指定を終わらせた

いというふうに考えているところです。

県内にはかなりの数の危険箇所内○丸山委員

に、本来であると建ててほしくないというよう

な地域なのかもしれませんけれども、建築許可

とか土地の許可がそこしかなかったということ

だと思うんですが、できる限り災害が発生する

前にやらないと、というために職員との連携と

いうことなんですが、具体的には施設の職員に

は山口県の事例とかをうまく説明していただき

たいと思っているんですが、ハードの面とソフ

トの面はどういうことを今後、指導しようと考

えていらっしゃるんでしょうか。

ソフトの面というのが、まずは○東砂防課長

どういう経路で逃げるとか、例えばそこの施設

でこういう場合であれば２階に上がれば大丈夫

であるとか、その辺のいろんな意見交換をして

いかないかんなと思っております。特に、山口

県の事例があった後に、当然、私どもとか危機

管理課とか福祉関係とも一緒になって、252施

設、各施設のほうにいろんなお話を伺ったりし

ているんですけれども、今年度においてもアン

ケート調査を行っているところです。そういう

土砂災害に対する意識をどう持たれているかと

か、実際あったときにどのような行動をされて

いるとか、そういうのを今度は整理した上で、

再度、来年度以降、それをもとにまたお話をし

ていきたいと。特に今回の犠牲者ゼロを目指し

たという啓発事業につきましては、当然、警戒

区域等を指定していきますので、その中で、土

砂災害とはどういうものであるかとか、今回、

警戒区域はどういう形で設定されていますよと

か、その辺をできるだけ細かくお話をしていき

たいと。そういう災害が起こったときには、基
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本的には、そこの施設の職員の方々が弱者の方

々を誘導していただくという非常に重要な役割

を持って動いていただかなければならないとい

うことで、今回特にそこを重点的にやりたいと

いうふうに考えています。

ハード面ということになりますと、私どもが

やっている急傾斜事業であるとか、土石流の砂

防堰堤をつくったりとか、そういうものが出て

くるんですけれども、それ以外には、例えば新

たに警戒区域が設定されているところで、イエ

ロー、レッドのレッドというのがあるんですけ

れども、特別警戒区域となりますと、そこに建

てるときには、その施設そのものもある程度

しっかりしたものをつくっていただくというこ

とで、建築基準法でやっていただくということ

になっていきます。個人的にやっていただく

と。また、それを既にやっていただいている民

間施設もあるようでございます。整備としては

そういう形になろうかと思っています。

ぜひ、被害者ゼロというのが大き○丸山委員

な目標だと思っておりますので、ハード、ソフ

トあわせて頑張っていただきたいと思っていま

す。

最後に、港湾課にお伺いしたいんですが、勉

強不足で、404ページに元利と利子があるんです

が、利子が１億円ぐらいというのは結構大きい

のかなと思ったんですが、この辺はどういう状

況になっているのか、元金が幾ら残っているの

か、そういう経営的なところをお伺いしたいと

思っているんですが。

まず、港湾施設につきまして○坂元港湾課長

は、補助の対象となっていない施設、いわゆる

使用料等を徴収して整備するような事業、この

ようなもの、クレーンですとか荷役機械、上屋

とか、そういったものは特別会計を設置して起

債事業で整備を行っております。現在の状況で

すけれども、全体的な、例えば平成23年度を申

しますと、歳入22億3,0 0 0万円、歳出が22

億3,000万円なんですけれども、歳入でいきます

と、使用料、繰越金とか、土木債で歳入がある

わけなんですけれども、歳出については整備費

等に充てまして、公債費が約11億5,000万円とい

うことなんですけれども、これらにつきまして

は、現在、使用料で賄えないことから、一般財

源のほうから繰り入れなどしてやっているとこ

ろなんですけれども、10年後ぐらいにはおおむ

ね使用料等で賄えるようにしていきたい、そう

いった概況です。

10年後には収支がとんとんになれ○丸山委員

ばいいということなんですが、ポートセールス

がうまくいかないと厳しいと認識してよろしい

でしょうか。

一番の大きなところで、使用○坂元港湾課長

料収入が上がってくると。そういった意味で、

ポートセールスの結果として、いろんな取扱貨

物量がふえる、そういった使用料等の収入がふ

えることが一番だと思うんですけれども、それ

と港湾の特に建設費、細島港のコンテナヤード

あるいは17号岸壁、その背後の埠頭整備、その

ようなところの建設費もかかっておりますの

で、その辺の建設費が大分増大はしております

けれども、徐々にそういった建設費も少なく

なってくる状況にはございます。

物流が伸びるというような右肩上○丸山委員

がりの経済でこれまではよかったんですが、な

かなか右肩上がりじゃないというような状況に

なってきたときに、今後の港湾整備は、夢は大

きく持たなくちゃいけない、しかし経営という

のも考えないといけないときが恐らく来るんだ

ろうなということで、３つの重要港湾の形をど
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うやっていくのかというのが宮崎の場合にわか

りづらいと言われているものですから、今後ど

ういった形で港湾を伸ばしていくんだと、それ

があればいいだけではなくて、経営という考え

がないと、どんどん重荷になってくる、ほかの

必要なものが回らなくなるんではないかと懸念

しておりますので、十二分にしっかりやれるよ

うな形をとっていただければというふうに思っ

ております。

御存じのように、世界の経済○坂元港湾課長

状況等、円高とか欧州の不安とかありまして、

非常に貨物の取扱量も伸びているものの、先行

きがちょっと不透明なところもあります。また

さらに、宮崎の貨物も、志布志ですとか博多港

に流れていっている可能性もございます。そう

いった点で、委員おっしゃるように、さらなる

指導といいますか、いろんな経済効果等々を考

慮して、さらなるポートセールスに努めていき

たい、そういうふうに思っております。

382ページ、ダム施設整備事業です○緒嶋委員

が、４つすべてのダムは発電しているわけです

か。

これは企業局の発電をやって○森ダム対策監

います。

企業局が発電しているんなら、企○緒嶋委員

業局がこの整備はやってもいいんじゃないかと

思うんですが、県がやらにゃいけないのか。

失礼しました。祝子と立花、○森ダム対策監

綾北は企業局が発電しておるんですけれども、

２番目の広渡ダムは治水ダムで、発電はありま

せん。

これ、発電を将来は……。○緒嶋委員

発電と、全体的には治水もあ○森ダム対策監

るんですけれども。

発電じゃないと、治水じゃもうけ○緒嶋委員

んわけですね。それなら、もうけるところが仕

事をしていいような気がするわけだけど、これ

は県がやらにゃいかんというのは何か理由があ

るわけですか。

祝子ダムと立花ダム、綾北ダ○森ダム対策監

ムというのは、右のほうに内訳が書いてあると

思いますけれども、ダムで負担金があるんで

す。県と企業局、それから祝子ダムは旭化成も

工業用水ということで出資しているものですか

ら、そういった形になっております。立花と綾

北につきましては、ごらんのとおり企業局と県

ということで、いわゆる発電用と治水というこ

とでの多目的という扱いになっております。

この中で財源を見ると、県債とい○緒嶋委員

うのは県が負担せないかん分でしょう、財源

は。そうなると、県は治水よりも利水という

か、発電することは利水ですね、そうなると利

水のほうがまだ負担しないと 管理するほう―

が余計負担するというのはどうかなというよう

な、こういう施設整備は企業局がやってもいい

んじゃないかと。何で県がやらないかんのかと

いう理由。

県が今、13ダム管理している○森ダム対策監

んですけれども、河川管理者が本来やらないか

んのですけれども、治水ダムは全部うちのほう

でやっています。祝子とか多目的ダムというの

が８ダムありますけれども、そういったものに

ついては県の河川課で事業をやるということ

で、企業局は共同の出資者という意味での負担

金をいただいているという実態でございます。

ちょっと補足して説明させて○野中河川課長

いただきます。ダムというのは建設するとき

に、治水ダムであれば県が100％出資して建設す

るんですけれども、多目的ダムにつきまして

は、その目的に応じた案分で建設しておりま
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す。その後の管理も含めた修繕等々はその案分

アロケーションと言っていますけれども、―

そのアロケーションに基づきそれぞれが出資し

て、負担してやっておりまして、治水の管理者

である県が基本的には管理して、管理費用もア

ロケーションとしてそれぞれの利用者からも

らっております。ですから、後は、治水の管理

者である県がそれぞれお金をもらって維持管理

を進めているということでございます。

であれば、企業局そのものが直○緒嶋委員

接、建設とか補修をするということはないわけ

ですね。県が皆こういうように補修するという

ことになるわけですか。

うちが管理している13ダムは○森ダム対策監

県が全部やります。

企業局自身で管理しているダムは○緒嶋委員

ないということですか。

企業局が県内で独自に管理し○森ダム対策監

ているダムというのは、浜砂ダムとか、寒川ダ

ムがあります。

それは県のほうは負担をしていな○緒嶋委員

いわけですね。

これは治水の容量を持たなく○森ダム対策監

て、発電専用のダムとして建設されたものでご

ざいますので、企業局独自でやります。

わかりました。○緒嶋委員

382ページ、公共河川事業費の３の○原委員

障害防止対策事業の障害というのは何ですか。

なかなか事業名で見えないと○野中河川課長

ころがございますけれども、これは防衛施設の

いわゆる影響、障害があった場合に、防衛省か

らの予算をいただくものでございます。例え

ば、ここでは鬼付女川（新富町）とありますけ

れども、新田原基地の影響で河川に流出増が

あったと、それで浸水被害があったので改修す

る必要があったということで、補助をもらって

事業を進めているところでございます。

そこにある防衛施設が原因となっ○原委員

て川に何かの障害があった場合という意味で、

障害という言葉を使っていると。

おっしゃるとおりで、山のま○野中河川課長

まであればある程度保水力はあったんですけれ

ども、基地をつくったために流出が増になった

ということで、河川に負担をかけたということ

で防衛の予算をいただいているところでござい

ます。

わかりました。○原委員

先ほど企業局が管理している○森ダム対策監

ダムというのを２つ言ったと思うんですけれど

も、綾北川の下のほうに古賀根ダムという小さ

いダムがあるんですけれども、これは発電専用

で企業局のほうがやっていますので、つけ加え

てお願いします。

先ほどの髙橋委員の御○濱田県土整備部次長

質問に対します港湾課長の答弁につきまして、

補足をさせていただきたいと存じます。港湾改

修事業の予算の内訳を先ほど港湾課長が申し上

げました。油津港と細島港ですけれども、この

数字はあくまでも県の予算、今、議会のほうに

お願いしております予算上の額ということでご

ざいまして、もちろんこれは港湾に限らず、道

路、河川、砂防、すべて各事務所からの要望を

取りまとめた上で予算を編成しましてお願いし

ておりますし、国に対してもこれをもとに要望

はしております。ただ、残念ながら、国からの

内示が、満額回答というのが、最近といいます

か、ここ数年ございません。実際、油津港も、

今年度は当初内示が予算に対して非常に少な

かったということで、その後、補正のたびに追

加配分もお願いしたんですが、なかなかふえな
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かったという事情もございます。私ども、予算

満額獲得を目指して国に対する要望も行ってお

りますけれども、結果的に、内示があった後に

先ほど申し上げました予算配分が変わるという

ことがございますので、それを前提にした上で

の数字ということで御理解を賜りたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

県の意気込みは本当にわかりまし○髙橋委員

た。ちなみに、昨年は半分ぐらいになったんで

すか。

ことしが２億で、昨年が６○坂元港湾課長

億、その前の年は９億という数字になっており

ます。

従来以上の予算要求をして頑張り○髙橋委員

たいというお気持ちですね。よろしくお願いし

ます。助けてください。

質疑がないようですので、それ○松村委員長

では、以上で河川、砂防、港湾の審査を終了い

たします。

暫時休憩いたします。

午後１時59分休憩

午後２時２分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

次に、都市計画課、建築住宅課、営繕課、高

速道対策局の審査を行います。都市計画課長か

ら順次説明をお願いいたします。

都市計画課であります。○大迫都市計画課長

当課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の405ページをお開きくださ

い。当課の当初予算額は34億7,031万円でありま

す。以下、主なものを御説明いたします。

408ページをお開きください。（事項）住みよ

いふるさと広告景観づくり事業費3,458万2,000

円であります。これは、屋外広告物監視員によ

る取り締まりなどにより屋外広告物の表示に規

制を行い、風致を維持することにより、住みよ

いふるさと宮崎にふさわしい良好な景観づくり

の推進に要する経費であります。

次に、新規事業・都市計画に関する基礎調査

実施事業費3,400万円であります。これは、都市

計画法に基づく法定調査に要する経費でありま

して、県内の都市計画区域を対象にこれまでお

おむね５年ごとに調査を行っているものであり

ます。本県の都市を取り巻く状況は、人口の減

少や超高齢社会の本格的到来など、大きく変化

しております。このため、この調査により、人

口規模、土地利用などの現況や将来の見通しに

ついて調査分析を行い、今後の都市計画の適切

な決定、見直し等を図るための基礎データとす

るものです。

次に、改善事業・（事項）人との絆でつくる

景観まちづくり事業費812万5,000円であります

が、この事業につきましては、後ほど委員会資

料で御説明をさせていただきます。

次に、409ページをごらんください。（事項）

流域別下水道整備総合計画策定事業費2,530万円

であります。これは、水質の環境基準が定めら

れている河川や海域において、下水道整備に関

する総合的な基本計画であります流域別下水道

整備総合計画を策定しておりますけれども、そ

の改定に要する費用であります。本県では、大

淀川流域と志布志湾海域の２つの計画を策定し

ておりまして、計画策定時からの経年による流

域内の水利用の状況の変化や近年の人口減少等

の社会情勢の変化を踏まえた見直しを行うもの

であります。

次に、（事項）地方道路交付金事業費21

億4,201万8,000円であります。これは、国から
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の交付金を受けて都市計画道路の整備を行う事

業に要する費用でありまして、都市における円

滑な交通の確保や豊かな公共空間を備えた良好

な市街地の形成を図るための街路整備を行うも

のであります。

次に、410ページをお開きください。（事項）

公共都市公園事業費１億9,437万円であります。

これは、国からの補助を受けて都市公園の整備

を行う事業に要する費用であります。だれもが

安全に快適に利用できる都市公園を目指し、施

設のバリアフリー化や老朽施設の更新を図ると

ともに、施設の長寿命化の計画策定を行うもの

であります。

次に、委員会資料の25ページをお開きくださ

い。先ほど説明を省きました改善事業・人との

絆でつくる景観まちづくり事業について御説明

をさせていただきます。

まず、１の事業の目的についてであります。

これは、県内各地域における主体的、持続的な

景観まちづくりを推進するため、市町村が取り

組む景観計画の策定や県が指定する景観整備機

構の活動を支援するとともに、景観啓発の研修

会による人材の育成や景観まちづくりにかかわ

る各種団体のネットワークづくりを行うもので

あります。

２の事業の概要でありますが、予算は812

万5,000円、事業期間は平成24年度からの３年間

を予定しております。（３）の事業内容であり

ますが、まず、①の景観計画策定支援事業であ

りますが、これは、市町村が取り組む景観計画

策定に対しまして、アドバイスや講演会などの

支援を行うとともに、景観計画策定に要する経

費の補助を行うものであります。次に、②の景

観まちづくり人材育成事業であります。これま

で取り組んできました県民に対する研修会の開

催や景観アドバイザーなどを活用しました啓発

や活動支援に加えまして、新たにシンポジウム

の開催や、みやざき景観賞の創設を行いまし

て、県内の景観まちづくりを行う団体のネット

ワークづくりを図ることとしております。これ

により、地域独自の特色ある景観まちづくりが

県内で一層促進されるものと考えております。

当初予算につきましては以上であります。

次に、26ページをごらんください。議案第43

号「風致地区内における建築等の規制に関する

条例を廃止する条例」についてであります。

１の制定の理由に示しますように、「地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律」、い

わゆる第２次一括法の施行に伴いまして、風致

地区における条例制定や建築等の規制に係る権

限の一部が市町村に移譲されることから、所要

の経過措置を定めた上で、不要となる条例を廃

止するものであります。

２の制定の内容でありますが、移譲される権

限の内容に示しましたように、今回は、２つの

市町村にまたがるものを除き、面積が10ヘクタ

ール以上の風致地区に係る風致条例制定や、建

築等の行為に関する許可の権限が市町村に移譲

されることとなり、市町村は、政令の施行の日

から３年以内に風致条例を制定することが必要

となります。このため、本条例では、（１）に

ありますように、政令の施行の日から３年を経

過した後に現行条例を廃止するとともに、

（２）にありますように、市町村が条例を制定

するまでの間に行われた行為に対する処分や罰

則についての経過措置を定めることとしており

ます。

３の施行期日でありますが、条例の廃止につ

いては平成27年４月２日から、経過措置につき
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ましては平成24年４月１日から施行することと

しております。

都市計画課からは以上であります。

建築住宅課であります。○伊藤建築住宅課長

当課の平成24年度の当初予算について御説明

をいたします。

歳出予算説明資料の411ページ、建築住宅課を

お開きください。当課の当初予算額は27億8,583

万7,000円であります。以下、主なものを御説明

いたします。

413ページをお開きください。まず、（事項）

建築確認指導費3,369万6,000円であります。こ

れは、建築物の建築確認、許可及び検査等に要

する経費であります。

次の414ページをお開きください。（事項）建

築物防災対策費１億829万6,000円であります。

これは、地震やがけ崩れ等による建築物の被災

を未然に防止するための対策等に要する経費

で、説明欄３の改善事業・既存建築物等安全対

策推進事業におきまして、耐震改修の促進を図

るための意識啓発や情報提供、アスベストの使

用実態把握等を予定しております。次の４の新

規事業・木造住宅耐震化リフォーム支援事業に

つきましては、後ほど委員会資料で御説明をい

たします。

次に、415ページをごらんください。（事項）

県営住宅管理費10億9,788万2,000円でありま

す。これは、県営住宅約9,000戸の管理に要する

経費で、入居者募集や修繕に要する経費及び指

定管理者に対する委託料などであります。ま

た、説明欄４の新規事業・県営住宅管理新シス

テム構築事業でありますが、経費節減や操作性

の向上を図るために新システムを構築し、新た

にコンビニ収納を可能とすることにより入居者

の利便性を図るものであります。

次に、（事項）公共県営住宅建設事業費12

億4,614万3,000円であります。これは、県営住

宅の整備に要する経費で、既に着手しています

宮崎市の平和ヶ丘団地、日南市の馬越団地に加

えて、新たに宮崎市佐土原町のひかりヶ丘Ｃ団

地、高鍋町の持田団地の建設に着手するほか、

既存住宅の外壁改修や設備改修などを予定して

おります。

次に、（事項）市町村営住宅建設促進費2,730

万円であります。これは、市町村営住宅の建設

促進に要する経費で、説明欄１の改善事業・人

にやさしい公営住宅整備拡充事業につきまして

は、市町村における障害者・高齢者世帯向け公

営住宅の建設、改善のための費用を助成するも

のであります。

次に、（事項）公共優良賃貸住宅供給促進

費2,988万3,000円であります。次のページをお

開きください。これは、民間事業者等が行う高

齢者や障害者、子育て世帯向けの良質な賃貸住

宅の建設等に対する助成経費であります。

次に、（事項）住まいづくり対策費579万円で

あります。これは、良質な住まいづくりなど、

住まいに関する総合的な情報の提供等に要する

経費で、相談窓口の設置やインターネットを活

用した住情報の提供等を予定しております。

次に、委員会資料の27ページをお開きくださ

い。木造住宅耐震化リフォーム支援事業につい

てであります。

まず、１の事業の目的でありますが、昭和56

年の建築基準法の改正以前に建てられた木造住

宅は、耐震基準を満たさないものが多数ござい

ます。この木造住宅の耐震性を向上させるため

の事業を推進することにより、建築物の倒壊等

を未然に防止し、県民の生命や安全を保護する

ものであります。また、一定の経済波及効果も
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期待できるものと考えております。

次に、２の事業の概要についてであります

が、（１）の事業年度につきましては、平成24

年度としております。（２）の事業概要につき

ましては、従来から行っております耐震診断事

業に加え、新たに耐震改修事業の補助を市町村

に対して行うものであります。現在、耐震改修

の補助を行っておりますのは県内６市町しかあ

りませんが、この補助を創設することでその他

の市町村も取り組みやすくなりますことから、

全県的に制度の活用を積極的に働きかけてまい

りたいというふうに考えております。

次に、３の事業費についてでありますが、

（１）の予算額としましては、地域経済活性化

防災対策特別枠として5,000万円をお願いしてお

ります。（２）の内訳につきましては、耐震診

断事業費が340万円、耐震改修事業が4,660万円

でございます。事業のイメージ例を下段に示し

ておりますので、ごらんください。

ここで、資料に不備がございましたので、お

わび申し上げますとともに、追加をお願いいた

します。下の表の一番左側の国の11.5％の下の

欄でありますけれども、「172千」の後に「円」

を挿入していただきたいというふうに思いま

す。

説明を続けさせていただきます。ごらんのよ

うに、国、県、市町村合わせた補助を市町村を

窓口として行うものであります。市町村がこの

制度を活用することにより、住宅所有者の負担

する経費が耐震診断においては10分の１に、耐

震改修工事においては３分の２に低減化される

こととなり、耐震化の促進が図られることを期

待しております。

次に、28ページをごらんください。ゼロ予算

施策について御説明をいたします。まず、業界

団体と協働した災害時における民間賃貸住宅の

情報提供についてであります。

１の概要でありますが、大規模災害時の被災

者支援に対しましては、災害救助法に基づく応

急仮設住宅や公営住宅の一時入居などがありま

すが、これらを補完するため、県と民間団体と

の間において民間賃貸住宅の情報提供等に関す

る協定を締結するものであります。応急仮設住

宅の供給につきましては、ページの下のフロー

図を御参照ください。今回の協定は、アンダー

ラインを引いております民間賃貸住宅、いわゆ

るみなし応急仮設住宅に該当する部分となりま

す。

２の協定内容でありますが、（１）の災害発

生時に利用可能な民間賃貸住宅の空き家の情報

の提供、及び（２）のみなし応急仮設住宅とし

て被災者の利用が可能な民間賃貸住宅の提供に

ついて、県と協力を行う内容となっておりま

す。締結の相手は、社団法人全国賃貸住宅経営

協会であります。

次に、３の効果についてでありますが、これ

まで宅地建物取引業の団体と協定を結んでおり

ましたが、新たに民間賃貸住宅経営者の団体が

加わることで空き家情報の拡充が図られること

や、（２）の既存の民間賃貸住宅を利用するこ

とで工事が不要なことから、より迅速な応急仮

設住宅の供給が可能になると考えております。

次に、29ページをお開きください。業界団体

と協働した災害時における木造の応急仮設住宅

の供給体制の構築についてであります。

１の概要でありますが、大規模災害時の被災

者支援に対しまして、県と民間団体との間にお

いて県産材を活用した木造の応急仮設住宅の建

設に関する協定を締結するものであります。こ

の協定は、ページの下のフロー図にアンダーラ
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インを同じく引いておりますけれども、木造応

急仮設住宅に該当する部分となります。

２の協定内容でありますけれども、木造の応

急仮設住宅の建設については、締結の相手方は

①の一般社団法人全国木造建設事業協会及び②

の社団法人宮崎県建築業協会であります。

次に、３の効果についてでありますが、既に

締結済みの社団法人プレハブ建築協会との協定

に加え、木造の応急仮設住宅の建設に迅速に着

手できることや、（２）の県産材や地域の大工

・工務店等の活用が図られますことから、被災

直後の地域経済対策に有効であります。さらに

は、木造住宅は解体や組み立てが容易であり、

利用期間の満了後に再利用し、復興住宅として

の活用が可能であるなど、被災者支援の強化が

図られるものと考えております。

次に、30ページをごらんください。議案第44

号「宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例」についてであります。

１の改正の理由でありますが、「地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律」が平成23

年５月２日に公布施行されたことによりまし

て、公営住宅法が一部改正され、入居者資格の

条件である同居親族要件が廃止となりますこと

から、所要の改正を行うものであります。

２の改正の内容でありますが、今回の法令改

正により同居親族要件が県の裁量にゆだねられ

ることとなりましたが、本県におきましては、

利用実態等から引き続き、現行の同居親族要件

を維持することが適当と考えられます。そこ

で、（１）から（３）に記載していますとお

り、所要の改正を行うものであります。

次に、３の施行期日につきましては、平成24

年４月１日からとしております。

なお、平成24年２月定例県議会提出議案の165

ページから170ページの新旧対照表については、

説明を省略させていただきます。

建築住宅課は以上であります。

営繕課でございます。○酒井営繕課長

当課の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の417ページ、営繕課をお開

きください。当課の当初予算額は７億5,221

万9,000円であります。以下、主なものを御説明

いたします。

419ページをお開きください。まず、（事項）

庁舎公舎等管理費１億8,313万5,000円でありま

す。これは、庁舎公舎等の維持補修に要する経

費であります。

次に、（事項）電気機械管理費２億5,802

万6,000円であります。これは、庁舎等の冷暖房

設備や昇降機設備等の保守点検や改修工事な

ど、機械・電気設備の維持管理に要する経費で

あります。

次に、（事項）電話設備管理費1,513万3,000

円であります。これは、庁舎等の電話交換設備

の保守点検や修繕など、電話設備の維持管理に

要する経費であります。

営繕課は以上でございます。

高速道対策局でありま○中野高速道対策局長

す。

当局の平成24年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の421ページをお開きくださ

い。当局の当初予算でございますが、26億9,029

万7,000円でございます。以下、主なものを御説

明いたします。

423ページをお開きください。（事項）高速道

路網整備促進費548万1,000円であります。これ
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は、高速道路網の早期完成に向けまして、関係

の県、市町村、各種団体と連携して行います建

設促進大会の開催、また国や関係機関等への要

望活動に要する経費でございまして、具体的に

は各種協議会への負担金等でございます。

次に、（事項）東九州自動車道用地対策

費5,000万円であります。これは、県が西日本高

速道路株式会社から受注して行う用地取得事務

に関する経費、これに加えまして、現在、土地

収用の手続を進めております案件につきまし

て、行政代執行に至る事案が生じた場合に必要

となる経費を計上しております。

続きまして、424ページをお開きください。

（事項）直轄高速自動車国道事業負担金でござ

います。負担金22億9,425万円であります。これ

は、国が実施する高速自動車国道の整備、いわ

ゆる新直轄事業に対する県の負担金でありま

す。

次に、新規事業の（事項）高速道路利活用促

進・開通ＰＲ事業649万4,000円であります。こ

れは、高速道路の利活用を促進するために、平

成24年度に開通が予定されております 具体―

的に４区間開通を予定してございますが 区―

間のＰＲを行うとともに、沿線の地元自治体、

民間団体等で構成される実行委員会が行う記念

事業に関する経費の一部を県が負担するもので

あります。

高速道対策局につきましては以上でありま

す。

執行部の説明が終わりました。○松村委員長

議案についての質疑はありませんか。

都市計画課の歳出予算説明資料○髙橋委員

の409ページで、流域別下水道整備総合計画策定

事業費で大淀川流域と志布志湾とおっしゃいま

したね。志布志湾はなぜですか。ちょっと説明

してください。

志布志湾に注ぎ込みます○大迫都市計画課長

川として、串間市が志布志湾沿いの市町村とし

てあるんですが、福島川等、志布志湾の水質に

関連する河川を持っておるということで、志布

志湾の下水道計画の中に入っておるということ

でございます。

２カ所を策定するということで、○髙橋委員

もっと人口の多い、下水道の影響のわかるとい

う県北とか 串間はごらんのようなところで―

すね。下水道事業もそんなに進んでいない、だ

からですか。

志布志湾の総合計画は、○大迫都市計画課長 ※

委員がおっしゃいましたように、宮崎県内の県

民が志布志湾の水質に関連するというのはごく

少数なんですけれども、湾としての水質を確保

するという意味で、鹿児島県の志布志市などと

一体となって湾内の水質を保全するために下水

道の全体計画をつくっておるということでし

て、ほとんどが鹿児島県が水質には影響してい

ると。大淀川につきましては、環境基準が定め

られておりますので、その環境基準に基づいて

下水道の整備計画をつくっておると。県北の河

川につきましては、環境基準の定めがないとい

うことで、策定をしておりません。

わかりました。○髙橋委員

住宅建築課、木造住宅耐震リフォ○緒嶋委員

ーム支援事業、この６市町とはどこですか。

現在、６市町が耐震改修○伊藤建築住宅課長

の事業に取り組んでおりますけれども、宮崎

市、門川町、延岡市、日向市、三股町、国富町

の６市町であります。

わかりました。この事業は、いえ○緒嶋委員

ば地震対策でもあるわけで、今の６市町だけで

※126ページに訂正発言あり
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はアンバランスというか、全体的に耐震という

か、地震対策にはならんわけですね、全県から

見たら。そうなれば、当然ほかの町村に対する

いろいろと指導というか、いろいろなこともさ

れておるということでありますけれども、今の

ところ、ほかの町村の取り組みというか、前向

きの姿勢というのはどういうふうに考えておら

れますか。

この件は、委員がおっ○伊藤建築住宅課長

しゃるとおり、現在は６市町ですけれども、耐

震改修につきましては、県としては全県に取り

組みたいということでありますので、市町村が

取り組みやすくするために県がこのような補助

制度を設けたということですので、県としては

全県的にお願いをするということで今回この制

度を設けましたから、このＰＲについては積極

的に取り組んでいきたいというふうに思ってお

ります。

まだ今のところ、６市町以外のと○緒嶋委員

ころに対して県は何もアプローチはされていな

いということですか。

従前は、市町村のほうで○伊藤建築住宅課長

独自にということをお願いしておいたんですけ

れども、今回、こういう制度がもし認められま

したら、当然、市町村のほうにこれから働きか

けるということと、それから既に市町村のほう

で、県としてこういう当初予算を組むというこ

との情報を与えておりますので、独自の予算組

みをされているということをお聞きしておりま

す。市町村は現在、各市町村の議会のほうで当

初予算についての要求をなされているというふ

うに思っておりますので、議決次第、県のほう

でもそういうふうな情報については収集をした

いというふうに思っております。

あくまでも、耐震事業診断をしな○緒嶋委員

ければ改修事業はできないわけですね。耐震改

修だけをやるということはできんわけでしょ

う。

住宅としては、県民のよ○伊藤建築住宅課長

り緊急性の高い防災対策ということですので、

まずは耐震診断をやっていただいて、耐震性能

がないとわかった場合には耐震改修をやってい

ただくと。耐震改修についての工事に対して助

成をするというふうに考えております。

そういうことであれば、あくまで○緒嶋委員

も耐震診断を受けた住宅でないと、補助対象と

いうか、改修事業は取り組めんということにな

るわけですね。

そのとおりです。○伊藤建築住宅課長

そうなった場合、中には、耐震診○緒嶋委員

断をして耐震性があるということであれば、そ

れで終わるところもあるということですね。

そうなります。○伊藤建築住宅課長

個人所有者の負担が10分の１の負○緒嶋委員

担でいいということであれば、これはやってみ

ようという人がかなり出てくると思うんですけ

れども、限度額が６万円ということであります

けれども、どの住宅が標準になるかわかりませ

んが、標準から見た場合に耐震診断にかかる費

用というのは大体どのくらい見ておられるか、

これは限度額ということですけれども。

耐震診断につきまして○伊藤建築住宅課長

は、県としては平成17年度から取り組んでおり

まして、診断費用を最初は限度額４万5,000円と

いうことで見ておったんですけれども、関係団

体のほうからちょっと安いということで、県と

しましては、いろいろ団体との協議、それから

アンケートをしまして、23年度の６月の補正で

限度額を６万円ということで引き上げたところ

でありまして、これであれば耐震診断について
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は十分に対応できるというふうに考えておりま

す。

わかりました。あんたのところの○緒嶋委員

家は耐震診断の結果、地震が来たら大変危ない

ですよと言われると、改修する人は多くなると

思うんです。そうなると、この改修事業は4,660

万円ということでありますけれども、そういう

希望が多かった場合には補正をして取り組むと

いうような考えがあるのかどうか。

まずは、市町村のほうで○伊藤建築住宅課長

こういう制度をつくっていらっしゃらないので

つくっていただくということ、それから市町村

で予算組みしていただくということ、それから

耐震診断をしていただくということで、その申

請状況、制度の活用状況、それから市町村、関

係者との意見を踏まえながら、今後の問題につ

いては検討していきたいというふうに思ってお

ります。

前向きに検討するということです○緒嶋委員

が、検討するだけじゃわからんわけですが。

まずは、当初予算ですの○伊藤建築住宅課長

で、これを認めていただいて、それから状況判

断ということで考えております。

特にこれは市町村も支援するし、○緒嶋委員

その波及効果というか、リフォームすることだ

けで、前、都城なんかもこういうことをやって

おられたわけですが、物すごく波及効果がある

と思うんです。隣もした、私のところも危ない

なということであれば……。耐震診断をする場

合は、窓口はどこに相談すればいいわけです

か。

事業の概要にも書いてお○伊藤建築住宅課長

りますように、耐震診断につきましては、耐震

診断の補助を行う市町村に対して補助をやりま

すので、窓口は市町村、同じく耐震改修事業に

つきましても、耐震改修の補助を行う市町村に

補助をするということですので、窓口について

は市町村というふうにしております。

市町村がそういうことであれば、○緒嶋委員

積極的に対応しなければ、そこで差ができるわ

けですね。そういうことであれば、26市町村全

部がこれに取り組まなければ、県の事業として

の効果は中途半端になると思うんです。26市町

村に平等にこういう事業に取り組むように強く

県のほうで指導しなければ意味がないと思うの

で、やはりアンバランスというか、特に日向灘

沿いのほうが地震が強いのかもわかりませんけ

れども、全体的に取り組む、そしてそれが地域

の経済の波及効果というか、それも目指した対

策にならなきゃ、一過性ではどうにもならんわ

けで、そういうことを含めて積極的に県の指導

というか、そういうような動きをしていただく

ということを要望しておきます。以上です。

まず、今のに関連して、414ページ○原委員

の改善型事業の３番、改善型ですから、これま

でにも予算書に何回か挙がってきたんでしょう

けれども、既存建築物等安全対策推進事業とい

うのは今のリフォームとはどう違うんですか。

木造住宅の耐震化につき○伊藤建築住宅課長

ましては、この既存住宅に含まれるんですけれ

ども、今回は、木造住宅の耐震化については新

規ということで別枠でしておりますので、木造

住宅以外の建物につきまして、工作物、エレベ

ーターとか、耐震の場合にはガラス、外壁、ブ

ロック塀とか、そういうのを総合的にこの安全

対策推進事業で組み入れているところでありま

す。

リフォーム支援事業ですが、都城○原委員

と日南もでしたか、あれは耐震化ということで

のリフォームではなくて、何かしら限度額を設
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けて、家をいじくってみたいという人のものに

ついて経済波及効果が大きいから支援しようと

いうものだったと思っていますが、その認識で

いいですね。今回のものとの違い、過去、都城

とか日南がやっていたリフォーム事業とは

ちょっと意味が……。

先ほど申しました６市○伊藤建築住宅課長

町、宮崎、門川、延岡、日向、三股、国富以外

にも各市町村のほうで独自で、これはリフォー

ムといいますか、住宅の改修事業についての補

助事業をやっていると思うんですけれども、こ

の中には耐震改修という条件をつけていなく

て、例えばその他の改修事業について対象にし

ているという事業で取り組んでいらっしゃると

いうふうに聞いております。

今回は明らかに耐震化、特に３○原委員

・11以降、耐震化のためのリフォームというこ

とになっているから、従来のものとはちょっと

内容が違う、目的が明確になっているというこ

とでしょう。だから、感覚的には耐震化だから

骨組みへの補強みたいなイメージがあって、経

済的な波及というのは意外と、前の余り条件を

つけないリフォームのほうが大きいのかなとい

う気がしますけれども、それは専門的なことな

ので、ひとり言に聞いておいてください。

408ページ、屋外広告物に関する住みよいふる

さと広告景観づくり事業、屋外広告物というの

は普通、民間を想像するわけですが、観光案内

板というのはやはりこの屋外広告物の中に入る

んでしょうか。

屋外広告物の定義ですけ○大迫都市計画課長

れども、一定期間、公衆に表示をされるものと

いうことで屋外広告物という定義をしておりま

すので、該当いたします。

商工観光労働部でことし、「一目○原委員

で分かる観光案内板整備事業」となっているん

です。観光で人を呼ぼうということなんですけ

れども、その議論もきのうあったところなんで

すが、観光となると、かなり、特に今回は一目

でわかるという、宮崎をアピールしようという

ものですから、結構派手なものになるのかなと

いうふうに思うんですが、当然この審議会にか

かって、場合によってはこの審議会等でちょっ

とそれは待ちなさい、まずいよとかいう話が出

てくる可能性もあるのかということと、このこ

とについて、商工観光労働部観光推進課なんで

すが、横断的に何か事前に打ち合わせをされて

いるというようなことがありますか。

今の時点で横断的な協議○大迫都市計画課長

をしておるかという御質問ですけれども、当

然、条例としてこれは制定をしていますので、

そういう認識は持っていただいていると考えて

おります。ただ、この広告物条例というのはす

べて禁止というものではなくて、原則禁止とい

うところと、ある程度の規制をかけますよとい

う区域を定めていることでして、案内板とか、

それから個人の自己広告物については認めてい

るものですので、後は大きさ、高さ、そういっ

たものになりますので、そこら辺で協議が必要

になってくるかと思います。

個人の広告物については認めてい○原委員

るという今お言葉でしたか、そこをもうちょっ

と詳しく。

言い方を訂正いたしま○大迫都市計画課長

す。個人のというか、自家用広告物ということ

でして、例えば歯科医院がここは歯科医院です

よと自分の敷地内に立てるような広告物は、原

則禁止の中でも、ある程度の大きさ、高さ以内

であれば認めておるということです。

わかりました。広域圏まちづくり○原委員
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実行プログラム策定事業費、広域圏まちづくり

実行委員会というのができるのかと思います

が、この概要を教えてください。

広域圏まちづくり実行プ○大迫都市計画課長

ログラム策定ということで、これはどういう事

業かと申しますと、都市計画を今後いろんな形

で見直していくことになるんですけれども、昨

年、ことしと、県が定めるマスタープランを改

定いたしております。それに基づいて今後、市

町村が市町村のマスタープラン、あるいはそれ

に続きます市町村の都市計画というのを定めて

いくことになるんですけれども、その策定を支

援するための市町村支援事業として考えており

まして、県の基本的な考え方をどういう形で市

町村の計画に反映していけばいいのかを市町村

とともに策定していくということを考えており

まして、その中で協議会というのを設けまし

て、市町村とともに検討をしていこうというふ

うに考えております。

ということは、広域圏まちづくり○原委員

ということは、市町村の行政界を越えた広いま

ちづくりを想定したものを市町村がそれぞれ協

力してつくろうとするということですか。

広域圏というのは市町村○大迫都市計画課長

を、委員がおっしゃいますように、またがった

ものを考えておるんですが、ただ日常の生活経

済圏域として、県北あるいは児湯、宮崎市を中

心とした中央、そういった形で県内を６地区に

まとめて圏域を考えておりまして、そういった

圏域では全体として考えるべき課題も多いとい

うふうに考えておりますので、そういった広域

的な観点で役割分担もせんといかんというふう

に考えておりますので、広域圏という言い方を

しておりますけれども、市町村が定めるマスタ

ープランとか都市計画というのはそれぞれの市

町村の行政の中の計画になります。

今、６地区とおっしゃいました○原委員

が、県がつくっていた合併構想というのがあっ

て、大きく分けると７ブロックだったというこ

とでしたが、県北がもしかすると高千穂とか向

こうも入って１に数えて、あと日向・門川、児

湯・西都、宮崎、県南 日南のほう、都城・―

北諸・西諸の方面で６ブロック、県北は１つに

なったと考えていいですか。

おっしゃるとおりです。○大迫都市計画課長

西臼杵と日向と延岡を１つの圏域として考えて

おります。６というのは、県北のブロック、児

湯、宮崎を中心とした中部、西諸と北諸と南那

珂、その６地区を考えております。

県北がかなり広くとった広域圏と○原委員

いうくくりになっているようですね。理解しま

した。

419ページ、電気機械管理費の機械設備の維持

管理費２億686万7,000円というのがあるんです

が、これはエレベーターとか何か更新にかかわ

ることなんでしょうか。内訳をお聞かせくださ

い。

電気機械管理費の内訳という○酒井営繕課長

ことかと思いますけれども、機械設備の委託

料、冷暖房設備、昇降機、そういった点検と

か、そういう委託料を6,000万円程度計上してお

ります。それから、大きなものとしましては、

総合庁舎等の設備改修事業がございまして、そ

ういった関係の工事請負費を7,700万円程度計上

しております。それから、電気設備の委託料と

しまして、これも保守点検委託料ですけれど

も、2,600万円程度計上しております。主なもの

はそういったものでございます。

ということは、老朽化による改修○原委員

ということですね。耐震とか、そういうことで
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はなかったんですね。

改修工事につきましては、老○酒井営繕課長

朽化、それから定期的な、10年とか20年スパン

ごとの取りかえ、そういったものを含んでおり

ます。以上でございます。

今の原委員に関連しまして、営○図師委員

繕課が出します土木費、土木管理費、土木総務

費というのはどのようなたぐいのものですか。

基本的には当課の職員費でご○酒井営繕課長

ざいます。人件費でございます。

土木費の説明のところで人件費39○図師委員

名分というのが出ておるんですが、これは土木

費にくくる必要というのは何かあるんですか。

県土整備部の職員費について○江藤管理課長

ですけれども、いわゆる純県費で各課で職員費

として計上している分については、予算科目

上、款というくくりで大きくくくっていますの

で、その款が土木費ということになります。で

すから、例えば福祉保健部とかいったところに

なると衛生費とか民生費とか、そういう款のく

くりのもとに各課で職員費という形で計上して

いるところです。

都市計画課の改善事業・人との絆○原委員

でつくる景観まちづくり事業ということで、景

観にかかわるということなんですが、景観整備

機構というのが出てくるんですが、この景観整

備機構というのはどういう組織なんでしょう

か。

景観整備機構ですけれど○大迫都市計画課長

も、これは景観に関するいろんな活動をやって

いただく機構として県が指定をした組織、ＮＰ

Ｏだったり、団体だったり、そういう組織を景

観にかかわる活動ができるということで指定を

することとなっておるんですが、宮崎県では宮

崎県建築士会とみやざき公園協会を２つ指定い

たしております。

景観づくりということについて法○原委員

律に基づいての策定なんでしょうが、我々は観

光をどうすべきかという議論をきのう大分した

ところなんですが、いろんな県土整備部で行う

道路づくりだとか、植栽だとか、それが宮崎と

いうイメージに与える影響というのはかなり大

きいんだろうと思うわけです。例えば、沖縄に

行ったときに何げなく見る南洋系の植物が観光

になっているわけです。だからそういうことで

何か県として、例えば観光を意識した景観策定

みたいな、ある意味統一したような、そういう

指針、この策定する中での基礎となる県として

の方針、指針みたいなものを出して、これを市

町村が取り組むようにするとか、何かそういう

ことになっているんですか、さっき県のマスタ

ープランをおつくりになったとおっしゃいまし

たけれども。

県の県内における景観の○大迫都市計画課長

基本的な考え方とか方針というのは、平成19年

４月に宮崎県景観形成基本方針という形でお示

しをしておりまして、その中で、景観の考え方

とか、地域の方たちと一緒にやっていただきた

いという、県と市町村と地元の住民の方たちの

役割分担というのも示しております。具体的な

景観形成という部分につきましては、やはり地

元の実情に最も詳しい、あるいは風土、歴史、

文化に詳しい地元の市町村で計画をつくってほ

しいということで、現在、景観行政団体に市町

村がなってくださいという働きかけとか、地元

に即した景観計画をつくってくださいという働

きかけをしております。

基本的には市町村でしょうから、○原委員

そうなるんでしょうけれども、一つの基本的な

テーマみたいなのがあって、例えば県の木とか
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あるじゃないですか。高千穂とか寒いところは

育たないのかもしれませんけれども、なぜか宮

崎県に入ってきたら何かそういうものがあっ

て、違う景観があるとか、そういう統一された

コンセプトがあってもいいんじゃないかなとい

う気がずっと前からしていたので、お尋ねした

ところでした。結構です。ありがとうございま

した。

委員会資料の27ページの木造住宅○丸山委員

耐震化リフォーム支援事業についてお伺いした

いんですが、その前に、これまでも耐震化診断

の事業があったというふうに聞いているんです

けれども、どれくらい23年度が予定されてい

て、24年度は恐らく計算上で500件以上診断をす

るんじゃないかなと思うんですが、そのような

伸びが見込まれるということで今回予算化され

たのかというのをお伺いしたいと思うんです

が。

耐震診断につきまして○伊藤建築住宅課長

は、県では17年度から取り組んでおるんですけ

れども、現在までの累計が、22年度末ですけれ

ども、404件になっております。23年度はさらに

地震等の影響もありまして、今のところ集計中

でありますけれども、昨年が30件で、ことし

が60件を超えるような状況で受け付けている段

階であります。

23年度が60件ということですか。○丸山委員

現時点では60件を超える○伊藤建築住宅課長

ような状況になっております。

24年度の340万円で診断をするとい○丸山委員

うのは、県費は１万7,000円だから、試算で合う

ということでよろしいですか。200件考えている

ことでよろしいでしょうか。

耐震診断につきまして○伊藤建築住宅課長

は、約200件の受付枠を準備しているということ

です。

恐らく地域防災計画では耐震化の○丸山委員

目標が平成27、28年を目標にあったと思うんで

すが、それを勘案したときに、200件程度が診断

をやって、次にステップとして耐震改修すれば

改修率が上がっていくと思っているんですが、

ちゃんと目標に合うぐらいの計画の予算化がさ

れているいうことで考えてよろしいでしょう

か。

建物の耐震診断につきま○伊藤建築住宅課長

しては、耐震化率というのを出しておりまし

て、宮崎県の建築物耐震改修促進計画では平

成20年度が72％で、27年度目標を90％としてお

ります。この耐震化の数値につきましては、改

修以外に建てかえ、建物を新しくする、それか

ら除却というのと、それから今言いました耐震

補強というのがありまして、総合的な数値で決

まるというふうに思っております。従前は、例

えば平成元年ぐらいは新築の着工件数が年間で

１万5,000戸ぐらいありまして、平成10年には１

万戸ぐらい、そして昨年、平成22年は5,451戸と

着工件数が減ってきましたので、従来はこの着

工件数、建てかえによりまして耐震率の向上を

図ってきたわけですけれども、着工件数が減っ

てきているということで、今回、従前残ってい

るものを耐震改修という工事で補強するという

ことで創設したわけです。ただ、耐震の改修工

事というのは、建物をつくってから15年とか30

年ぐらいたちまして、リフォームといいます

か、そういう工事にかかりますので、今回の耐

震補強というのはもう少し長期のスパンで見な

いとちょっと難しいのかなというふうに考えて

おります。

我々の思いというのは２つあっ○丸山委員

て、地震が起きたときに少しでも減災してほし
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いという思いと、今かなり住宅戸数が減ってい

るから景気刺激にもなってほしいという思いが

あるものですから、この事業は5,000万円という

予算額がついているんですけれども、先ほど質

疑があったとおり、これを全部使い切って、早

く追加補正予算が来るぐらいにうまくＰＲをし

ていただきたいなということをお願いしたいと

思っております。

営繕課にいま一度お聞きします○髙橋委員

が、419ページの電話設備等管理費の維持管理費

が400万円ほどふえていますね。この理由は何で

しょうか。

非常用発電の電源関係の委託○酒井営繕課長 ※

料の増でございます。

委託料がなぜ上がったんでしょう○髙橋委員

か。

今度、震災がございまして、○酒井営繕課長

非常用電源の移設関係を調査、計画するという

ための委託料の増でございます。失礼いたしま

した。

わかりました。高速道対策局、424○髙橋委員

ページ、いろいろ御努力をいただいていますこ

とに感謝を申し上げながらお聞きしますが、424

ページの清武―北郷間のほか２区間ということ

で22億9,400万円、この内訳と、先ほどの港湾の

関係で一時喜んだんですが、まだ内示がないと

いうことで、この金額は流動的だよということ

で補足説明があったわけで、高速道のこの負担

金についてもまだ確定じゃないということで認

識したほうがいいのかを教えてください。

委員御質問の直轄高速○中野高速道対策局長

自動車国道事業負担金についてでございます

が、予算額22億9,425万円ということで、これに

つきましては、直轄の事業の計画はまだ決まっ

てござません。今の段階では各区間ごとに幅を

持って示されておるというところでございまし

て、実際の額でいきますと、22億9,000万円余で

直轄のほうで示していただいている現在の事業

計画の上限値を積み上げたものに対しても余裕

があるという状況で確保できているという状況

でございます。

内訳はわかりますか、ほか２区間○髙橋委員

とあるんですが。

区間ごとの内訳という○中野高速道対策局長

ことですが、直轄の計画の内訳はございます

が、県の負担金がそれに対してどうなるかとい

うのは、内訳という形ではまだございません。

直轄事業費の内訳が必要でございましたら、申

し上げます。

上限は確保できているということ○髙橋委員

で、確保できているんだが、先ほど言いました

ように、国の内示がないわけですね。上限は確

保できているけれども、国が示した額が下がる

可能性がある、それはあり得るんですね。

今、国の具体的な事業○中野高速道対策局長

費につきまして、２月22日の段階で示していた

だいている新直轄事業費の合計、上限値と下限

値を積み上げた額がございますが、下限値だ

と111億円、上限値を積み上げますと181億円と

いうことになります。仮に上限値181億円で予算

が決まった場合について、県の負担率を掛けた

額に対しても、今回の当初予算で計上している

額は余裕があると。それを上回る額が当初予算

で計上されているということでございます。

県としては最大限頑張るよと、受○髙橋委員

けて立つということで、意気込みはよくわかり

ましたので、181億満額回答があることを希望し

ながら、よろしくお願いしたいと思います。

最後に１点、委員会資料の29ページでゼロ予

※126ページに訂正発言あり



- 126 -

算の関係ですけれども、たしか質問もあったと

思うんですけれども、仮設住宅を木造建築でい

ろいろ取り組んでいらっしゃいます。協定相手

が①、②とあるわけですが、すべてこことは協

定するということが１つ。それと、協力いただ

―くわけですから、いわゆるインセンティブ

仮設住宅が必要なときに優先的にこういう人た

ちが提供できるような、そういう配慮があるん

でしょうかということの質問です。

災害時のインセンティブ○伊藤建築住宅課長

というのではないんですけれども、災害時に応

急仮設住宅をつくる場合には、平成８年にプレ

ハブ応急仮設住宅につきましては、ここに書い

ていますように、プレハブ建築協会と協定を結

びまして、それ以降はプレハブ住宅を供給して

きたわけですけれども、今回の東日本大震災を

見ますと、東日本の場合は最初は７万戸つくり

たいというのが国の方針でありまして、その内

訳は、約１万戸は公営住宅で確保する、それか

ら３万戸はプレハブで持つ、次には足りないと

いうことで輸入住宅を入れようというのが国の

政策でありまして、それに対しまして地元の工

務店のほうから、輸入住宅をつくるぐらいだっ

たら自分たちを使ってくれというのがありまし

て、それで初めて地元の工務店たちを活用しま

して、現在は１万戸ぐらい供給をしておりま

す。ということで、災害の内容にもよると思う

んですけれども、例えば中山間ですが、道路が

寸断されて山の中で孤立した場合には、当然、

地元の方々の大工さんとか工務店を活用するこ

とができますので、そのときには、県のほうと

しましては、木造による応急仮設住宅の、現

在、官民で協議会をつくっていまして、プロ

ジェクトチームで図面を起こそうという準備を

しておりますので、あらかじめこういうふうな

準備をすることによって、地元の大工さん、工

務店のつくる木造の応急仮設住宅を地元に発注

することができるというふうに考えております

ので、それがインセンティブになるのかなとい

うふうに考えております。

今、課長がおっしゃったとおりの○髙橋委員

ことでちゃんと進むんだと思います。（２）と

か地域の工務店が活性化しますね。そういう意

味では非常にいい取り組みだと思いますので、

そしてまた地元の人たちもある程度準備という

のが必要だと思うんです。資材にしても、そう

いうルートをしっかり持っていらっしゃるはず

ですから、こういう目的がしっかりしておれ

ば、やる気も出て、頑張りも出ると思うので、

ひとつよろしくお願いしたいと思います。以上

です。

先ほど髙橋委員が電話設備の○酒井営繕課長

ほうのと言われたのを私、勘違いしまして、別

の枠でお答えしましたけれども、電話設備の委

託料につきましては、本庁舎の電話交換設備を

改善するための委託料の増でございますので、

追加して訂正しておきます。

一通り説明をいただいたんですけ○原委員

れども、志布志道路はどこに聞けばいいのか、

こちらかわかりませんけれども、志布志道路と

いう名前は１回も出てこないんですが、志布志

道路に関する予算はこの中のどこにどういうふ

うに……（「それは総括」と呼ぶ者あり）済み

ません。総括でやります。

先ほど髙橋委員のほうか○大迫都市計画課長

ら質問がありました県北地域の下水道の総合計

画はなぜつくらないのかということに対しまし

て、ちょっと誤解を招く発言をいたしましたの

で、訂正をさせていただきたいと思います。ま

ず、この計画策定の意味は、河川あるいは湖等
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が持つ水質を確保するために、各市町村におけ

る下水道の整備をどの程度進めていけばいいの

かという役割分担を定めるために策定するもの

でありまして、策定する基本として、２つ以上

の市町村の区域をまたがる河川であって、環境

部局が定めております河川の水質環境基準とい

うのがございますが、その水質環境基準を満足

できていない河川について計画を策定するとい

うことになっておりまして、県北地域におきま

しては、一般的な環境部局が定めております河

川の水質環境基準は満足しておりますので、特

に計画は定めていないということでございま

す。訂正しておわびします。

大淀川の認識はある程度持ってい○髙橋委員

ましたけれども、福島川が意外と水質がよくな

いということなんですね。わかりました。

串間がよくないというこ○大迫都市計画課長

とではなくて、志布志湾の水質がよくないと。

閉鎖性海域でございますので、鹿児島県と一緒

に計画を策定しているということでして、他県

のことを悪く言いたくはないんですが、志布志

湾の水質が非常に悪いということが原因で策定

をするということになっております。

予算書の409ページです。土地区画○内村委員

整理事業に対する経費ということで２億6,585万

円の補助金が出ていますけれども、これは多々

良地区と松小路地区の分の補助金ということで

しょうか。それともほかに何か区画整理事業の

計画があるのか、お尋ねします。

今の御質問は、説明資料○大迫都市計画課長

の409ページの中段にあります土地区画整理事業

費の中身についての御質問だと考えますが、ま

ず、１つ目の組合区画整理事業補助金と申しま

すのは、地元の組合で施行する土地区画整理事

業に対する補助でございまして、現在、県内で

は延岡市の多々良地区が組合施行でやっており

まして、最終年度となっておりますので、この

必要額を計上しておるということでございま

す。

続いて２番目、公共団体区画整理事業負担金

というのは、宮崎市が施行しております松小路

地区、これは佐土原駅のちょっと北側のほうに

なるんですけれども、その地区で区画整理事業

をしておりまして、その区画整理の区域の中を

宮崎インター佐土原線、旧10号線でございます

けれども、それが通っておるということで、そ

―の県道にかかわる改築費の負担を県がする

県道の改築を区画整理の中でやってもらうとい

うことで、負担金として支出するものです。

延岡の組合をつくっていらっしゃ○内村委員

る多々良地区ですが、これは面積にして大体ど

れぐらいの広さの区画整理になっているんで

しょうか。

多々良地区の土地区画整○大迫都市計画課長

理事業は面積が17.9ヘクタールになっておりま

す。

ことしが最終年度ということで、○内村委員

多々良地区については次からは発生しないとい

うことでよろしいんですね。

事業費的には24年度が最○大迫都市計画課長

終年度ということになりますけれども、いろん

な清算がございますので、事業期間としては

もっと長くなろうかと思います。

ありがとうございました。もう１○内村委員

つお願いします。先ほどから出ています木造住

宅耐震化リフォーム事業についてですが、これ

はあくまでも住んでいる木造住宅だけの適用に

なりますか。都城で前していた住宅リフォーム

は、車庫をつくっても、屋根の改修、ふろ、ト

イレ、全部が入っていたんですが、これは耐震
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が入っていますので、住んでいる住宅だけのリ

フォームになるかどうかをお尋ねします。

今回の事業につきまして○伊藤建築住宅課長

は、先ほど言いましたように、住宅政策として

県民の生命と財産を守るということですので、

住民がいらっしゃる住宅というのを対象にして

おります。

住宅リフォームということで非常○内村委員

に喜んだ事業だったんですが、普通のリフォー

ムからすると余り経済効果は、さっき緒嶋先生

が言われるように、ないかなという気もするん

ですけれども、23年度で60件超ということだっ

たんですが、まだ数字的にはわからないかもわ

かりませんけれども、22年度でもいいんですけ

れども、大体、経済効果がどれぐらい発生して

いるかというのはつかんでいらっしゃいますで

しょうか。

耐震改修事業につきまし○伊藤建築住宅課長

ては、県としては取り組んでおりませんので、

県として24年度に向けて今回の耐震化リフォー

ム支援事業につきましての創設を今お願いをし

ているところですので、県としての集計という

のはまだできておりません。

わかりました。ちょっと勘違いし○内村委員

ていました。

１テーマだけお伺いします○渡辺副委員長

が、資料の25ページの人との絆でつくる景観ま

ちづくり事業なんですが、先ほどの原先生の

議論の中で、不勉強でまだよくわからないんで

すが、景観整備機構というのは宮崎県の場合は

建築士会と公園協会が指定をされているという

ことでしたけれども、どういう位置づけの団体

をこういうふうに指定するということなんで

しょうか。自治体等にかわって景観の整備をし

得る団体とかいうことなのか、位置づけがいま

いちわからなかったんですが。

景観整備機構でございま○大迫都市計画課長

すけれども、これは、民間のノウハウ等を利用

して景観的な支援あるいは活動をやれる組織と

いうことで考えております。

これは県が独自につくってい○渡辺副委員長

ますか。それとも、法律で一定のものを指定す

るというものになっているんですか。

法律の中でそういう団体○大迫都市計画課長

を指定する、景観行政団体が指定できるという

ことになっております。

宮崎県の場合はその２団体の○渡辺副委員長

みということでしたけれども、全国的に見た場

合にも、他県でも指定されているのは同種のと

いうか、同じような建築士会とか公園協会と

か、その手の団体だけなのか。宮崎が極端に少

ないとかいうことはないんですね。

手元に資料がありません○大迫都市計画課長

ので、すぐ調べます。

何で細かく伺ったかという○渡辺副委員長

と、景観整備機構と、この資料で言うところの

一番最後の丸で書いてある景観まちづくり活動

団体というのは、今の課長の御説明を聞いただ

けでは、どう違うもので、例えばきょうも議論

が道路のところでもありましたけれども、道の

草刈りをしている地域の団体は景観まちづくり

にも関連しているし、取り組んでいる団体でも

あると思うんですが、その違いが何なのかなと

いうふうに気になっているのと、事業の目的の

ところでは「景観整備機構の活動を支援すると

ともに」と書いてあるんですが、具体的な事業

内容の中では、どれが景観整備機構の支援に当

たっているのかがもう一つよくわからないんで

すけれども。

まず、景観整備機構の支○大迫都市計画課長
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援ですけれども、先ほども申しましたように、

景観整備機構というのは、その地域等に入って

地元が行ういろんな景観づくりを支援する活動

をしていただいていますので、支援の内容とし

ては、県が材料費等の実費を補助するというこ

とで考えております。あるいは、整備機構がい

ろんなセミナー、研修会を開催したときの開催

費について１回５万円ということで補助すると

いうことで考えております。

今のお話であれば、勘違いが○渡辺副委員長

あるかもしれませんが、今、指定を受けている

２団体の方々がある種、ボランティア的に宮崎

の景観づくりに取り組んでくださっていること

の材料費等の支援を行うということでいいんで

すか。

具体的に申しますと、今○大迫都市計画課長

年度は、建築士会のほうで行っておりますの

が、きょうの新聞にも出ておりましたけれど

も、先週の土日、高鍋駅前の景観づくりという

ことで、地元の方と一緒に駅舎の塗装の塗りか

えとか、いろいろやったんですけれども、そう

いったものに対しての原材料費の補助というこ

とでやっています。去年は高岡町の武家屋敷、

その前が串間市の都井岬の観光案内板づくりと

か、その前は高千穂の岩戸神社前の商店街の古

民家の改修とか、いろんな形で地元に入って、

そこにまちづくりのきっかけづくりをしていっ

ているという活動でございます。

２つだけ伺いますが、大きな○渡辺副委員長

２番の（３）の事業内容の①のところで「景観

計画策定に対する人的・財政的支援」と書いて

ありますが、人的支援というのは具体的にどう

いうことを指すのかというのと、みやざき景観

賞の創設というふうにありますが、これは同種

の賞が既にあって、それをもう一回新しくリ

ニューアルするというようなことなのか、県と

して景観の取り組みに対する賞というのはまさ

に初めての創設ということなのか、それを御回

答いただければと思います。

まず、１つ目の御質問の○大迫都市計画課長

人的・財政的支援ということでございます。人

的支援というのは、景観に対する専門家を景観

アドバイザーということで16名委任しておりま

すけれども、そういった方たちを地元の要望に

応じて派遣をして、いろんな講習とか研修を

やっていただく、あるいは景観計画とはこんな

ものだというのを研修していただく、そういっ

たものを人的支援と言っています。財政的支援

というのは、景観計画策定にかかわる費用のう

ち、財政指数の低いところは３分の１、高いと

ころについては４分の１を補助しているという

ことでございます。

２つ目でございます。みやざき景観賞の創設

ということでございますけれども、シンポジウ

ムの開催とみやざき景観賞の創設という部分が

新しく今後取り組んでいこうとしているメーン

でございまして、先ほど申したような地元の

きっかけづくりをずっとやってきまして、県内

で今、12団体ほどそういう地域活動を始めてい

ただいております。そういった方たちの今度は

横の連携をもっと図って、もっとそれを県内に

広めていこうというところを今回のメーンにし

ておりまして、そういった横の情報交換とか、

問題のお互いの共有、そういったものを図るた

めにシンポジウムというのを開催したいと考え

ております。その中でモチベーションを持って

いただくということで、みやざき景観賞という

新しい賞を創設しまして、シンポジウムの中で

表彰、顕彰制度を設けたということでございま

す。
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ほかに質疑はございませんか。○松村委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がないようです。それで○松村委員長

は、以上で都市計画課、建築住宅課、営繕課、

高速道対策局の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時30分休憩

午後３時35分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

各課ごとの説明及び質疑がすべて終了いたし

ましたので、これより総括質疑を行います。県

土整備部の当初予算関連議案全般について質疑

はありませんか。

その前に、特段の意見発表があるようでござ

いますので、道路建設課長に発言を許します。

１点訂正させていただき○白賀道路建設課長

たいと思っております。先ほどの丸山委員の地

域自主戦略交付金の御質問の中で説明させてい

ただきましたけれども、所管省庁を私、総務省

と話させていただきましたけれども、正しくは

内閣府のほうで進めておられますので、内閣府

が正しいということで、おわびして訂正させて

いただきたいと思います。失礼しました。

ほかにございませんか。○松村委員長

それでは、質疑は何かございませんか。

志布志道路ですけれども、先ほど○原委員

高速道路もあったんですが、余り志布志道路と

いう名前も出てこなかったんで、全般というこ

とですから、道路予算の中でどういう状況に

なっているか、見込みはどうなのか、ちょっと

教えてください。

都城志布志道路について○白賀道路建設課長

でございますけれども、まず来年度の予算につ

きましては、歳出予算説明資料の370ページをお

開きください。事項の説明ですけれども、公共

道路新設改良事業に要する経費ということで一

般国道と地方道とで予算をお願いしてございま

す。地方道の７億8,000万何がしの予算を計上さ

せていただいておりますけれども、その下のと

ころに飯野松山都城線という県道名を入れてお

りますけれども、地域高規格道路名が都城志布

志道路といいまして、今、事業をしております

のが諏訪山間ということで、県道飯野松山都城

線のバイパスというようなことで事業を進めて

ございます。具体に言えば、事務費を除いた事

業費でいきますと、ここに７億円の予算計上を

予定してございます。そのほか、直轄事業と一

緒に都城志布志道路の整備を進めてございます

けれども、その前のページの369ページでござい

ますけれども、（事項）直轄道路事業負担金と

いうのがございます。直轄事業で進めていただ

いている都城道路につきましては、この負担金

の中で負担を見ているというようなことでござ

います。

進捗ということでございますけれども、この

３月24日に、直轄で進めていただいておりまし

た平塚―五十町間、これが開通予定ということ

になってございまして、県といたしましては、

今現在、先ほど言いました梅北―諏訪山間の事

業を進めてございますけれども、残る諏訪山―

県境間、約2.5キロございますけれども、これに

ついては環境調査を、補助調査をずっと進めて

きてございまして、今年度、23年度で大方、環

境調査が終わったところでございます。今度

は、鹿児島県側も同じく約2.5キロ間が事業未着

手区間になっておりますので、鹿児島県と一緒

になって県境区間の５キロの事業化に向けた取

り組みを今後進めていきたいというふうに考え

ております。以上でございます。
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ありがとうございました。よろし○原委員

くお願いします。

ついでと言ってはなんですけれど○緒嶋委員

も、今度は中央道もあわせて、延岡道路、工事

の進捗の予想。

延岡道路ということで○中野高速道対策局長

よろしいでしょうか。延岡道路についてという

ことでございますけれども、御案内のとおり、

延岡道路の残っている区間につきまして、延岡

ジャンクション―北川間につきまして、24年度

供用と……（「中央道」と呼ぶ者あり）延岡北

方道路につきましては、現在、直轄での事業を

進めていただいているところでございますが、

今のところ、平成27年度供用予定ということで

事業計画の中には示されているということでご

ざいます。進捗ということでございますが、御

案内のとおり、現在、延岡から北方までの間に

ついては8.5キロ供用中でございますが、残る蔵

田―北方間4.6キロについて事業を進めていただ

いております。進捗状況ですが、延岡北方道路

全体としての事業進捗は、23年度の２次補正込

みでございますが、72％ということですが、現

在事業を進めております蔵田―北方間だけの事

業進捗についてはまだ２割強程度ということで

伺っております。

高千穂―日之影間も事業化されて○緒嶋委員

おるわけですけれども、ここは１億ずつつく

と200年かかるという道路でありますが、今後の

見通しは、やはり200年かかるわけですか。

高千穂日之影道路の進○中野高速道対策局長

捗ということでございますが、これは平成21年

３月に事業化されたばかりでございまして、ま

だ現在は用地測量調査を進めておりまして、来

年度の予定として実際に用地の着手ということ

でございます。立ち上げの段階ですので、まだ

事業費は少のうございますが、全体事業費約200

億円に対して来年度も含めてまだ数億程度、用

地に必要な数億程度ですが、これが立ち上がっ

ていくと工事に必要な額がついてまいりますの

で、200年かかるということはないというふうに

考えております。

そのほか、知事の提案理由の当初○緒嶋委員

予算編成の基本的な考えの中で、地域経済活性

化あるいは防災対策特別枠というような形で50

億円あったんですけれども、今度の予算で地震

対策を中心としたもの、防災というような感じ

で予算を組まれたものが何かあるのかなという

気がするわけですけれども、そこあたりはどう

ですか。

まず、今回、特別枠というこ○江藤管理課長

とで地域経済活性化防災対策特別枠という、県

土整備部としましては、木造耐震化の5,000万円

も含めまして、公共のほうで18億円程度を措置

しておりますけれども、その中で例えば地震・

津波対策という形としましては、ダムの耐震性

能の調査とか、河川水門等の自動閉鎖化を行う

ことを予定しております。また、新燃岳の火山

対策、防災対策ということですが、これについ

て道路の降灰除去、あるいは砂防堰堤の土石流

の除去といった項目で２億円を計上しておりま

す。それと国のほうで来年度、全国防災事業と

いうことで国土交通省分として全国枠で2,200億

円程度ありますけれども、昨年11月の３次補正

を受けての県の補正でも実施しておりますけれ

ども、今回、24年度の全国防災事業ということ

で、国に対しては県のほうから国費ベースで15

億円程度の要望を行っているところでありま

す。

15億円の要求というのは今度の予○緒嶋委員

算の中には項目として入ってないというふうに
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理解していいわけですか。

それも含めて計上していると○江藤管理課長

いうことであります。したがいまして、県土整

備部の公共予算全体としてのイメージでいく

と、委員会資料の８ページをごらんいただく

と、中ほどの括弧書きの公共計の欄、ここが対

前年度比で95.7という状況になっております

が、例えば県単公共でいきますと、県単公共は

もともと予算編成方針の中では維持管理経費を

除いて95％以内という状況でありました。これ

については結果として、先ほど言いました特別

枠での、県ではほとんど県単公共で措置しまし

たので、その分を含んで対前年度比で96.8とい

う状況になっておりますけれども、昨年度も肉

付けのときには、新燃岳の火山対策とか、口蹄

疫の復興対策ということで、昨年の６月の肉付

けのときにも措置を20億円程度しておりますの

で、そういうものを除いて通常ベースでとらえ

たときには、実質、県単公共については前年度

並みはほぼ維持できているのかなと思っていま

す。補助交付金、それと直轄、いわゆる国絡み

のお話になりますけれども、国土交通省の、い

わゆる公共事業関係予算については、前年度比

で通常分がマイナスの８％程度になっている状

況です。ただ、これに今申し上げました全国防

災枠、それと一括交付金に移行した分がありま

すので、それを含めますと、24年度国交省の公

共事業予算としては対前年度比で102.4になって

いる状況です。そういうところもありまして、

あと財政課のほうの予算編成方針の中では、補

助交付金等については当初、対前年度の90％以

内という方針が出されておりましたけれども、

その後の国の今申し上げましたような動向を踏

まえまして、95％のシーリングでの設定に変更

になっております。

そういったところを総合的に考えますと、補

助交付金、直轄で、23年度、22年度も内示ベー

スではかなり落ち込んでおりましたけれども、

今回、予算額としては対前年度の当初を下回っ

ている状況ではありますが、国の全体的な防災

枠等も含めると、102.4という伸び等も考えます

と、24年度については何とか、国の仮にそうい

う伸びが県に反映されたとしても、それを十分

に確保できる分の予算は構えることはできてい

るというふうに思っております。

今言われたのは、結果論として来○緒嶋委員

年の２月にそうならにゃいかんわけだろう。ま

た、ことしの予算でも、県土整備部とすれば150

億円減額しておるわけで、災害復旧が80億円ぐ

らいあるから、その半分ぐらいは減額になって

おるわけです。当初予算どおり予算がついて、

それが実行されれば、今言われたとおりだけれ

ども、結果として減れば、今の説明は意味がな

かったということになるわけです。だから、今

言われた予算が来年２月の今ごろの２月補正で

減額はありませんということであればいいけれ

ども、減額というのは、台風とかの災害復旧の

場合はわからん、これはあればまたふえるし、

なければ減額は当然あっていいわけだけれど

も、実質的な道路建設課、河川課、港湾課、そ

ういう公共事業的なものが減額にならんように

しなければ、宮崎県はいろいろな社会資本整備

は一番おくれているわけだから、ほかの県のが

減っても宮崎県のは予算が減っては困るわけで

す。高速道路でもまだ未整備であるし、将来の

展望もまだそう開けていないということであれ

ば、何が何でもこの当初予算は、一括交付金も

含めてすべてが満額、皆さん方が予定された予

算がそのまま来るということが一番必要だろう

と思うし、まずは宮崎県の場合は津波対策とい
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うのは全然ないわけですね。防災という立場か

らいえば、県の津波対策の海岸の堤防なんかあ

りませんということでありますので、そういう

ことを考えれば、防災の面からも宮崎県はやは

り予算がまだ必要でなければならないというふ

うに思いますので、そういうことを含めて、こ

れは内示とか交付金の決定とかでまた変わると

思いますけれども、できるだけこの予算書のと

おりの額が満額来るように、ぜひ努力していた

だきたいというふうに思います。

前回の委員会からいろい○児玉県土整備部長

ろ予算の話が出ておりますので、ちょっと総括

的にお話をさせていただきます。政権交代しま

して、「コンクリートから人へ」という方針、

そういった中で、公共事業予算がかなり減らさ

れておりまして、大変厳しい状況になっており

ます。整備のおくれている本県で社会資本整備

を担当する我々としては、大変残念に思ってお

るところでございます。委員会からもたびたび

指摘をいただいておりまして、そういうおくれ

を取り戻すとか、あるいはまた厳しい経営環境

にある建設産業の振興、そういったもののため

に、先日もお話しいたしましたけれども、国の

予算の動向からいくと、国の予算の伸び率とい

うことで想定される予算というのは大体ありま

すけれども、それ以上の予算を県としては用意

した上で、その満額確保について努力をしてき

たところでございます。結果的に、23年度、減

額せざるを得なかったと。

24年度につきましても、県の財政改革という

方針の範囲内で、なおかつ組めるだけの予算は

組んで、国の動向から大体これぐらいになると

いうのは予想できますけれども、そういった予

算の組み方をすると、仮にたくさんとれたとき

に増額補正をやらないかん、県の財政は厳しい

中で増額が確実にできるかというと、それも見

通しがないわけでありますので、我々として

は、まずは予算としてしっかり組んだ上で、厳

しい状況にはありますけれども、その満額確保

に向けてさまざまな工夫をしながら、今後とも

取り組んでいきたいと思っておりまして、恐ら

く、国の伸び率はわかっていますから、今これ

だけ予算を提案させていただいておりますけれ

ども、当初予算で当初内示が来る額でいうと、

かなり厳しいだろうと思っております。しかし

ながら、年度内にあらゆる形でそれをまたふや

すような努力を我々としてはしていかないかん

と思っておりまして、委員会の皆様方にも御支

援、御協力をよろしくお願いしたいと思いま

す。以上でございます。

少なくとも、国から配分はこれだ○緒嶋委員

けやろうと思いますがと言われると、断わらん

ようにしてもらわんと、それが一番だと。断る

ことは割と早いんですけれども、断わらんよう

に、もうちょっと下さいというような気持ちで

やってもらわんと、来るのが、財政がそれは無

理だと言われて、それで終わりではどうにもな

りませんので、その辺をよろしくお願いしてお

きます。

緒嶋委員に御指摘いただ○児玉県土整備部長

いたとおりでありまして、私どもも国と協議を

する際には必ずそれは言っているんですけれど

も、国に示してもらった予算以上に県はちゃん

と予算は組んでいますから、いつでも対応でき

ますから何ぼでも受け入れますよということで

協議をさせていただいておりまして、例えばど

こかの県で使えんようになったらうちに回して

くれとか、そういったことも言いながら、予算

の確保に努めていきたいと考えております。

特に今、景気、雇用という意味で○緒嶋委員
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大変厳しいわけで、臨時雇用対策もなされてお

りますけれども、企業誘致も厳しい、失業率も

高い、有効求人倍率も低いということであれ

ば、建設産業が雇用の受け皿になる面が大きい

わけです。県の予算も、産業とか雇用づくりと

かと言われている中では、それを引き受けるよ

うな力というのは県土整備部が一番あると思う

んです。そういう意味では、雇用の確保、それ

が県民生活の安定、所得の向上にもつながるわ

けで、今、宮崎県は全国でも個人所得は最下位

と言われてもいいぐらい低いわけですので、そ

ういう意味では、県土整備部の公共的な仕事と

いうのは雇用の確保を担っておるという意味も

十分あっていいと思いますので、ぜひ努力して

いただきたいというふうに思います。

今度、危機管理局が、局長が部長級になると

いうふうに聞いておりますが、そこには県土整

備部の土木的な技術者が配置されておるわけで

すか。

危機管理局のほうに土木職の○江藤管理課長

職員が１人配置されております。

地震対策というのはハードとソフ○緒嶋委員

トがあると思うんです。そうすると、ハードの

面はやっぱり技術の専門職でないとどうにもな

らんと思うんです。そうなると、対策は県土整

備部に協力要請するのは当然だけれども、その

根幹の中にはやはり県土整備部の土木技術者が

何人か入って、１人よりも２人のほうがいいわ

けで、２人よりも３人のほうがいいんで、堤防

とかハード面の対策のためには、ぜひそちらに

職員を派遣というか、向こうのほうにいなきゃ

いかんというふうに思うわけで、ソフトはソフ

トで当然必要だけれども、そういう点をもう

ちょっと強力に進めていく必要があるんじゃな

いかなという気がするわけです。今後は、津波

対策、地震対策を含めて、市町村からの相談も

当然来るだろうと思うので、そのあたりを県土

整備部のほうとしても強く要請する必要がある

んじゃないかなと思うんですけれども、そのあ

たりはどうですか。

今現在、１人配置されており○江藤管理課長

ますけれども、それぞれ危機管理局と県土整備

部、通常の災害時の対応についても横の連携は

十分にとって機能しているというふうには認識

しております。県土整備部にとりましては、や

はり現場の体制といいますか、そこをきちっと

まずは確保しておく必要があるというふうには

考えております。今、委員が御指摘のようなお

話もありましたので、危機管理局等と通常の連

携はとっておりますので、そういう中で必要な

対応はとっていきたいと考えております。

お願いします。○緒嶋委員

今、この前の補正でかなり減額○原委員

で、国に返したりするのは非常にもったいない

というお話だったと思うんです。特にふるさと

雇用再生特別基金というのがあって、これは商

工のほうの基金ですが、こちらにかかわるとす

れば緊急雇用創出事業臨時特例基金、これを財

源にしている事業も今回の県土整備部の予算の

中にはあるわけですけれども、そういう意味の

中のもったいないという話だったと思うんで

す。この前、舗装のお話もしました。お金がな

い。ところが、要求は非常に多いと。実際これ

をやろうとすれば、今のお金では倍かかるみた

いな話も聞いておりますが、いわゆる予算の組

み替えがいいとは言わないけれども、款・項・

目・節ですね。款・項まで一般的に議会で我々

が認め、議案書があって認めるわけですけれど

も、あと目・節については、項の中である程度

移動してもいいんだという慣例的な財政課の考
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えもあるんでしょうけれども、もし我々がそう

認識してきたようなことでいくならば、例えば

この前の２月の減額補正予算、ああいうものを

ある程度融通することによって、入札残とか執

行残ですが、どこかに回したりできるんじゃな

いかなという気がしていまして、せっかく確保

した予算ですから、一方では財政再建という大

きな柱があって、こっちはお金を使っているが

となるけれども、当初にこれだけは使っていい

よということをいろいろ議論して認めたお金で

すから、議会のルールとして、目・節の中で移

動があってもいいという認識に立てば、その辺

をある程度内部で融通して、どうしてもやらな

いかんことは、24年度なら24年度中にやってし

まおうとかいう考え方があっていいのかなと思

うんで、それをまた一方的にやると、今はこう

いう財政再建という柱があるから、バブル時代

と違いますから、そのあたりも財政と一回きっ

ちりルールというか、そういうものをお立てに

なってもいいんじゃないかと思うんだけれど

も、部長、どうですか、突然ですけれども。

委員がおっしゃるように、目○江藤管理課長

間の流用というのは予算上できるような形に制

度としてはなっております。ただ、予算科目の

目の間の流用になると、かなりきつい縛りは内

部的にはかかっているんですけれども、特に公

共事業関係の予算でいきますと、結局、減額し

ている分というのは国の補助金なり直轄の負担

の関係のものでして、そもそもその事業を実施

するためについている予算と。だから、その事

業目的を達成するための範囲内で、中の流用は

さほど問題はないかと思いますが、そもそもの

補助でやろうとしていた分が余っているんで、

例えば県単とかいう話になると、これまでの経

緯からすると、なかなか認められていないとい

う事情があります。これまでも予算編成のそも

そものときに、いろんな議論はさせてもらって

いるんですけれども、財政が厳しくなるにつれ

て、そういう融通といいますか、弾力性がなか

なか働きづらくなっているという厳しい現状が

ございます。

ここで委員の皆様にお諮りをい○松村委員長

たします。

本日の日程が４時までということで最初にお

諮りをしております。４時を過ぎましたけれど

も、このまま継続してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、引き続き委員会を続○松村委員長

けます。質疑をどうぞ。

国の補助金とか、そういうかかわ○原委員

りのあるものについては非常に厳しいだろうと

思うんですけれども、ここで今お願いしておけ

ることというのは、今、弾力性という言葉をお

使いになりましたから、弾力的に運用できるも

のについてはそういう視点でやっていただく

と、今、緒嶋委員からも指摘があったようなこ

との解消にもなるんじゃないかなと。また、我

々としてもそれは非常にありがたいわけであり

まして、意見として、お願いとして申し上げて

おきたいと思います。

あと１つ、緊急雇用創出事業臨時特例基金で

す。我々、今ここで議論しているのは、ふるさ

と雇用再生特別基金は２億5,000万強、結局返さ

ないといけないわけなんです。これは大変もっ

たいなかったなという話をしていまして、特に

今、雇用状況が民間は大変悪い状況ですから、

あと１年となっていますが、物によっては25年

までとなっていますけれども、緊急雇用創出事

業の臨時特例基金はそんなにいっぱい返すこと

のないようにすべきだということを、みんなそ



- 136 -

う思っています。県土整備部として、今から補

正ででもこの緊急雇用創出事業臨時特例基金を

使ってやる事業があるとするならば、何かそう

いうものを新たに ほかの部との調整もある―

とは思いますが、よもや来年大きな金額を返す

ことがないように……。一例としては、河川課

の話がさっきありましたけれども、前、松形知

事もやろうとされてできなかったことがあるん

です。セイタカアワダチソウ、これがはびこっ

て花粉症は出すわ あの方は一時、時期を見―

てあれを全部ボランティアで刈ってしまおうか

みたいな、おっしゃったことがあるんです。私

も、一回やってみたらおもしろいなと思ったん

ですが、せっかくこういう事業があるので、臨

時的にも雇用できるわけですから、この際、全

県的に河川の、花粉が出る前に根絶やししてし

まう、また出てくるんでしょうけれども、一回

やってみたらかなり何年か抑えられるんじゃな

いかなという気がしていまして、例えばこの基

金を使えないのかというようなことも考えてい

るんですが、どうでしょうか。

委員がおっしゃるとおり、草○野中河川課長

刈り予算は非常に窮しておりまして、御要望に

なかなかこたえられないところもございまし

て、パートナーシップを駆使しながら、堤防の

草刈りをやっているところでございますけれど

も、今回の緊急雇用の中で、除草とか清掃とい

う単純労働は使えないということでお話がござ

いまして、この重点分野の雇用創造事業に該当

する部事業というのが単純労働はだめというこ

とでお伺いしておりまして、その中で今回、河

川の中としてはちょっと工夫を凝らしたつもり

で先ほどの２つを挙げたところでございます。

以上です。

わかりました。○原委員

この前、九州地方整備局へ行った○緒嶋委員

ら、東九州の高速道路を一部、コンクリートを

使ってやろうと。その理由というのが、長い目

で見た場合はコンクリート舗装のほうが、この

前、徳重さんが質問もしておったけれども、耐

用年数から考えたら、かえってコストは安くな

るんだということが言われておるし、また材料

が地産地消というか、日本でできて日本で使え

るというのは、外国から輸入するものよりもよ

ほどいいじゃないかというような、景気対策も

含めて、そういうことになると、今、橋はほと

んどコンクリートと鋼材の耐候性の橋と、いろ

いろありますけれども、かなり橋とかトンネル

の中の舗装、またトンネルもコンクリートです

が、それ以外に県としてコンクリートで事業を

やるという、一般の明かりの道路改良やらをそ

れでやるというような発想はできないのかどう

かということ、その辺はどうですか。

この議会でも部長答弁を○白賀道路建設課長

差し上げたところですけれども、今現在、県内

の国県道でコンクリート舗装の道路延長が0.6％

と、わずかになってございます。委員言われま

したように、トンネルとか、そういったところ

でコンクリート舗装を採用しておりますけれど

も、その他の一般道路ではコンクリート舗装は

なかなか採用していない現状です。振動、騒音

とか、走りやすさとか、そういったもろもろの

観点、そして経済性というようなことでなかな

か現在は普及していないような状況でございま

すけれども、国のほうが24年度から、積極的に

コンクリート舗装の採用に向けて動くというよ

うな通知も出されておりますので、そんなのも

受けまして、なおかつ技術革新も進んでおるよ

うでございます。コンポジット舗装 アス―※

※137ページに訂正発言あり
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ファルトの上にコンクリートを張るとか、そう

いった技術革新も進んでいるようでございます

ので、そういった状況を踏まえながら、本県の

道路舗装等への適用について考えていきたいと

いうふうには思っております。

コンクリートの場合は、硬化する○緒嶋委員

というか、固まるまでが期間が要るから、新し

くバイパスとか何とかなら 普通のところの―

補修なんかはちょっと無理だろうと思うんで

す。新しくバイパスをつくるところはコンクリ

ート舗装でいいんじゃないかなと。そして、今

はコンクリート舗装の技術が進歩しているの

で、アスファルトと余り変わらんような、高千

穂でトンネルを施工したのが農政であるんです

が、その中は走ってもアスファルト舗装と変わ

らんような……。コンクリート舗装そのものの

技術が相当、機械でやってすばらしいし、凹凸

がないような、そういうことを考えたら、ドラ

イバーの運転そのものがそれで困るということ

はないんじゃないかなという気がしております

ので、これも研究していただきたいということ

を要望しておきます。

まず、訂正させていただ○白賀道路建設課長

きます。私、今、アスファルトの上にコンクリ

ートと言いましたけれども、逆で、コンクリー

トの上にアスファルトを敷くというようなこと

で、そういった技術革新もありますし、委員言

われたようにバイパスとか、そういったところ

ではコンクリート舗装もやりやすいとは思いま

す。なおかつ、道路の下にいろんな埋設物があ

る場合がございますので、そういった観点から

も、実際、コンクリート舗装を現場の状況で適

用できるかどうかというのは、そういった面も

含めながら考えていくべきだろうというふうに

は考えております。

先ほどの質疑の中で景観○大迫都市計画課長

整備機構の他県の状況はどうかという御質問が

ございまして、それにお答えをいたします。景

観法に基づきまして、景観整備機構というのは

公益法人あるいはＮＰＯということに限定をさ

れておりまして、九州各県の状況を申します

と、１団体を指定しておるところが、大分、佐

賀で、沖縄が３団体を指定しておりまして、そ

の他の県は２団体を指定して、宮崎県と一緒と

いうことでございまして、県の建築士会はすべ

ての県で整備機構として指定を受けておるよう

な状況でございます。以上です。

本会議でもある程度入札制度改革○丸山委員

についての答弁があったんですが、この委員会

の中で、新年度をもう少ししたら迎えるもので

すから、基本的なスタンス、どういうことを改

善していこうというのがあるのか、一般工事と

測量を含めてお伺いしたいというふうに思って

いるんですが。

入札制度につきましては、こ○江藤管理課長

れまでも、総合評価落札方式等のいろいろな見

直しも含めまして、取り組んできてまいりまし

たけれども、今回、建設業者の入札参加資格、

格付が24年の４月でまた変わるということで、

その格付自体の見直しを今、作業中でありまし

て、それを受ける形で入札制度についても見直

しを考えているということであります。その中

の１つ大きなものとしましては、これまでも発

注機関あるいは建設業界の関係の方々と定期的

に何度も意見交換をさせていただいているんで

すが、従来から一番声が大きかったのは、地元

の仕事は地元の業者がとれるような環境づくり

といいますか、そういう強い要望がございまし

た。それについては、ある面では総合評価落札

方式の中での評価点の取り扱いで対応してきた
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部分もあるんですけれども、今回、格付自体を

見直すのに合わせて、今現在設定している地域

要件を現在よりも狭める、競争性を緩和といい

ますか、ただ、一定の競争性は確保しながら、

現在よりは狭い地域といいますか、エリアで地

域要件を設定しようという部分が１つありま

す。それを念頭に、格付も見直しを行うという

ことであります。

後は、本会議の中の答弁でありましたのも、

今年度も実施しております経済雇用緊急対策と

しての取り組み、これをどうするかというとこ

ろで、その中で大きいのは、最低制限価格のお

おむね90％、建設工事についておおむね90％と

いう部分がございまして、これはあくまで時限

的な取り扱いで現在まで来ております。当

然、24年度以降の対策をどうするのかといった

ところについては、本会議の答弁でもありまし

たように、引き続き実施する方向で検討してい

るというところでありまして、これも含めて、

そういう方向で今、検討を続けているという状

況であります。

４月１日に格付を含めてあるとい○丸山委員

うことですので、時間がかなり迫ってきており

ますので、早目に周知していただかないと、入

札参加するほうも混乱をする可能性もあります

ので、適正にやっていただきたいというふうに

思っております。

景気が悪いという中に、県としては上半期に

できるだけ多く発注してやっているけれども、

それが実質はなかなかうまくいっていなくて、

ぼんと出すときと出さないときがあって、災害

があると物すごくそのときに集中して出されて

しまって、仕事を受けようと思ってもなかなか

受けづらいとかいうのがあったりするのをよく

聞くものですから、その辺の発注のあり方とい

うのもしっかり 我々が聞く範囲では、配慮―

をしてもらっているけれども、一斉にどんと出

ることも多くて、なかなか難しいという話も聞

くものですから、適切な発注のあり方も含めて

やっていただきたいというふうに思っていま

す。

まだ答弁のなかった測量コンサル関係の変更

というのは、何らかのことを考えていらっしゃ

るんでしょうか。

測量業務につきまして○満留技術企画課長

は、24年４月以降に小規模業務 予定価格―

が100万円から200万円の価格帯の業務につきま

しては、現在、技術者の兼務、具体的に言いま

すと、業務をしていただくときに、監理技術者

という業務の責任を持つ技術者と担当技術者を

事前に登録していただくんですけれども、それ

を従来は暫定的に兼務ということで認めていた

んですけれども、やはり品質確保の観点から、

別々の人がやっていただいたほうがよりよい成

果物ができるということで、４月からは兼務を

廃止いたしまして、より適正な品質確保ができ

るような方式に変更をいたします。これは、既

に関係の皆様には県庁のホームページを通じて

お知らせはしているところであります。

そのほかの建設コンサルタント、地質調査、

建築設計等につきましては、現在、一般競争入

札を試行的にやりつつ、総合評価落札方式ある

いはプロポーザル方式の試行を行いながら、よ

りよい入札契約ができるように今後も取り組ん

でいくというふうに考えております。以上でご

ざいます。

もう１つ、要望も含めてなんです○丸山委員

が、名ばかり営業所という言葉が業界の中にあ

るものですから、名ばかり営業所という位置づ

けがどういう規定かというのは非常に難しいの
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かもしれませんけれども、住所はあるけれど

も、本当にそこに技術者がいるのか、そこで作

業ができるのかと。ただ単に、ぽんと置いてい

るところもあるらしいというのを聞くものです

から、それが本当にあるのかないのか、私は確

認はしていませんが、そういうのはやはり土木

事務所等を通じてでもしっかりと、実態がどう

なのか、本当にそういうものがあるんだった

ら、何らかの規制といいますか、そういうのは

おかしいというのをしないと、技術が担保でき

ないような可能性もあれば、そういうのが十二

分にチェックできるような体制を早目に考えて

いただければありがたいのかなというふうに

思っております。

いわゆる名ばかり営業所○満留技術企画課長

という、具体的に委員もおっしゃったように定

義がなかなか難しいところがあるんですけれど

も、現在の入札参加資格要件の中で営業所要件

ということにつきましては、納税義務がある事

務所、きちんと納税している実績があるかどう

かとか、あるいはまだ営業所を建てたばかりで

具体的に納税をしていないというところにつき

ましては、そういう届けをされているかどうか

というところをまず入札参加資格で求めており

ます。測量の例でいいますと、測量業をされる

場合は、その営業所にだれを有資格者として張

りつけるかというのを届け出をされることに

なっております。例えば、営業所で事務所の仕

事をとられた場合は、そこの営業所にいらっ

しゃる方を業務の責任者なり担当者なりにして

いただくというような参加資格要件を定めてお

りますので、このあたりを、先ほど委員おっ

しゃいましたように、きちんと精査しながら、

適切な入札契約、あるいはそれを受けた品質確

保に努めてまいりたいというふうに考えていま

す。

品質確保を担保することによっ○丸山委員

て、県民の利益が阻害されないというのが一番

大きな目的になると思いますので、品質確保を

するために、名ばかり営業所というのがもしあ

るんであれば、しっかりとチェックをやってい

ただきたいというふうに思っております。

格付が変わるということで、今○緒嶋委員

度、一般競争入札の場合は、入札の時期によっ

て資格があったりなくなったりする。このあた

りは配慮した入札をされるということになるん

ですね。ある仕事が入札の予定があったのが、

応札したらＡだったのがＢになっていたから資

格がなくなったというような感じも可能性とし

ては出てくるんじゃないかと。逆の場合もある

し、資格がないと思って応札しなかったら資格

はあったと。Ｂの人がＡとか特Ａになったとい

うときは、入札の時期的なものも考えなきゃい

かんようになってくるんじゃないかと思います

が、そのあたりの配慮はされておるわけです

か。

年度末の入札公告という部分○江藤管理課長

については、余りぎりぎりになってからの公告

はできるだけ避けるように発注機関にはお願い

しております。ただ、どうしてもというような

場合には、開札が４月に当然入り込むわけです

から、ただそのときには発注標準も４月から変

わりますので、新しい発注標準の中のいわゆる

ランクは満たしておいていただく必要があると

いうことになります。基本的にそういう形です

けれども、各事務所の状況も今いろいろと入っ

てきておりますので、できるだけ混乱が生じな

いように、柔軟な対応はとってまいりたいと

思っております。

特に、本当は落札した形にはなっ○緒嶋委員
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ているけれども、資格のことでだめでしたとか

いうようになると、業者に対しても失礼なこと

だから、そういうトラブルのないように十分配

慮する必要があるんじゃないかと思いますの

で、その点はうまくやってください。

それと、最後、委員長が考えておられるかな

と思うんですけれども、県土整備部長が今度で

定年ということで、まだ何年もいていただきた

いんだけれども、これは仕方がありませんが、

今まで土木部あるいは県土整備部の中で頑張っ

ていただいた自分の思いというのを、何か部長

あれば、これは通告をしておりませんでしたけ

れども、委員会は議事録が残りますので、何か

思いを言っていただくといいんじゃないかなと

いうふうに思いますが、委員長、どうですか。

発言の機会を与えていた○児玉県土整備部長

だきましてありがとうございます。先ほど予算

確保についてはお話しさせていただきましたの

で、それ以外にあと２点ほどお話しさせていた

だこうと思います。

今、議論がありました、まず入札制度でござ

いますが、官製談合事件以来、県民の信頼を回

復するという意味で、スピード感を持って改革

に取り組んできたと。なおかつ、抜本的な、大

胆な改革をやったということでありまして、そ

れ以降、それをやる中でいろんな御批判もあり

ました。性急過ぎるとか、競争性が高まり過ぎ

たとか、いろんな御批判もありました。そう

いったことを受けて、これまでずっと改革に取

り組んできたわけですが、試行をして、その試

行した結果でまた見直すとか、そういうことを

ずっとやってきておりまして、業者も、たびた

び制度が変わるとそれについていくのも大変だ

というお話もいろいろお聞きしておりまして、

改革改革といっても、いつまでも改革をやるわ

けにもいかんということで、私は２年前に部長

になったときに、もうそろそろ改革の仕上げを

したいということを周りの皆さんにお話をして

きました。

先ほど管理課長がちょっと御説明いたしまし

たが、４月から格付も見直しますし、それに応

じて地域要件の設定を見直す、またそれに応じ

て総合評価も評価のあり方をまた見直していく

ということで、それが早いものは４月から、総

合評価については６月から実施になろうかと思

いますが、それをやることによって大体、仕上

げはできたのかなと私自身は思っておるところ

でございます。今後は、安定的な制度にして、

当然それ以降も必要な見直しというのはあるで

しょうが、そういう安定的な制度にして、それ

に業者がまずなじんでもらって、その上で我々

としては、制度の手直しというよりは、先ほど

から話が出ておりますように、いかに予算を確

保するかということに尽きるかなと思っている

ところであります。そういったところで工夫を

していきたいというのが１点でございます。

それから、もう１点は、２年前、部長になっ

てすぐ口蹄疫が発生した。その後に都城で大き

な水害がありました。年がかわって鳥インフル

エンザ、それから新燃岳噴火、そしてとどめが

３月の東日本大震災でありましたが、私ども、

この２年間はそういったあらゆる危機事象に対

する対応というのが中心になったかなと思って

おります。そういった中で、これまでいろんな

形で取り組んでまいったわけでありますが、特

に大震災に関しましては、宮崎はいつ起こって

もおかしくない状況にある。大地震、大津波で

すね。それから、新燃岳についても、またいつ

噴火してもおかしくない状況にある。そういっ

た中で我々としては、今やれることをまずしっ
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かり対策をとった上で、なおかつ実際それが発

生したときには迅速に対応できるような体制を

組んでおかないかんということで、これまでも

取り組んできておりますが、例えば津波に対し

ては、まだ具体的な被害想定が出ておりません

ので、国のほうで今、想定する津波高に対して

どう対応していくかという基本方針を検討され

ておるということでありますから、そういった

想定が出て、そして国の方針が出た段階で、ハ

ード整備はしっかり取り組んでいく。それか

ら、当然、千年に一度というような大津波に対

してはハードでは対応できませんから、そう

いった場合には当然、ソフトとの組み合わせに

なりますので、ソフト対策もしっかりやってい

かないかん。そういったところにつきまして

は、残念ながら、私がいる間にそこまで取り組

みができなかったということもありますので、

残された課題等についてはまた後に残る人たち

に引き継いでいきたいと思います。

この１年間、常任委員長を初め委員会の皆様

にはいろいろと御指導いただきまして、大変感

謝をしているところでありまして、今後とも、

県土整備行政推進のために、御支援、御協力を

賜りたいと思います。本当にお世話になりまし

た。どうもありがとうございました。

この後、なかなか質疑ができな○松村委員長

いと思いますが、何か質疑はございますか。

私の発言もなかなかできないような状況にな

りましたので、ここで私もやめさせていただき

ます。

県土整備部の当初予算関連に関しましては質

疑がないようでございますので、終わります。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようでございます。それで○松村委員長

は、以上をもって県土整備部を終了いたしま

す。執行部の皆様には大変お疲れさまでござい

ました。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後４時30分休憩

午後５時16分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

まず、採決についてです。委員会日程の最終

日に行うこととなっておりますので、あさって

行いたいと思います。開会時刻は13時30分とし

たいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定しま○松村委員長

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もないようですので、以上で○松村委員長

本日の委員会を終了いたします。

午後５時17分散会
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午後１時29分再開

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員  原 正 三

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 内 村 仁 子

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 野 中 啓 史

委員会を再開いたします。○松村委員長

まず、議案の採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

一括の御意見でございますの○松村委員長

で、そのように取り扱います。

それでは、一括して採決いたします。

議案第１号、第８号から第10号、第13号、

第14号、第24号、第41号から第44号及び第53号

について、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○松村委員長

て、議案第１号外11件につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「商工観光振興対策及び土木行政の推進に関

する調査」につきましては、閉会中の継続審査

といたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、この○松村委員長

旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目として特に御要望等は

ありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時30分休憩

午後１時37分再開

委員会を再開いたします。○松村委員長

お諮りいたします。

委員長報告につきましては、ただいまの御意

見を参考にしながら、正副委員長に御一任いた

だくということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○松村委員長

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もないようです。以上で委員○松村委員長

会を終了いたします。委員の皆様には本当に１

年間御苦労さまでございました。

午後１時38分閉会




